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この「アジアの動向」く国別シリーズ） 1967年は，月刊「アジ

アの動向」を各国別にまとめ，総目次， 1967年の回顧，年表を

追録したものです。

アジア諸国の政治・経済の動きを適確に把握する基礎資料と

して，月刊「アジアの動向」とあわせて利用ください。
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マレーシア，シンガポール

1967年 の 回 顧

マレーシアの1967年はゴム，錫等第一次産品の価格下落を最大の原因とす

る経済の低迷と，年末における通貨切下げに伴う暴動とで，著しく暗い 1年

であった。一方，シンガポールのそれも経済界が貿易面でやや活況を示した

だけで，依然安定要因を欠き，これに加えて英軍の70年代半ばまでの完全撤

退が確定したり（12月末には撤退時期がさらに早まるとの噂も出た），左派反

政府運動の尖鋭化やこれに対する政府の強圧措置などで，やはり暗い 1年で

あった。

マレーシアの圏内政治

(1) 国語問題

過去10年間，マレーシアにおいて最大の懸案事項となってきた国語問題は

2月と 4月の立法で「英語の公用を承認した上で、マレ一語を唯一の国語とす

る」と定められ，憲法上は一応決着がつけられることとなった。過去の経緯

からして， 67年にはこの問題で相当大きな混乱が予想されたので、あったが，

この 1年をふりかえって見ると，意外と平穏に新事態が迎えられたようであ

る。このような結果を生みだした最大の原因は，政府が自己の政権安泰のた

め災いを招く危険性の多いマレ一語一本化という明確な立法をとらなかった

ことにあるといえよう。 1957年の憲法で、10年後の67年以降マレ一語を国語と

すると定めたのは現在のラーマン政府であるが，この10年間におけるマレ一

語化促進は政府自身の運動としても積極性を欠くものであり， 「67年以降」

におけるマレー語の単独国語化は到底困難であった。

しかるに，マレ一人と中国人との間では67年以後の事態をいろいろに予想

して紛糾が断えず，人種問調和に政権の安泰を求める政府は，自らが定めた

「67年」にしばられる結果となっていた。そこで政府は，今回の法律ではマ

レ一語の国語化を制定する一方で英語の公用には期限をつけず，また中国語

その他については言及すらしないという態度に出たのであった。このような
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マレーシア， シンガポーノレ

方針が，マレ一語の使用促進にどのような結果をもたらすか未だ明らかでは

ないが，67年において予想されたほどの混乱が起きなかったことからすると，

この問題を回避的に処理しようとした政府をも含めて殆ど誰れもが， 67年の

立法を最終的なものとは受けとっていないことが考えられる。現状では中国

人が中国語を捨て去ちねばならないわけではない。また一方，マレー人過激

分子がマレ一語の唯一完全公用化を要求したところで，政府は67年の国語法

をまさにそのためのものだと主張して逃げきれないわけでもないのである。

結局のところ，マレ一語の使用促進は現状ではあまり進むことなく，従来

通り今後の政治・経済分野におけるマレ一人と中国人の勢力の消長によって

きまることであろう。 67年に混乱が起きなかったのは，誰れもがこのことを

熟知していたからにほかならない。

(2) 東マレーシアの政変

東マレーシアの67年は，マレーシア結成後はじめて地方分権的傾向があら

わに示された年として著しい。このことは，現象的にはサパ州で原住民のカ

ダザン族を主体とする統一カダザン党UPKOが与党のサパ連合党から分離し

て野党に廻り，クアラノレンプールから指導を仰ぐマレ一人中心の政治に反旗

をひるがえしたこと，またサラワクでもやはり与党のサラワク連合党内が原

住民の第3省イパン族の政党 Pesaka党とマレ一人の政党 Bumiputra党との

対立で分裂の危機にひんしたことなどによって示される。これらの結末は，

前者の UPKOが年末にいたって解党するということでおさまったこと，また

後者の場合は中央の連邦政府が68年に予想される選挙を考慮、してBumiputra

党をして Pesaka党に譲歩せしめたことなどで，一応当面はおさまったよう

である。しかし，サパで、の UPKOの行動は毎年猫の目のように変っており，

今年の場合も，結局，解党という華々しい結末を見せたが，決して問題とな

った地方分権要求が解決したわけではないから，永続的なものとは思われな

い。またサラワクでの問題は， 66年以来の第2省イパン族 Snap党と連邦政

府およびマレ一人 Bumiputra党との関係悪化の最中におきたもので，問題の

性質もほぼ同じと思われるが，今回は，たまたま連邦政府の一時的情勢判断

が68年の選挙を前に Pesaka党側へ有利に働いただけのことのようである。

東マレーシアは連邦政府にとりますます金のかかる重荷にこそなれ，いまだ
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マレーシア， シンガポーノレ

何の利益をももたらしていないのである。

(3) 通貨切下げに伴う暴動

11月24日，つまり旧通貨切下げ5日後のベナン島での同盟閉店成功を端緒

に，その後フ。ロビンス・ウェレズレイ（ベナン州），ベラ， ケダ， セランゴ

ールなど西海岸諸州に拡大したこの「暴動」は，日本で「反政府暴動」とも

「人種暴動」とも呼ばれているように，極めて複雑な性格をもつものであっ

た。つまり，当初においては，旧通貨切下げを何らの予告もなく断行して，

国民に 7千万ドル余の損失をおしつけた政府に対し，損失を最も多く蒙った

中国人労働者・小商人などが強い不満と抗議を示したものであったが，同盟

閉店，デモなど一連の抗議行動が，かねてからある中国人，マレ一人の対立

感情を煽り，反政府デモは次第に中国人，マレー人間の人種対立に転化して

行ったものと思われる。

しかし，この「人種対立」は両人種間の激烈な衝突を伴うものではなかっ

た。数十人といわれる死者， 2千人以上といわれる逮捕者のうち，両人種聞

の直接の衝突によってもたらされた死者，逮捕者は極めて少なく，多くが戒

厳令違反による射殺と事前逮捕であった。

これらの事実から考えると，今度の暴動は，初期においては左翼が主導権

を握っていたものらしいが，後半になると人種対立という緊張を利用しての

政府による左翼（労働党，人民党など）徹底取締りの性格の方が強くなって

行ったのではないかと思われる。

いずれにせよ，総選挙を来年に控えた現在，この事件によって左翼勢力（お

よび一部マレー人過激派〉が大きな打撃を蒙ったことは否定できない。

シンガポールの圏内政治

65年 8月にマレーシアから分離・独立したシンガポーノレは，早速経済に行

詰りを見せた。当時インドネシアとの貿易は再開されておらず，経済は相対

的高賃金と投資の貧弱さとから工業化も思うにまかせず，いたずらに失業者

の増大に直面せざるをえない状況であった。したがって，これに対する政府

の当然の対策は，海外からの投資奨励とそのための治安確保，および賃金の

押下げないしは上昇停止とであった。この混乱のなかにあった66年は，政府
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マレーシア， シンガポーノレ

の左派系労組および学生らの反政府運動に対する厳しい態度，および御用組

合たる全国労働組合会議 NTUCとの離反などで緊張した 1年であった。 し

かし， 67年になると学生の反政府運動はほとんど姿を消し， また NTUCも

政府側のテコ入れによる執行部一新などで，自ら政府に協力してこれ以上の

賃金上昇はおさえようとする動きを示すなど，沈滞した気分が支配するよう

になってきた。

このなかにあって野党 BarisanSosialisとこれを支持する左派系労組は，

街頭デモ，政治犯待遇改善要求運動， 与党 PAPの支部襲撃などの国会外活

動を続けている。かれらの反政府活動の理由は，偽のシンガポーノレ独立非難

（シンガポールと西マレーシアとでマラヤ共和国をつくるべきだと主張する〉

がもとになっているが， 67年の場合は，このほか66年末から67年初めに国会

を通過，実施にうつされたいわゆる三迫害と称されるところの労働組合（修

正〉法，団体法，国民兵役法などに対する反対も加わっている。そして，そ

の活動方法は「偽のシンガポール共和国国会」をボイコットし，国会外で実

力行動をとるというものであった。この運動方針の結果， BarisanSosialisの

有力指導者は逮捕されるか，方針に反対して脱党するかで，著しい打撃をう

けている。一方，これを支持する左派系労働組合も，政治的なゼネストに参

加したとの理由で，有力なものは解散のうきめにあっている。

かくして国会は， 63年 9月の選挙で PAP37, BS 13，その他1という勢

力分野であったものが，現在ではこれが PAP49, BS 2 （現在失隠中〉にな

ってしまい，今後もこの国会外活動を続けるかどうかに関心がもたれている

（例えば68年に行なわれる予定の総選挙に参加するかどうかということ〉。

一方，政府側もこのような闘争の中にあって民意の掌握に懸命である。学

校教師，父兄を通じての学生の政治活動参加防止キャンペーン，スポーツ・

体育の奨励運動，市内の清浄・美化運動などは， いずれも PAP国会議員が

先頭に立って行なったものである。そして，これらを総括してシンガポール

に「たくましい社会 RuggedSociety」 をつくろうとする運動を起こし， 8 

日の独立2周年記念日には，このスローガンをテーマにする盛大な式典を行

なったほどである。

一（ iv)- - 76ー



マレーシア，シンガポール

マレーシアの経済

Tan蔵相は68年 1月18日の新年度予算案演説の中で「過去 6年関連続して

急速な拡大をつづけてきたマレーシア経済は， 67年にいたって外部要因のた

め成長が止まってしまった」と述べている。

すなわち， GNPでは過去6年間ほぼ6.5%で上昇してきたものが， 67年に

なると 2.5%増（約 95億わりにとどまり，一方，人口増加率3%を加味し

た1人当りの国民所得では逆に0.5%減少して， 66年の 950ドノレから 945ドノレ

となってしまった。なお， GNPを地域別に見た場合， サパ， サラワクは前

年とほぼ同じくそれぞれ18.5%, 8 %と上昇を示しているから，西マレーシ

アの方は逆に停滞ないしは下落を示したものと思われる。

このようなーーとくに西マレーシアにおける一一経済の停滞は，ゴム，錫

価格の下落にともなう輸出収入の減少が最大の原因となっており（Tan蔵相

によると，これは工業原料に対する需要の世界的緩慢さ，という外部要因に

よるものである），また国内総需要（国内総支出）が民間部門で僅か0.5%増

（消費1.4%増，投資 4%減）にとどまったこともあげられる。

前者については，ゴムの平均価格が66年のポンド当たり 65セントから67年

の54セントに低下したこと，また錫のそれが 66年のピクノレ当たり 645ドルか

ら67年の600ドノレに低下したことの結果，輸出量はそれぞれ 4.5%増の 104万

トン， 3.5%増の 7万5千トン上昇したにも拘らず，輸出収入の方は 12.5%
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マレーシア，シンガポー Jレ
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減の12億 9千万ドノレ， 4%減の 7億6千万ドノレとなったのである。なお，ゴ

ム，錫の総商品輸出収入中に占める割合も， 66年の約59%が67年には54%と

低下してしまった。

一方，後者の国内総需要における民間部門の不成績は，以上のような結果

を直接反映させたものといえよう。過去6年にわたってそれぞれ約 6%弱，

7%弱と成長を続けてきた民間部門の消費と投資は， 67年になると 1.4%増，

4%減という著しい低下を記録してしまった。

このような中にあって，前年の水準を一応維持したのは公共部門であった。

しかし，その中身もやはり前年と同じく，経済発展への動因とはなりにくい

公務員給与や国防・治安維持費などが大きな割合を占めていたのである。

Tan 蔵相は68年度について，（1）ゴム，錫価格の低迷が永続しないとして，

輸出収入の増大が民間消費を上昇させること，（2）また政府の工業化促進のた

めの財政措置が，民間投資を67年比10%増大させる可能性のあることーーな

どから， GNPも4.5～5%拡大し99億ドルを越えるだろう，と楽観している

が，はたしてそうであろうか。ゴム，錫とも68年 1月の価格水準は67年の平

均価格よりすでにそれぞれ約 9%，約6%も下回っており，今年に予想され

る世界的な経済不況から見て，現水準以上への上昇が期待できるかどうか非

常に疑わしいといわねばならない。
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マレーシア， シンガポーノレ

シンガポールの経済

1967年のシンガポーノレ経済は，貿易が徐々に回復してきたこと，政府の観

光開発，工業投資誘致等の施策が始められたこと， 国内総生産 GDPに18%

の貢献をしていた英軍の撤退が確定したことおよび最後にポンド切下げと，

悲喜こもごもの事件が相継いで起った年であった。

66, 67年の経済状況を概観することは，国内総生産等経済全体に関する資

料が未着のため困難である。ただ中継貿易に依存度の高いシンガポールが，

貿易量の増減に総生産の増減の多くを負っていることは対決時代の実績から

明らかであり（64年は GDPが僅か 2%増であったが， これはインドネシア

との経済断交による貿易量の 19%減が原因となっている〕， 66,67年の貿易

量がそれぞれ 9%, 8 % （ただし 1～9月の間）と増大し， 62,63年の水準

に戻りつつあることは GDPによい影響を与えたものと考えていいだろう。

67年の貿易額は約80億ドルに接近しそうである。このうち今後に向かつて最

も期待の持てるものは， 6月以降における対インドネシア貿易の全面再開で

あった。その年末までの実績は明らかでないが，輸出はシンガポールの地理

的位置，諸産業の新興，信用制度の完備などにより，この 1年で約3億5千

万ドノレに達するものといわれ，一方，輸入面も再輸出用ゴムが 3分の 2を占

め，その量も毎月 3万トンになるといわれている。また対中国貿易もこの 2,

3年急上昇を始めている。統計によると，対決時代の64年に輸入1億9650万

ドノレ，輸出 100万ドルであったものが， 67年は 1～ 6月の間だけで輸入1億

9050万ドノレ，輸出7260万ドルにも達しているのである。多くのシンガポール

人にとって中国は祖国であり，輸入品の価格は安く，また輸入代金支払いに

かなりの優遇措置が講じられていることからして，今後シンガポールは中国

の東南アジア，ひいては世界への窓口としての役割を増大させて行くことと

なろう。貿易量拡大のもうひとつの要因は，依然高水準を続ける対ベトナム

輸出であり，その額はアメリカの軍事介入開始前の 5～6千万ドノレから， 65

年 1億1200万ドノレ， 66年2億5600万ドノレとなり， 67年は 3億ドノレに達しそう

である。ただしその内容は，約7割が石油，石油製品等であり，国内の諸産

業に帰着する利益ははるかに少ないものであるばかりか，和平が近いという

昨今の情勢からして，今後に期待で、きるものとはなっていない。
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一方， 61年から始められた工業化計画は，この 3, 4年徐々にではあるが

成果をあげはじめているらしい。しかし，この場合も資料未着で67年の状況

は明らかでなく， 65,66年の状況から予想するほかはない。 60年以降の工業

投資率は GDPの13～15%であり（それ以前は 7%），現在はこれを少なくと

も17.5%以上にすることが政府の目的となっている。いずれにしても，この

工業化計画の結果， 63年以降毎年5～6千の雇用が作り出されているが，現

在の失業水準からみて未だ十分なものとはいえない。 全工業生産高は 65年

10億8200万ドル， 66年13億ドノレとなり，このうち工業化計画の中心たる創始

産業の生産はそれぞれ3億1800万ドル（29.3%), 4億9000万ドノレ（37.3%) 

となっている。なお， 65年に 4億6380万ドノレで、あった総資本形成が， 66年に

至って 4億5410万ドノレに低下したのは，マレーシアからの分離とそれに伴う

共同市場の喪失が原因であると説明されているが， 67年にはこのほか特に悪

い材料はなく，しかも後半とくに年末にいたって香港から相当額の資本流入

が伝えられているから， 66年程度の総資本形成の減少はつぐなわれ得たはず

である。

なお，政府は内外からの工業投資を促進するため， 11月末から12月にかけ

ての国会で経済拡大奨励（所得税免除）法を提出・通過させ，従来からの創

始産業法による所得税免除措置をさらに拡大することとなった。このほか政

府は経済開発庁 EDBを通じて，これまで、に香港， メノレボノレン，パンコク，

ストックホノレム，ニューヨーク，サンフランシスコ等に投資促進センターを

設置している。これらの努力により， 61年以降工業開発に投下された資本は

3億5千万ドノレ， うち外資は約半分（新規産業だけではそれぞれ1億9千万

ドル， 1億ドル〉となっているが， EDBの調査では，今後毎年1万5千の

雇用を作り出すためには，毎年3億ドノレの新規投資が必要で、あるといわれて

おり，従来の投資水準は未だ低いものといわざるを得ない。

次に観光開発であるが，観光の GDPに占める率は 60～62年の各1%, 63 

年2%, 64～65年の 3%と，低率ながら漸増を続け， 66年にシンガポーノレを

観光訪問した外国人は65年比30%増， 67年は前年比約50%増（ 1～6月）と

なっている。政府はこのようなことから，今後英軍基地の縮少に伴って生ず

る失業者数だけの雇用はこの部門で作り出そうとし，このためのホテルなど
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に対する投資誘致策を 6月以降発表しているが，その反応は年末までは殆ん

どなかったといわれる。しかも， 66年以降の外国人旅行者の拡大の中にはベ

トナム戦争のアメリカ休養兵がかなり入っているから，この点でも観光開発

が政府の期待にそえるものになりうるかどうか疑わしい。

さて最後に，67年 6月にはイギリス政府の国防白書により，英駐留軍が1970

年代半ばまでには全面撤退することがきまった。この計画によると， 71年末

までには兵員，軍属，家族および現地人雇用者（約3万 3千人，うち 4分の

1は非市民）が半減されるはずで，その失業対策は現在，上記の通り観光開

発の方面でねられている。現在シンガポールの雇用状況は，総人口 193万に

対し労働人口が57万6700人，失業者はその 9.1%の5万2630人であるが，今

後は71年末までに基地関係で 1万2千人が失業する一方，学卒者も毎年2万

5千人ずつ新たに労働市場に入って来るのである。

このことは何も今にはじまったことではない。しかし，貿易水準にも，ま

た工業投資水準にも飛躍的拡大の望めない現在，基地撤収に伴う失業の増大

は，相対的に高いといわれる賃金水準をさげ，投資促進のー要因とはなって

も左派勢力の未だ強いシンガポールで，これが治安や政情不安の問題に進展

するとなれば，経済の追加的悪材料となることは必至である。

旧通貨切下げ

イギリスは11月19日ポンドの14.3%切下げを発表したが，マレーシア，シ

ンガポーノレ，ブノレネイ 3国も同じ日，新通貨（ 6月12日以降流通〉は現行通

りとし，旧通貨（マラヤ・ドル，通称海峡ドノレ）のみ14.3%切り下げると発

表した。新通貨は金リンクであって (1ドルニ0.290299グラム）， ポンド切

下げによっても影響を受けないが，旧通貨はポンド・リンク (1ドル＝2s4d) 

のため，ポンドとの交換比率をかえることはできないというのが，この決定

の公式上の理由であった。

そのほか，新ドル切下げによって輸出価格が低下しでも，ゴム・錫などの

輸出はさほどのびず，徒らに輸出収入の減少を招くだろうこと，対英貿易は

現在マ・シ両国にとって余り大きな比重を占めていないこと，新ドノレを切り

下げると食糧特に米などの輸入価格が上昇し，国民生活を圧迫すること，な
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どを考慮した結果，新ドル価値維持の決定をみたものと思われる。

マレーシア・シンガポーノレヲブノレネイ 3国とも，かつては外貨準備の全額

をポンドで保有しており，ブノレネイを除き，昨年8月以来徐々に多様化を進

めていたとはいえ，切下げ時にもなお依然多額のポンドを保有していた（シ

ンガポーノレは外貨準備の50%弱，マレーシアは70%強，ブノレネイに至っては

100%がポンドであったと推定される）。従ってポンド切下げによって蒙った

外貨準備の損失（マ： 2億5千万ドル，シ： 1億ドル）は， 3国特にマレー

シアにとって相当深刻な意味をもつものであった。

旧通貨が切り下げられたのは，政府にこの外貨準備における損失を国民の

負担によって穴埋めしようとする意図があったためとも言われている。シン

ガポーノレで、新硬貨が11月19日一ーまさに旧通貨切下げの当日一ーになってよ

うやく発行されたことに象徴的に示されるように， 3国の旧通貨償還は政府

の意図がいずれにあったかはともかく，決して着実なものではなかった。特

にマレーシアの末償還旧通貨量は切下げ時において全通貨量の50%に近かっ

たと推定されており，それらを抱えていた労働者・小商人などに大きな打撃

を与え，やがて，それが反政府暴動を惹き起こしたことはさきに見た通りで

ある。

最後に，外貨準備の損失額がマレーシアで、相対的に多かったこと，仲継貿

易および相当規模の了．業を中心とするシンガポーノレ経済に比して，ゴム，錫

などの第一次産品輸出を基礎とするマレーシア経済が，ポンド切下げの影響

をより強く受けることなどから，両国通貨の安定性，ひいてはその交換比率

に格差の生ずる可能性が出て来たと言えよう。
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1. マレ一半島で、は例年10～3月にかけて南シナ海からの北東風モンスー

ンにより多量の雨が降るが， 66年11月下旬から67年2月にかけて同半島を襲

った豪雨は1926年以来40年ぶりの大水害をひきおこし，その影響はボソレネオ

のサラワク州にまでひろがった。との水害の正確な規模および被害状況は明

らかでないが，一般には被災者10～15万人，死者50人程度といわれている。

とくにケランタン， トレンガヌ，ベラ等の推定被害額 (1月17日発表）はそ

れぞれ4000万ドル， 1500万ドノレ， 500万ドルにも及んだといわれる。

2. マレーシアの67年度予算は 1月下旬から 3月上旬にかけて開かれた予

算国会に上程・承認された（資料参照L これによると一般予算は歳入16億

8500万ドノレ（実際は税制改訂で18億ドノレのー予定）歳出 18億 2900万ドルで、あ

り，歳出中に「開発基金その他への繰入れ_J5000万ドノレが含まれていること

を考慮しでも，経常収支は9400万ドノレの赤字となっている。連邦政府の経常

収支は1959年以来黒字を続けていたが， 「マレーシアJ結成このかた軍事・

経済開発（とくに東マレーシアへのそれら）などで支出が増加しはじめ66年

にいたり2800万ドルの赤字を出し， 67年にはこれがさらに拡大する傾向を示

してきたわけである。赤字の原因はこのほか歳入面でポム，錫等の値下りに

よる輸出税収入減，および所得税収入の成長鈍化があげられ，一方歳出面で

は債務の元利支払，公務員給与，教育費などの増大があげられる。政府はこ

れに対処するため最近年度ごとに税改訂を行なっているが， 67年については

1億1500万ドルにのぼる増税を予定し， 9400万ドノレの赤字を逆に2100万ドル

の黒字に転換しようとしている。

一方開発予算をも含めた総合収支ではすでに61年（－6900万わけ以来赤

字であり， 67年にはこれが6億8400万ドルになろうとしている。ただ、実際に

は上記の税改訂でこれは 5億6900万ドノレに押えられようが，それでも66年の

赤字5億7100万ドノレとさして変らない。そしてこのような赤字をまかなうた

めの政府の債務累計は66年末で国内25億1000万ドル，国外5億ドルにも及ん
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でいる。

67年の経済見通しではゴム，錫の価格低下が予想されるだけに歳入増はほ

とんど期待できない。したがって開発計画遂行はますます借入れに頼らざる

を得なくなってきているわけで，今年は国内で 3億ドル，国外で 1億5000万

ドルの借入れを予定しているが，国外については66年の実績が予定の5000万

ドノレに対し僅か 600万ドノレにすぎなかったことから借入れ政策自身も頭打ち

にきていると考えねばならないであろう。その結果66,67の2年間の開発計

画予定投資額は17億1600万ドノレ（ 5ヵ年計画全体の38%）であるのに，実際

は12億5000万ドノレ程度（同28%）に終るものと予想されている。これに対し

て当面政府としては開発計画の縮少よりは，総支出中の40%にものぼるとい

われる公務員給与の削減あたりからずーをつけることを考慮していると伝えら

れている。

3. 2月2!1,26の両日，マレーシアとシンガポールJffiiI攻府首脳が分離後初

の会談をカメロン高原で行なったのラーマン， リ一両首相だけの会談は66年

にもすでに 2同行なわれたが，そのほかの主要閣僚までが一堂に会したのは

これが最初である。集まった名目 はゴルフ会であり，したがって何らの声明

も出されなかったが，参加者の顔ぶれからすると両国の関係正常化について

かなりつつこんだ話合いが行なわれたものと想像される。

ただ会談の時期が，マレーシアにとっては問題の国語法が国会に上程（23

日）され審議中であったこと，一方シンガポールにとっては補欠選挙直前で

あったことなどからして，これによって，前者は国語法への関心をそらし，

後者は選挙を有利にはこぶという結果が生れたようである。双方がこの結果

を最初から意図したかどうかは明らかでないが，とくにマレーシア側におい

ては連合党の生命をかけたはずの国語法が主要閣僚の首都不在のため実質的

には 2' 3日しか討議されず採決にもちこまれることになった。

4. 2月23日マレーシア政府は国語法案（特記事項参照）を国会に上程し，

3月4日にはこれを賛成95（与党のみ〉，反対11（うち 9はPMIP,1はPP-

P, 1はDAP）で通過させた。これによると法律的には今年9月 1日以降西

マレーシアにおいてマレ一語が唯一の公用国語となり，英語は補助的な地位

にさがることとなるが，一方実質的な意味においてこの法律は現時点におけ
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るマレ一語の完全実施が不可能で、あることを示すばかりでなく，結果的には

英語の永久使用をも公認する形をとっている（国語法案には英語使用の時限

が規定されていない〉。 したがってこの法案に反対する見解は中国人側から

よりもむしろマレ一人側から強く出されるにいたった。現在のラーマン首相

をはじめとする UMNO幹部にとっては MCAとの連合政権を維持するため

にはこれしか方法がなかったとみられる。

多国語法（南洋商報2月24日より訳出〉

(1）本法は1967年国語法と称L, その規定は67年9月1日から発効する。本法はボ

／レネオ2州には適用されない。

(2）本法の規定および憲法第 152条の 1の規定における（マレ一語以外の〉その他

の言語に関する保障のほかは国語を公用の用途に供するものとする。

(3）本法は， 連邦政府および州政府が一般国民にとって必要と思われるものにつき

公文書や書簡を連邦内の他の言語に翻訳する権利を害するものではない。

(4) 国家元首は必要と認めれば英語を公用の目的に使用することを引き続き許可す

ることができる。

(5) 両院議長・州議会議長， あるいはその代行者は，当該議会内で議員に対し英語

の使用を認めることができる。ただし本法はポノレネオ州を代表するものには適用され

ず，またボルネオ州議員は上下両院において英語を使用することができる。

(6) 法令原文の権威に関して，（a）上下両院あるいは州議会に将来上程されるすべて

の法案，および改正法案，（b）国会のすべての法（Acts）および連邦政府の発布するすべ

ての補助的立法，（c）すべての法（Enactme凶 s）およびその他州政府の発布する補助的立

法，但）国家元首の発布するすべての法令一一ーなどは国語および英語を使用し，前者を

権威ある文とする。ただし国家元首がし、かなる法令あるいは各種法令につき一般ある

いは特別の規定と認めたものはこれを除外する O

(7) (6）の規定は本法発効以前に定められたU、かなる法案にも適用されない。その種

の法令文は国語化された時点において効力を失う。また本法発効以前に国語化された

法令は国家元首がこれを権威あるものと規定することが出来る。

(8）連邦裁，高等裁あるいは下級裁における手続き（証人の供述を除く〉は一切あ

るいは部分的に国語あるいは英語を使用することができる。ただしもし法廷ないしは
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双方の弁護士，あるいは法廷および双方の弁護士の同意があれば‘， 国語のみあるかは

英語のみでの進行が認められる。

憲法第 152条

第1項 国語はマレー誌とし，その綴り’j吋土l司会で定める。 fこ／ごし，（a）何人とい

えどもその他の言語の（公用以外の）使用，教J受， ρ＇'f:習を禁止されない。また（b）こ

の条項は連邦内の（マレ一人U、外の〕その他の種肢の言語の使用・ 1りr究を保持せん

とする連邦政府あるし、は州政府の権利をさまたげるものではなU、。

第2J}'i 第 1J瓦の諸規定にもJ句らず，独立IJ(1957'1ドsJJ :n þÿeå〕以降の10年間お

よびその後I司会がこれについて他に規定するまでの聞は，国会のi：下両院，すべて

の州議会，その他すべての公用目的に英語を使用することができる。

第3項第1項の諸規定にも拘らず，独立日以降の10年間およびその後国会がこ

れについて他に規定するまでの問，（1）上下院に上程されるすべての法案および修正

法案，また（2）国のすべての法令および連邦政府の発布するすべての補助的諸立法の

権威あるテキストは英語によるものとする。

第4項 第1項の諸規定にも拘らず，独立日以降の10年間およびその後国会がこ

れについて他に規定するまでの問，連邦裁，高等裁のすべての手続きは英語による

ものとする。ただし法廷および双方の弁護土が同意すれば，証人の供述証言が英語

に翻訳されかっ記録される必要はない。

第5項 第1項の規定にも拘ちず，国会がこれについて他に規定するまでの間，

下級裁の証言取調以外のすべての手続きは英語によるものとする。

国語法に対する諸見解

連合党政府が提出した以上の国語法に対しては， 中国人側からはおろかマレ一人側

からまで以下のように反対意見が出された。

(1) Asri PMIP議員（ 3月2日間会）：一憲法第 152条は英語の公用語としての

将来を定めるべきだとしているから，この法案は憲法に違反している。もしマレ一

語の完全実施が困難であれば憲法を改めるべきだυ 新法は英語を永遠に公用語化し

ようとするものだ。

連合党政府の歴史は妥協づくめだ。市民権，官吏の採用規準，宗教，軍隊，教育

政策などいずれも妥協の産物であった。英語の継続使用は国語を学ぶ時間のない古

い世代に便宜をはかることを目的にしているが，かれらこそ国語を学ぶべきであっ

た。今後都市居住者は子供をマレー語学校へは出さなくなろう。

(2) 国語行動戦線は国語法の上程される前日（22日），首相官邸に約300人のデモ
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マレーシア，シンガポール (1・2月〉

をかけ「言語で、の妥協はマレ一人と UMNOへの裏切だ」との覚書をラーマン首相

に渡した。

(3) マレ一人作家協会は国語法について，（1）新法の有効期限，英語の法律上での使

用期限，（3）マレ一語の公用化の程度，（4）非マレ一人が母国語の公用化要求をしないと

いう保証がない一一ーなど不明確な点が多く反対を表明した。これに対して Khir教

育a相は「英語はマレー認で、代置し得ることがfj:・） きりするまで使用するり法律のマ

レ一語化には専門家が必要であり，現状では婚姻・離婚法のみマレー語化してい

るu したが－） ・c 9月以降完全にマレ一語化すとすれば無法状態が作り出されよう。

新法には英語以外の諸諸が公用化されるという規定はないはずだ！と語った。

(4) Seenivasagam PPP議員 C3 J1 2日l司会〉：一政府は法案審議に十分な時間

を与えようとしていない。中国語やタミーノレ語をも保証するという従来の約束はど

こにも見られない。 MCAは UMNOから譲歩を得そこなった。今後非マレ一人の

平等要求は高まって行くだろう。一方この新法ではマレ一語自体の発達も望めなく

マレ一人にとっても不幸な法律である。

(5) Sim Mow Yu中国語学校教師連合会会長：一英語以外の諸言語の地位は新

法で保証されていない。新法には中国語が廃止される可能性も含まれている。

多通貨委員会，マラヤ・ドルの処理で声明

1月7日通貨委員会の会議がクアラルンプーノレでひらかれ， 次の声明を発表した。

(1) 会議は67年6月12日に通貨委員会が清算を開始する際の現通貨の回収と先換

の手続きについて討議した。

(2) 66年 9月30日現在における通貨委員会基金のスターリング資産は市場価格で

17億4355万0909ドルで、あった。

(3) 委員会はシンガポーノレおよび、ブノレネイ両政府からの現通貨を， 67年12月11日

まで自国で使用したい，との要請を承認した。

(4) 委員会は現通貨の比換・出棄を行なう事務所をクアラルンプールにも設立す

る（現在はシンガ‘ポールにある委員会事務所がこの業務を行なっている）。

(5) 3国政府代表は， 3国聞の経済協力，通商関係を容易にするため， 67年 6月

lHI以降通貨の相互交換性を採用することで、原則的に合意した。今後は専門家がこ

の制度の実施案を作成する。この案は出来るだけ早く 3国政府に提出され承認を得

ることになろう。

（会議出席者はマレーシア代表 Tan蔵相， Ismail中銀総裁， ChoiSiew Hong同副
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マレーシア，シンガポール（ 1・2月〉

総裁，シンガポール代表 Lim蔵相，サラワク州代表 T’enKuien Foh財務長官，サ

パ州代表 Harris蔵相，ブルネイ代表 JohnLee財務長官〉

移マラヤ・ドルおよび通貨委員会資産の処理方法

シンガポールの J,im蔵相が 1月6日に発表したところによると，現マラヤ・ドノレの

新通貨委員会資産の処理方法は次の通り。

(1) 1960年の通貨協定によると，通貨委員会は何人からであれ要求があれば現通

貨と同価値のスクーリングを支払わねばならない。 Lたがって各国政府が受け取る

資産の価値は各［'-ftjで先換された通貨の価値に依存することになるのたとえばもしシ

ンガポーノレで 5億ドル相当の現通貨が新しし、シンガポール通貨に交換されたとすれ

ば，シンガポールの新通貨発行当局は現在の通貨委員会から 5億ドル相当のスター

リングを受け取れることになる。

(2) 現通貨の先換があらかたすみしだい，政府は官報で現通貨の通用期限を発表

することになる。現通貨が法貨たる地位を失なった後でも，その時までに先換され

ずに残った通貨があれば， 60年通貨協定にしたがい63年に行なわれた通貨委員会の

利益配分率（マレーシア74.0%，シンガポール18.3%，ブルネイ7.7%）によって，

残った分を 3国政府に分配することになる。

（注〉 マレーシアのTan蔵相も 1月27日の戸明でほぼ同じ方法が採用されること

を明らかにした。

争ブルネイも新通貨発行

ブノレネイの JohnLee財務長官は，ブルネイ議会に対して 1月19日次のように発表

した。

ブノレネイは通貨管理が BankNegaraに帰属するということに同意できない。も

しそうなればプルネイは為替平価や保有外貨について効果的な支配力を失うからで

ある。ブノレネイとマレーシアの経済が全く異なったものであることももうひとつの

理由である。われわれは6frW8月にブルネイ通貨発行の決定を下した。新通貨は新

マレーシア通貨と等価であるが，金表示となるだろう。
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マレーシア (1月〉

マレーシア

1月
6 日 V連合党，ボルネオ 2州選挙で初会合―――――サバ，サラワクにおける州議会選挙

にそなえて連合党選挙準備全国委員会（委員長は Manickavasagam労相〉がクア

ラノレンプールでひらかれた。

7 日 V通貨委員会の声明一一←特記事項参照。

8 目 Vセランゴール州議会補欠選挙で連合党勝つ一一一セランゴールの Kampong

Bahruで州議会議員補欠選挙が行なわれ，連合党が勝利した。投票率48.8%，各

党得票率：一連合党62%，民主行動党25%，労働党13%。

9 日 Vサバの労働・経済事情一一サパ州大蔵省声明によると昨年 1月同州政府の要

請で作られた物価諮問委員は次のような報告書を政府に提出した。

1. 現在労働者が約5千人不足しており，マレーシア移民基金局の方法（西

マレーシアの労働者を移住させるもの〉では現状を救えない。 2年の期限を切

ってマレ｝シア以外の労働者を誘致すべきだ。（25日参照〉

2. 木材輸出のブーム，政府支出増大，民間の投資・消費の増大などにより

貨幣供給が過多となり，食料，住宅，労働等に圧力がかかり，その結果物価が

上昇している。（資料， Tan蔵相予算演説のV物価を参照〉

10日 Vフィリピンと密輸撲滅で協定案できる一一フィリピンとマレーシア両国の事

務官はフィリピン南部諸島とサパの聞で行なわれている密貿易を撲滅するための

協定案に調印した。この案は両政府に提出され承認を受けることになっている。

f A. Boestamam人民党党首， 4年ぶりに釈放さる一一政府は，さる1963年2月

13日に「プノレネイ反乱に関係したJかどで、逮捕されたA.Boestamam人民党党首

と65年1月27日に反政府活動の理由で逮捕された KampoRadjo国民会議党書記

長：とを条件っきで釈放した。また11日の政府声明によると65年2月13日に逮捕さ

れた Hasnulもと社会主義戦線委員長はこの条件に応じなかったため釈放されな

かった。なお釈放の条件とは次の通り：－（1）所定の市内に居住し，許可なく市外

に出ないこと，（2）午後7時～午前6時には戸外に出ないこと，（3）一般集会で演説

しないこと，労組・政党などの活動に参加（顧問としても〉しないこと，（4）いか

なる（元〉拘留者とも関係しないこと。

11日 V英軍，東マレーシアより完全撤退一－62年1月以来プノレネイ反乱鎮圧や対決

の防衛やらで東マレーシアに駐留していた英軍が11日を最後にすべて撤退した。
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これで英軍はボノレネオ島ではブルネイのみに駐留することになった。

14 8 Vアメリ力からのヘリコプター買付きまる一一政府声明によると，マレーシア

政府はアメリカの防衛援助の一環として同国の UnitedAircraft International社

との聞に同社のヘリコプター（Sikorsky)10機を買付ける契約を行なった。現品

引渡しは 9月以降であり，主に東マレーシア防衛に使用される。なお，さる10月

30日の発表によると，支払b法は 7年間の延べ払いとし、われる。（ 2月18日参照）

16日 V物価問題委員会できる一一政府は最近の物価高（とくに米，砂糖など）に対

処するため，商工省に物価問題委員会を設置することにな守 Jた（委員長は Abdul

Ghani通商局長LLim商 L相によると，最近，クイ米はカテイゴjり45セント，

内地米は40セントと上昇し亡し、る（公定は30セント）。 この理由は（1）タイの米輸

出禁止，（2）米作地の洪水，（:3）祝祭期などによるもので，この結果主婦は30～35セ

ントの中国米を買うようになっている。

17日 V台湾領事きまる一一ー政府はこのほど台湾との通商，旅行を容易にするため台

北に領事館を設立することになったが， 17日の政府声明によると初代領事に外務

省の KhorEng Hee氏が発令され，来月赴任することとなった。 (64年11月23

日， 66年11月30日参照〉

18日 ，血債問題一一ラーマン首相は定例閣議後「わたくしは最近日本大使と血債問

題で数回話し合ったが，その結果日本の提示額は中華商会連合 ACCCが要求す

る1億3000万ドルにはならないとの印象をうけた。来週（22～28日） ACCC側と

会談する。も LACCCが日本政府に義務として支払いを要求するなら，わたくし

はこの要求に加担しない。ただもしこれを善意のジェスチァーとしてうけとるつ

もりなら，この金はベナンの大学建設などに使用することが出来るだろうJと語

った。（66年12月10日参照）

，ヶダーの稲作，洪水で被害か一一ケダー州農務官の発表によると，最近の洪

水で同州の稲作は20～25%程度損害をうけ，約1000万ドル程度の収入械が予想さ

れる（通常は約400万ピクノレ， 6400万ドルを生産）。

，ェステート細分化問題一一一ペラ州スンゲイ・シプトとシティアワン地区の四

つのゴム闘の労働者（2600人）の代表約 190人はゴム園細分化に抗議してイポー

にある州政府州務長官府に約3時間ピケをはった。このピケを指導したのはMl-

c Cマレーシア・インド人会議，与党）の Dorairajベラ支部長（上院議員），と

P. Pillai同支部書記長であるo

また22日にはケダー州パリン地区のゴム園労働者約 100人がアロノレ・スタノレの
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州政府州務長官府に約2時間ピケをはった。

19日 V予算国会はじまる一一19日から 3月7日にかけて予算国会がひらかれ，この

聞に国語法などの重要な法律が成立した。上程・承認された法案は次の通り。

(1) 66年度第2次補正予算6890万ドyレ（第 1次は 8月）， (2) 67年度一般および

開発予算（資料参照入（3）農民組合法，（4）国立通信社（Bernama）法，（5）漁業

（改正）法，（6）印紙税法，（7）地代（改正〕法 (1月1日から実施された地代法

の改正案， 1948年以前に出来た建物の家賃に上限をつけるもの）， (8）契約（改

正）法（政府の奨学金を得ている学生の政治活動を禁止するもの〉。

V連邦産業開発局長着任一一一連邦産業開発局 FIDA（設立法案は64年12月に国

会を通過）は委員長の人選難で中々発足しなかったが，このほど西ドイツのHeinz

Rudolph博土がきまり， 19日クアラノレンプールに到着した。

v対ソ外交関係一一ラーマン首相は，国会での答弁で「ソ連との外交関係をい

ますぐ設立する必要はないが，両国関係は緊密になって来ている。われわれは昨

年9月ソ連に貿易使節団を派遣したが，その返礼として 3月20日から10日間ソ連

から貿易使節団がくる予定である。外交関係樹立は相互の同意にもとづくもので

あり，もし先方がそれを望めばわれわれはいつでもこれに応ずるだろうJと語っ

fこ。

21日 v南タイで共産ゲリラ・キャンプ発見さる一一ータイ警察は21日，ヤラ県ブトン

の北25キロ，標高 900メートルのジャングlレ内にマラヤ共産党のキャンプとおぼ

しき部落を発見した。このキャンプ（約200人収容で，同種のものとしては最大

といわれる）はゲリラ追跡後に発見されたもので，発見時は無人であった。なお

さる 5日にも同地付近で約90人収容のキャンプが発見されている。

一方タイ南部のソンクラ，ヤラ地方でタイ警察とゲリラの聞に数回の発砲事件

があった。（タイ日誌、参照）

22日 V人民党ベナン支部の動き－－－－－－－白人民党ベナン支部は「党員と党指導部の団結と

統一性を守るため党内の左翼分子に対し公開闘争を始めるべきだJとの Kassim

Ahmad同支部長の報告を採択した。新政策は 3月4, 5日にひらかれる第 12回

同党全国大会に提出される予定。

23日 V ソ連へゴム技術回一一ソ連にゴムの最近の技術を伝えるため10人の技術使節

団が出発した。団長は L Bateman博士。

25日 Vサバ州政府，木材業に対する新税に反対一一一中央政府はこのほど木材業に対

する新税を発表したが，サノリト！の Lo首相は25日の国会で「この新税はとくに原

-161ー 一（ 9 ）ー



マレーシア (1月〉

住民の小規模な会社にとって困難なものとなろうJと語った。

Vサバへ西マレーシアの労働者第一陣到着 66年9月12日に発足したマレー

シア移民基金局による最初の労働者83人（うち46人はゴム液搾取人〕が西マレー

シアからジェスノレトンに到着した。 (1月9日参照〉

Vユーゴスラヴィアと外交関係設立か一一外務省スポークスマンによると，マ

レーシアは近くユーゴスラヴィアと大使を交換する予定である。これについては

現在ニューデリーのユーゴ大使館を通じて接衝中である。

26日 Vサバ横断道路建設でオーストラリアが援助一一オーストラリア政府はこのほ

どサパ州の東西横断道路建設のため 1040万ドル相当の供与・を行なうことになっ

た。（66年11月25日）

v公務員ポストの穴うめは今後せず ラザク副首相の発去によると，政府は

財政逼迫のため，現在空席となっている公務員ポストをすべて凍結することにな

っTこ。

27日 Vサラワク州選挙一一ラーマン首相は27日の国会答弁で「サラワク州選挙を遅

らせるつもりはない」と語った。

' 5ヵ年計画への各国の援助状況－Tan蔵相が27日の国会で明らかにしたと

ころによると， 「マレーシア援助クラブ」が結成されて（66年5月〉以来の各国

の援助状況は次の通り：一一一カナダ2000万ドノレ，フランス6000万ドル， 日本 1億

5000万ドル，アメリカ 1億8000万ドノレ，オランダ170万ドノレ。（合計は 4億1170万

ドルであるが，マレーシアは計画では19億ドルを外国に期待している－66年6

月， 11月の前文および11月4日， 22日を参照）また2月24日の国会で明らかにさ

れたところによると，アメリカの輸出入銀行は 1億5000万ドルの借款に同意した。

一方66年12月末におけるマレーシア政府の総借入れは国内25億1000万ドノレ，国外

5億ドノレとなっている。

v手IJ潤の圏外流出状況一一一Tan蔵相が国会で、明らかにしたところによると，

1960～65年の聞に西マレーシアにある外国人所有会社が国外に持ち出した利潤は

19億6000万ドルであり，このうち大部分が再び西マレーシアに投資されたといわ

れる。

28日 Vインドネシアと経済，貿易，文化，出入国管理等で協力協定一一ーアンタラ通

信によると，マレーシアとインドネシアとはジャカルタで経済，貿易，文化，出

入国管理等に関する協定に調印した。協定によると，双方は（1）貿易機関を両国に

共同設置することを提唱，（2）ゴム産業などに関する常設協議機関の設置，などを
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マレーシア（ 2月）

取り決めたほか，マレーシア側は共同漁場探索のための漁業船団基地の使用をイ

ンドネシア倶ljに認めている。

v肥料，塩素工場できる一一1963年8月に設立された ChemicalCompany of 

Malaysia （イギリスとマレーシアの合弁会社〉に肥料および塩素工場（クアラル

ンプールから17マイノレのバダン・ジャワ〉が完成した。同工場はポートデイクソ

ンにある Essa精油所でできるアンモニア副産物を原料に利用し，年間20万トン

の肥料の生産能力を有する予定である。 (64年11月20日参照〉なお同社は，イギ

リスの ImperialChemical Industries Ltd.の系列会社で，直接的には1931年に

発足した肥料－その他化学工業製品の販売会社 I.C. I. (Malaya) Ltd.の子会社で

ある。

29日 v南タイの共産ゲリラー－2月 1日にタイ警察が発表したところによると， 1 

月29日夕イ＝ケランタン国境のWeng地区をパトローノレ中のタイ警察のー隊は7

人ほどの共産ゲリラとおぼしい一団から発砲をうけた。

vラーマン首相，シンガポール訪問（29～30日〉

31日 ’大赦作戦終る一一ボルネオ2州で66年7月22日から開始された共産主義者お

よび北カリマンタ国民軍TNKUに対する大赦作戦（OperationHarappan希望作

戦）は，大した成果をあげることなく 31日打ち切られた。この期間にこれに応じ

て投降してきたものは41人でそのほとんどは TNKUの兵士や共産党下部党員で

あったといわれる O なお投降者中の大物は， TNKU兵士の間で Amir将軍と通

称されている Yusofbin Abdullahで， 1月中旬に投降してきたもの。

2 月
1 日 Vジョホール91!il首席大臣，更迭一一ジョホール州の首席大臣 MentriBesarが

Haji Hassan Y unos氏（61才）から HajiOthman bin Sa'at (39才〉に変った。

原因はジョホーノレ・スルタンと首席大臣との聞に土地不法占拠者拠理問題で不和

が起きたためと思われる。なおこの更迭は州議会にかけられることなく， Yunos

氏側の辞表提出によって行なわれた。

Vマラヤ民族解放同盟創立18周年一一北京にあるマラヤ民族解放同盟駐中国代

表団は， 2月1日同盟創立18周年記念日を祝ったo Sarma団長は席上「今年はマ

ラヤ人民の民族解放闘争に明るい見通しがある。われわれのゲリラ基地は強化さ

れ，活動地域は拡大した」と語った。

Vサバy1fil議会解散一一サパ州議会は 1日解散した。選挙は 3ヵ月以内に行なわ

れる。（ 9日参照）
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4 日 Vブルネイ，マレーシア・シンガポール航空での持株増す一一一マレーシア・シ

ンガポール航空の Yo昭社長の発表によると，ブルネイ政府はこのほど同航空会

社での持株を増し396万5600ドル（全体の13.22%）とすることになった。

V血債問題でラーマン＝中華商会連合が会談一一ラーマン首相は血債問題で中

華商会連合 ACCCと会談した後「ACCCは最終提案を行なった」と発表した。

なおこの会談で ACCCはラーマン首相に対し「 1億3000万ドルの要求は合理的

なものであり， 66年12月10日以降6ヵ月以内に解決さるべきだ。さもなくば日本

商品に対するボイコットが行なわれよう」と語った。 (1月18日参照）

5・日 ' 漁民紛争一一ペラ州デインテインス区の TanjohgHantu沖で沿岸漁民とト

ロール船団が衝突しトロール船2隻が海上警察に逮捕された。なお数日前も同区

のPantaiRemisで同様の事件がおきた。紛争の原因はトロール船団が沿岸－の漁

場に入り込んだためといわれる。

6 日 Vソ連から舞踊団一一一シンガポー／レを訪問していたソ連の舞踊同が6日マレー

シアを訪問した。一行は 3日間ダンス・ショーをしたのち 9日にカラチに向う。

8 日 V国家連帯週間一一国家連帯週間が2Jj 8日から 16日までの l週間に行なわ

れ，全国各地で連帯を促進するための集会がひらかれた。

Vラーマン首相， 64回目の誕生日を迎える

9 目 Vサパの州議会選挙日程一一一Mustapha選挙委員会委員長の発表によると，サ

パの州議会選挙日程は立候補届出日が3月8H, 投票日が4月8Fl～:30日とな

った。開票は 5月1日以降に行なわれる子定。

13日 Vパキスタン高等弁務官着任一一ーさる66年9月8日マレーシアと復交して以来

最初のパキスタン高等弁務官（M.S. Shaikh，もとクェート大使）が13日着任し

fこ。

14日 V英連邦特恵関税廃止の影響一一Tan蔵相の国会答弁によると， 66年8月以降

英連邦特恵関税が一部商品につき廃止されたことにより関税収入は3774万ドル増

力目した。

17日 Vエステート細分化問題一一一TheStraits Times 17日は「労働者は損をする」

と題する社説の中で次のように言っている。（ l月1613, 2月24f］参照）

最近ゴム・ヱステートの売却がし、ちじるしく増加している。もしプランテー

ション労働者組合 NUPWの数字が正しいとすれば過去2年間に 4万5千エー

カーのゴム・エステートが細分化され，また今年はさらに 3万8千エーカーが

同じ道をたどりそうである。これは売却・細分化が10万エーカーに達した58年
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には及ぱなし、にしてもかなりの数字である。この問題につU、ては過去にこつの

調査が行なわれてし、るが，いずれも満足すべきものではない。一方はウェルズ

レー省を主に対象としたもので，エステート管理者がいなくなることによって

損なわれかねない医療，教育，排水，その他を保持するような措置を勧告して

いる。この調査委員会は現存する法律を活用して補償の完全を期そうとする考

えであった。その6年後に報告を出した第2の調査委員会は 100エーカー以上

のエステートの譲渡を制限する法律と復興計画とを勧告している。

労働組合などは細分化阻止を希望していたから，政府の制限拒否には怒りを

示した。 NUPWのNarayanan書記長はこれを民主主義の否定であると非難し

ている。政府は細分化が社会的・政治的な利点を有するという見解をとったの

である。つまりエステートの細分は植替計画のテンポを早めたし，新しい小農

が生産するゴムの品質が悪化するという理由も見当らない，というわけである。

政府は，細分化が減少するだろうし，また悪い影響があればこれを正すつもり

ど，との見解をとったのである。

18日 Vマレーシア軍の増強計画一一HamidBidin参謀長の発表によると，マレーシ

アは近く歩兵2大隊，遊撃 1大隊（現在はそれぞれ9,4）を結成する予定である。

また同参謀長は 1月19日に［空軍にジヱヅト機1中隊が作られる予定だ」と発表

したが，ラザク副首相は2月24日の議会で訓練用ジェット機をすでに20機発注し

た，と発表した。またフリゲート艦も 2隻購入される予定である。 (1月14日参

照）

20日 Vマレーシア人のベトナム戦争参加は禁止一一政府は20日の声明で「マレーシ

アの南ベトナム支持政策は非軍事的なもので，マレーシア人の同戦争への参加に

は許可を与えないJと発表した。南ベトナム大使館には多数の戦争参加の希望者

が申請をしているという。

22日 T MCA書記長の辞職一一MCAのE三hawKai Boh許啓議書記長はこのほど健

康上の理由で辞表を提出していたが， MCA執行委員会は22日の会議でこれを受

理し，代りに ChanChon Wen曽崇文連絡局長を代理書記長に任命した。

なおKhaw氏自身は地方政府，住宅建設相の方は辞任しない，といっている。

23日 V国語法，国会に上程さる（ 3月3日通過）一一一特記事項参照。

Vラーマン首相，ジョホールを訪問一一ラーマン首相は23日，最初のジョホー

ノレ公式訪問を行ない，24日シンガポールを経由してクアラノレンプーノレにもどった。

Vイスマイル内務相， 3月に辞任ー ジョホールを訪問中のラーマン首相はイ
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スマイル内務兼法務相が3月14日以降休暇をとりその後辞任する予定である，と

発表した。同相の経歴は次の通り。 Tun(Dr) Ismail bin Dato Abdul Rahman 

1915年生れ。 1945年メノレボノレン大学卒。ジョホーノレ・ノミノレで、医業O 1948年ジョホ

ール州議員。連邦政府の土地・鉱山相，運輸相，資源相，商工相，駐米大使，外

相など歴任。

24日 Vエステート細分化問題一一長ahmanbin Ya'akub土地・鉱山相は最近問題化

しているヱステート細分化について次の上うに語った。 ( l月18A, 2月17日，

66年12月2i日参照）

1966年 1月 1日以降全国土地法 NationalLand Codeが実施され全エステー

ト保有者は自己のエステートを細分化する場合，州政府の許可を得なければな

らなくなっている。これにそむくことは違法である。新法案実施以来30のエス

テート（ 3万3826エーカー）が無許可で細分化されているので，政府は近く適

当な措置をとることになろう。政府は正しい細分化には反対しなし、が，国益に

反するようなものについては許すことが出来ない。

Vサバの幹部公務員に外国人起用で中央政府同意一一－PeterLoサパ州首相は中

央政府との間で，同州｜の高級公務員に外国人を起用することでrm立を得た。

25日 Vセメント会社の合弁一一PanMalaysia Cement Works Ltd. （授権資本：moo

万ドノレ，払込資本1900万ドノレ，ベラ州 Kanthanに年間生産能力40万ドルの工場

あり）と MalayanCement Ltd. （授権資本5000万ドノレ，払込資本18:30万ドノレ，

セランゴーノレ州 Rawangに年間生産能力30万トンの工場あり）の 2社は25日の

共同声明で対等合弁を発表した。新会社は AssociatedPan Malaysia Cement 

Sendirian Berhadという。マレーシアには，セメント生産会社がこのほかに 2社

あり，生産過剰が伝えられていた（65年 5月24日参照〕。なお PanMalaysia 

Cement Worksは丸紅飯田，石川島播磨重工業およljPerakIron Mining （イポ

ーの華僑系鉱山会社〉などの合弁会社であり MalayanCementはイギリスの

Associated Portland Cement Manufacturers社の子会社であった。

Vマ＝シ両国首脳，カメロン高原に集まる一一23日にジョホールを公式訪問し

たラーマン首相は24日シンガポールからマレーシア空軍機でクアラノレンプーlレに

戻ったが，この飛行機にはさらにシンガポールのLee首相， Goh国防相らも乗り

込んで，クアラノレンプール経由で、カメロン高原に向かった。首脳たちの発表によ

ると，リ一首相らがカメロンへ向ったのは，マレーシア政府首脳と外交問とが同

地で25日以降ゴルフに興ずることが目的であるといわれている。
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25日にはマレーシア但ljではラーマン首キH，ラザク副ー片干11,Senn』情報本日， G-hafar

hin Babaマラッカ州首相， Jamal駐シ高等弁務官らが， シンガポーノレ側ではさ

らに Toh副首相， Rajaratnam外相， Sim大蔵次官， JohnDuclos駐マ副高等弁

務官らが，また外交団で、は日本，ピノレマ，アメリカ，南ベトナム等の大使，イギ

リス，オーストラリアの高等弁務官らがカメロン高原に参集し， 25,26の両日ゴ

ノレフが行なわれた。

27A Lee首相は帰路クアラノレンプールで「両国は新しい，YI発を始めた。マレー

シアの2年間の結果はわれわれは互によりよく知りあい，またおたがいに相手の

立場を認めあうようになった。今後の新しい関係はもっと現実的かっ実際的な基

礎のうえにつくられよう。ラーマン首相は 4月にゴルフ・チームをひきいてシン

ガポールに来るだろう」と語った。なお同夜 Rajaratnam外相はクアラノレンプー

ルに， Toh副首相はタイピンにそれぞれ泊ったほかはシンガポール首脳はみな同

日中に帰国した。

一方ラザク副首相は28日に「両地域の住民が平和，幸福かっ協力のうちに生活

することは宅上命令である η もLf言頼が同復されれば，経済，貿易等にとって相

互に有益な政策が作り出せないはずはない。カメロンに両首脳が集主った結果，

両国関係ははっきりと改帯されたJと語ったの

26日 Vラーマン首相， 6ヵ月間の休暇を発表一一一ラーマン首相は26日カメロンで「4

月か5月から 6ヵ月間休暇をとるつもりだ。和、が今すぐ首相をやめるという推測

はやめた方がよい」と語った。なおこの聞はラザ、ク副首相が首相代行の予定。

シンガポール

1月
2 日 V創始産業会社一一経済開発庁の発表によると，（1)66年に創始産業証を発給さ

れたものは26社（うちジュロン地区は20社）で，その固定資本投資は1700万ドル

であり，（2）これで66年末における全創始会社数は 165, また操業に入ったものは

109社（ジュロン地区だけでは67社）である。

3 日 V中国人中学校で学生さわぐ一一新学期のはじまった 3日，三つの中国人中学

校一一中正中学，育英中学，新民中学一ーで，学生がさわぎを起しこれをとめよ

うとした教師たちが負傷した。この事件で 4人が逮捕された。

また16日，華僑中学で昨年放校された約10人の元学生が同校に入りこみ，副校

円

ipo 
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長に負傷させたη

これらー速の事件について教育省は18日7打明を発表し，背後で BarisanSosialis 

が煽動している，と指摘したo

v旅行者ふえる一一一旅行促進局の発表によると， 66年 1～10月間にシンガポー

ノレを訪問した外国人は前年同期に比しでほぼ20%増加し， 9万8228人に達した。

また10月だけをとると65年に比し63%増であり，そのほとんどはアメリカ人であ

った。

旅行促進応は同際観光旅行者午ーたる67年度の事業として，政府諸庁， Singapore

Tourist Association, Singapore Hotel and Restaurants Association, Singapore 

Travel Agents Association等の協力を得て，外国人旅行者の誘致に努力する予

応。

4 日 V「船舶コンテナー化はシンガポール港に有利」一一一Toh副首相はシンガ，f,ーノレ
中継貿易について次のように語った。

現在仔商船会社は貨物船の高速化，荷物碕みおろしの簡素化などを計岡して

いる，そのmtはコンテナー船によるものである。この船はfH：界の主要港にの

み停泊するわけで，ここかん先のNt物再輸送が問題とな，〉てこ上う。政府およ

び港湾局は，それがシンガボールの労働コストに及ぼす影響を慎重に研究せね

ばならないのシンガポールは再び東南アジアの主たる中継港になる可能性があ

る。

V労働争議数一一一労働省スポークスマンによると19同年のストライキ数は14同

で，これにより 1万7807労働日が失なわれた。（65年11月30日参照）

8 B V ソ連の労組代表来る一一ソ連の労働組合を代表する 3人がシンガポーノレを 8

日から10日親善訪問し， Lee首相， Jek労相， NTUC首脳部らと会談した。な

お団長は KhaidarovAyubソ連最高幹部会議会員。

10日 V自動車組立工場きまる一一シンガポール政府は次の6社に対して自動車組立

を認めると発表した。

Cycle & Carriage Industries Ltd. 1 

Associated Motor Industries Ltd. ｝乗用車のみ

Ford孔1otorCo., Ltd. J 

General Transport Co., Ltd. 

Borneo /Orchard孔fotorsLtd. 

Malaysia Nissan Motor Co., Ltd. 
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なお発表に上ると，このほかにも輸出を主体とする業者があれば，その業者も

認可される予定。政府はこれら 6社を選定するに際し，（1）組立その他関連産業で

雇用機会を最も多く作りだせるもの，（2）価格を最とも低く押えることのできるも

の，（3）出来るだけ多くの車種をつくれるもの一一等を考慮したといわれる。

Vモービル石油，貯蔵タンクを増設一一66年6月に完成したモービlレ石油社は

10日，石油貯蔵能力をさらに50%増加させるため70万ノミレノレを入れるタンクの増

設をはじめた。

V駐米大使きまるー一一シンガポーノレ外務省は同国駐米大使に WongLin Ken 

黄麟根シンガポーノレ大学歴史学手特茸師を任命すると発表した。同氏は1931年ペナ

ン生れ， PAP国際局長，成人教育庁長官などをつとめている。 1964年4月のマ

ラヤ総選挙にセランゴーノレ州で立候補し落選している。

21日 Vパハンの鉄鉱石，ジュ口ンより船積一一ノミハン州クアラ・リピスの Kuala

Li pis Iron Mines社は鉄鉱石の輸出をシンガポールのジュロンから行なうことに

なった。同社によるとマレーシア諸港の船積み能力は 1A 1200トンであるのに対

し，ジスロンのそれは 5千トンであることがその原因であるとU、う。 22日には完

成したばかりのジュロン埠頭に日本のMikawaMaruが入りクアラ・リピスの鉄

鉱石8千トンを 2日間で積みこtr予定。

なおクアラリピス＝ジュロン聞には鉄道がある。

27日 Vシンガポール製材業，危機に直面一一シンガポール製材業者協会のFongPin 

Chee副会長は 1月27日と 2月1日に次のように語った。

(1) マレーシア政府が西マレーシアからの丸太の輸出に10%の輸出税を課し

たことから，シンガポーノレ製材業は危機に直面している。最近木材の国際市場

は不活発であり，他国からの競争は非常に急である。新税が導入される以前でも

さえ，シンガポーノレの製材業は工場をやっと動かしているありさまであった。

6ヵ月以内に事態が改善されないかぎり 50以上の工場が閉鎖されそうである。

現在製材業では6千人の労働者が働いている。

(2）極東・東アフリカ船賃会議はこのほどシンガポールから東・南アフリカ

への製材船賃をトン当り78ドルから90ドルへ引きあげる決定を行なった（ 4月

1日以降実臨〕。 シンガポーノレのこれら地域への木材輸出は35%になっており

このことはわれわれにとって決定的な打撃となろう。

28日 干ソ連から舞踊団 ーシンガポールにおける最初のソ連文化フェスティパルの

－・環として， 28日から 1週間ソ連のフォーク・ダンス団 BakhorFolk Dance 
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Ensemble of Uzbekがfr1：しをf了なった。

30日 Vラーマン首相，私用でシンガポール訪問一一ーラーマン首相は30日自作小説の

映画化のためシンガポールを訪問したが， 30日帰国にさきだち「現在マニシ両国

間にある違いはやがて解決するだろう」と語った。なお同首相は66年10月 8日に

も映画製作の件でシンガポーノレを訪問しリ一首相と会談しているが，今回の訪シ

も国会開会中のことであるから，何かの重要な目的がほかにあ勺たかもしれない。

31日 Vルーマニアと通商協定一ーさる12月20J]より開始されたルーマニアとの通商

交渉がこのほどまとまり，：n日に調印式が行なわれた。期間は 1年で相方異議が

ない場合はそのままさらに 1年延長される。

2 月

v国民再登録期間終る－66{f5月 5IIから行なわれてし、た国民再登録は31日

をもって終了した。これによって1955年の Registrationof Persons Ordinanceに

もとづいて発行されてし、た身分証は 2}] 1日以降無効となる。 (2月 1日以降新

しし、身分証を所持しないものは 5千ドノレの1Fl：金か 5{f-の懲役） l )] 28日現在登録

をすませたものはシンガポール人 JO自万7()1;1人，非シンガポール人14万2486人。

1 日 V日雇清掃労働者のスト一 日原労働背組什連日｛IPDREUF傘ドの日原清掃労

働者組台 PDRCWU(1500人）は2月 1日から実施されることになった保健省の

公共清掃事業再編計両に反対して同日から 3日間ストライキを行なった。これに

対し政府は 1日，このストが刑法（基幹事‘業労働者・のストは 2週間の通告を必要

とする）や労働争議法（産業仲裁裁判所が審理中の争議に関連するストは禁止さ

れている）に照して非合法なものであることから，スト突入を決定した Suppiah

日雇労働者組合連盟委員長や清掃労幹部ら14人を逮捕した。また労働組合登録局

は同日連盟と清掃労とに対し， 2ヵ月以内に適苛な理由を提出しない場合，団体

としての登録を却下する，と通告した。一方保健省の声明によると， 1日からの

ストに参加したものは自動的に雇用契約が切れることになり，再契約が必要とな

ったが， 2月末現在で約 300人が再契約を拒否され失業したままとなっている。

ストの原因となった保健省の公共清掃事業再編計画は，残業や休日出勤をへら

し雇用をふやすという政府の失業対策の一環をなすもので， 66年12月26日に発表

され， 1月3日から実施される予定であったものが，その後労組側の見解をまっ

ため 2月 1日から実施となったものO 労組側はこの計岡の中の人員拡張案に反対

をとなえている。

2 日 Vソ連と文化交流で同意一一一外務省の発友によると，シンガポールはソ連との
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シンガポール（ 2月〉

聞に文化交流で合意に達した。 67年にはこれによりソ連から約30人の芸術家・芸

能人が来シしたり，ソ連映画の会がひらかれたり，ラジオ・テレビ番組の交換な

どが行なわれる予定。

る日 V深海漁業訓練所に国連の援助一一一国連の専門家によると，シンガポールは漁

業技術に欠けており，国連は深海漁業訓練所設立に援助する予定である。シンガ

ポーノレは魚類の80%を輸入しており，この点で南シナ海の深海魚業は有望とのこ

とである。

8 日 Vシ政府， l4人の入国を禁ず一一一シンガ＇， jミ－，レ政府は 3日，次の14人に対し入

国禁止令を山した：一一LimHock Koon林福坤， ChooTuan Haw朱端華，

Ang Quee Lan洪桂蘭， ChewSiew Fang周秀芳， ScahBoon Tian謝文天，

Ng Kwang Chia時黄関章， WongSiong Neh黄松寧， NgMeng Kiang黄民

強， WeeChoo Long黄註隆， OngGwo Chyon王昌宗， Suma<libin Buang, 

Abdul Wahab bin Jaffar, Jaffar bin Abu Hassan （以上は現在インドネシアに

いる）， Abdullah Sudin （マラヤ民族解放同盟ジャカノレタ支部員で、現在ノ、ノイに

いる〉。（66年9月10日， 12月2日参照〉

15日 Vシンガポール， AA人民連帯機構に加盟一一ーキプロスのニコシアでひらかれ

ているアジア・アフリカ人民連帯機構は15日シンガポールのAA人民連帯委員会

の加盟を全会一致で承認した。同委員会は PAP系の組織でニコシアには Rahim

Ishak PAP中央執行委員（教育担当国務大臣），と WongLin Ken PAP国際

局長らが出席した。

19日 Vインドネシアと貿易正常化で覚書一一一シンガポールとインドネシアはこのほ

ど両国間の貿易正常化に関する覚書に調印した。交渉は15日からインドネシアで

行なわれたが， 19日夜帰国した SimKee Boon団長（大蔵次官〉は「この覚書

は経済・貿易関係の新しい段階の基礎となろう。またとれにより両政府代表から

なる常設合同委員会が出来るだけ早く設置されよう υ シンガポールはインドネシ

アにとって“報いのない輸出”を減らすよう努力すると保j正したJと語った。

22日 V インドネシア貿易の現状一一シンガポール駐在のインドネシア連絡事務所筋

は次のように語った。

昨年9月にシンガポール商人がインドネシア商人に与えた 1億5000万ドノレの

商業借款はいまだ1800万ドルしか利用されていない。 6ヵ月の期限が切れるま

での残りの数週間に使用されるのは多分 200万ドルで、あろう。この商業借款で

インドネシアが輸入したものは食料，衣類，部分品などである。
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シンガポール（ 2月〉

一方，この借款以外の正常貿易でインドネシアは高級衣類，電気製品などを

約1500万ドル輸入した。

24日 V補欠選挙一ーさる12)]5日に辞任が決まった BarisanSosialis議員5人の選

挙区で補欠選挙が行なわれることになり， 2411:{t:似補崩山が行なわれたが， 5区

中4区は PAP以外に対立候補がなく無投票で新議員がさまったu

Tampines l壬 -Dr. Chew Chin Ilan J，可震漢 (I》AP)) 

Havelock ［＜：ー しimSoo Peng 林樹柄（ " ) I 
｝無投票当選

Bukit Panjang ¥,(- l'. Sclvadurai ( ＂〕｜

‘Talan Kayu [,(- -Teo Hup Teck 帳台他 （ グ ) J 

( Ang Nam Piau訪れ有標 ( " ) ) 

Thomson区＼ M. P. D. Nair （無所属）｝投票I=)3月7日

lChan Yoke Kwong陳玉光 ( II ) ) 

なお，この選挙日程は 2月17日に発表された。 (66年10月特記日誌， 12月5日

参照）

25日 ' リ一首相らマレーシア首脳と会談ー一一マレーシアの項参照。

27日 Vシンガポール国会一一シンガポール国会がひらかれ (1日だけ，次回は 3月

13日），次の議案が審議された：一一国民兵役服務（修正）法，不良出版物法，

刑事法規（臨時規定，修正〉法，労働組合（修正〉法，通貨法（以上第1読会通

過），地券法（第2読会通過），開発公債法（第3読会通過）。

なお1959年法規第50号と1961年開発公債法によると政府に認められた起債限度

額は 5億ドルであり，現在まで4億7700万ドル起債されているが，今回の法律は

この限度額を引きあげようというもの。

v国民兵役服務法一一一シンガポーノレ政府は 27日の国会で閏民兵役法 National

Service (Amendment) Billを提出したが，これによると 1967年 1月 1日以降に

満18才の誕生日を迎える者は男女を問わずすべて兵役服務が義務となる。このう

ち10%のものは二つの新歩兵大隊にくみ入れc）れ（ 2年間），残りの 90%は人民

防衛隊 People’sDefence Force, 特別警官隊 SpecialConstabulary, 自警隊

Vigilante Corpsなどでパート・タイムで服務することになる。

v英軍撤退の状況一一Healey英国防相がイギリス下院で発表したところによ

ると，英軍の極東からの撤退は，今後12ヵ月で 1万 3千人（うち 2千人はグノレカ

兵）に達し，また68年末にはさらに 5千人から 1万人（合計1万 8千から 2万3

千人〉が撤退する予定である。
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シンガポーノレ（ 2月）

28日 英政府，スエズ以東防衛で難渋一一イギリス国会はスエズ以東防衛の是非で難

渋している。 Reuter通信はこの模様を次のように報じている。

28日の下院議会で、与党議員推定62人は政府の防衛政策に反対し，政府支持は

39人になってしまった。政府は下院議会で通常 100人の得票優差を有している

が， 28日夜の反乱は与党の5分の 1以上をまきこんだ。

軍事：支山の大幅削減を要求するグループは来年度の軍防衛費22億0500万ポン

ドの審議大づめの段階で以旗をひるがえしたυ その頭日たる元海相 Mayhew

氏はシンガポール基地の半減だけでは十分でなく，完全撤退を要求したのであ

る。投票の結果は270対231で政府案が通ったとはし、え，野党からは「退陣／J

の声が出たほどであった。反徒たちはスエズ以東の撤退および西独での軍事的

役割の削減を主張した。これによると防衛費は17億5000万ポンドまでさげるこ

とができ，経済は繁栄に向うだろうというのである。

Healey国防相によると，彼と Mayhew氏との一致点はペノレシャ湾やマレー

シア，シンガポールからの撤退の日時を決定する必要があるかないかであっ

た。 Healey氏は撤退を決定したか否かの質問に対して「それは言えない」と

答え，さらに「防衛白書でもいっている通り，われわれの目的は現地政府が外

国軍隊なしに，安定したと思われるような状況を作ることである。なお現在ヨ

ーロッパ以外から 2万5000人を本国に撤退させ7500万ポンドを節約することが

決っている」と語った。

Vシンガポール撤退は現地と相談後に一一一ブラウン英外相は28日夜の下院議会

で「シンガポールのリ一首守目はわれわれの支持を必要としており，英軍の撤退に

ついては事前に十分相談をうける権利をもっている」と語った。
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マレーシア (1・2月〉

Tan蔵相の予算演説（ 1月19日〕

以下は TheStraits Times (20～23 fi〕に掲載された予算演説の抄録から訳出した

もの。文中の見山しと≫.は編者が作成したもの。

I 概況

66年でもっとも重要な事件は fンド、ネシアとの対決が解決したことである。対決が

終ったことで国防および国内治安への支出は幾分減るだろうが， それは一般に信じら

れているほどにはならないだろう。われわれは依然東マレーシアの防衛と治安に必要

最小限の支出は行なわねばならない。しかもその額は英軍の同地域からの撤退のため，

対決中に配分したものより少なくないだ、ろう。 しかしながらインドネシアとの国交正

常化は両国貿易に積極的利点をもたらし， また長期的にはより密接な経済協力関係が

国防および国内治安支出のいかほどかを相殺することになろう。

66年のマレーシア経済は65年ほど活況を呈さなかったが， 一応満足すべき率で拡大

した。たとえば生産量，所得，貯蓄などは増大したとはいえ， 65年の例外的な高率に

はおよばなかった。 66年における農林業，鉱業，製造業，建設業などの実物生産量や

諸サービスの量は全般的に高いものであった。経済全体にとって成長への刺激は国内

需要とくに公共部門のそれの拡大に由来している。総消費， 総投資は65年とほぼ同率

で拡大したが，小売価格は相対的に安定していた。財・サービスの全輸出は輸出商品

の価格が低下したとはいえ，全般的に活況であり，輸出余剰は前年より若干減少しそ

うである。

以上はすべて安定した通貨機構の中でなしとげられたものであるが， このため経済

に多少の圧力がかけられている。中央政府の総合収支における赤字は巨大な開発支出

のため高いレベルにあり， 蓄積資産のとりくずしで部分的にうめられているにすぎな

い。国際収支は全般的に良好であったが，総合では赤字を示している。

II 経済の諸指標

準備的見積りによると，ＧＮＰは６５年の８７億５３００万ドルより６.３％上昇して９３億０５００

万ドルで、なった。 1人当りのGNPは60年の820ドノレから65年の931ドノレ， 66年の962ド

ノレへと増大した。 この成長率の66年における地域別内訳は西マレーシアが5.4%増，

サパが17.1%増（65年は15.2%増， 64年は11.5%増〉，サラワクが9.5%増（65年は8.5

-( 22）ー -174ー



マレーシア（ 1・2月〉

%増， 64年7.6%増〉である。

経常的市場価格による総消費は65年とほぼ同じ6.2%だけ拡大し， 73億0700万ドル

となり，また総投資支出は65年の 9%増に比し， 8.6%拡大し 17億 7000万ドノレとなっ

た。 66年の資本形成は GNPの19%で開発途上国としては高率である。かくして国内

総需要は90億7600万ドルで6.7%増で、あった。このうち民間部門は66億1800万ドルで前

年比4.8%増（65年は 4.5%増〉であるが，公共部門は24億5300万ドルで前年比12.1

%増（65年は13.6%）増であった。

財およびサービスの貿易については輸出価格の低下にもかかわらず，輸出量の増大

によって約2億2900万ドノレの超過輸出を示している（64年は 600万ドル， 65年は 2億

4600万ドノレ〉。

総国内貯蓄も65年の16億5700万ドルから66年には17億7100万ドノレになるものと思わ

れている。貯蓄と GNPとの比率は約19%と不変である。

III 諸産業の動向

農林水産業の純生産量は総国内生産 GDPの約30%であり，またこの部門は全労働

人口の約60%を占めている。 66年 1-11月間におけるゴム生産は西マレーシアで前年

比8%増の83万8410トンに昇り， また東マレーシアでは樹液搾取人の不足から減少し

ている。マレーシア全体としてみると66年 1～10月の推進生産量は前年比7%増の80

万3100トンであり，これを基にすると， 66年全体の生産量は99万トンに達するだろう。

多産種の新規植付け・植替えは若干減ったとはいえ依然続いている。 66年の新規植

付け・植替えは西マレ｝シアで17万5千エーカーであれまた同地のゴム栽培地は436

]jエーカーとなった。 このうち小農の栽培地は57%であるが，その生産量は46%にす

ぎない。

木材業は急速に拡大した。丸太の生産（うち40%はサパ〉は16.7%増で 700万トン

となり，また製材の生産は 150万トンと見なされる。

農業多角化計画の結果，油ノミーム栽培地がいちじるしく増加している。 66年 1～11

月のパーム油生産量は前年比21%増の16万2000トンで， これを基にすると66年は全体

で18万1000トンになるものと予想される。 またパーム核生産は66年1年で4万1700ト

ンと予想される。

錫鉱業は低価格にも拘わらず増産を記録している。 66年の生産量は前年比7.4%増

で6万8400トンと予想される。政府は錫鉱業への投資を奨励している。その結果ジャ

ングノレは徐々に切り聞かれ，また海岸付近での探索も始められた。一方1956年以来非
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マレーシア（ 1・2月〉

常に大きくなっていた鉄鉱石の生産も， 66年には高品位資源の枯渇や日本からの需要

減少のため 9%低下し 630万トンにとどまった。

製造業年次調査（全製造業生産の80%を占める〉によると 65年の工業生産の純価値

は5億ドノレをすこし越える程度であった。 また66年における製造業生産ののびはおそ

らく 65年のそれとほぼ同じく 16%程度であろう υ 履物と紙巻タバコを除くほとんどす

べての工業が拡大したのである。

66年末までに143の工業会社（西マレーシア120，サラワク 12，サノミ11）が創始産業

証を交付され，そのほか約60社が原則的承認を得てし、る。創始会社の全資産は 3億5700

万ドルで， うち 2億.5200Tiドルは株式資本， 1億0500Jjドルは借入れ資本となってい

る。またこの資産のうち約42%は国内の資本である。

西マレーシアにおける創始会社の生産の純価値は65年に 1億5600万ドゾレ（全工業生

産の31%）であり，その雇用労働者（full-time）数は64年の lJjから65年には 1万2千

人（全工業雇用人口の16o/o）となった。次に西マレーシアの製造業部門は GDPの16%

を構成するのみである。かくして製造業部門が輸入代替とか雇用機会の創造とかの点

で経済に対し重要な衝撃を与えるほど急速には拡大していないことが明白である。

建築・建設等の活動は引きつづき高いレベルにあるが， その率は若干よわまったか

もしれない。

W 失業 問題

マレーシア全体の雇用・失業状況に関する正確な資料は得られない。雇用機会のの

びは十分でなく， とくに学卒者などを十分吸収しえていない上うである。 66年には14

万2千人の男女が学校を離れ，その殆んどが職を求めている。また今年末には15万人

が学校を離れるだろう。適正な経済成長率のみがこの問題を処理しえよう。都市の失

業は農村地区の場合よりひきつづき高まっている。 66年6月の公式標本調査ではクア

ラノレンプ｝／レ，プタリンジャヤ，ジョージタウン，イポー，クラン， ジョホーノレノ勺レ

等で失業が若干減少を示している。労働人口全体かむみて約8%が失業している（65

年央は 9%）。年令別では15～19才と20～24才にも〆〉とも失業が多い。なお業種別雇用

率はサービス業33.6%，商業23.6%，交通・倉庫・通信9.3%, 建設・鉱業・公益事

業・農業12.8%となっている。なお東マレーシアとくにサパでは労働者とくに熟練者

が不足している。

V 物価

西マレーシアでは過去15年間と同様66年も小売価格が安定していた。（サービスを含
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マレーシア (1・2月〉

む〉指数は最初の 9ヵ月間というもの目ぼしい変化を見せていない。月別小売物価指

数の平均は59年を 100として65年は 102.3であったが， 66年は 103であった。今後も

通貨と物価の安定のうちに成長を享受しつづけるものと考えても軽率ではなかろう。

ただ、東マレーシアとくにサパで、は輸出が好調で， また局所的に建設活動がさかんであ

ったために小売価格が圧迫された。 さる10月のジェスノレトンでの小売物価水準はクア

ラルンプールよりも約20%高く，またクチンよりも11%高かった。

VI 外国貿易

65年に急速に増大したマレーシアの外国貿易は 66年になってテンポは落ちたが依然

成長をつづけた。 66年の総輸出額は前年比2.5%増の38億7600万ドルで、あり（65年は

前年比12%増〉，～J 方輸入は34億1900万ドノレであった。この結果輸出余剰は65年の4億

2600万ドルに対し66年は 4億5700万ドルで、あった。 しかしながら66年にはマレーシア

の交易条件が低下し輸出による購売力がへってきた。 ゴム，丸太，パーム油，パーム

核等の輸出うけとりは高〈，錫，鉄，製材等のそれは低かった。

66年のゴム輸出量は前年比7.7%増で 102万4000トン，また額は 1.6%増の14億8500

万ドノレと見積られる。 66年の平均価格はポンド当り 65セントで， 65年のそれは 69セ

ント（公式統式では70.02セント〕であった。一方66年の錫の総輸出額は前年比9.5%

減の7億9千万ドノレであった。その原因は低価格とタイからの再輸出用の輸入が止ん

だことである。なお純輸出は 6.8%増の7万0600トンであった。ロンドンでの平均価

格は65年が1413ポンド， 66年が1296ポンドであった。 これにはアメリカの戦略備蓄放

出が影響している。 ゴム，錫，木材，鉄鉱石，パーム油，パーム核などの輸出は65年

の29億6900万ドノレに対し66年は29億7600万ドノレ（全体の 77%）であった。したがって

66年の輸出ののびを構成するものはパイナップノレ・ココナット油， ボーキサイトおよ

び若干の製造業製品であった。

一方輸入の方も食料，飲料，タバコ製造業品等で代替が働き，のびはよわかった。

総輸入額は34億1900万で前年比2%増であった。

祖国際収支と外貨準備

国際収支の準備的見積りによると， 66年の経常勘定は8900万ドノレの黒字であった。

(63年2億2200万ドルの赤， 64年 1億2900万ドルの赤， 65年 1億2200万ドルの黒）。こ

のうち貿易外収支の赤字はおもに英連邦軍の撤退のため約4600万ドルも拡大した。 66

年の外国からの供与も65年よりは少なかった。

外貨準備は60年から65年の聞に約5億2000万ドル増加したが， しかし， 66年は 1～
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マレーシア（ 1・2月〉

11月の聞には約1億0700万ドノレも減少した（公共機関5800万ドノレ減， 商業銀行4900万

ドル減）。同11月末における準備額は通貨委員会における分を含むと 26億5700万ドル

くうち91%は公共機関が保有）になる。これは9.5ヵ月分の輸入をまかなうにたり，い

かなる水準をもとにしても満足すべきものである。

四通 貨

数年前と同様民間の手にある通貨量すなわち購売力は国内経済の財・サービスの生

産増加率と歩調を合わせて成マ長を続けている。 マレーシアの66年11月末における総通

貨流通額は11億9000]jドルで， 65年末の11億2700万ドルより 5.6%増加している。ま

た，銀行および大蔵省の保有額を引いた流通額はもっと急速に増大し 10億t9000万ドノレ

となった。銀行にあずけ入れられた a般の当座預金はほぼ5% 0300万わレ）増加し

て約6億.9000万ドルとなり，したがって全通貨供給量は65年末より約 1億ドノレ増加し

て17億8000万ドルとなった。また11月末の｜業銀行での総預金高は65年末より 10%多

い19億2100万ドルとなった。

今年6月に中央銀行が通貨発行権を握るようになると， 同銀行は新通貨発行につい

て現在通貨委員会が要求されているものと正確に同額の外貨準備を維持するよう法律

で要求されることになる。その率は約80%である。しかし当分はこれまで通り 100% 

以上であろう。なお中央銀行は 100%の準備以外に 2億ドルの金・外貨を保有するか

ら実際の準備率は 100%以上となろう。

区圏内貿易

マレーシア諸外l聞の経済統合は，今や全マレーシア製品が（少数の例外もあるが）

国内では関税なしで動きうるような状態になってきた。全域内輸出は61年の 500万ド

ルから65年の5900万ドノレにのぼり， 66年にはおそらく 9100万ドノレとなるだろう。また

輸入は61年の 900万ドノレから65年の7100万ドルにのぼり， 66年にはおそらく 1億1700

万ドルとなるだろう。政府は域内貿易の拡大に助成策をほどこすことになった。たと

えば1月20日以降ポートスウェテナム港での全マレーシア諸港との貿易については港

湾料がトン当り 1ドル30セント安くなる。また域内輸出品製造のために輸入された原

料の関税については今後 100%払い戻されることになる。

X 66年度予算

1966年の普通予算の経常勘定は赤字であるが， これは1958年以来始めてのことであ

る。また開発支出を含む総合収支は 5億ドル以上の赤字である。このため政府の換金
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マレーシア (1・2月）

可能資産は最悪の年だ、った1958年当時にほぼ等しい4億ドル程度となった。

66年の普通予算の修正歳入額は16億4000万ドノレと見積られ， 当初予算の15億5600万

ドノレ（旧税制では15億0700万ドル）より8400万ドル多くなっている。 これは当初の予

定よりゴム，錫の平均価格が高く，また所得税収入が多かったためである。 この額は

65年の実積より 6000万ドノレ多い。

この活発な歳入増は，もしゴム，錫，鉄鉱石等の輸出税収入がそれぞれ1300万ドル，

200万ドノレ， 600万ドルも減少したことを考慮すると，著しいものである。その原因の

一部は66年度に導入された新税制であり， また英連邦特恵税の部分的撤廃もこれに貢

献している。取引高税収は 4350万ドノレでこのうち 1500万ドルは65年の未徴収分であ

る。もっとも著しいのは所得税（錫利得税を含む〉でこの場合税制改訂は微々たるも

のであったのが65年3億0200万ドルから66年の 3億6500万ドルにのぼった。その原因

は65年におけるこfム，錫会主i：の利潤増のほか， 税徴収方法の改善と脱税防止の成功等

である。

一方歳出面では諸政策や開発計画の実施で圧力がかかっている。 66年度では8000万

ドルの赤字が出そうである。また開発基金やその他基金への繰入れを考慮しでも2800

万ドノレの赤字が見積られる。開発支出は 6億ドルで一方特別受取りは5700万ドノレとな

り，かくして66年の総合収支は 5億7100万ドルの赤字が見積られる。そしてこの赤字

は内外債4億0600万ドノレと政府資産 1億6500万ドルのとりくずしとでまかなわれょ

っ。

XI 67年度予算

67年の歳出は18億2900万ドノレで開発基金への繰入れ5000万ドノレを含んでいる。普通

予算削減の難しさは， 法律で定められた既定費だけで、25%(4億6300万ドノレ〉も占め

ていることで知られよう。公共部門における給与支払の増大は著しい。 67年では中央

政府関係だけで 5億3000万ドノレがこれにあてられる。 またさらに学校教師や法定機関

の給与など考慮すると全体の40%になるだろう。今年末給与委員会報告が入手しだい

苦しい調整を行なわねばならないだろう。計画削減か給与カットか， あるいは両方

か，このうちいずれかを取らねばならぬ時期がせまりつつある。

大蔵省は65, 66両年に州準備基金から 2, 3の州に支出せねばならないことがまま

あった。これらの州では文宇通り，経常的な給与支払いにも事欠いた。その原因の一

部には当局者の財政上の無知・無責任があげられる。

一方歳入は新税制を導入することにより， 18億ドルとなろう（旧税制では16億8500
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マレーシア (1・2月〉

最近3年間の総合予算

I 65年 I 66年＊ 1 67年

竺通予算収支 J 17 I - 2s I ;-?*f -94林

歳 入 I 1,?.so I 1,640 I 1,soo I 1,685 
歳 出 I - 1,629 I 1 , no I - 1,829 I -1,829 
開発基金その他繰入 I 66 I s2 I 50 I 50 

同戸空竺空 l一二戸－｜ 一戸l-J一三市一
開発支出 I - 590 I - 600 I - 836 I - 836 
開発基金特別受取 I 54 I s1 I 60 I 

云一失 合 I 一i 一！ 邸｜ 回

普通予算 ｜ 一 l 一 l 60 1 6 0 
開発予算 ｜ ←一 1 一｜ 126 I 12 6 

総ムiふ支 一 519 I - 57] I -569 .I 一似

* 67年 1月現在の修正見積，＊＊税改訂後，料＊税改訂前。

(10077マラヤドノレ〉

最近3年間の普通予算（当初） (100万マヲヤドル）

｜凶65年 i 1%6年 I 19G7{j'. 

国防関係＿ I 352. 6 c23 .1 %) I 3s2. :3(23. 3%) I :m. 1 c21. 7%) 
国 防 I 2 . 7 . 6 I 237 . 7 1 2so . o 
国内治安｜ 145.o I 144.6 I 141 .1 

般 行 政 I 19s.1C13.o%)1 2os.1c12.1%)I 2s4.9Crn.9%) 
老金 I 65.4( 4. 2%) I 60.sc 3. 7%) I 60.4( 3. 3%) 

務 I 138.9( 9.1%)1 166.6(10.1%)¥ 219.6(12.0%) 

門 I 133 . 2 c s . 7 % ) I 13s . 8 c s .4 % ) I 148 . 2 c s . 1 % ) 
業 I 11 .4 I 18 .4 I 22 . 3 
発 I 13.2 I 10.9 I 10.s 
業 I 3.6 I 4.6 I 5.1 
山 I 20. 7 I 20. 8 I 22 . 4 
輸 I 15 .4 I 15 . 9 I 17 . 5 
信 I 62.9 I 68.2 I 70.4 

I 446.0(29.2%)! 482.8(29.4%)1 536.9(29.4%) 
育 I 320.3 I 352.8 I 385.o 
生 I 115 .4 I 119 . 2 I 139 . 8 
祉 I 5.1 I 4.9 I 5.4 
働 I 4.8 I 5.9 I 6.7 

入 I 19s .4 c 12 .4 % ) I 203 . 9 c 12 .4 % ) I 211 . 5 c 11. 6 % ) 
州 交付金｜ 121.1 I 140_1 I 146.3 
各種法定基金｜ 62. 3 I 63 . 2 I 65 . 2 

合 計 I 1,523.5* I 1,643.6 I 1,828.6 

キシンガポーノレの分（75.4）を含めると 1,598.9である。

-180 

部

村開
工

地・鉱

衛
福

通

門

衆
会

使

部

一（ 28 ）一

済
農
農
商
土
運
郵
会
教
公
社
労

一
養
債
経

社

繰



マレーシア (1・2月）

万ドノレ）。次にあげる新税制により 1億 1500万ドルの増収を見込んでいる。 なお（2）の

開発税を導入するかわり， 65年度より実施されてきた取引高税を廃止することになっ

た。

(1）輸入附加税：一一下記のものを除くすべての輸入品に 2%の附加税を課し，

4000万ドノレをあげる。肉，ミルク，バター，チーズ，小麦，米，小麦粉，もみがら・

ふすま，塩，原油，獣脂，新聞用巻紙，亜鉛棒・板，亜鉛チューブ・パイプ。

(2) 開発税：一一下記のものを除くあらゆる取引，専門業等からの所得および資

産貸しつけにともなう使用料等に対し 5%の税をかけ5000万ドルをあげる。給与，

賃金，年金，利子，配当。この税は会社税を 5%あげて45%にするに等しい。

(3) 自動車：一一－5%の輸入税，スクータヘオートパイを除く。ただし後2者

は登録税を20%にひきあげる。

(4) ピーノレ・スタウト：一一一内国消費税をガロン当り40セント増やす（大ピン当

り10セント増〕。

(5) デ．イーゼル油：←ーーガロン当り1 マラヤで12セント，サパで11セント増やし，

サラワクの20セントに合わす。

(6) カメラ：一一輸入税を 5%あげ20%にする。

(7) 鳥肉：一一一ポンド当り：30セントの輸入税をかす。

(8) 空港サービス料：一一一出港にともなうサービス料金を国際線2ドル増（ 5ド

ノレに）， 国内線1ドノレ新設。

(9) コーヒー：一一ー輸入税をポンド当り 15セントから20セントへ。

。。 木材会社の所得税計算において，州政府に払い込まれる輸出税の50%と伐材

ライセンス獲得のための費用の全部とを控除するという慣行を廃止する。これによ

り450万ドノレの増収がみこまれる。

帥西マレーシアの丸太輸出につき従価10%の輸出税を課す。

ω ゴム（パラもの〉の西マレーシアからの輸出につき 4月1日以降ポンド当り

2セントの輸出税を課す。

帥家具，その他の木材製品に対する輸入税をそれぞれ20%,25%へひきあげる。

（注〕 Tan蔵相は(It (12), (13)の導入については雇用機会をふやすものとして説

明している。

このような新税制をもしないものとすれば， 67年の歳入は66年のそれより僅か4500

万ドル2.7%多いだけとなる。その理由は輸出税収入が 5580万ドノレも減少すること

と，所得税収入ののびがよわいことのためである。前者にっし、てはゴムが1760万ドノレ
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マレーシア（ 1・2月〉

(5460万ドルになる予定〕，錫が3810万ドル，鉄鉱石が 100万ドルそれそごれ減少し，ま

た取引高税が550万ドノレ減少する予定である。ーカ後者については所得税が3500万ド

ル，道路運輸料・ライセンスが2100万ドル， および輸入内国消費税が3610万ドル増加

する予定である。

67年の開発支出は 8億3609万5454ドル（うち4000万ドルは予備費〉であるが， 実際

は6億5000万ドノレと見積られる（66年は当初8億8000万ドル見積って実際は 6億ドノレ

程度であった〉。この支出をまかなうため国内で 3億ドノレ，国外で 1億5000万ドノレの公

債を発行する。 66年における国外での借入れは 600万ドルであるから，これは野心的

にすぎるかもしれないが不可能ではない。

66, 67年の開発予算見積

I 66年 _I 66年

口｜経済部門｜） I 456.2 
口口 I I I I 

目 l社会部門 I~ 658 . s I 160 . o 

別｜行政費 IJ I 43. 9 

塩｜マラヤ I 535 . :1 j 550 . 0 

域｜サラワク l n_g I 69.4 

別｜サ パ I 49.s I 40.4 

国 防 治 安 I rn1.o I 136.3 

予備費 I 40.o I 40.o 

879.8 I 836.1
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マレーシアシンガポール

マレー語を唯一の国語とするための国語法案は 3月上旬上下両院を通過し

た。この法案は，一方で本年 9月以降マレー語を西マレーシアに限り唯一の

国語とするとうたっているが，また一方で、はマレ一語の完全実施が全く困難

であるところから（現在マレ一語で書かれた法律は婚姻・離婚法のみといわ

れる），公文書：その他等の翻訳（他言語への）を認め， かつまた議会・法廷

などの英語の使用を認めている。

このためマレ一語の完全実施を要求してきた一部のマレ一人，たとえば野

党の全マラヤ回教徒党PMIPや民間の国語行動戦線など，それに従来ずっと

マレ一語の普及に努めてきた言語・文化会議の Nasir議長らは，この法案に

反対し，－u寺ばその成り行きが注目された。しかし政府は 3月を通じて与党

のマレ一人組織 Umnoの各支部に説明会を行なうなどして， その支持をと

りつけることに成功したようである。したがって現状では当面マレ｝人の間

から大きな反対運動が起る可能性は殆どなくなったものと考えられる。

一方中国人，インド人についても，この法案がすこぶる妥協的なものであ

ったことから，組織的な反対は殆ど見られなかった。例えば与党の中国人組

織たる MCAも昨年までは毎年のようにこの国語問題で大きな動揺を起して

いたにも拘らず，この 3月はず、っと平静であった（許啓模MCA書記長の辞

任がこれに関係しているかどうかは汚職問題もからんでいるため必ずしも明

らかでない）。また議会でこの法案に反対票を投じた中国人系の諸野党もそ

れ以上の反対行動には出なかったのである。

しかし現時点でこれをもって問題がすっかり片付いたと考えるのはあまり

にも早計であろう。たとえば国語法案があまりに妥協的であるがためにかえ

って不備なものとなってしまったことや，言語問題がその他の政治・経済・

社会等の諸問題に対しでもつ影響力は依然変っていないことなどを考慮せね

ばならないだろう。
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マレ ー シ ア ， シ ン ガ ボール (3月）

第 1の点について，憲法第 152条が1957年（独立の年）の10年後以降にマ

レ一語の国語化を尖施するとうたっているのに対し，新法は上J己の通り英語

の継続使用を容認しーかっ必要なかぎり他言語による翻訳を認める， としな

がらもその状態が何時まで続くものなのかを明示していないのである。勿論

今年 9月以降はあらゆる分野でのマレ一語化に努力が払われようが，新法ド

においては，その努力に目標を設定しがたいであろう。科学技術等の用語な

どあらゆる面でマレ一語の不便が指摘され，かっ英語が種族問の共通語とな

っている現状において，このようなことでは，マレ一語の真実ljな学習，使用

が促進されるかどうかは疑わしい。－，郊のマレ一人にみられた焦りがこの点

で一般的なものにならないとは保証出来なし、だろう。

一方中国人，インド人の立場からすれば，新法には憲法に定められた他言

語の使用・学習の自由が全く保証されていない， とし、う問題がある。立法者

側にしてみればこの臼由は憲法ですでに保証されてし、るから今さら不必要だ

ということになろうが，これはやはり H寺の政府の解釈如何でどうにでもなる

ことである。ラーマン首相は従来から他言語の自由な使用を認めると公言し

ていただけに一抹の不安がもたれている。

第2の点にっし、ては言語問題が本来的に種族意識を煽るのに格好な道具と

なりやすく， したがって種々の政争に場を提供しやすいことである。かつて

シンガポールのマレーシアからの分離独立が直接的に種肱意識の高揚に関係

している点を考えても，多人種社会における言語問題の重要性は理解されよ

う。勿論この問題は一片の法律で、解決のつく問題ではないが，従来から政府

は市民権，官吏の採用規準，宗教，軍隊，教育などおよそ種族同志の利害が

ぶつかり合う問題についてはすべて妥協の政策をとってきており，今回もそ

の例外ではなかったのである。

新法は性質上暫定的なものでしかありえないから，国訪問題が再び何時の

日か再燃することは必至であり，したがって依然として政局の不安の種とな

りつづ、けるだろう。
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マレーシア

3 日 Vサバ連合党の選挙綱領一一サパ連合党（Usno-Upko-Sca-Sic）は 4月 8日から

の選挙に対して次の綱領を発表した：（1）マレーシア支持，（2）フィリピンの領有権

拒否，（3）マレーシア連合党と協力，議会民主主義維持，（4）サパ諸人種の諸要求貫

徹。

7 日 T Boe山 mam氏，政治活動認めらるーーさる 1月 10日釈放された人民党の

Boestamam党首は釈放の条件として政治活動を禁止されていたが， HI内務省

よりこれを解除された。

8 日 Vサバ州議会選挙立候補届出回一一サパ州議会選挙立候補届出日の 8日， 32選

挙区に対し81人が立候補した。党派別は次の通り。

Usno (25人）｝

Upko (25人〉〉サパ連合党…・・56人

Sea (6人〕j

無所属…………・…一……・・25人

なおこの結果 Upkoは22区で Usnoと，また 2区でSeaとそれぞれ闘うこと

となった。

T 66年の錫輸出税は減少一一 イポーでの発表によると， 66年の錫輸出税は合計

1億 1690万ドルで65年の 1億 1780万ドルを下まわった。 （生産はそれぞれ6万

8886トン， 6万；3670トン，また平均価格は645ドノレ22セント， 702ドル80セント。

操業鉱山数は 1116'10520) 

V西独大統領，マレーシア訪問一一一両ヨーロッパの国家元首としてはじめて西

独大統領がマレーシアを訪問した（ 8～11日〉。

10日 Vラザク副首相，国語問題で警告一一上院議会に出席したラザク副首相は「わ

たくしは無責任な分子が国語問題で国民を誤導することを許さないだろう。政府

は凶話をさらに豊かにするため努力するQ 国語法第3条は‘その他の言語’に公

的地位を与えるものではな炉。 中国人とタミーノレ人の代表者たる Tan蔵相と

Sambanthan建設相とはともにこの条項を盾にとらないことを保証してU、るJと

詰った。

11日 Vインドネシアと治安協定一一一マレーシアとインドネシアとは，昨年9月14日

軍事，非軍事：にわたる広汎な問題について合意に達したが，これにもとづく両国
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間の治安問題につU、てもこのほど協定が成立しマレ｝シアは 9IJ，インドネシア

は11日それぞれこれを承認したυ なお経済，資比文化フ山入IJj管理等について

はさる 1月28日に｜必定に達している。

V製鉄所，今後5年間に20ヵ所一一一日本の協力で今後5ヵ年内にマレーシアに

製鉄所20ヵ所が設立されることになったυ このjf・ji1JJは日本の経済協力基金が立案

したもので， 1億5000)jドル要する二子定υ 日本政府代長団はすでにクアラルンア。

ールに到着し，本:1fなかごろまでにムアーノレrljに精練所；iヵ所を設立する計闘を

立案中であるυ （AP)

13日 Vインドネシアとの聞に商業会議所 ーインドネシアと γ レーシアの実業家の

問で貿易促進をH的とした商業会議所 MalincloChamber of Commerceが結成

された。マレーシア側事務局長は RajaNasron bin Raja Ishak氏。

Vベナン港の貿易額低下一一一ペナンの66年の外国貿劫は輸出12億3890万ドルラ

輸入5億7730万ドノレ，合計18億1620万ドルで651'J＇・より i億1520万ドノレ低ドした。

なお対インドネシア貿易は65年の68万：2000ドノレから〔）（）万6000ドルに増加したが，

タイ，ビルマとの取引きは減少したり

14日 V中銀通貨事務所完成一一クアラルンプール郊外のパトゥティガにrJ:riHの通貨

事務所が完成した。 l泊所式にのぞんだ’fan）最初1は次のようにm十った。
1. 新事務所は中銀の紙li1'fと硬貨の安全な保管に適するだけでなく，将米コ

インをここで鋳造する。

2. 新通貨の発行準備となる対外資産に関するrjl鋭USi129条については懸念

をいだく向きもあるが，今後の中銀の準備率は従来と変らなU、。現通貨委員会

は60年の協定により 3億ドノレまでを参加l政府の証券に投資出来るようになって

いる。したがって66｛ド未についていえば流通通貨15億9550万ドノレより 3億ドノレ

を引いた12億9550万ドノレだ、けの，つまり 81%の準備が持たれていることになっ

ている。また11，銀は預金債務の35%以上の対外資産準備をq1銀法で要求されて

いるQ つまり i:11銀は 6n12日以降通貨81%と預金a債務の35%以上の準備を法的

に強制されることになっているO

この率は国会の承認を得れば変更iiJ能で、あるが，それが匝｜の経済に多くの損

失を惹起するのは好ましくない。最近の国会で将来も中銀の資産準備は新通貨

の100%以上であると述べたが，これは深い考慮の後に行なわれたものである

ことを保証することができる。

f ASA第 1回常設委員会一一クアラノレンプールで14日第 1回常設委員会がひら
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かれ，フィリピン，タイはそれぞれ駐マレーシア大使が代表となって出席，マレ

ーシア側は Ghazali外務次官， ThongYaw Hong経済計画庁長官が出席した。

なおこの委員会で第4回 ASA外相会議は 8月 1日クアラルンプールと決められ

た（16日〉。なお第 1回は61年 7月パンコク，第2回は63年4月マ二ラ，第3回は

66年6月パンコクでそれぞれひらかれた。

vゴムの新輸出税の実施を来年以降に延長一一Tan蔵相の発表によると，来る

4月 1日から実施を予定されていた両マレーシアからのパラものゴムに対する輸

出税（ポンド当り 2セント）は来年 1月 1日以降実施されることになった。理由

は国内に包装設備が十分で、ないためで、あるのなお西マレーシアはシンガポールに

対してパラものを月額平均2万8000トン輸出している。

Vフランスの援助一一駐マレーシア・フランス大使の発表に上ると，フランス

はマレーシア開発計画に6000万ドルの借款をすることとなり，まもなく協定が結

ばtしることになっfこの

なおこの発表ーにもとづき， 28日フランスの実業家・銀行家からなる23人の調査

同がマレーシアに到着したσ

Vサラワクの66年貿易一一11日クチンで、発表された統計によると， 6fi｛干の輸出

は4倍、fi360万ドル，輸入は5億2570万ドノレ（6S年は輸出4億3370万ドル，輸入

4億8480万ドル〉であった。

66年の主な特長は西マレーシアからの輸入が， 173.2%, また中国からの輸入

が28%(4500万ドルへ〕，それぞれ増加したことである。一方インドネシアとの貿

易は総額で 165万ドルにすぎず，対決前に戻っていない。木材輸出は36万3766ト

ン増加し122万7930トンとなり，また丸太輸出は 9万9696トン増加し110万7408ト

ンとなった。最大の顧客日本は， 12月だけで9万4405トンも買付けている。

17日 Vインドネシア援助でラーマン首相語る一一ラーマン首相はインドネシア援助

について「私がかつてインドネシア援助クラブの設立を提案したときインドネシ

アはこれを歓迎しなかった。したがって別の方法として，インドネシアに関心の

ある国々がクアラルンプールに集って同同への擁助方につき検討することを希望

する」と語った。

なおラーマン首相は14日にも「マレーシアはあらゆる方法でインドネシアの経

済危機をすくうつもりだJと語っている。

Vサパ州議会選挙に 6ヵ国を招請一一外務省はサパ州議会選挙に日本，フィリ

ぜンF インドネシア，タイ，セイロン，インドの 6ヵ国をオブザーパーとして招
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請していることを確認した。

19日 V クチン近郊で新港設立計画調査一一クチン港の混雑を緩和するための新港

（サラワク川下流のペンディング）設立計画の調査が日本政府から海外技術協力

事業問を通じて派遣された調査団により開始された。

なおクチン入港可能船舶は1000トン以下ラまたl11JF流7キロにあるタナ・プテ

ー港は3000トン以下であり，新港は 1万トン級のJ丘岸を予定している。なおマレ

ーシア政府はクチン，シブ同Si告の改；汗にm1次開発；f-jflfiで2400万ドノレの支出を予

定している。

T IMF，マレーシア通貨をセイロンへの借款に使用一大蔵宵の発表によると，

IMFはセイロンへの借款（US500万ドル）にマレーシア通貨を使用することとな

った。

20日 V ソ連の貿易使節団くる一一一ソj生からの貿易使節J,J-1がマレーシアを訪問した。

団長の Spanclarian外国貿易有事務打は南港で「われわれは貿易使節同で、はある

がラ両国間におけるそれ以外の諸問題についても討議する用立があるjと話っ

た。 (1月19日参照〉

V フィリピンの貿易使節団くる一一フィリピン商業会議所の後援する貿弘使節

団が2日間の予定でマレーシアを訪問した。

22日 V西独の経済援助きまる一一一帰国中の Khalidbin Awang Osman駐西独大使

によると，西ドイツはマレーシアの開発計両に20007Jドル（2700万マルク〉の借

款を与えるこ土になった。なおじermanAsiatic Bankの支！liが投資促進のため

マレーシアにつくらオしることとなった。

24日 Vクチン士一シブ聞に道路完成一一サラワクの第 l宵クチンと第：1有シブとを結

ぶ 290マイルの道路がオーストラリア政府の援助で、完r＆した（4000万ドノレ）。なお

サラワク公共事業局はさらに第4有のピントゥルとミリとをシブと結ぶための道

路建設も近く開始する予定。

Vサラワクの 2政党合併一一サラワク連合党内の 2党 PartyNegaraとBarisan

Raayat Jati Sarawak 〔ともにマレー人の政党〉とが什併して単・の政党 Party

Bumi putraを結成した。 (66年12月19日参照）

26日 T MCA新書記長きまる一一MCA中央作業委只会は，新書記長にペラ州 Siti-

awan区選出国会議員 KamWoon Wah甘文華氏を， また広報部長にヌグリ・

スンピラン州 SerembanBarat区選出国会議員 SiowLoong Hin薪降興氏を，

それぞれ任命した。 (2月22日，および66年 3月20日を参照）
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27日 V教員組合スト突入一一全国教員組合 NationalUnion of Teachers （委員長

Gurnam Singh，書記長 JohnGurusamy, 組合員 1万人〉は西マレーシア全土

の同組合加盟教員に対し27日以降毎日 2時間半のストを行なうよう指令した。こ

のストは政府がさる21日に教員の給与・待遇等に関して調査委員会を設けると発

表したことに端を発するもので，今からこのような委員会を設立するのでは給与

問題の解決が遅れるばかりか，委員会の作成する案自体，政府がこれを実施する

保証もないというのがその理由となっている。

なお Senu教育相l代理は29日，「30分でも授業をストずる教師は，その日につ

いて給与を支給されないだろうJとの発言をした。

v開発公債発行一一一大蔵省は開発資金調達のため次の 2種の開発公債（合計1

億ドノレの予定）を発行した： s1r満期，利子5)1%020年満期，利子5%%。

28日 V フィリピン，サパ州選挙立合い拒否一一四フィリピン政府は28日覚書を通じて

サパ州議会選挙への立合L、を拒否すると共に，同選挙においてフィリピンのサパ

領有権問題が提出されないよう要求した。

フィリピン政府はマレーシア政府からのサパ選挙立合い招請（17日〉に対して

当初は応ずる姿勢を見せたが，その後これについて国内から非難をうけ今同の覚

書となったものである。

Vサバ連合党に政変か一一一サノミ州議会選挙がせまるにしたがい UpkoとUsno

の選挙戦は激しさを加えているが， Upkoの D.Stephens党首は28日「Upkoが

サパ連合党から脱退せねばならなャ時がせまっているようだ。われわれがラーマ

ン首相やラザ、ク副首相から誤解されているのは遺憾だjと語った。

なお Upkoは同夜中央執行委員会をひらき， サパ連合党に残留することを決

定したが， Usnoや Seaに対する不満は高まっているの

29日 V ガーナ高等弁務官信任状提出一一ガーナの駐マレーシア高等弁務官 Henヴ

Ban H. Sekyi氏が29日信任状を毘，/Jlした。同氏は現在オーストラリア高等弁務

官であり，マレーシアは兼務となるだけで，弁務官府は設置されない。

30日 V マレーシア，電話等で世界とつながる一一一マレーシア，シンガポール地域が

電話，電報テレックス等で、世界の主要都市と結ぼれた。これは東南アジアにおけ

る英連邦諸地域を結ぶ海底電線 Seacom(South-East Asia Commonwealth) Cable 

が完成したためで，たとえばクアラノレンプールとロンドン問はクアヲルンプール

一一シンガポール一一ジェスノレトン一一香港一一グアム一一ニューギニア一一シ

ドニーを経てアメリカ経由でロンドンにつながることになったもの。 (65年 1月

d
q
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15日参照〉

31日 Vサバに新政党ーーサノザト｜議会選挙に無所属で立候補している George Chin 

(Tan jong Aru医）， Kok Fung Chong (Jesselton Bandar区）， Chong Thain V un 

(Sandakan Bandar区）， Yap Pak Leop_g (Elopura区）の4人は PartiKerajaan 

Raayat人民労働党を結成する，と発表したo

vサバ州議会選挙の現況－－17ie/','traits Timesは31日サパ州議会選挙につい

て次のように報じている。

一週間後に選挙開始をひかえて現在の最大の関心事は UnitedSabah Na-

tional Or只anisationと UnitedPasokmomu只unKac1azan Org臼nisationとの

どちらが勝っかにかかっている。選挙戦では同家的利益は見捨てられ人身攻撃

的になり， 「友女子的戦い」は全く望みがなくな司た。

選挙結果については中国人の票が決定的役割をはたしそうである。 Sabah

Chinese Associationは Usnoと選挙協定し Upkoと対抗している。

）車台党としての選挙綱領はサパ住民が民主的諸権利を有していることを示す

ことであり，また住民のマレーシア残留希望を再確認し，かつフィリピンの領

土要求に住民がこぞって反対していることを示すことにある。しかし連介党内

での同意事項はそこまでであった。

UsnoとUpkoとは立候補配分で意見が合わず22の選挙Rで対立することと

なった。 Usnoはマレ一人同教徒を主体にし，さらに Bajaus,Bruei, Sarawak 

Malays, Bisayah, Tidongs, Kedayansなどに支持者を有し，一方 Upkoは

Kadazan -Dusunsと Murutsに支持者をもっているのしたがって両党は中国人

票獲得に懸命となっている。しかし中国人の党 SahahChinese Associationも

都市部の無所属中国人候補から強い挑戦をうけている。

V言語・文化会議議長， Umno中央執行委員を辞任一一←SyedNasir bin Ismail 

言語・文化会議議長は，さる 4日国会を通過した国語法に関して Umno首脳部

と見解が合わず， このほど Umno中央執行委員を昨任したいとの意向を示して

いたが， 31日これを受理されたのなお Umno党員としては残る予定。

シンガポール

1 日 Vシンガポール港，コンテナー化への態勢一一シンガポール港湾局 PSAは1
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日同港のコンテナー化について次のような芦明を出した。 ( 1月4日参照〉

1. コンテナー船を処理するため，将来四つの埠頭を7000万ドノレで作ること

になろう。このうちこつは69年末まで，また他の二つもさらに 2年後に完成し

よう。

2. 資金の一部は世銀から調達する。

3. このため EastLagoonではすでに 120エーカーについて埋め立てを開

声合している。

4. 東南アジアにおけるコンテナー港としてシンガポールの任務は高まるで

あろう。コンテナー船は少数の港にしか立ち寄らないから，そこからさきの小

規模港へのサーピスが必要となってこよう。現在の計画はこのサーピスをはた

すこととなろう。

2 日 V英軍撤退問題一一駐シンガポール英軍司令部の Thurston副司令官は「兵力

削減の発表と実際の撤退との聞には常に相当の時間のずれがあるO また雇用現地

人の削減はマレーシア，シンガポール両政府と相談のうえ行なわれよう」と語っ

たのまた海軍基地の Kurup事務局長は「基地の施設は現在拡張されているため

もっと多くの現地人雇用が必要となっている。ただ、最近数ヵ月間に50人が老令の

ため自発的に退職したのに，これがいまだ補充されていない。 69年 3月まで大幅

な職員削減はないだろう」と語った。

5 日 V英軍撤退問題一一一シンガポールを訪問中の Bowden英連邦関係相は「東マ

レーシアから 1万3000人が撤退するが，それ以上の極東からの撤退については何

もきまっていない。かりに撤退するとしても英連邦戦略予備軍を含む相当数は残

宿するだろうし，これについてはシンガポール側と事前に相談するだろう」と語

った。なお同相は撤退問題のためオーストラリア，マレーシアを経てシンガポー

ノレ (3～6r・nへ来たものでこのあと香港に向った。

（注） この発言はさる 2月27日に Healey国防相が語ったことと喰い違ってい

る。なおシンガポールの英軍当局は 3月23日に「 1万3000人以上の撤退は，

国防白書にある通り， 5000人～ 1万人であろうが，それがいつになるかはわ

からないJと強調した。

6 日 Vアメリ力製鉄砲を輸入か一一アメリカ国防省の発表によると，シンガポール

はアメリカ ColtIndustries社のライフル銃2万0300丁（AR-15型）を輸入する

ことになった。

7 日 V中華総商会第34次役員きまる一一中華総商会は7日第34次 (1967～68）役員
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シンガポーノレ C3月〉

の改選を行ない会長に孫情炎，副会長に林継民と黄祖耀，総務主任に周鎮豪，財

政主任に康振福，商務主任に黄望青，教育主任に郭何弦，福利主任に張良材，交

際主任に荘為麟らを選出した。なお資料参照o

v補欠選挙で PAP勝 つ －Barisan国会議員 KooYoung氏辞任のあとをう

けて行なわれた補欠選挙（Thomson[5(）は次の通り PAPが勝った（ 2月24日

および66年12月5日参照）υ

G7年 3月 7日 63年 9月218

A昭 NamPiau洪市標（PPA)9,407 I Koo Youn只顧快 (BS) 5,292 

M. P. D. Nair （無所属） 1,310 I Leo Ke時 Fo時梁遭鳳（PAP)4,248 

Chan Yoke Kwong陳玉光（グ） 537 I Loo Ka Thiam虚家添（PR) 1,223 

有権者 11,339 

なおこれで国会内（51議席〕勢力は PAP49ヲ BS 2 ( 2人とも失綜中）とな

った。

12日 f Ba巾 anSosialis新中央執行委員一－BarisanSosialis社会主義戦線は 12日第

2回党大会を VictoriaStreetの本部でひらき次の役員を決定した：一一委員長

Lee Siew Choh李紹祖，書記長 LinぐノhinSiong林清祥（以上再任〕， 副書記

長 KooYoung顧快， 副委員長 SeeCheng Kionε 徐振弓，財務 TayChen日

Kang鄭清江，副財務 ChaiKuen Fak禁坤発，監査呉念真，徐畑生，その他中

央執行委員は FongSwee Suan方水煙， Dr.Lim Hock Siew林福寿， PohSoo 

Kai伝樹棺（この 3人は拘留中）， Sieh Chin Chen謝金鎮，楊亜イ五，張得！｜頃，

曽如鵬，梁麗英，李正明。

（注） Chia Thye Poh謝太古氏が新役員から盗を消した。

13日 Vシンガポール国会一一シンガポール国会が13日から17日までの5日間開催さ

れさる 2月27日に提出された次の諸法案が通過した一一国民兵役服務（修正）法，

不良出版物法，刑事法（臨時規定，修正）法，通貨法。

なおまたさる12月に発表された憲法委員会報告については政府の見解が発表さ

れ承認をうけた。

v通貨法 13日に通過した通貨法は Lim蔵相によると大略次の通り一一

(1) 昨年8月26日の国会で発表した通り，新通貨は通貨委員会制度により金

．外貨準備率100%で発行される。

(2) 委員会は少なくとも年に 1回は会合する。議決において委員長，副委員
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シンガポーノレ（ 3月〉

長（政府側〉は各々 2票を有し， 4人の委員（民間人〉は各々 1票を有す。定

足数は 3人とする。賛否同数の場合は委員長が決定権を有す。

(3) 新通貨1ドノレは金で 0.290,299グラム，対英2シノレ4ペンス。

(4）新通貨は完全かっ自動的にポンドに交換可能とする。

(5）委員会はポンド以外の通貨を新通貨発行準備として持つことができる。

(6）政府債を裏づけとするような無担保の信用発行を認める規定はない。

（現通貨委員会制度では 3億ドルまでの信用発行が認められている〉

V基幹産業のスト禁止さる一一13日の国会で通過した刑事法規（臨時規定）（修

正〕法によると，水道タ電気，ガス等の基幹産業ではストが禁止されることにな

り，その他の基幹産業でのストは 2週間の事前通告が必要となった。この法案は

39対7で通過したが，反対者は HoSee Be昭（NTUC書記長）， Govindasamy, 

Lim Guan Hoo, Mohd. Ari旺binSuracli, D. Nair, B. Rodrigues, Sim Boon 

Wooの7人であった。

v労働許可証発行状況一一国会で明らかにされたところによると 2月28日現在

まで労働許可証申請者は 7万7249人，交付をうけた者は 5万7223人，拒否された

者は5908人であった。 (66年 1月14日および9月25日参照）

16日 Vパンディー氏訪シ一一一アメリカのパンデ、ィ一極東担当国務次官補は，フィリ

ピンでのアメリカ在外公館長会議に出席したあとシンガポールを訪問し， （マレ

ーシアは15日に訪問〉 「アメリカはシンガポールの中立と独立を支持する。また

シンガポールがどのような路線をとろうとこれを支持する。英軍撤退後の真空を

米軍が充たすかどうかは問題が大きすぎて推測できないJと語った。

なお同氏はこのあと Lee首相と 1時間会談した。

19日 , NTUC執行部信任投票一一シンガポーノレ労働組合会議 NTUCは，昨年末以

来の日給労働者の賃上げ要求問題のこじれから19日代表者会議をひらいて，執行

部に対する信任投票を行なった結果99対58（棄権7〕で現執行部を信任した。

vシンガポール Umnoの改称一一ーシンガポール政府はさる12月国会を通過した

団体法にもとづき Umnoや PartaiRaayatなどマレーシアのそれと同名の政党

に対し改称を要求していたが， Umnoは19日の代表者会議で今後シンガポーノレマ

レ一入国民組織 PertubohanKebangsaan Melayu Singapura （略称 Pekemas,

Singapore National Malay Organisation）と改称することになった。

なお PartaiRaayatの方は 3日現在この要求を拒否しており，このままでは政

党としての地位を失いかねない。
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シンガポール C3月〉

f Lee首相の訪日一一一Lee首相は20～25日のあいだ東京でひらかれる Friedrich

Ebert財団主催の「社会民主主義セミナー」に出席のため日本に到着した。なお

この会議のためシンガポールからは Rajaratnam外相， K.C. Lee国務相， マレ

ーシアからは DevanNair民主行動党書記長， Goh Hock Guan同副委員長ち

が出席したσ なお Lee首相は滞日 中性藤首相と会談し， 4月1日帰国した。

24日 Vインドネシア貿易ほぼ正常化か一一シンガポーノレとインドネシアとはさる 2

月18日ジ γカルタで交換した貿易正常化に関する覚書にもとづき20日～24日の4

日間シンガポールで、交渉を行なぺた。その結果インドネシア側が農産物輸出の全

面白由化に同意したため［1Lj同は相互に最恵悶待遇をJj-え合うことになった。イン

ドネシアは66年IO月以降ゴム，コプラ， t}1伽，茶等の輸出を制限してきたが，近

くこれを取り除くための法律がつくられる予定である。

またrit,j問はインドネシア輸出産品の力ILL・ 品質向上等で協力しあうことになっ

た。例えばインドネシアはシンガポールに丸太の製材化を委託することになる予

定。なおこのほかパーター貿劫協定，船賃.i情、業協定も結ばれた。ただ後者の場

合インドネシアが自国内の 150以J－.もある港のうんシンガポール船には61しか開

港してし、なャ，ことで問題が一部未解決のまま浅されたの

26日 V反国民兵役登録デモ 2Wから開始される国民共役務録に反対するデモ

（参加者３００人）が市内３ヵ所で行なわれ１ :1人が逮捕された。

V観光客ふえる－ 観光促進日の発表によると， G6年にシンガポールを訪れた

観光客は12万8670人で65年上り：）0%憎力LIしたυ ( 1月：lH参照）

Vオーストラリア高等弁務官着任一一オーストヲリアの新任駐シンガポール高

等弁務官 A.R. Parson氏が2G日到着した。

28日 v国民兵役登録はじまる さる14日に国会を通過した国民兵役服務（修正〉

法にもとづき， 1949年1月 1日から同 6)]:10日までに ／W主したもの約9000人の兵

役登録が28日から開始された。 (4月18日まで）

29日 Vオーストラリアは今後も援助一一オーストラリアの Holt首相はアジア諸国

（カンボジア，ラオス，台湾，韓国〕訪問にさきだちシンガポールに立寄り（28

日夜～29日朝）， 29日「オーストラリアのこの地域に対する関心は高まっており，

今後も援助を提供するだろう」と語った。

31日 Vシ政府，マレーシア人警官を解雇一一一内務・国防省は31日づけ書簡で，従来

雇用していたマレーシア人警官約300人に対し 4月 1日以降解雇すると通告した。
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マレーシプ， シンガポーノレ（ 3月）

I マレーシアの国民総生産と国際収支

3月31日に発行されたマレーシア中央銀行年報（βankNegara Malaysia 1966) 66 

年版によるとマレーシアの最近7ヵ年の国民総生産と｜τl際収支は次の通り。

1. 国民総生産 GNP 

（市場価格，単位 100万マラヤドノレ〉

J 19州＂ i 19611:r J 附 年！附年（削年 l附年／ 1附年

総消費 I s,ozzj '/fi;Zfl þÿÿ��6�.�0ÿ	þÿÿ��7�.�8ÿ	1t1tl 17：閉店？
'1 I 4,3571 4,5821 4,8611 5,1231 I 

氏 出1I 4,1・111 (5.2)! (5.z)l (6.川（5.3)1 (4.3)1 (4.5) 
I I 9511 l ,048i 1,2131 L370l I 

公 J七｜叫（7.叫（10叫 c1f州（Ji州（川）I c12.1) 

総投資 I 997) dz 121 c間＇1 þÿÿ��5�.�7ÿ	1,521þÿÿ��9�.�0ÿ	1,701
I I 7971 8241 ss2:. 9791 1, 0401 1,118 

民間 I 7891 (1.0)! (3.4)¥ (7.o)'I (11.o)l (6.2)! (11.5) 
,1 .u. ! 凸ハJ 32411 550] 5701 5421 6181 583 
広大 l ペ（55.S)j (69.S)j (:1.6)j (-4.9)j (14.0)J （ー5.7)

I ! 6,4291 7.0041 7,5261 s,0141 i 
1£1民 総支山｜札（叫（6.s)I cs.9)1 (7 .. s)I (6.6)/ (6.6)1 (5.5) 

! 21811 481 - 81 I 

財サ一ピス貿易 l 680) ( -65.4)) 

I I 6,647 7 ,0521 7 ,5181 s,0211 I 
国民 総 生 産 I 6.649/ （お (6.州（6.引（6州（9.7)/ (5.0) 

一一「一一寸一一1ι つ「一一石川一一一寸一つ斗「 一一
組海外移転 J 2151 C-9 204 214 11.1

1 1 5, 30s: s :. 630¥ 6, 07 41 6, 4391 21 
総　消　費 5,0: 

I, ! 1,144¥ 1,218; 1,23011 l,393i [ 
国民総貯蓄 I l,4121c-19川（6.5)1 (U川（13.3)1 （幻6)'.Ic-0.1) 

（注〉 66年は未確定数字， カツコ内は前年比（%）増減を示す。
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マ レーシア，シンガポール（ 3月〉

2. 国際収支と金・外貨準備高

（単位 100万マラヤドノレ〉

｜附年｜ 肌年 （四62±1ぅ1196叫叫，1附年（附年

輸 出 IC2,91s.o)I 

輸入 I(2,121.o)I (2,201.4) 2,.6411 2,s92I 3,0101 3,os11 3,2021 3,264 

貿易収支 IC +794.o) I c十41:3.9) +571［十3401+28611寸295[+550［十551

サービス I) I ( -3531 -2911 -2941 -2ss: -3031 -335 
I H -442 . o) I C -399 . 1 H I I I I I 

純 海外移転 IJ I 1一以－2叫－2141－叫一以一ω

I I ! 1 ,1 ¥ 経 常勘定 Ic +352. o) I + 23 c十 14.8)'1-155，ー2221ー｜ ｜ 

I I I J i I I_ 

I I I I .I _I I 
民間長期資本！ 一一｜一一 +1801十235,,-－，川 ‘ i ’ ！ 

公共長期資本｜ ！一一 ト 211+ 48; + 841 + 19：十102!+ 9 

誤差短期資本 l- I -- -131，一則一 2651吋－叫
I _ I _ I _ I : I 

総合収支［ ！ 十円十ふ51 引一円＋叫一則
金・外貨準備 l- I - 2,675！丸78812,1221山 s)2,76312,614 

II （シンガポー） I I I I I ¥ I ルを含む）！ ’ ! - 3,7041丸988i3，阿川i I_ 

（注〉 66年は未確定数字，カツコ内は旧マラヤ連邦の数字， なおダッシュは不

明を示す。
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シンガポール（ 3月〉マレーシア，

シンガポール中華総商会第34次（67～68）董事名簿

じohPoh Hoon 

Ho Yeow Koon 

Teo Soon Chuan 

Chew Teng How 

Teo Siew Jin 

Ng See Tong 

Lien Ying Chow 

Teo・ Liang Chye 

Chng Tok Ngam 

Teo Yang Teck 

Wong Shian Y ein 

Shaw Run Me 

Shaw Vee Meng 

Chong Moon Seng 

Lam Thian 

Slm Miah Kian 

Leung Yun Chee 

P. Fong Yen Kwok 

Foo Chee Fong 

Ling Lee Hua 

Lim Seow Lim 

s。hKoon Teen 

Sim Khong 

Wong Chock Chew 

Khoo Kay Puan 

Tan Eng Joo 

Aw Kow 

単

一

回

佐

川

湘

豪

仁

通

洲

材

岩

徳

賢

枚

銘

生

天

堅

之

弦

超

経

逢

慶

化

課

鎮

孔

秋

藩

裕

蚊

浦

瑞

掴

繍

鎮

寿

詩

踊

良

卓

桁

相

仁

維

夢

呉

何

張

李

周

張

黄

連

張

荘

張

王

部

部

張

藍

沈

梁

郭

林

梁

符

侯

林

林

蘇

沈

黄

郎

陳

胡

II 

名 誉会長

前 LeeKong Chian 
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光

六

績

錫

平

景

李

陳

楊

陳

葉

湯

会長

Soon Peng Yam 

会 長
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名

潤

何

士

慶

致

新

理

紹

根

祝

継

永

事

Kheng Chin Hock 
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畑

継

祖

『

且

一

回

図

書

a

炎

民

耀

福

青

昌

国

類

存

別

武

才

中

政

山

傑

美

麟

章

琴
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必
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マレーシアシンガポール

インドネシアのマレーシア承認をかけたサパ州議会議員選挙は 4月8日か

ら27日にかけて諸外国のオブザーパー立合いのもとに行なわれ，マレーシア

支持勢力が大勝した。この選挙は，同じく今年8月に予定されていたサラワ

ク州の選挙とともに，インドネシアとマレーシアとの問で昨年8月に結ばれ

たジャカルタ平和協定にもとづいて行なわれたもので，インドネシアはその

結果如何によってマレーシアの承認を決定しよう，という目的のものであっ

た。もっとも例の「対決Jはこの平和協定とともにすでに終息し，実質的に

は国交もすでに再開されているから，これら二つの選挙は「承認Jのための

きわめて形式的な手続きとなっているように思われる。

しかしこれらの選挙はサパ，サラワクにとって初めての直接選挙であるた

め，むしろマレーシア承認云々という対外的目的よりも，当面の政権争いに

化したきらいがあり，この意味で今後に大きな政治問題を作りだすきっかけ

となりつつある。

すなわち今回のサパ選挙戦（32[X二前回の間接選挙は64年 5月〉で、は反マ

レーシア勢力が全然これに参加せず，この意味ではマレーシア連邦政府にと

ってすこぶる都合のよいものではあったが，その代りマレーシア賛成派たる

与党サパ連合党内の2党派 Usno（マレ一人組織， 14人当選， 39.4%得票）

と UpkoC主に原住民の組織， 12人当選， 39.9%得票）とが，激しい敵対的

選挙戦をくりひろげ，今後の政局に深い傷あとを残してしまったのである。

Usnoは今後ももう一つの党派 Sea（サパ中同人協会， 5人当選， 9.6%得票）

とともにサパ連合党を維持し、中央の連邦政府との協力体制を深めて行くで

あろうが、一方原住民を中心にその他の人種グループにも広い支持層を有す

るUpkoは元来地方分権的傾向をもっていただけに今後はサパ連合党を離れ

て野党に回ることも予想される。ちなみに Upkoはかつて61年に「マレーシ

ア連邦案」が発表された時これに反対したことがあり，また65年にシンガポ

F
D
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マ レーシア，シンガポ ー ル （ 4月）

一／レがマレーシアから分離独立したことについても，連邦政府を非難するな

ど野党的行動が多かった。また同党はシンガポーノレの人民行動党PAPのよう

に多人種政党（multi-racialparty）であったが，昨年末これを放棄し， Usno

やSacと同じ単一人種政党に脱皮しはじめていた矢先であるが，今後はこれ

ら2党派との対抗上再び以前の多人種政党に復帰し単独政権への道をたどり

はじめるかもしれない。

一方サラワクの選挙は今年8月に予定されていたのが司 4月下旬になって

来年2月と変更されるにいたった。この決定には依然として州内に反マレー

シアの左翼勢力．例えば統一人民党 SUPPとか秘密共産組織ccoなどの勢

力が強い力をもっていることが一因となっていようが，一方では昨年サラワ

ク連合党（Snap-Pesaka-Barjasa-Sca-Panasの5党派が構成〉内でおきた政変

が未だ癒えていないことに大きな理由があると考えられる。つまり連邦政府

はこの政変でサラワク連合党からの Ningkan当時州首相とその Snap党

（第2省のイパン族が中心〉の追出しに一役買って出ており，これがサラワ

ク人の地方分権的感情にわざわいしているわけであるの （サラワクには元来

「マレーシア加盟は単に，サラワクの支配者がイギリス人からマレ一人に変

るだけのことだ」という強い疑いがあった） Ningkan氏と Snap党はその

後機敏にもこの感情を利用し「サラワク人のためのサラワクJというスロー

ガンをもって来たるべき選挙に向って着々と準備を重ね，現に最近の地方補

欠選挙でも連合党に勝利している。これに対し現在のサラワク連合党政府は

Snapに切りくずし工作を進める一方，党内のマレ一人2政党を合併するなども

(Panas+ Barjasa == Party Bumi pu tra, 3月24日〉の体制同めを行ない，また中

央かちの開発援助を強化しでもちうなどの努力を続けている。したがって来

年2月の選挙が予定通り実施されるかどうかはこの努力が功を奏するかどう

かにかかっているものといえよう。

いずれにしても， Ningkan氏の動きはサパの Upkoのそれとともにボル

ネオ 2州における地方分権要求を促進する大きな要因であり，連邦政府のな

やみの種となりつつある。
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マレーシア

2 日 曹人民進歩党年次大会一一イポー市人民進歩党の年次大会がひらかれ，次の役

．員が選出された。

委員長 D.R. Seenivasagam 副委員長 ChanSwee Ho曽瑞豪

書記長 ChanYoon Onn陳源安

副委員長 S.P. Seenivasagam 

II R. C. M. Rayan 

Samsuddin bin Haran D 

3 日 Vソ連と国交樹立で原則的に合意一一来マ中のソ連通商使節団との間で 3日通

商協定が調印された。それによると，ソ連・マレーシア両国は国交樹立で原則

的に合意した。通商協定は有効期間 1年で，廃止通告がなければさらに 1年有効

となる。相方は最恵国待遇を与え，両国首都に貿易代表部がひらかれる。なお協

定調印後発表された共同声明は「両国政府は外交使節交換につき原則的に合意し

たJとのべている。

V言語行動戦線幹部， Umnoから追放さる一－Umno本部はもと Umnoベナン

副支部長の MohamedNoor bin Ahmad （言語行動戦線ペナン支部長，もをマレ

一人教師組合長）を国語法に反対した理由で党から追放した。

4 日 V稲新種すでに 4万エーカーに一－Ghazali農相の発表によると，エーカー当

り1200ガンタンを産出するといわれる稲新種Ria（従来多産種といわれたMalinja

は700ガンタン）は西マレーシアですでに4万エーカーに植えつけられており，

今年9月までにはさらに20万エーカーに植付けられるもょう。

5 日 V タイ，米の密輸で緊急措置か一一タイ政府の税監督局は南タイからマレーシ

アへの米の密輸をとりしまるため特別予算を要求した。当局によるとマレーシア

の米価は南タイより 4, 5倍といわれる。

Vマラヤ大学新副総長一一マラヤ大学の副総長 Vice-Chancellorは SirAlex-

ander Oppenheimが1965年に辞任して以来欠員となっていたが（実際は理学部

R. L. Huang教授が ActinεVice”Chancellorで、あった）このほどオックスフォ

ード大学の JamesH. E. Gri伍ths教授が決まり， 5日来マした。任期は 1年半の

予定。

（注） 同大学の総長 Chancellorはラーマン首相であるが，実務は副学長がと

ることになってし、る。

円
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マレーシア（ 4月）

8 日 Vサバ州議会議員選挙一一インドネシアのマレーシア承認をかけたサパの州議

会選挙が8日から27日までにわたって行なわれ，マレーシア賛成派たるサパ連合

党が圧勝した。選挙医は32あったが，うち 2（玉は対立候補がなく，実際の選挙は

30区について行なわれた。 （資料参照〉各党の得票内訳は次の通り。

有権者（：30［豆） 18万3116人

投票者 16万1965人

無効投票 þÿÿ�ÿ�ÿ�ÿ�yh

サパ連合党（31人）

GJS NO (1 
U PKO (12人）
SCA (5人）

無所）渇 C1人）

14万4196票

6万3905票＼
6万4767票｜
1万5524票／

1万4306票

なおこの選挙で前首相！の PeterLo羅忠仁（SCA), J)fJ社会福祉相の Md.Yassin 

bin Haji Hashim (USND）および前資源相の ThomasJayasuriya (UPKO）が

落選した。

vラザク副首相，ニュージーランドとオーストラリアを訪問一一一ラザク副首相

は8Flクアラルンプーノレを出発し，ヱュージーランド（ 9～12R）とオーストラ

リア (1:3～2日）とを「親者」訪問し23日夜帰肴した。

9日ニュージーランドで，ラザク副首相は「マレーシアは数多くの脅威にさら

されているが，北京からのそれは最大のものである。今日われわれの難題は，イ

ギリス軍撤退によるギャ、ソプである。われわれは防衛支出を削減することがIU来

ず，一方では開発のテンポを維持せねばならなくなっているから，ニュージーラ

ンドからの援助を歓迎するだろろ。ただ今同の訪問の目的は親芹である」と語っ

fこO

，言語問題で MCAの保証一－MCAのTan党首（蔵相〕は Umnoの年次総

会に出席し， 「MCAは同語法第3条をテコにrj1同誌の公用語化を要求する上う

なことはしなし、」と百苦った。

9 日 V統一民主党第4回年次代表者大会一一ベナンで9日統一民主党の第4同年次

代表者大会がひらかれ，次の中央委員会委員が選出された。

委員長 Lim Chon只Eu 林蒼佑（留任〕

代理委員長 Too Joon Hi昭 朱運興（か）

副委員長 Jan Luan Hon広 陳饗峯（グ）

II Abdul羽Tahab C ＂〕

II Dara Singh 〔＂〕

II Ng Swee Kooi 伍水貴（新任）

書記長 Ong Boon Seong 王文松
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副書記長 Teh Ewe Lim 鄭耀林

王照松

財 務 KhooKay Por 印継岡

高lj 財務 Geh Teng Kheng 侃庭卿

マレーシア（ 4月）

その他の委員：－王高義，林維雄，葉壮寵，林栄金，梁定漢，胡普，洪振華o

v野党統一戦続結成の可能性一一統一民主党の NgSwee Kooi新副委員長は 9

日の党大会で野党の統一戦線結成をよびかけた。この問題については昨年も同様

の試みが行なわれ結局失敗しているが，今回についても 4月かぎりやはり各党の

立場に違いがあり成果を生んでいない。（66年9月25日参照〉

l MIC上院議員死亡－MICベラ支部長 D.S. Dorairaj氏（上院議員〉が9

日死亡した。（ 1月18日参照）

11日 Vニュージーランド首相の声明一－Holyoakeニュージーランド首相はラザク

副首相との会談後次の声明を出した。

ニュージーランドはマレーシアに対する防衛援助計画をもっている。このほ

か連邦戦略予備軍は今後も同国に駐留させる。ニュージーランドは自国の将来

が近隣アジア諸国と密接に結び勺けられていることを認めている。ラザク副首

相もこの方向を歓迎してくれた。

なおラザ、ク副首相は同日夜ヴィクトリア大学の国際クラブで演説し「北京は東

南アジアにおける破壊活動と侵略の源である。マレーシアで共産主義者が少しで

も成功すれば，他国への波紋は大きい，ただ共産主義との真の戦いは経済面にお

いて行なわるべきだ」と語った。

Vサラワク Machindα 党解散一一サラワク Machincla党の PamanchaDulciu 

Anak Bajaj代理党首は11日同党の解散を発表した。同党は64年5月 3日にサラワ

ク連合党内の不満分子をもって結成された政党で，結党以来内部紛争が断えなか

った。昨年末、党は分裂し SenawiSuleiman書記長が一部の党員を率いて Pesaka

党に入党した。残留者の殆どは第1省の陸ダヤク族で，先月党の解散を決定した。

Pamancha氏は自己の支持者に対し， 共に Ningkan氏のサラワク国民党 Snap

に加盟しよう，と呼びかけている。

なお Senawi氏はその後サラワク連合党の執行委員になっている。

12日 Vラーマン首相，血債問題で訪日か一一中華商会連合 ACCCのTan会長（連

合党幹事長）の発表によると，ラーマン首相は5月末に訪日し佐藤首相と血債問

題につき会談する予定である。なお甲斐大使によるとラーマン首相はこのあと 1
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週間日本で休養し英連邦首相会議に向う模様である。

なお 20日に日本政府筋が明らかにしたところによると， H本側補償額は無償

2500万ドノレの供lj.で事実土妥結しそうである。

V国際核エネルギー機関に参加か一一Ismail内務相の発表によると，マレーシ

アは国際核工ネルギ一機関 InternationalAtomic Energy A只encyに参加する予

定。

13白 Vインドネシアとの国交回復問題一一ジャカルケの新聞 TheFreedom 13日に

よると、マリク外相は「サパ総選挙の結果が判明しだい，マレーシアを承認する」

と訪ったのなお［r1J外相は10I lバンコクでマレーシアの Ghazali外務次官と国交回

復について会談している。 また 15日のジャカルク放送ーによると， ｜司外相は再び

「サパ選挙の結果住民の2マレーシアに賛成しておればこれを承認する」と語った。

V サバ Upko党首カナダ高等弁務官にージヨホール訪問中のラーマン首相

は「サパ選手が終りしだい Upkoの D.Stephens党首はカナダ高等弁務官にな

るためオタワに向け出発しよう」と語った。

これにふtLStephens 氏は20日！私は受諾の返事をしてあるが、もしサパ連合

党が Uplζ0をlj.党内から追し、IIiすことになれば，ラーマン古相は野党の人聞を，t'./j

等弁務官にはしないだろろ！と話＇） t-_,, 

Vオーストラリアの援助一ラザケ副首相は1:3日ニュージーランドかG＇オース

トラリアに渡り，同国政府閣僚の外交・防衛委員会と会談したの会談後発表され

た芦明によると，オーストラリア側はマレーシアが防衛援助を必要としているこ

とを認め，可能なかぎり 1970年までは援助をすることになったの

なおラザク削首・相は14円の記者会見で「君、は Holt首相との会談で援助を要請

しなかったし、また如何なる約束もなされなかった！と語った。

V エステート労働者，首都へデモ行進一一一マラ、ソカの GuthrieA只ency所有エ

ステート BukitAsahan Estateでさる 2月以来首切以対スト（スト参加者は 600

人）が続けられているが，さる日 日同農園の労働者が加盟してし、る UnitedMa-

layan Estate Workers' Unionが労働組合としての登録を却下された。これに対

してかれらは首切反対と労組の再登録を要求する日的で， 13日約 130人がマラッ

カからクアラルンプールへ直訴の行進を開始したO 行進参加者は途中で警察から

何回も逮捕され， 2013その一部がやっとクアラルンプールに到着した。かれらは

その後ラーマン首相に面会する目的で、4月中クアラルンフ。－！レに滞在している。

なお警察側は同組合の KaramSingh顧問を19日夜国内治安法で逮捕した。同
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氏はもと社会主義戦線議員で，昨年インドから国外追放をうけ， 10月にマレーシ

アにもどってきた人。

14日 vラーマン首相，シンガポールを非難一一一セイロン訪問の途上シンガポールに

立ち寄ったラーマン首相は「マニシ両国は密接であるべきなのに，シンガ、ポーノレ

の指導者はわれわれの友情を評価していない。かれらはもっと遠くの国の友情を

好んでいる。在、はシンガポー／レ側がゴルフにさそってくれることをまちのぞんで

いるj と三百っfこO

（注〉 同凸相は13日にジョホールで“シンガボールはマレーシアより中間を好

んでいる”と語っている。

V駐日大使更迭か一一外務省は14H駐日大使と駐ナイジエリア高等弁務官とを

両日置交換すると，発去した。しかるに同Hヌグリ・スンピラン元首が死亡し，現

駐ナイジエリア高等弁務官がその後継者に18f=Iに任命されたため，駐日大使の人

選はやりなおしとなった。

V教員組合スト中止一一全国教員会 NUTはさる 3n21日以降ストに突入して

いたが，ラーマン首相がこのほど給与委は会報告を守ると保証したため， 14日ス

トを中止することになった。

▼Ｎ．スンラビン州スルタン死亡―――――ヌグリ・スンビラン州スルタン（Yang di-

Pertuan Besar) Tuanku Munawir ibni Al-Marhum Tuanku Abdul Rahmanが

死亡した。同スルタンは，マラヤ連邦初代元首 TuankuAbdul Rahmanの長男

(1922年3月生れ）。なお，後継者には同次男で現ナイジエリア高等弁務官の

Teugku Jaafar氏（近く H本大使になる予定だった人）が18日に任命された。

15日 Vムアール川に橋完成一一マラッカからジヨホールを結ぶ街道はムアール）！！と

シンパン川とで渡舟になっているが， 15日ムアール川に有料橋が完成した（325

万ドル〉。なおシンバン川については 6月に完成の予定。

16日 Vサラワク国家党内部分裂一一サラワク国家党 PanasのLimbang支部は16日

「むしNingkan氏のサラワク国民党 Snapが平等に扱ってくれるなら，同党と連

合するだろう」と発表した。この措置は，内務省がこのほど同支部書記のAwang

Arning Bakar氏をサラワクから迫放したことに関係している。（66年10月6日参

照〕

17日 Vラーマン首相セイロン訪問一一ラーマン首相は14日シンガポールより海路セ

イロンに向い17日から22日まで同国を公式訪問した。 22日朝コロンボで発表され

たラーマン二セナナヤケ共同声明は「すべてのゴム生産国は消費国に対し芦を合
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わせて公正な価格が維持されるようアピーノレすべきである。また生産国聞におし、

てゴム放出を調整するための密接な協議が必要である」といってし、る。

V観光事業一一一マレーシアの66ft二の観光収入は65年の1590万ドノレに比し29%増

の2050万ドノレとなった。

19日 V共産ゲリラに飛行場一一一タイの TheBwほかん Post19日によると，このほ

ど昨jタイ NakornSrithamaraj省で共産ゲリラのものと忠われる飛行場が発見さ

れた。なお同地はマレーシアl司境から 100マイノレの地点にある。

22日 V マレーシア， ASAの拡大に賛成一一一インドネシアのマリク外相はこのほど東

南アジア国家連合 ASAを拡大する新しい地域統合構想をあきらかにしたが， 22

日セイロンから帰国したラーマン首相はこの構想に賛成を表明した。なお同首相

は13日にこれに反対の意を表明していたので注目されていた。

23日 Vユーゴとも通商関係成立か一一東京のエカフェ会議から帰国した Lim商工

相によると，｜司相の滞日中ユーゴースラピアの｛一む去者がマレーシアと通商関係を

設立したいとの意向をしめしてきた，といわれる。

25日 Vベルギーから貿易使節団一一ベルギーから Albert殿下を凶長とする貿易使

節団が25～30日の問マレーシアを一訪問した。

Vゴム取引所会長にGan氏一一このほど改組された初代ゴム取引所会長にGan

Teck Yeow顔徳史上院議員が任命された。｜司氏は現在ゴ、ム生産者会議会長およ

びマラヤゴム輸出登録局局長をもやっているQ

26日 V第 2回東南アジア開発閣僚会議一一第2凶東南アジア開発閣僚会議（マニラ

26～28日）に出席したマレーシア代表 KhirJohari教育相は演説で「東南アジア

の運輸・通信filiでの地域協力促進のための高級代表者会議をクアラノレンプーノレで

6月下旬か7月上旬に聞くことを提案する。開発上で、地域協力を進めるにあたっ

ては計画の優先順位を確立すると共に，計画の乱や重複をさけるため，被援助国

側である程度の財政負担を行なうべきだ」と語った。

v「英軍撤退は防衛協定に影響せず」一一ラザク副首相と会談した Healey英国

防相は「英軍の撤退によってイギリスニマレーシア聞の防衛協定が影響をうける

ことはない」と語った。一方ラザク副首相は「会談の主たる内容は今後1年間お

よびその後数年間における英軍の撤退問題であった。なお， Healey氏は今後も

防衛協定を尊重するだろうと保証した」と語った。（シンガポーノレ22日参照）

V新インド高等弁務官着任一一インドの駐マレーシア高等弁務官M.K.Kidwai

氏（ 3月に帰国）が退官し，代って MohamedAttaur Rahman氏（前ベトナム
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国際監視委員会議長）が26日クアラノレンプールに到着した。

Vサラワク選挙戦延期か一一選挙委員会はさる66年12月にサラワク州議会選挙

を67年の 8月か9月に行なうと発表したが， 26日の委員会声明はこれを 6ヵ月延

期し68年 2)4 以降に行ないたい，としてし、る。 C1月27日参照）

Vマレーシア東西貿易の自由化 ジェスノレトンでひらかれた関税諮問委員会

でSujak委員長は「政府は現在関税のかけられている商品の60%を東西貿易に関

し自由化すべきだ。これにより東西間の統合は促進されようし，また東マレーシ

アの商人は，シンガポーノレを経由しない直接貿易が出来るようになろうJと語っ

た。

28日 V開発公債超過買付けで締切ーーさる 3月27日に発売された開発公債8800万ド

ノレの超過買付け（合計 1億8800万ドノレ〕をもって28日発売が締め切られた。

29日 V通貨問題－－Tan蔵相は29日夜テレビ会見で次のように語った。

これまでの通貨委員会に代え中央銀行に新しく通貨発行権限を移管すること

になったが，これは政府および中央銀行により大きな権限を付－与することを意

味する。この権限の使用如何によっては，通貨価値に問題が起る可能性はある

がフマレーシア通貨をシンガポーノレ通貨と等価にすることについては自信を持

っている。

Vオランダの経済援助一Kruythboschオランダ大使の発表によると， l両国は

トレンガヌ州の20ヵ年開発計画に援助する予定で，近く各部門の専門家が6ヵ月

間にわたって調査を開始する予定である。

30日 V連合党の活動一一連合党の RobertGoh執行書記によるとヲ｜司党は今年中に

西マレーシアの 104の全選挙区に支部を作る予定である。支部の構成は委員長 1

人，副委員長を 3種族から各 1人，書記長 1人とし，委員会は Umno3人， MC

A3人， MICl人で結成する。なお現在まで団体登録局で認められた連合党の支

部は66であるo

vベナン港を南タイの港に一一ペナン・インド人商業会議所の S.M. M. Idris 

前会長は「中央政府はタイ政府に対してペナン港を南タイが使用するよう説得す

べきだjと語った。

qo 
q
t
u
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シンガポール

1 日 l Barisan前組織局長釈放さる一一昨年10片山Hの反政府デモで逮捕されたBari

san Sosiali邑の OngChang Sam （王清杉）白fi組織局長（29才）が釈放されたO

同氏はかつてのPAP議員であり，またBarisanSosialis結成以来の党員であった。

3 日 V左翼系組合，ゼネスト一一一Barisan Sosialisは最近｜司会を通過した労働組合

（修正）法，凶体法，凶民兵役法の；i法（｜司党はこれを「三迫害Jと呼んでいる）

に抗議するため労働組合に対しゼネストを11、Fびかけ， 3組合22事業所約2千人が

これに参加し／こ。参加組合は SingaporeCommercial House & Factory Emplo・

yees’Union, Singapore Rubber Employees’Union, Singapore Shoe Employees’ 

Unionでその組合員総数は 7千人といわれる。

The Straits Timesによると， Barisan系の組合は全部で幼あり，ストー参加者

の2千人は「僅かJであるという U

5 日 Vシンガポール産品の輸出促進化ーシンガポーノレrp華総商会とシンガ、ポーノレ

製造業者協会とはこのほど国産品輸出促進のため連絡委員会を結成し， 5日その

最初の会合がひらかれた。席上 Lim製造業者協会会長は「われわれは中華総商

会の経験に大きな信頼をよせており，海外市場とくにインドネシア市場の開拓に

大きな援助を与えてくれるものと期待している」と語った。

Vシンガポールの人口一一一統計局の発表によるとシンガポーノレの66年末の総人

口は193万9600人（男100万4800人，女93万4800人）で65年より 4万9100人増加し

た（2.6%増）。種族別で、はマレ一人（インドネシア人を合む） 28万0600人，中国

人144万3700人，インド・パキスタン人15万8500人，ユーラシア人 1万7800人，

ヨーロッパ人1万8500人，その他2万0500人。

6 日 V 日雇労働者組合連盟，団体登録却下さる一ーさる 2月 1!:lに違法ストを行な

った件で労働組合登録局から， 「2ヵ月以内に適当な理由を提出しない場合団体

としての登録を却下する」との通告をうけていた日雇労働者組合連盟と同傘下の

日雇清掃労組は 6日づけで，登録を却下された。

7 日 Vマレーシア木材いまだ流入か一一ジョホーノレ・パノレ税関の発表によると，西

マレーシアからのシンガポーノレ向け木材輸出はさして低下していない。これによ

るといまだ木材を積んだ12トントラックが日に150～200台はシンガポールに入つ
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ており，また鉄道便でも流入しているといわれる。なおシンガポール製材組合の

Fong副会長は 61:3，シンガ、ポールの最近の西マレーシアからの輸入量は日に400

トンと発表している。

’インドネシア人4000人がシンガポールに一一シンガポーノレを訪問したインド

ネシアの 1軍人によると，さる 2月以来インドネシア各地から約4千人のインド

ネシア人が通商再開のためシンガポーノレを訪れているO

Vスト参加組合に登録却下の可能性一一シンガポーノレの労働組合法によると政

治・同情ストは違法とされているが，さる 3日の 3組合のゼネ dストはこれに抵触

するため，労働組合登録局は 7日，この 3組合に対し登録の取り消されざるべき

事山を提出するよう通告した。

9 日 V求職者ふえる－91=1出版された労働局月報によると 2月末日現在職業紹介

所の登録求職者数は 7万6211人で，j'j(j月より2131人も増加した。なおこのうち4460

人は社会福祉局から生活補助をうけている。

10日 Vチエコとの通商交渉ならず一一一チェコスロヴァキアはさる 3日より通商代表

凶をシンガポーノレに派遣し通商交渉を行なったが， 10日双方は再度会合する，と

の声明をだして交渉をうちきった。なおチェコ航空のシンガポーノレ寄港だけは認

められた。

11日 Vハンガリーと通商協定一一政府が11日に発表したところによると，シンガポ

－；レとハンガリーとは 3月にロンドンで次の通商協定を結んだ。

1. 双方とも最恵国待遇を与える。

2. 双方の首都に外交特権を有する貿易代表部を置く。

3. 協定第1年度における貿易額は560万ドルとする。

4. 双方はシンガポーノレの工業化に協力する O

12日 Vベルギーから貿易使節団一一ーベルギーから Albert殿下を団長とする貿易使

節団が12～16日の間シンガポーノレを訪問した。

16日 Vシンガポール港湾局人事一一Barker法務・開発相の発表によると 67年4月

1日以降3年間のシンガポーノレ港湾局の局長は GohKoh Pui呉可培氏が連任す

ることとなった。

17日 Vイギリスのスエズ以東戦略一一イギリスの Healey国防相の発表によると，

同国はこのほど同国のインド洋，所謂スエズ以東の戦略体制をかためるためイン

ド洋上の島々（セイシェルズ諸島中の Desroches,Farquharおよびチャゴ群島中

の島々）を軍事基地用に買収した。
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18日 ’ニクソンニリー会談一一ジャカルタからシンガ、ポーノレを訪問した (17日〉元

アメリカ副大統領ニクソン氏は Lee首相， Rajaratnam外相らとベトナム問題そ

の他で会談し， 18日夜ニューデリーにli'iJった。

19日 v英軍撤退問題一一一ワシントンの消，巴

ウン英外相はイギリスはスエズ、以東からの大）M.十英な撤退をリI・匝iしてはU、なし、，と

保証したといわれるυ

20日 Vシドニーへの航空路で独，仏，伊航空追出し一一一シンガポールの TanBeng 

San陳明山民間航空局長によると，このほどマ・シ航空 MSAのシドニ一線が開

始されることになったため Lufthanza,Air France, Alitaliaの同路線は認めない

ことになったと発表した。

22日 ’英軍撤退問題一一一イギリスの HealeyI司防相は， マレーシア・シンガポーノレ

地域に駐留する英軍の撤退問題を討議するため22日シン’ガ、ポールに到着した。

同相は27日に帰国するまでの間26(:iに， クアラノレンプーノレでラザク副首相と会

談したほかはシンガポールに滞在し駐留軍，シ政府，駐留軍現地人労組などと会

談した。

’マレーシア中銀シ支店業務停止一一マレーシア中央銀行シンガポーノレ支店が

22日昼業務を停止した。今後｜司事務所は新しく任命される Commissionerof 

Banksによって手形交換など従来とほぼ［r:ilじ業務を行なう予定υ なお｜司Commi邑詞

sioner （数日後大蔵省経理J,;j長の ChuaKim Yeow薬錦耀氏が任命されたο）は

シンガポールにあるすべての銀行の運営を監督することになっている。

24日 Vニューヨークに投資促進センタ一一一経済開発庁 EDBはアメリカ会社のシ

ンガポーノレへの投資を促進するため， 26日ニューヨークにシンガポール投資促進

センターを設立した。

26日 V北鮮から再び貿易使節団一一北朝鮮からl咋i¥'・10月にひきつづ、き再び貿易使節

団が来シしたo

v第2聞東南アジア閣僚会議一一マニラで開催された第2IE]東南アジア閣僚会

議に出席した Rajaratnam外相は東南アジアの経済的破滅をさけるため地域協力

の必要をといた。

27日 V英軍撤退問題一一－Healey英国防相は帰国にさきだって「イギリスは英軍撤

退の影響を軽減するためマレーシア，シンガポーlレに相当の援助を与えることに

なろうj と語った。なお同相は24日Lee首相と会談している。

f NTUC分裂の危機一一シンガポーノレ国民労働組合会議の第4回大会は 26,27 
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日のi両日ひらかれたが，同会議は分裂の危機にひんしているといわれ，この大会

への参加者も少なかった。 Jek労働相は27日の大会で次のように語った。

NTUCは個人間の対立，利己心，党派心などで、組織が破壊されそうになっ

ている。 NTUCは正しい指導性を発揮して発生する諸問題と決然かっ効果的

に解決しなければならない。 NTUCは組織労働者の78%を代表し， 61の傘下

組合を擁している。ただ NTUCはもっと英語を使用しない労働者の方に努力

を集中すべきである。 (64年 1月9日，同4月 4～6日， 65年10月16～17日，

66年10月 2日など参照）

f NTUC新役員一－NTUCは27日次の新役員を選出した。

委員長 PeterVincent* 

第 1副委員長 HashimbinIdris 

第2副委員長 J.Tan陳明権

書記長 SeahMui Kok余美幽

副書記長 ChueShui Hoang朱兆雄

財務局長 E Cheong張依力＊

国際局長 HoSee Beng何忠明調査訓練局長 N.Govindasamy 

組織行政局長 S.T. Nayagan 情報宣伝局長 R.A. White 

社会福祉局長 G.Ghua粟喬治

その他中央委員 G. Kandasamy, Abdul Aziz KarimヘV.R. Balakrishna, * 

Clarence De Silva,* Gwee Chong Hui議宗輝＊， Lim Beng Tee林明治＊，

Lim Fook Hai林福海， P.Lim Choo Pu林朱宝， N.Lingam, Mathiyookeeヘ
Ng Soo Siah黄樹城へ Tan Boon K wee陳文責ぺ Tan Soon Yam I凍！｜民

洋， L.Sia謝坤祥。

キ印は新人

（注） Seah新書記長は 63年9月のシンガボール立法議会選挙に落選じ，現

在は石油産業労働者連合の書記長（43才）。

28日 f Ba巾 an，団体法を無視一一BarisanSosialisはさる 1月28日団体登録局から団

体法違反の通告をうけ 3ヵ月以内に党規約を改訂するよう求められていたが，こ

の3ヵ月間に何らその反応をしめさず時期が切れてしまった。同党は，政治団体

の会員をシンガポーノレ市民に限るとする団体法（66年12月国会通過， 67年1月27

日より実施）を認めることはシンガポーノレの「偽りの独立」を認めることになる

ので，これには応じられないとしている。同党でマレーシア市民のものは現在マ

レーシアで拘留されている FongSwee Suan氏1人といわれる。

なお Lee首相は27日「Barisanはわざわざ登録却下を政府にのぞんでいる」と

語った。
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稲 戦争（ 8日）

I 稲作と農産物市場販売局の仕事

( The Straits Timesの社説より）

連邦農産物市場・販売川 FAMAと農民共同組｛tは農民を中間尚人の搾取から解放す

るために存在している。一－…現在セランゴー／レ州 Sekinchanの稲作地帯で興味あるゲ

リラ戦が行なわれている。従来中間l前人たちは重さをごまかしたり，湿気やゴミを理

由に過度の低価を要求することにより法律で定められた最低価格を以l技にしてきたも

のだが， 最近はピクノレ当たり 16ドルという故低価格よりも両い価格を提示するように

なってきているυ

その目的は明らかに，農民を FAMAが新I改した稲・米購入Jj二 Padiand Rice Pur-

chasing Board (66:iF 7月5日参照）から引き離し，共同組合の枯米場に原料を送らな

いようにすることによって，制度全体を破壊しようとするものであるリ．．．

政府としては農民がより多くの利益を得ょうとするのを限げることができないし，

公金をつかって価格戦争をすることもできない。政府は対抗上 Sekinchanで17ドノレ以

上を支払っている中間商人に対し TanjongKarangや SabakBernamの地方におい

ても収穫が始まれば｜司じ価格を支払い， かつそれをシーズン1pずっと維持すべきだと

している。 また政府は最近最低価格を16ド、／レ40セントにひきあげ，かっ農民に対して

中間商人の意図を暴露する戦術に出ている。

しかしもし中間商人が17ドノレ支払ってなお利益をあげるようであれば， FAMAや

共同組合精米所のありかたも問題となろう。

稲作ブーム（12日〉

ケダーやセランゴールの米作農民は近年になく高い米価を提供されている。収穫期

は地方によりことなるから， このブームが全凶的なものになるとは即断できない。…

…高価格の理由の一部は都市消費者価格の上昇にあるだろう。たとへばクアラノレンプ

ールの 1取引業者によると，内地米の卸売り価格は 1月以来ピクノレ当り約2ドノレもあ

がっている。精米業者は受取りが多くなっているのであるから，支払いも多く出来る

はずである。

しかしこれでは全体の説明にならない。 Sekinchan地方での高価格には FAMAの

登場が明らかに一因となっている。中間商人はこのため多くの支払いを余儀なくされ
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たので、ある。短期的に見た場合この農民の利益は FAMAによるものである。しかし

長期的に見た場合， もし中間商人が継続して高価格を提供すれば農民は稲・米購入庁

に米を売らなくなることもあるだろう。 このことは同庁が単に中間商人を驚かして農

民に高く支払わせるだけの機関になることを意味している。 しかし農民にとってこれ

は有難いことであるが， 一方では都市の貧しし、消費者のことも考慮さるべきである。

要するに FAMAの仕事は一方で賞讃に価いすることであるが，他方では徹底的に検

討さるべき現実的問題を提起しているのだの

FAMA対中間商人（14日）

セランゴールの米作地帯で FAMAの始めた稲市場販売活動が失敗すれば， 67年の

同年報はその死亡通知となるであろう。 FAMAは中間商人の法的存在を認めないも

のであり，代って稲・米購入庁を稲の農民からの唯一の購入者および稲の精米場への

唯一の購売者として設立したのである。何人といえども同庁の許可をうけず，かっ政

府保証の最低価格以下で米を買うことは許されない。（勿論湿気， ゴミによる値引き，

運送料それに規定されたコミッシヨンは認められている。）

FAMAは警察力をつかってでも不法行為をとりしまることが出来るようになってい

るの しかしこれで、成功が得られょうか？ 最近の事件ではライセンスをもたないもの

が，政府保証額より高い価格で米を買い上げているの中間商人の目的は FAMAの価

格監督官たる役割を反故にし， 農民の短慮につけこみ，あたかもケダーその他で共同

組合がつぶされたように制度全体を破壊しようとするものであるのこれは FAMAが

法的に無力である方面に対する一種の心理戦であるの

FAMAは Sekinchanで高い価格を提示している中間商人にライセンスを交付する

代りに他の領域でも同じ価格を支払うよう指示したが， いまだ何人もこの挑戦には応

じていない。 これはたしかに有効な一撃であったのケダーでの過去の失敗が役立つた

わけであるが， これだけで、は十分でない，あらゆるレベルの人々が農民へ状況説明に

派遣さるべきであろう。

FAMA問題 (17日）

セランゴール州の Tanjong Ka rangとSabakBernamの米の収穫は来月から始まろ

う。この時にこそ FAMAの計画が試練をうけるであろう。しかしたとへ FAMAが

成功したところで別の問題が発生するであろう。

セランゴーノレ州での農業負債について徹底的研究はいまだなされていなし、。ただ負

債が，他州ほど悪くないにしても，広汎に存在していることはよく知られている。セ

ランゴールの農闘の規模は平均約3.5エーカーであるが，経営的研究によると， たと
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え二期作や間作をやっても 5エーカーは必要であるといわれる。農民たちがこれまで

生計の資にも生産手段にもこと欠きながら耕作を続けてきたのは， 融資をしてくれる

中間商人がいたからであった。

したがって，もし FAMAが中間商人追出しに成功すれば，今度は伝統的な農業融

資源がなくなるのである。 この点で考慮がはらわれたであろうか？ セランゴールの

農民は今季ピクル当り 2～3ドルの増収を得たが， いまだ多くの農民は負債を返却し

きれないだろうし，次の収穫まで生きのびられないだろう。

FAMAは原住民銀行 BankBumiputraの関心をひこうとしているが，この点で緊

急の計画が出来たで、あろうか？ 中間商人は現在の負債をたねに農民に圧力をかけ．

将来の不安を利用しようとするだろう。

II サバ州議会選挙，当選者名簿

(USNO 14人）

選挙区 当 選 者

Bengkoko Ban問 i: Mustapha bin Datu Harun 

Usukan: Mohd. Said bin Keruak 

Sulaman : OKK Inclan bin Kari 

Papar: Jumah bin Saleh 

Bon伊 wan: Mulkiama bin Sherseman 

Labuan: OKK Abdullah bin Anson 

Beaufort : Haji Mel. Dun bin Bani r 

Sipitan只： Harrisbin Md. Salleh 

Sugut : Kang Ka Wan広 binKulan只

Kuala Kinahatan問 n: Datu Aliudclin bin Datu Harun 

Lamaε： Haji Galpam Pε. Indar 

Lahad Datu : Salleh Sulonε 

Semporna : OKK Sakaran bin Dandai 

Merotai : Md. Kassim bin Kamidin 

(SCA 5人）

Kudat; 

J esselton Bandar : 

Tanjong Aru: 
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Sandakan Bandar: 

Belung: 

(UPKO 12人）

Langkon 

Tandek 

Sorob 

Kiulu 

孔foyog

Kuala Penyu 

Tenom 

Keningau 

Pensiangan-Sook 

Ranau 

Tambunan 

Labuk 

（無所属）

Elopura 

マレーシア，シンガポール〔4月）

Khoo Siak Chiew丘錫洲

Edwin Chan Foo Sang曽会富生

Andrew Matakin 

Herman Luping 

Ismail bin Gimbad 

Payar bin J uman 

Peter Mojuntin 

明TongFool王 Siang黄福生

Tingkalor bin 0. T. Lampag 

Anthony UndanεAndulan記

Stephen Koran 

Ganie Gilong 

Anthony Gibon 

Jimmy Malis 

Yap Pak Leonε 葉伯良

4
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マレーシア（ 5月）

マレーシア

5 月
l 日 Vサバ連合党党首，連邦閣僚を辞任一一サパ連合党党首兼Usno党首の Musta-

pha氏は66年7月以来連邦政府のサパ関係・民間防衛相をつとめていたが， 1日

クアラルンプーノレでこの職をすでに辞任したことを発表した。

3 日 V内務・法務相の後任一一Ismail内務・法務相は 6月 1日づけで同相を辞任す

る予定であるが，ラーマン首相の発表によると暫定的な後任としてラザ、ク副首相

が内務相を兼任し，また Rahmanbin Ya’kub農相が法務相を兼任することとな

った。

5 日 Vアジア開銀のマレーシア人理事かわる一一Tan蔵相の発表によるとアジア開

銀のマレーシア人理事は NgKam Poh呉錦波氏（副蔵相）から LimTaik Choon 

林徳春氏（現在駐ロンドン副高等弁務官〉に変ることになった。

T MCA青年部第10回大会

6 日 Vユーゴと国交か一一訪マ中のユーゴスラヴィア外交使節団（ 3～6日）とマ

レーシア政府とは 6日「両国は大使級での外交樹立で合意した」との共同声明を

発表した。なお Pavicevicユーゴ外務次官（団長）は「 2, 3ヵ月以内に当地で

大使館をつくりたいJと語った。

Vゴ、ム価問題一一一Tan蔵相が MCA大会で、発表したところによると，マレーシ

アはこのほどアメリカに対して同国の今年の在庫天然ゴム放出量を12万トンから

6万トンに減らすよう要請したが，断わられた（66年12月16日参照）。

なお MCA大会はゴム生産国が価格安定のため国際会議をひらくべきだ，との

決議を採択した。

T MCA第L7回大会

9 日 Vエステート労働者のスト解決一一ーさる 2月以来首切反対ストを行ないかつク

アラルンプーノレへ陳情デモを行なっていた GuthrieAgency所有のマラッカの

Bukit Asahan Estateの争議は Manickavasagam労相の調停案によって 9日妥

結した（ 4月13日参照〉。

Vベトナム大使かわる一一マレーシア政府は，ベトナムの駐マレーシア大使の

更迭を承認した。新大使は前駐日本大使の NguyenDuy Quang氏で，前任者の

Tran Kim Phuong陳金鳳大使はオーストラリアへ転出する。

qο q
h
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マレーシア（ 5月〉

V野党統一戦線， 影の内閣できる←一人民進歩党の Samsuddin副委員長は9

日，野党統一戦線がすでに影の内閣を成立させ，連合党に勝利した後の執政の準

備をしていると発表した。これによる影の内閣は未だ完全なものとはなっていな

いが，一応首相に Boestamam（人民党党首〉，副首相に D.R. Seenivasagam （人

民進歩党党首），国防相に依石（Ishak？不明），内務相に S K. Ningkan （サラワ

ク国民党党首），同家開発相に Samsuddinらが決まっており，さらにもと連合党

政府の Aziz農相も閣僚に入る模様である。

（注） この影の内閣の円相に抗された人民党の Boestamam'5l {1は13日これに

驚きを表明し「この件に関しては一切相談を受けていない。人民党はいまだ

野党戦線への参加を決定していない」と諮った。

v労働党は野党戦線に反対か？一一マラヤ労働党は9日次の声明を発表した。

中央委員会は統一民主党の提案する統一野党戦線の会議への出席を拒否す

る。この会議にはわが国人民の広汎な共同闘争にとっていい所がないばかり

か，反帝闘争の視点をごまかすための統一民主党，民主行動党のごとき右翼政

党の道具となっている。

労働党はわが国人民の反帝，反植，反マレーシアの団結および闘争に努力し

てきている。今日の客観状勢からして広汎な反帝，反植，反マレーシアの統一

戦線はますます強悶なものとなっている。統一民主党の所請「単一野党」とか

「野党統一戦線」なるものは偽りであり，かっ非現実的である。今日政治路線

のことなる政党が多数存在していることは事実であるが，これらの政党が共同

の最低綱領をもって闘争を展開出来ないこともないりただわれわれの最低綱領

はわが国の民族民主運動に奉仕するものでなければならないのつまり帝国主義

と一部反動派の徹底廃除，マラヤの真の独立（シンガポールを含む）・民主・

統一，などである。

10目 Vサバ連合党分裂か一一サパ連合党は10日選挙後初の全州評議会をひらき，新

内閣定員9人の組閣について協議したが，党内 3派の意見がおりあわず結局Usno

とSeaだけが暫定的に次の 5人の閣僚をだすことになった。

首相 Mustaphabin Datu Harun (Usno) 

蔵相 Harrisbin Mohamed Salleh (Usno) 

農相 MohamedSaid bin Keruak (Usno) 

通信建設相 Khoo Siak Chiew丘錫?'fH(Sea) 

地方政府相 Peng Tet Tshung彰徳聡（Sea)
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マレーシア（ 5月）

これについて Usnoの Mustapha党首は同夜， 「Usno党内の感情を考慮する

と，当分は Upkoとの和解は得られそうにない。 Upkoを容認するよう Usno党

員を説得するにはもっと時聞が必要だ。一方 Upko側も挑発的言辞を弄すべきで

はない」と語っfこO

V インド外相訪マーーインドのチャグラ外相が10日から 4日間マレーシアを訪

問したo

vベトナム平定計画に参加一一うザ、ク副首相の発表によると，政府は10日の閣

議で南ベトナムの平定計画を援助するための事情調査団派遣を決定した。同相に

よるとこの措置は南ベトナム政府の要請にもとづくもので，団長は連邦土地開発

局FLDAのTaibbin Haji Andek氏の予定。

Vラーマン首相，国際共産主義を非難一一一ラーマン首相は Umnoの結成第2

周年記念式典に出席して， 「国際共産主義は種族紛争を起すことにより連合党政

府を転覆しようとしているJと語った。

11日 Vインドネシアと通商協定一一ーさる 4日からクアラノレンプールで始められたイ

ンドネシアとの通商交渉がまとまり 11日その調印式が行なわれた。協定文は次の

通り（星測、旧報による〉。

(1) 両国が両国の銀行のある地域で貿易取引を行なう場合は，公認の銀行信用状

でこれを:fiなう。

(2) インドネシア側（以下，イ）が銀行設備のない国際港からマレーシア側（以

F，マ〉に輸出する場合：一一一

a. マの輸入業者はマの関係当局が「公認輸入業者・」と認定したものでなけれ

ばならない。

b. 1名の「公認輸入業者」は 1名のインドネシア輸出業者を代表するものと

ずる。この輸入業者はイ政府の在マ代表に輸入上の諸事項につき申請し認可

を得ねばならない。

c. 銀行に保証書を提出し，しかも双方の政府の決定と認可とを得たのち， イ

政府代表は輸出の認可を発行する。

d‘ 荷がマに到着するやイ代表はただちに担保銀行を通じ認可をうけた輸入業

者に船荷証券を手交し，しかもマの為替管理局の認可を得， 14日以内に清算

する。この期間内の清算が不可能の場合は，担保銀行がその責任を負う。

e. 事故発生の場合は双方の同意した独立の検査局で、仲裁する。

(3) イに清算保証者の存在しない場合のイの輸出。
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マレーシア（ 5月）

a. (2）の aと同じ。

b. マの公認輸入業者は商品持参者の清算について責任を負う。

c. この輸入業者はイより商品を持参した船が到着したのち， この件をマ税関

に報告せねばならない。

cl. この商品の荷下しがすみ，かっ為替局の認可を得たのち，マ輸入業者はイ

政府代表に対し清算するO

(4) マ側が銀行設備のない国際港からイ側へ輸出する場合：－－

a. イの輸入条例に合致し，かっイ政府在マ代表の銀行口座BonusAccountを

利用するものとする。

b. マの 1名の輸出業者は 1名のイ輸入業者を代表する。前者は輸出に際しイ

の駐マ代表にこの件を通告する。同代表はこの件を認可する際， Bonus

Accountを有するマの銀行をして，イの税関当局に対し輸出ヒの諸事項を連

絡せしめるものとする。

C. 商品がイに到着したときイ税関は清算証書を在イマ代表に渡す。マ代表は

マ為替局の認可を得たのちマの輸出業者に支払を行なうわ

cl. (2）の eと同じ。

(5) 以上のほか双方は互に下記の件につき最恵国待遇を与えるものとする。

a. 関税率およびその他諸々の税務

b. 関係税関の清算条例

c. 輸出入商品一切の内部税務

V 自動車組立工場一一政府は次の六つ自動車組立工場の設立を承認した

Asia Automobile Industries Sdn. Bhcl 

Associated Motor Industries MalayアsiaSdn. Bhrl. 

Champion Motors (M) Sdn. Bhd. 

Swedish Motor Assemblies Sdn. Bhcl. 

Kilang Pembena Kereta2 Sdn. Bhcl. 

Capital Motor Assembly Corporation Scln. Bhd. 

12日 Vゴム価問題一一一中華商会連合 ACCC（馬華商連会〕の HenryWonε黄錦和

事務局長は「アメリカは在庫ゴム放出についてのわれわれの要請を断わったが，

こういうことではますます友人を失なうことになろう」と語った。

またマラヤ小農協会の TongBoon Khoon会長もアメリカに対し遺憾の意を

表した。
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マレーシア（ 5月）

15日 V米第7艦隊司令長官訪マ一一アメリカ第7艦隊の Hyland司令官が，旗艦

Prouidenee号によってポートスェテナムに到着し，ラザク副首相らと会談した。

16日 f Upko，サパ連合党を脱退一一UnitedPasokmomogun Kadazan Organisa-

tionは16日夜の同党全州評議会でサパ連合党から脱退することを決定した。 D.

Stephens党首は，同党は三つの要求（州政府閣僚ポスト三つ，連邦政府のサパ

関係・民間防衛相のポスト，および州議会任命議員6人中 2人を Upkoに認める

というもの〉を受けいれられなかった，としている。

なおこの事態を憂慮した連邦政府は22～24日Khir教育相を調停者として派遣

い一時は成功が伝たられたが，結局 Upko側が28日「野党にとどまる」と発表

したことで，この調停は失敗に終った。

V政治犯連合委員会一一マラヤ労働党と人民党とがつくる政治犯連合委員会が

クアラノレンプールの人民党本部で第1回会議をひらき次の事項を決定した。

(1) 委員会はクアラルンプールその他拘置所における，別監禁期間の政治犯に対

する非人道的待遇に関し代表を内務相に派遣することに決定し，この旨内務相

に書簡を送致する。委員会は政府の不公平かっ劣悪な待遇を非難する。

(2) 委員会は労働党，人民党両首脳がきたる26日拘置所において政治犯と会見で

きるよう内務相に対し書簡で要求する。

(3) 委員会は両党が別個に募金運動を行ない政治犯を援助することに同意した。

(4) 委員会は両党が各々結成する政治犯委員会に，その家族を入れることに同意

する。

17日 Vマレー半島東岸沖合で石油探索一一政府は EssoExploration Malaysia Ine 

と ContinentalOverseas Company of New Yorkの2社に対しマレー半島東岸

における独占的石油探索権を与えた。前社は北緯5度から北，後社はその南をう

けもつO

18日 V新駐日大使きまる一一政府の発表によると，新駐日大使に現在駐シンガポー

ル高等弁務官の Jamalbin Abdul Lati旺氏が任命された。 (4月14日参照）

V野党大会6月に開催か一一統一民主党はさる 4月9日，全野党の統一戦線結

成を呼びかけたが18日の同党の発表によると， 6月の第1週ごろクアラルンプー

ルで野党首脳会談が行なわれる予定である。これまで出席を回答してきた政党は

マラヤ労働党，人民進歩党，民主行動党，人民党，サラワク統一人民党，サパ人

民労働党（ 3月31日結成）などであるといわれる。 (9日参照〉

19日 ’UMNO支部米英平和部隊の追出しを要求一一ジョホールの Johore Bahru 
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マレーシア（ 5月）

Barat区Umno支部は19日夜の代表者大会でアメリカ，イギリスの平和部隊がマレ

ーシアの内政に干渉しているから，これを追い出すべきだとする決議を行なった。

20日 Vアンモニア工場出来る一一一ボート・ディクソンの Essa精油所（EssaStan-

<lard Malaya Ltcl.）にアンモニア・硫黄工場が完成した（2700万わレ）。同工場は

アンモニアを年間 47:i8000トン（ 4万3000トンは肥料月J，他はラテックス処理

用〉，硫黄を5000トン生産する予定。 (2月28日参照）

Vマラヤワタ製鉄所試運転開始－65年8月 1flに発足したマラヤワタ製鉄所

が圧延部門で試運転を開始した。なおさる10日の同社臨時株主総会で従来社長だ

った T.H. Tan氏ら財界人が退陣し，代って製紛， 製糖事業経営者の Robert

Cock氏が新たに会長となり， また副社長だった八幡の酒井薫夫氏が副会長とな

った。

, ASA拡大でラーマン＝コーマン会談一一ラーマン首相は20日夜訪マ中のタイ

のコーマン外相と東南アジアの新地域連合について会談した。ラーマン首相は21

日これについて「マレーシアは原則的にそのような連合に賛成である。マレーシ

アは孤立を望んでし、なし、」と語ったυ

Vベナンに日＝マ友好協会一一ペナンに日本＝マレーシア友好協会ができた。

会長 KhooLeng Hun，副会長 S.M. Aidicl，幹事 ChoyThoong Chew，財務

Chan Chi Lum. 

21日 Vデモ隊，警官に投石一一クアラルンプーノレの北16マイノレにある Rawang市

で21日午後約100人の労働党系デモ隊が6人の警官に投石した。

Vインドネシアの承認，サラワク選挙後一一マリク・インドネシア外相の発表

によると同国のマレーシア，シンガポール承認はサラワク選挙後になる予定（ 4

13日参照）。

23日 Vオーストラリアと因坊・治安で、技術会議一一一マレーシアの国防・治安問題を

技術的に検討するためオーストラリアから 4人の使節団が来マした。一行は30日

までマレーシア側の国防省関係者らと会談したのちシンガポールに向かった。

，ラーマン首相来日一一ラーマン首相は23日夜「静養」の理由で日本に到着し

た。 (6月5日まで滞在の予定）来日の目的は主に血債問題の解決にある。 (26 

日参照）

24日 ’アジア・太平洋閣僚会議への態度一一来日中のラーマン首相は24日の記者会

見で「私はアジア・太平洋閣僚会議 ASPACが中共の脅威に対抗するものでな

く経済目的のグループと了解している。 7月の ASPACバンコク会議でも政治
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マレーシア（ 5月〕

問題はぬきにすべきだ。マレーシアは共産圏との共存・協力を欲している」と語

った。

（注） 第1回ASPACは66年6月韓国でひらかれ， 韓国， 台湾，タイなどが

反共的方針を主張し，マレーシア，日本が経済方針を主張した。しかるにそ

の後外相更迭を経た日本はこのほどアジア・太平洋圏構想を打ち出し，今年

7月の第2回会議では「反共イデオロギーをぬきにしても政治討議を行なう

べきだJとの態度に変ったようである。

25日 V毛沢東語録の禁書一一一ラザ、ク内務相は25日の官報で国内治安法にもとづき以

下の書物の印刷，発行，出版，販売，所持を禁止すると発表した。

(1) 「旗」…人民党セランゴール州広報部印刷（中国語）

(2) 毛沢東語録（中国語および英語）

26日 V血債問題解決一一マレーシアにおける対日戦時補償要求問題（所謂，血債問

題）がラーマン首相と佐藤首相との会談（24日と26日の 2回）で解決した（2月

4日参照）。 26日発表の共同声明は次の通り。

0両国首相は日本・マレーシア両国間の関係につき検討し，両国が経済，技

術協力を中心としてあらゆる分野で緊密かっ広範な協力関係に満足の意を示す

とともに，このような協力関係が今後いっそう強化されるべきであるとの決意

を表明した。

o他方両首相は両国間に懸案が存することを率直に認めた。この問題は前大

戦中マレーシア国民が味わった苦痛をいやすためマレーシア政府にたいし，な

んらかの形で好意を表明したいとの日本政府の誠意ある念願にかかるものであ

る。

0この問題の検討にあたって両首相は，このような好意の表明は，マレーシ

ア国民全体にとって永続的利益をもたらすような具体的な形で行なわれるべき

ことに合意した。この観点から両首相は，日本国政府がマレーシア政府に対し，

外航用新造船2隻を贈与することに合意し，この船舶の運営がマレーシアにと

って，みのり多い事業の端緒となるようにとの希望を表明した。 （ともに 1万

トン級， 2隻で2500万ドル＝30億円相当といわれる〉

0両首相は，馬華商連会 ACCC代表の請求につき討議し，これに関連する

すべての事実をじゅうぶんに考慮のうえ今回合意された形での好意の贈与がこ

の問題にとって満足すべき解決になるとの点で意見の一致をみた。

0マレーシア首相は，日本国政府のこの好意の表明に感謝の意を表明した。
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また同首相はこれにより前大戦中の出来事にまつわる不幸な記憶は，まったく

ぬぐいさられると確信している。

v政治犯のハンガー・ストー一一パト・ガジャの収容所で政治犯（おもに労働党

と人民党の党員〕が26日，収容所における待遇改善を要求してハンガーストを始

めた。なおこの動きに呼応して他の地域でも次のような動きがあった。

28日 ペナンの労働党員約1000人，政治犯迫害の抗議デモ

29日 ムアール収容所政治犯ノ、ンガーストへ

30日 ベナン，ケダー，セランゴールなどから集まった政治犯の家族がパト・

ガジャ収容所を訪問し刷会を申し入れたが， tti-riされたため収容所の外

で3日間野宿して抗議した。

Vボルネオ国境通行証発行で協定一一ボルネオのマレーシア，インドネシア国

境を通行する人に対し国境通行証を発行することで両国間に協定が成立した。

27日 V中東危機でアラブ連合支持一一クアンタンを訪問中のラザ、ク首相代理は「マ

レーシナ人がアラブ連合を支援するための志願兵になるなら，政府はかれらに対

し輸送の便宜を与えるだろう」と語った。

また29日ケランタン州首相はアラブ連台大統領に対し「州をあげて支持する」

旨の電報を送ったω

29日 l ASA通商会議一一一マニラで29～31日の 3日間， ASA代表者会議がひらかれ，

自由貿易地域設置について話合いが行なわれた。

30日 V木材輸出業庁できる一一マレーシアの木材輸出を促進するため，マレーシア，

シンガポール両政府からなる木材輸山業庁が設立された。会長は LeeKai To氏。

Vボルネオ国境監視所， l年以内に一一一ジャカルタから戻ったNikDaud国防

省次官によると，来年5月末まで、に国境監視所がサパ州に 3ヵ所，サラワクに9

ヵ所，インドネシア領ボルネオに 9ヵ所出来る予定。

l I釘nail氏民閉会社社長に一－ 6月 1日に内務相を辞件する Ismail氏はこのほ

どGuthrieグルーフ。の新子会社RopelLtdの社長に就任がきまった。

31日 V新東南ア地域体に賛成一一ラザ、ク副首相は， 30日にマニラでフィリピンとイ

ンドネシアとが発表した新しい東南アジア経済連合体の結成について他の諸国が

それを望むなら，マレーシアもこれに賛成する，と語った。

なおマリク・インドネシア外相はマニラからジャカルタに戻り， 「ピルマとカ

ンボジアはこの連合体に参加しないだろう」と語った。
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シンガポール

5 月
1 8 V反政府デモ（メーデー） -The Straits Times ( 5月2日〕によると，

Barisan Sosialisおよび中国人系学校学生は 1日， 最近政府が国会を通過させた

三つの法律一一労働組合（修正〉法，国民兵役〔修正〉法，団体法一ーに反対す

るデモを行なった。これに対し警察は前夜から各所に警官を肥置したが Geylang

街ではデモ参加者が400人にのぼり警官隊といざこざが起きた。なおデモ参加者

のうち約50人が逮捕され，このうちには BarisanのSeeCheng Keong徐振弓副

委員長も含まれていた。

3 日 Vユーゴと国交か一一一ユーゴスラヴィアの外交使節団がシンガポールを訪問し

Toh副首相ァ Rajaratnam外相らと会談した。 Toh副首相は 6月に閣僚級使節団

の訪シを期待すると語った。また Rajaratnam外相は大使級での外交関係樹立に

賛成する，と語ったo

vシンガポール連合党の綱領一一シンガポール連合党の TioChan Bee張賛

美委員長は 3日同党の新綱領を次のように発表した（66年3月11日参照）

(1) マレーシア，シンガポールの併合を希望する。

(2) シンガポールを東南アジアの通商・産業の中心地とする。

(3) 現実的かつ多岐にわたる方法により多人種国家を建設する。

(4) 雇用を作り生活水準を引きあげるため教育，社会，経済等の改革を行ない

公正かつ平等な社会を促進する。

(5）思想，宗教の自由，言論の自由，欠乏恐怖からの自由，移動の自由，新聞

の自由p 労系跡吉成の自由を守る。

(6）真に公正自由な選挙により議会民主主義を守る。

(7）主要諸言語を公用語として守り，かっ国語を統一の手段とする。

(8) シンガポール人の利益と福祉の促進のため，時に応じて必要な目的を追求

する。

5 日 V養豚・養鶏調査訓練所一－FAO本部からシンガポールを訪問した養豚専門

家の発表によると，間もなくシンガポーノレの SembawangにFAOとシンガポー

ノレ政府の援助で（それぞれ330万ドルと450万ドノレ〉養豚，養鶏調査訓練所ができ

る予定である。この計画はシンガポールを東南アジアにおける家禽研究および情
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報交換や訓練の重要なセンターとしようとするものである。

6 日 V社戦中央執行委員，国外追放一一警察の発表によると， 政府は Barisan

Sosialisの中央執行委員でBukitTimah区支部長の SiehChin Chen謝金鎮氏を

国外追放した。

9 B Vベトナムでインドと共同声明－8日夜シンガポールを訪問した Chaglaイ

ンド外相と Rajaratnamシンガポーノレ外相とは9日夜次の共同声明を発表した。

1. ベトナム戦争終結の第1手段としてまた1954年ジュネーブ協定の枠内で同

戦争を平和的に解決するためのスタートとして北爆の即時停止を要求する。

2. 両方は異なった政治，経済，社会制度の中で非同盟平和協存の政策を維時

する。

3. アジア諸国聞に経済，通商，文化の面での協力が必要である。

4. 核拡散問題については，如何なる条約といえども，核の所有，非所有国間

における義務の相互性と無差別の原則に関する国連総会の決議を尊守すべき

である。

5. イギリスの EEC加盟について同国はアジアの英連邦諸国の利益が十分保

証されるよう必要な措置をとるべきである。

10日 Vシンガポール，北爆支持か一一Lee首相は10日夜のメキシコ市のテレビ放送

において（会見はシンガポーノレで、行なわれた〕 「もし米軍が明日にでも撤退すれ

ば，南ベトナム政府は存在しないであろう。アメリカの介入は南ベトナムの共産

化を望まないものに民主的方法の機会を与えるものである」と語った。

11日 vシンガポール美化運動一一Lee首相の発表によると，政府は近くシンガポー

ノレの美化運動を開始する予定である。運動の内容は第1段階において路上におけ

るゴミの処理を行ない，第2段階においで国民に対するこの方面での教育をほど

こすことにあり， 3年間で美化を達成しようとするもの。

12日 T 14人に入国禁止令一一一国防省は12日の官報で次の14人に対し入国を禁止する

と発表した：一一一GohSiong Leng呉祥麟（あるいは AhLeng，あるいは Ah

Tee), Abdul Majid bin Yaacob, Mohamed bin Said. （あるいは AhmadLori 

あるいは AhmadLor), Teo Hian Hai張賢海TanKee Bon陳基楊， TanKian 

Hock陳健福， GimonWahiman bin Mohamed Said, Tee Kow Eng鄭高栄

あるし、は TeeKow Ing，あるいは YerKoe Eng), Tan Tao Teo陳道潮（あ

るいは TanTong Hwa), Ong Ah Chooi王阿才， HeeAh Chai許阿財， Yeap

Seng Keong葉盛強， LohSoo Guan羅樹源， TanYong Hian陳栄賢。
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V反政府デモ一一シンガポール警察が13日に発表したところによると，中国人

系中学の学生300人以上が12日夕刻 Geylang街をデモし，同所の警察署を襲った。

またー隊は JooChiat区の PAP支部を襲い事務所を破壊した。なおデモ隊は「五

・一三是一個大日子Jと書いた小旗をもっていたが，これは1954年5月13日に学

生が徴兵制度に反対して始めてデモをしたことを記念するものである。

v北鮮と通商協定一一北朝鮮とシンガポーノレとの間で13日相互貿易促進のため

の通商協定（往復3400万ドルが目標）が結ぼれた。訪シ中の北鮮代表団によると

北朝鮮は 3ヵ月以内にシンガポールに貿易事務所を設置する予定で、ある。

14日 V 自動車用電池工場できる一一ジュロン工業団地に自動車用電池工場が開所し

た。同所は日本の湯浅電池と現地資本との合弁 SingaporeBattery Mfg. Co. 

Ltd. C湯浅側は資本の25%と技術・機械を提供）で社長は SawChoo Theng蘇紫

聴氏。

16日 T 66年の旅行者一一一旅行促進局の発表によると C 1月3日参照）， 66年にシン

ガポールを観光訪問した外国人は12万8780人で、65年比30%増で・ある。このうちア

メリカ人は 3万3850人，イギリス人は 2万3751人，オーストラリア人は 1万8957

人，また日本人は8529人となっている。

18日 V通貨委員会の委員決まる一一シンガポール元首は18日次の通り通貨委員会委

員を発令した。

委員長 LimKim Sam林金山（大蔵大臣〉

副委員長 Chua Kim Y eaw薬錦耀（大蔵経理局長）

委 員 OwYang Chi欧陽奇（華聯銀行，社長〉

グ T. M. Attwood (Char tered Bankシ支店長）

グ G. Ramachadran （インド人商業会議所会長〉

グF J. D. Van Oenen (Bank of Americaシ支店長）

任期は副委員長4年，その他の委員は 1年。なお大蔵省は同日次の声明を発表

した。

通貨委員会の主たる任務はきたる 6月12日に新シンガポール通貨を発行する

ことである。新通貨の平価は純金0.290299グラムで英貨2シノレ4ペンスに等し

く，また現通貨委員会発行の通貨と等価である。

新通貨は金，英ポンド，米ドル， スイス・フランその他を含む外貨の 100%

準備で支持されよう。新通貨の準備たる外貨の健全な運営は委員会の仕事とな

ろう。

-133- 一（ 75 ）一



シン ガ ポ ー ル （ 5月）

20日 V新通貨委員会第 1回会合一ーさる18日に発足した通貨委員会の第1回会議が

ひらかれ， Lim委員長（蔵相〉は会議後次のように語った。

1. 6月1U1に新通貨を発行する。

2. 新通貨委員会とマレーシアの通貨発行当局とは両通貨の相互交換性維持に

原則的に同意した。

3. 旧通貨は旧通貨委員会が正式に発表するまでシンガポールで使用される。

24日 ，シンガポール国会一一国会が24日ひらかれ（出席者26名）， 出入国統制（修

正法案，労働組合（修正）法案，婦人憲章（修正〕法などが第 3読会を通過し，

義安学院法案が第2読会を通過した。また Lim蔵相から大蔵省証券発行限度額

に関する動議が提出され承認を得た。また国立劇場信任（修正）法案，科学評議

会法案，司法委員会法案，公務秘密（修正）法案などが新しく提出された。

v米，砂糖の価格一一一シンガポーノレ国会で、24日明らかにされたところによる

と，政府は米，砂糖などの最近の高価格について特別な措置はとらない予定であ

る。これによると米価は 4月末にタイ政府が禁輸をといたため少し下り，タイ米

(polished）の卸売価格はピクノレ（＝100カティ）当り40ドノレとなり（マレーシア

の1月16日参照），一方砂糖は 4月末現在ピクル当り27ドル60セントと高値をつづ、

けている。

v大蔵省証券は 5億ドルまで、発行一一一Lim蔵相は24日の国会で「5億ドノレを限

度とする大蔵省証券の発行権を大蔵大臣に委託する」との動議を提出し承認を得

た。これによると，その目的は国内の金融諸機関にある遊資を吸収することと，

効果的な短期金融資場市育成することにあるO

25日 Vシンガポール AA人民連帯委員会できる一一一1964年に発足し，今年2月にア

ジア，アフリカ人民連帯機構への加盟を認められたシンガポーノレ人民連帯委員会

はこのほど次の委員会を結成した。

委員長 RahimIshak 書記長 P.Selvadrai 

副委員長 WongLin Keng黄麟根副書記長 Mohd.I. Ghazali 

財 務 SeahMui Kok余美国

その他の委員：－HoSee Beng何思明， SiaKah Hui謝嘉恵， ChangChee 

Seng陳志成， TangSee Chim凱思泊，察善進，安諾夫人，何旺，B.Rodrigues。

V精粉工場の拡大一一シンガポールの精粉工場 PrimaLtd （星加境百齢麦有限

公司）のChengTsang Man鄭倉満社長によると，同工場はこのほど1200万ドル

をかけて設備を拡大し， 1日当りの精粉能力を1500トンとすることになった。現
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在は日産550トンで320人を雇用。なお同社は66年に全生産の85%に当る 7万トン

約2400万ドルをインド，インドネシア，ベトナム，セイロン等へ輸出している。

26日 V毛沢東切手密売さるー一－TheStraits Times 26日によると，シンガポール市

内で最近毛沢東主席の像と語録のー句とをあしらった切手が密売されている。た

．だ文化省はまだこの事実をつかんでいない模様。

また同紙31日によると， 1実業家の言として毎月約8000部の語録が市内で密売

されているといわ.nる。

30日 Vルーマニアと外交樹立一一シンガポールは訪シ中の Manescuルーマニア外

相との間で30日外交関係樹立に同意した。

31日 V基地撤退問題一一イギリス政府の発表の発表によると，同政府は Healey国

防相が4月27日に「英軍撤退による経済への悪影響を緩和するため今後もマレー

シア，シンガポールに援助を行なうJと約束したことを実施にうっすため，この

ほど大蔵省の Fogarty次官補を団長とする使節団を秘密裏に派遣した。
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マレーシア

1 日 V中東戦争への志願者一一駐マレーシア・アラブ連合大使館によると，これま

で約900人の v；レーシア人が同大使館を訪れ，中東戦争への参加を志願した。

また3日にはマレーシア人民行動戦線の40人が志願し，一方マラヤ大学マレー

研究会がイスラエノレを支持するアメリカ，イギリス等を帝国主義者として非難し，

また Umno北ケダー支部も政府がアラブ連合を全面的に支持するよう決議した。

, ASA3国， 21品目の関税引下げ一一マニラで行なわれていた ASA関税小委

員会は次の21品目につき 3国間で関税を引き下げることに同意した。

タ イトーメイズ，こうりゃん，石こう，魚ソース，タイシルク（マレ

ーシア除外〉

フィリピン：ーココナツ原油，アパカ綱，フィリピン産繊維による織物，医

薬品（マレーシア，タイ除外），グリセリン（マレーシア除外），

手工芸品，ペンキ

マレ｝シア：ー幼児用肉，パーム・オイル（タイ除外）， しょう油， 魚カン

詰，野菜カン詰，水性ペンキ（フィリピン除外）

2 日 V産業開発金融公社，始めて自動車に投資一一産業開発金融公社MIDFLの発

表によると同社は60年3月の創立以来はじめて自動車産業に投資を行なうことに

なった。投資額は145万ドルで，融資をうけるのは MotorAssemblies Sendirian 

Berhad （スエーデンの Volvo社と FederalAuto Co.との合併）である。

3 日 Vラーマン＝三木会談一一ー来日中のラーマン首相は 3日三木外相と会談した。

この会談で三木外相がアジア・太平洋地域会議 ASPACの問題について， 「年

に1回各国の外相が集まる貴重な機会であり，政治問題を避けるなどの制限を設

けず，自由な討論の場にしたら意義があると思う。これはあるイデオロギーや方

向をあらかじめ前提にして，そこに結論をもってゆこうというのでなく，あくま

で意見を自由に交換するという意味であるJと述べた。

これに対しラーマン首相は「そういうことであれば私も賛成だ。時聞が許せば

私自身が会議に出席したいJと答えた。

続いて三木外相が自己の「アジア・太平洋圏構想」について説明したのに対し

ラーマン首相は「その構想はよく理解できる」と答えた。

4 日 V西マレーシアの木材業一一森林局の1管理官は，森林労働者組合の機関誌
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Forest Employeesに次のような論文を寄稿した。

1976年以降の丸太生産は主に留保森林からにかぎられることとなり，製材業

と合板業は原料不足に落ち入り，多くの工場が閉鎖されねばならないだろう。

したがって現在の丸太輸出制限措置を改訂すべきである。この措置はシンガポ

ーノレへの輸出には適用されていないため， 65年には総生産の25%もシンガポー

ノレへ輸出され，さらに増加を示している。

その理由のひとつは同地が西マレーシアの東部諸州から鉄道や道路でより安

く丸太を買うことができるからである。また同地は西マレーシアよりも木材需

要が強いから，同地の業者は丸太買付けにより高く支払うことができる。また

同地には，製材場建設に特別な基準がないことも丸太需要の増大をそそってい

る。

マ，シ両政府間の密接な経済関係は必要であるから，今後丸太の動きを阻止

するような制限が課される見込みはない。

Vマリク外相特使，訪マ一一一インドネシアのマリク外相の特使（Sani外務省政

治局長）がカンボジア，フィリピン，タイなどを廻った後マレーシアを訪れラザ、

ク副首相にマリク外相の親書を手交し 4l::l帰国した。 TheStraits Times 5日は

これを ASA拡大に関するものとしている。

, Jugah氏引退か？一一一サラワク関係相兼サラワク連合党党首兼PartyPesaka 

党首は 4日シブで行なわれた PartyPesaka第5回年次大会で「党首をやめ若い

人に道をゆずりたい」と語った。

5 日 V通貨に相互交換性一一マレーシア，シンガポール両政府は次の共同声明を発

表した。 (8日参照）

両政府は今日， 6月12日以降発行されるマレーシア，シンガポーノレ両通貨聞

に相互交換性をもたせることについての取決めが出来たことを発表した。また

今日，マレーシア中銀総裁とシンガポール通貨委員会長との聞にこの取決めを

実施する文書が交換された。

同取決めの効果は，一方の国の銀行が他方の国の通貨当局の発行する紙幣と

硬貨を等価で、かっ手数料なしで受け入れ，これを自国の紙幣および硬貨に交換

することにある。また両国の通貨当局は相手国の通貨当局の発行する紙幣と硬

貨を返送し，等価の英ポンドまたは他の合意された通貨を受けとることとなる。

これによりマレーシアからシンガポールへ行く人はマレーシアの通貨を等価

で使用することが出来るし，またその逆も可能である。
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なおブノレネイ通貨委員会も同様の取決めを近く発表するであろう。

V佐藤首相，訪マか？一一5日午後クアラノレンプ｝ルに戻ったラーマン首相は

「佐藤首相は9月初めマレーシアを訪問することになった」と語った。

Vサラワク武装ゲリラ，保安隊を攻撃一一サラワクで5日昨年8月の対決終息

以来はじめてゲリラが保安隊を待伏せ攻撃し， 1人を殺し3人に負傷させた。場

所は第2省 Engkilili東南約10マイルの SungaiSabujok地区，で同地では 5日

夜から13日まで外出禁出令が出された。

6 日 T Tan Siew Sin氏ら， Tunに一一マレーシア元首の誕生日（60才）に当り 464人

に対し叙勲が行なわれた。主な人々は次の通り。

Tan Siew Sin蔵相

Sam ban than建設相

Tunへ

Tan Sriから Tunへ

Pengiran H. A. Raff aeサパ元首 Datoから Tunへ

Dawee Chullasapyaタイ国防相 Tan Sriから Tunへ

8 日 V ブルネイ通貨も相互交換性一一一ブノレネイ政府スポークスマンによると，ブノレ

ネイ通貨委員会はブノレネイ通貨とマレーシア通貨，シンガポール通貨等との聞に

相互交換性をもたせることで合意した。 (5日参照）

9 日 Vアメリカ，ゴム放出計画を変更F一一アメリカ調達庁は 9日，来たる 9月 1日

から始まる 1年間のゴム放出量を 7万トンにすると発表した。 (5月6日参照〉

V血債補償の日本案を正式に受諾一一ラーマン首相は 913，日本との血債問題

解決のため日本側が提案した技術援助と貨物船2隻の供与案を受諾する，と正式

に発表した。 (5月26日参照〉

10日 V政治犯のハンガースト終る一ーさる 5月27日にベラの BatuGajah収容所で

始められた政、治犯39人のハンガースト（十分な食料と娯楽・教養施設の要求が目

的という）は10日政府側と一応話合いがつき中止された。

（注） この政治犯のストを支援するデモはクアラルンプール，ベナン，イポー，

マラッカなどでこの間連日くりひろげられ重大化したため， 9日労働党の

Tan Chee Khoon議員は政治犯の家族とともにラザグ副首相を訪問し解決

を要請 Lた。 この会議で政府側 1人，労働党 KumYew Wah副書記長，政治

犯 PangLee Samの妻および M.K. Rajakumar氏（65年 6月以来 Batu

Gajahで拘留されている。ーストには不参加〉からなる委員会が結成され，

これが10日政治犯と会談した結果解決が得られた。

12日 V新通貨発行一一一昨年8月17日の発表の通りマレーシア，シンガポーノレ，プノレ

ネイ 3国は12日より新通貨の発行を開始した。 (66年12月号特記事項， 67年 1月
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号特記事項， 4月29日および6月5Rなど参照〉

V米などの市販に正札制導入か一一商工省の声明によると，米，砂糖，小麦粉，

食用油の市販を正札制にする法律が近くつくられる予定である。

なお Lim商工相はlHl，消費者に対し，国産米にはカティ当り 32セント，タ

イ産米には45セント以上を支払わないようにと呼びかけた。

14日 V世銀，クムブ計画に借款一一世銀は14fl，ケランタンチト｜クムブ地区の濯瓶計・

画に 1千万米ドノレの借款（25年償還，利子6%, 72年8月以降から）を行なうこ

とになったと発表した。第 1次開発計画書によると，この計闘は総額4千万ドノレ

にのぼり， 5万5千エーカーを 2期作地にすることが目的で‘ある。

T Upko野党に一一14日から始まった｜司会にサパ Upkoの6人の議員（Ganie

Gilong, Herman Luping, Andreus Leong, John Majakil, Stanley Ho, Mohd 

Ari旺Salleh）は野党側に回り，国会勢力は次の通りとなった。

与党 115人 野党 29人

連合党（マラヤ〉 89 

統一マレー国民組織 Umno 59 

マレーシア中国人協会 MCA 27 

マレーシアインド人会議 MIC 3 

連合党（サラワク〉 16 

サラワク中国人協会 Sea

Pesaka党

Party Bumiputra 

連合党（サパ） 10 

統一サパ国民組織 Usno

サパ中国人協会 Sea

全マラヤ回教徒党 PMIP 9 

マラヤ労働党 2 

人民進歩党 PPP 2 

統一民主党 UDP 1 

民主行動党 DAP 1 

サラワク国民党 SNAP 4 

サラワク統一人民党 SUPP 4 

サパ・カダザン組織 UPKO6 

V第4国会始まる一一マレーシア国会は14日元首の施政演説をもってはじめら

れ，下院は15～17,20～22R, 上院は1613,26にひらかれ，次の法案が提出され

通過した：一一労働争議法，所得税（マレーシア〉 （修正）法，所得（錫緩衝在

庫基金）法，関税法， 1965年および1966年度補正予算，汚職取締（改IE）法，著

作権法，監獄（修正〉法，誘拐（修正）法

15日 ’ソ連と大使交換か－ TheMalay Mail 15 flによるとマレーシアとソ連は

大使級代表交換により外交関係を樹立することに同意した。またマ政府はソ連の

通信支局のクアラノレンプーノレ開設をも許可した。 (4月 3R参照〉
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16日 V開発計画への各国の援助状況一一Tan蔵相が国会で、明らかにしたところによ

ると，マレーシアは今年になってアメリカ（5700万わけとスエーデン（3000万

わけとの聞に三つの借款協定に調印した。なおまたマレーシア援助クラブ諸国

の申し出状況は次の通り〉ーベルギー1800万ドル，カナダ2000万ドノレ，フラン

ス6000万ドノレ， 日本1億5000万ドノレ，オランダ400万ドノレ，アメリカ 3億ドノレ。

またイギリスも額は定めていないが援助を申し出ている。

18日 vセイロン人連盟，連合党入党を決議一一マラヤ・セイロン人連盟 Ceylonese

Federation of Malaya （会長は DatoSir Clough Thuraisingam）は18日の会合

で，マレーシア連合党への入党を決議した。なおマラヤにはこのほかマラヤ・セ

イロン人会議MalayanCeylonese Congressがあり，連合党入党にあたっては両

団体の妥協が必要とされた。

22日 V第2回開発セミナ一一一第2回開発セミナーがアジア・アフリカ14ヵ国23人

の参加を得て22日から 9日間ひらかれた。今年のテ｝マは“Thesecuring of 

a National Commitment for Economic and Social Development ” 

23日 v開発計画削減か一一総理府経済計画局の Sulaiman事務官が第2回開発セミ

ナーに提出した報告書によると，政府および開発計画官たちは来年，開発計画の

削減について検討する予定である。

V中華商会連合 ACCC，日本案を拒否か一一中華商合連合 ACCCの血債行動

委員会は，血債問題に対する日本側提案について，ラーマン首相に随行して日本

を訪問していた T.H. Tan ACCC会長と Y.T. Leeセランゴーyレ中華総商会

副会長らから説明をうけた。しかし23日の委員会ではすべての委員がこの案に反

対したため，この問題はきたる 7月19日の ACCC総会に再び託されるとととな

った。 (9日参照〉

f Upko国連による再調査を要求一一Upko党の Mojuntin書記長は「サパは

マレーシアに加盟した際20の憲法上の保証を認められた。しかし現状においては

サパの住民がこの保証の再検討を望んでいるかどうかを国連を通じて再調査すべ

きであるJと語った。なおこれに関連してサパ UpkoのStephens党首は28日次

のように語った。

Upkoはマレーシアに関する態度を変えた。これはマレーシア自体が事前協

議なしに変ったからである。また次の 4点でわれわれに対する保証は破られたO

(1) シンガポーノレ分離独立について事前協議をうけなかった。

(2) サパの税制は「徐々に」改められるべきだということで同意があった
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にも拘わらず最近これが破られた。（Tan蔵相は29日これに反論している〉

(3) 移民問題は州政府の権限とされていたが，中央政府は国益を理由にこ

れを破っている。

(4) 宗教についてサパには州宗教をおかないことになっていたが，中央政

府はイスラム教関係にのみ金をだし，キリスト教の活動などはこれを圧える

傾向にある。

24日 v民主行動党，イポー支部一一民主行動党のイポー支部が24日が結成された。

支部長は LimCho Hock林子鶴氏。なおさる 5日同党カンパール支部の人事が

次のようにきまった。支部長 AllanTan，副支部長 Idrisbin I Iakim，書記長

Cheong Sik Hoong。

l Tan氏の副首相も可能－ K. Johari Umno書記長は24日夜ケダー州の選挙

区で，「ラーマン首相が引退し，ラザク副首相が首相になれば， Tan蔵相が副首

相になることもありうる」と語った。

Vゴム廃木をパルプに一一日本の山陽パルプ。は HarperGil五llan社とゴムの廃

木購入について，長期輸入契約を結んだことを明らかにした。山陽はレーヨン・

パルフ。用原料として岩国工場で消化する。計画によると同社は 7月から 2千トン

ずつ輸入し，来年9月は 1万トンに引き上げ最終的には月 2万トンとする予定。

25日 Vアラブ連合支持デモに催涙弾一一クアラルンプール市内で， 25日午後五つの

労働組合（SelangorConstruction Workers Union, National Electrica !Workers 

Union, Malayan Estate Workers Union, Pan-Malayan Pineapple Workers 

Union, National Printing Workers Union）が「イスラエノレの侵略」を抗議す

るデモを行ない，アラブ連合大使館に入ろうとし，警官隊から催涙弾をうちこま

れるなどし，数名が逮捕された。

この事件に対して26日， Khir教育相は「5労組がデモを行なったのは，中国

がアラブ連合を支持したからであり，このような動きには警戒しなければならな

いjと語った。

26日 Vインドネシア，対マ貿易に新規定一一アンタラ通信26日によると，インドネ

シアの Azhari貿易相は「マレーシアに近い地域の対マ輸出業者は，信用状開設

を必要としない支払保証制度のもとにマレーシアへ商品を運べるようになった」

と発表した。

Vブルネイの将来一一訪英中のプノレネイ・スルタンは26日ロンドンで Bowden

英植民地相と会談したが，その議題はブノレネイに立憲政府を設立する問題などブ
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ノレネイの将来に関するものであったと信ぜられている。なお同スルタンは28日同

じく訪英中の Leeシンガポール首相と会談した。

27日 Vインドネシアと共通綴字協定一一マレーシアとインドネシアとは，マレ｝語

とインドネシア語の綴字を統一することで同意に達し協定が作成された。

28日 Vマ・シ航空さらに増資一一一マ・シ航空の Yong社長によると，同社の資本金

はマレーシア，シンガポーノレ両政府がそれぞれ自己の出資金を1400万ドルずつふ

やしたことで5800万ドルとなった。同社はこれを飛行機購入や諸設備の拡充にあ

てる予定。 (66年5月14日参照〉

v米価安定のため在庫放出か？一一ラザ、ク副首相の発表によると，政府は米価

安定のため今後3, 4ヵ月内に 20万トンの在庫米を放出する予定である。なお

Ghazali農相によると，マレーシアの米自給率は74%で，不足分の26%は1億6700

万ドノレをもって輸入されている。 （総輸入額の 6%) 

29日 Vオーストラリアの技術協力援助一一イーストマン駐マ・オーストラリア高等

弁務官の発表によると同国は昨年末までの対マ技術協力援助は次の通り：一一（1)

マレーシア人のオーストラリアにおける技術訓練， 2160万ドノレ（66年にはこのた

め135人がオーストラリアへ渡った）， (2）オーストラリア人技術者のマレーシア派

遣， 630万ドノレ，（3）技術設備援助， 460万ドノレ，（4）コロンボ計画下による経済開発

計画援助， 1110万ドル。 （なお4月13日参照〉

V韓国大使異動一一駐マレーシア（TanSri) Kyu Ha Choi韓国大使は29日京

城からの指令で同国外相に就任することとなり，同日帰国した。

シンガポール

1 日 V外務次官引退一一1965年の国連総会にシンガポール初の国連代表として出席

した AbuBakar bin Pawanchee外務次官が， 1日付けで官界を離れた。同氏は

5ヵ月の休暇の後 CentralProvident Fundの長官に就任の予定である。 （現在

は PangTee Pow氏〉

2 日 V英軍撤退で米＝豪会談一一オーストラリアのホルト首相はワシントンにジョ

ンソン大統領を訪問し英軍の極東撤退問題その他で会談した。ホノレト首相のスポ
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ークスマンによると，両者とも英軍の撤退が危険をは九むものであるということ

で意見一致した。なおホルト首相はこのあとイギリスを訪問し14～15日にウィル

ソン首相と会談した。

V市内各地で反政府デモ一一警察の発表 C3 Fl）によると， 2日夜7時半～ 8

時半の聞に Barisan Sosia 1 is 系の反政府デモが Changi,Jalan Besar, Bukit 

Panjang, Pesiaran Keli ling, I ,orang Tai Sengの5ヵ所で、行なわれ，これに約

500人の青年が参加した。 これによると， このデモもさる 5月 31日に Barisan

SosialisがJalanPin Tauの党支部で行なった政治犯虐待抗議集会につづくもの

である。なおまた2日夜のデモで PAPの3支部が襲撃をうけたn

Vマレーシア人39人に入国禁止令一一シンガポール政府は 2日の官報で39人の

マレーシア人に対し今後のシンガポールへの入国を禁止すると発表した。

V李光前氏死亡一一一LeeKong Chian李光台11シンガポール中華総商会名誉会長

がガンのため死亡した。同氏の経歴は次の通り。

1894年アモイ生れ， 7才の時シンガポールの父のもとに渡る。シンガポール

の Anglo-TamilSchool, Yung Cheng Chinese School, St. Joseph’s School, 

Tao Nan Chinese School等で学び，その後上海の ChiNan Universityで学

ぶ。シンガポールに戻ってから陳嘉庚のゴム会社に入りその娘と結婚。 1931年

には LeeRubber Co. Lee Pineapple, Lee Produce, Lee Sawmills, Lee 

Printingおよび LeeBiscuitsな芝の諸会社を創設。その成功により“Rubber

King”とか“PineappleKing，，とかいわれるようになった。 1941年ワシントン

のゴム会議にシンガポール代表として出席し，大戦中はそのままアメリカに滞

在。 1946年シンガポール中華総商会会長O その後 OverseasChinese Banking 

Corp.の会長，なE歴任。

1952年 LeeFoundationを350万ドルで創設。 62年6月シンガポール大学

学長。ジョホーyレ州、｜およびケランタン州より Datoをうく，教育・医学はとく

に熱心で，マラヤ大学，南洋大学にそれぞれ50万ドルを寄付し，またシンガポ

ール医学某金に 100万ドルを献金している。

4 日 V反政府デモ隊，米大使館襲撃一一アメリカ大使館が4日，約100人の反政府

系デモ隊に襲われた。労働組合（修正〉法，団体法および政治犯虐待を抗議する

このデモ隊は同大使館で星条旗をひきずり下したり，窓ガラスを破壊したりして

から引きあげた。

5 日 V通貨相互交換性で共同声明（マレーシア 5日参照〉
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V公務員給与は何年末まであげず一一一TheStraits Times 5日が明らかにした

ところによると， Lee首相は最近シンガポール使用者連盟の年次会合に出席し，

「政府は公務員給与の引上げを68年末まで、考慮するつもりはない。ただ、民間企業

の場合は，利益分配の一方法としてボーナス制を導入したらいいと思うJと語っ

fこ。

v左翼系3労組，登録を却下さる さる 4月 3日に BarisanSosialisの呼び

かけで政治ストに参加した三つの労働組合 CommercialHouse & Factory Em-

ployees' Union, Rubber Employees' Union, Shoe Employees' Union （合計22

事業所7000人〕は 2ヵ月間の猶予期聞がすぎて， 5日登録が却下となり，その銀

行口座も凍結された。また9日には 3組合の本部も封鎖された。

6 日 V香港通貨シンガポールに流入か？一一－17ze Straits Times 6日によると，シ

ンガポ｝ノレの金融筋は最近2, 3週間に香港からシンガポールへ約4千万ドノレが

流入した，と語った。これによると 4千万ドルの殆どは香港居住者のシンガポー

ルへの直接送金の形（短期定期預金が主）をとっているといわれ，その原因には

(1）最近の香港の暴動と（2）シンガポール市民権法の改正（25万ドノレ以上をシンガポ

ー／レに投資する外国人は， 5年の居住期間一普通は10年一で市民権を得られる〉

とがあげられている。

（注） 香港の金融筋は 7日この報道を否定し，むしろ「シンガポールから大量

の通貨が香港へひきつづき流れ込んでいる。これは投資のためではなし米

ドル買付けが目的であるJと語った。

v政治犯11人の市民権を剥奪一一一内務・国務省は治安維持法で現在拘留中の次

の11人の政治犯のシンガポール市民権を剥奪した。 （なおこれら11人は 5日午後

Changi監獄から Queenstown収容所へ移された）:-A. Mahadeva （もとジ

ャーナリスト組合書記長， 1663年2月に逮捕された）， Michael Fernandez, P. 

Govindasamy，日ingHo, Gan Tee Kim, Lam Chee Kong, Chung Dutt Tong, 

Yin Sin Pak, Tay Ah Kong, Kang Koon Lim, Foo Meng Pie。

7 日 V抗議デモとハンストの発表一一－Barisan系24労組は 5日の 3労組登録却下の

措置に抗議して， 7日労働省にデモ（約 300人参加〉をかけようとしたが警官隊

にはばまれ48人の逮捕者を出した。同夜 LeeSiew Choh BS党首は PAP政府

と警官隊の行動に抗議するとともに「すべての攻治犯は最低の権利が認められる

まで、ハンストに入るだろう」と発表した。

v国防省声明一一一国防省は 7日午後次の声明を発表した。
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シンガポーノレの共産主義者は国会外闘争を拡大するために暴動と動乱の運動

を進めようとしている。 5月末に得た情報によるとシンガポールの共産系労組

は「1967年は全マラヤ左翼労組」による指令を検討し 5月27日夜に Commer-

cial House & Fartory Unionに集ってこの方針を支持するよう要請された。

この指令は CHPU内の少数共産分子が作ったもので5月28日にはクアラルン

プールへも送られている。この指令はマラヤ，シンガポールの労働階級の闘争

を述べ革命をよびかけている。また闘争の過程において国会外の大衆闘争が正

しい方法であることが過去も今後も証明されるであろう，としているo

v中東戦争への志願者一一駐シンガポール・アラブ連合大使館によると，これ

まで500人以上のシンガポール人が同大使館を訪れ，中東戦争への参加を志願し

Tこ。

9 日 f Changi収容所前で座り込みデモ一一Changi収容所に収容されている政、治犯

は， 8日（ 7日参照〉より待遇改善を要求してハンガーストライキに入っている

が，これに対して同政治犯の家族や Barisan系の青少年などが9日から同収容所

の前で支援座り込みデモに入った。

これに対して警察は13日夜このデモに手入れを行ないKooYoung, Tay Cheng 

Kang氏らを含む300人以上を逮捕した。なお逮捕者は全員翌日日に保釈された。

V毛沢東の革命歌曲に禁書令一一文化・社会省は9日の官報で今年国会を通過

した不良出版物法の第3条にもとづき，「革命歌曲JC中国語，毛沢東語録をもと

にして作られたもの）の販売・出版を禁止した。

11日 V食品製造業者協会できる一一経済開発庁 EDBの後援で11日に食品製造業者

協会（会長 LimKim Poey林金培氏， 62社12業種）が結成された。

V リ一首相，マレ一人地区訪問一一一リ一首相は11日ゲイラン・スライのマレ一

人地区を63年以来始めて訪問し， 「政府は国内のマレ一人の地位向上に対し平均

以上の資金を投入する用意がある。マレ一人の教育，社会，経済等における進歩

を促進するような方法にっし、ての諮問委員会をつくるJと語った。

12日 V新通貨発行←一一シンガポーノレは12日よりマレーシア，ブルネイとともに新通

貨の発行を開始した。 （マレーシアの項および， 3月13日， 5月18日など参照）

14日 V楊績文氏死亡一一一YeoChan Boon楊績文シンガポール中華総商会名誉会長

が死亡した。 87才。同氏はシンガポーノレ潮州人で‘はもっとも成功した人で，教育

事業にも参加していた。

15日 V都市再開発計画一一Barker開発相の発表によると， 政府はシンガポール市
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の再開発計画の一環として次の計画を発表した。この計画は総額9千万ドノレにの

ぼるものと見込まれ，主に内外の民間人の投資により 3ヵ年で完成を予定してい

る。なお政府は投資誘置策として土地の無利子分割払い購入，（2)6ヵ月間の財産

税免除，その後20ヵ年間の財産税は12%（通常は36%），その他などを認めてい

る。

Kallang Park地区：一一350室のホテル，水上レストラン，娯楽センタヘ

展覧会場

Beach Road地区：一一350室のホテル2棟，豪華アパート

Collyer Quay地区：一一高層駐車場

Chin Swee地区：一一事務所用建物

Havelock Roadおよび OutramRoad地区：－200室のホテノレ， 150室の

ホテル2棟，アパート

16日 Vマレーシア人45人に入国禁止令一一一16日発表の国防省官報によると，マレー

シア人45人が7日づけでシンガポーノレへの入国を禁止された。

19日 V反政府デモー－Barisan支持者約100人は TanjongPagar区（Lee首相の選

挙区〕をデモし PAP支部を襲撃した。

21日 V中国，対シ貿易を再検討か一一一シンガポールの貿易業界筋によると，中国は

シンガポールから再輸出される中国米の値段が中国を出る時の値段よりはるかに

高いことを遺憾とし，この貿易を再検討している模様であるo

22日 f Koo Young氏逮捕さる一一一BarisanSosialisの前国会議員 KooYoung顧決

氏は同党が最近行なった一連の反政府デモを理由に国内治安法によって逮捕され

fこ。

V逮捕者支援デモに催涙弾一一ーさる 7日デモに参加して逮捕された32人の裁判

は22日始められたが，同日約 150人の支援デモ隊が裁判所に押しかけたため警官

隊は催涙弾をもってこれを解散させた。

24日 V「米より小麦粉を」一一Toh副首相は24日夜，「シンガポールは月平均米を12

万トン，小麦粉を 4千トンの割合で消費しているが，現在の米価高からいってわ

れわれはもっと小麦粉を食べるべきだ」と語った。なお TheStraits Times 24 

日の調査によると，米価は最近5ヵ月間に上級品で27～35%，中級品で30～40%

それぞれ上昇したといわれる。

なおこれに対して NTUCのSeah書記長は26日，労働者がこの呼びかけに応

ずることを希望すると語り，また政府がこのための運動を始めるべきだと語った。
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一方，創始産業労組の B.Rodrigu白書記（PAP議員）は30日シンガポールの

二つの精粉工場（PrimaFlour Millsと KhongGuan Flour Mills）経営者と会

談し，この運動の促進方につき相談した。

25日 Vインドネシアへ貿易使節団一一インドネシアへ19人からなる貿易使節団が／J¥

発した。 （団長は Sim大蔵次官，政府側9人， 民間顧問10人）今回の目的はイ

ンドネシア政府が数日前にゴム，コプラなど a次産rfi1のシンガポールへの輸出を

許可したことに関係するものと思われる。 (3月24fl, 6月26日参照〉

26日 曹インドネシア，対シ貿易を全面自由化一一アンタラ通信26日によると，イン

ドネシア政府は，同国の全商品のシンガポーノレ輸出を許可した。またこれによる

とAzhari貿易相はインドネシアと消費国との問で結ぼれた直接取引きの実施を

確実にするため，シンガ、ポールの貿易諸設備をすみやかに利用すべきである，と

指令した。 (25日参照）

v新労組法で労組に改組一一最近国会を通過し 6I]2日より発効した1967年労

働組合（法定機関職員）法にもとづき Arr叫 gamatedUnion of Puhlic Employees 

中の公益事業庁 PUB，電話公社，住宅開発庁関係の労働者約3800人は Aupeか

ら離れて別個に労働組合をf邸前せねばならなくなった。

27日 V英軍撤退問題一一20H以来ロンドンを訪問中の Lee首相は英軍のシンガポ

ール，マレーシア撤退問題についてイギリス首脳と会談をつづけてきたが， 27日

になって労働党議員に対して次のように語った，と伝えんれるo

Wilson政府：は1970～71年までにシンガポール基地を半減させ，また75年ま

でには完全撤退させることを決定した。このことは来月白書で発表されよう。

この決定は原則において誤りであり，また方法において賢明で、ない。 1970年代

および80年代のアジアはq1国に支配されるだろう。シンガポール政府としては

イギリスのスエズ以東政策に影響を及ぼしうる見込みはない。アメリカがベト

ナムにまき込まれている折りにイギリスがその極東軍を引きあげることは団結

をみだす以上のものである。イギ、リスはスエズF以東に 7億5千万ポンドの資産

をもっているが（中近東では 4億5千万ポンド），撤退はこの資産を減少させ

ることになるだろう。

なおイギリス政府はこの6月中にオーストラリア首相，ニュージーランド副首

相などの来英を得て撤退問題を討議し，また7月にはラーマン首相の訪英が予定

されている。

28日 T Lee首相， 「アメリカの保護拒否」を否定一一ロンドン滞在中の Lee首相の
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スポークスマンは「Lee首相は新聞報道によると（おそらくロンドンの新聞か？

The Straits Timesではない） 27日に，‘イギリスが撤退しでもアメリカの保護

は拒否する’と語ったことになっているが，これは正しくない。 Lee首相は東南

アジア情勢をきわめて一般的な言‘葉で語ったので，アメリカがベトナムで戦って

いる以上，シンガポールは現在すでにその保護をうけているのである」と語った。

V基地撤退と失業者一一英軍シンガポール基地の現地人労働者を代表する五つ

の労働組合のスポークスマンによると，同基地では来年3月末までに2580人（陸

軍1500人，海軍500人，空軍80人，公共建設事業省500人〉が解雇される予定で

ある。なおこれについて海軍基地の Kurup事務局長は30日「現在依願退職者が

かなりあるので実際はこのうち 500人ぐらいは失職しないですむかもしれない」

と語った。

Vマ，シ航空さらに増資一一一マレーシア二シンガポール航空は66年5月資本金

2628万7400ドルをもって再開され，その後今年2月にプノレネイ政府が増資を行な

っていたが， 28日マレーシア，シンガポール両政府は各々の自己の出資金を1400

万ドノレずつふやした。

v世銀，電気・水道に借款一一公共事業庁 PUBの王瑞露（OngSwee Law）長

官の発表によると，世銀は PUBの電気・水道事業にそれぞれ4500万ドノレ， 2400

万ドルの借款を行なうことになった。なおこれで世銀の PUBに対する借款は合

計1億6440万ドルとなったり

T Ba巾 an支持者，裁判所内外でさわぐーーさる13日Changi収容所外で逮捕さ

れた 313人の裁判は28日から始められたが，これら 313人は所内で裁判開始とと

もにさわぎだし椅子や机などをこわしはじめたため，審理は不能に落ち入り， 9

月18日に延期された。

29日 Vシンガポール国会一一シンガポール国会が29日ひらかれ国立劇場信託（修正）

法，科学評議会法，司法委員会（修正〉法，公務秘密（修正〉法，弁護士（修正）

法などが通過し， また新たに自警隊法案， 金融業者（修正〉法案， 刑事訴訟法

規（修正〉法案，刑事（臨時規定）（修正〉法などが提出された。 （後2法につい

ては次項参照）

V暴徒に対する保釈金制度一時停止一一政府は29日の国会に刑事訴訟法規（修

正〉法，刑事法（臨時規定）〔修正）法を緊急に提出し，これを 1日の審議で通過

させ，速日発効させた。これら 2法によると，今後一定期間は暴徒に対する従来

の保釈金制度が停止され，裁判所が保釈金制度の適用・不適用を状況によってき
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める権限をもつこととなった。

なおこの法案は満場一致で国会を通過した。

V違法行進・デモ数一一羽TeeToon Boon国務相（防衛）の国会発表によると，

今年1月以来違法行進と違法デモが，次のように急増している：一一一行進の場企

1月， 2月各 1[PJ, 3月3匝］， 4月10回， 5月14同， 6月15目。デモは 6月だけ

で5回。また 1月以来の行進・デモによる逮捕者は 505人，うち 432人が裁判に

かけられ， 17人が国外に追放された。

Vマレーシアとの人口移動一一Jek労働相は 29日の国会で次の数字を発表し

fこ。

(1) 1965年国民登録法にもとづき 6月28日までに身分証を再発行された非市

民数（1955年住民登録法にもとづく身分証の所持者）： 15万6665人。

(2) 1966年4月 1日から67年5月31日までにシンガポーノレへ居住地を変更し

たマレーシア身分証所持者数： 1万2371人。 （中国人 9827人，マレー人

1243人，印・パ人1137人，その他 164人，またこのうち16才～29才の者では中

国人6491人，マレ一人973人，印・バ人572人，その他62人〉

(3) 同期間内にマレーシア身分証をシンガポール身分証に変えた者シ一一

1182人。

(4) 同期間内にマレーシアへ居住地を変更したシンガポール身分証所持者数

：←一一835人。

(5) 同期間内にシンガポール身分証をマレーシア身分証に変えた者：－－

838人。

v対中貿易で論議一一29日の国会で B.Rodrigues議員はシンガポールの対中

貿易が一方的に入超であることから， 「政府は中国と双務貿易協定を結ぶか，厳

しい輸入制限を行なうべきだjと語った。これに対して Lim蔵相は次のように

語った。

政府は，ダンピングが国内産業を危機におとし入れないよう措置をとるだろ

う。国産品の競争力は労賃だけでなく，大きな市場を得られるかどうかにもか

かっている。シンガポーノレの場合市場は200万人で、また根強い商標意識がある。

しかしシンガポールにとっては地域的枠組みに入るのは損である。政府は国産

品の輸出の奨励にいろいろな手段をとっている。特定の国といつも平等な貿易

関係をもつのは不可能で、ある。

30日 Vセイロン首相の訪問一一一セイロンのセナナヤケ首相は30日東京からの帰途シ
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ンガポーノレに立ち寄り， Toh副首相らと会談した。

Vインドネシアと貿易覚書一－27日からジャカノレタで始められた第2同シンガ

ポーノレ，インドネシア合同貿易経済委員会は30日次の共同声明を発表した。

(1) シ政府は今後とも引き続きイからシへの非合法輸出を減少させるよう積

極的に行動するものとし，必要な規制手段を検討する。またこの趣旨をシ側の

貿易，銀行，海運等関係者に十分撤底させる。

(2) 正式な運賃・積取比率協定の結論は保留事項とし，当分は双方の法規に

従って海運業者が個人ベースで協定を結ぶことを認める。なおこの民間協定は

さしあたり 6ヵ月聞を超えないものとし，また両国に基地を有しあるいは両国

に登録された船舶を使用するとの規定を含むものとする。

(3) シ政府はイ政府の最近の外国投資促進策を歓迎し，イの合弁企業やイ産

物の仕別け，加工その他へのシ業者の参加を奨励する。

(4) 従来の常設委員会を廃止し代りに合同委員会を設置する。委員数は各政

府とも10人とする。貿易，海運，経済協力をさらに検討するため特別委員会を

設立する。
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マレーシア（ 7月】

マレーシア，シンガポール

マレーシア

1 日 Vマ二シ聞に通常の出入国管理手続き始まる一一シンガポールは7月1日より

西マレーシアとの聞に通常の出入国管理手続きを開始した。なおマレーシア側も

同じ手続きを 1日より開始すべく準備していたが，間に合わなくなったため，さ

る6月28日これを 9月1日以降にすることになったと発表した。マレーシアはシ

ンガポールもこれに従うよう要請したが後者はこれに応じなかったものである。

従来のマコシ聞の移動は身分証の提示だけですんだが， 1日以降マレーシアに

入国すべくシンガポールを出国するものは特定パス restrictedpassportか身分

保証書 certi五cateof identity （赤色の身分証保持者の場合〉を所持せねばならな

くなった。シンガポールに居住するマレーシア市民は再入国許可証を得てからシ

ンガポールをIH国せねばならなくなった。 （、ンンガポール66年7月15日参照）

2 日 V毛沢東切手，ムアールで押収さる一一ムアール警察は2日市内の雑貨店や露

店で大量の毛沢東切手を押収した。この切手は学校児童のTikam遊び（ 5セント

払って袋の中から随意の品をとりだす〉の景品として渡されているといわれる。

なお4日，セランゴーノレ州の SungeiBesar村・でも同じ手入れが行なわれた。

3 日 T, PMIP国会議員殺害さる一一ケランタン州 PasirMas Ulu区選出の Abdul

Samad Gul bin Ahmad Mianji国会議員は3日コタパルの党本部を出たところ

で何者かに刺殺された。

なお補欠選挙（ 8月 19日〉の立候補届出は 25日に行なわれ， PMIPからは

Tengku Zaid bin Tengku Ahmad (35才）， Umnoからは Husseinbin Ahmad 

(33才）が立つことになった。有権者は2万3618人でほとんどマレ｝人。

4 日 Vラーマン首相， 5ヵ国防衛会議を提唱一一ーラーマン首相は英軍撤退問題を討

議するため 4日ロンドンに向けて出発するに先立ち， 「イギリス軍撤退後の防衛

問題を討議するためマレーシア，シンガポーノレ，オーストラリア，ニュージーラ

ンド，イギリスの5国が防衛会議をひらくことを提案する。個々の国が話し合っ

ても何の役にも立たなし、j と語った。
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なおラーマン首相には’fan蔵相， A. Kadir国防次官， Ghazali.外務次官，

Thong経済計阿局去が随行してし、る。ラーマン首相は 10日英首脳との会談が終

ってから，その後もロンドンに滞在し 31日になって帰悶の途についた。一方，

Tan蔵相は12日クアラルンフ。ーノレへ帰着した。

V「英軍撤退は対決前のレベルまでに」一一ロンドンに到着したラーマン首相は

次のように語った。

英軍撤退は対決前の状況でやめるべきで，そこまでなら，大変満足である。

マレーシアは撤退の経済的影響には容易に対処できょうが，軍事的にはかなり

影響があろう。現在は直接外部からの脅威には直面していないが，もし潜在的

にも侵入者がいるとすれば自己防衛の意志を示す必要がある。

5 日 T ASPAC第2回会議一一第2回アジア・太平洋会議 ASPACは5日からパン

コクで始めちれたが，これに出席したマレーシア代表の KhirJohari教育相は6

日「マレーシアはこの会議が自由討論の場となることを望み，加盟を希望する国

に門戸が閉されるべきではないと考えるJと語サた。

なおノミ〉コクのオフ令ザーパーによると，マレーシアの関心はASAの方にあり，

ASPACか九は何も望んでし、ない，とし、われるの主た Khir教育相は4日「われ

われは ASPACが軍事的・政治的集りになることを期待してし、なし、Jと語〆》た。

Vオランダ，東海岸地方開発協力を決定ー オランダの技術コンサルタント会

社（Nedeco）はマレーシア政府とオランダの対マ開発計画援助に関する協定を結

んだ。これによるとオランダ政府は，東海岸地方の開発見透しの調査および経済

開発のマスター・プラン作成のため 150万ドノレの無償供与を行なうこととし，一

方マ政府は現地施設，現地傭員等の費用18万ドノレの提供を行なうこととなった。

本件調査は1969～75年と， 69～90年の2期に分けトレンガヌ州の経済問題の分

析見透し，州全体の巨視的経済計画などの立案を行なうこととし，まず69～75年

における個々の計画の策定と見積りを行ない，州、｜経済開発公社のオイノレ・パーム

計画と Besut濯概計画を第 1にとりあげている。（ 4月29日参照）

6 日 V新通貨流通状況一一Ismail中銀総裁の発表によると， 6月未現在の新通貨発

行高は2億5620万ドノレになった。なお 7月29日の発表では15日までに 3億2360万

ドル， 26日までに4億ドル以上となった。

8 日 V労働党員逮捕さる一一マラヤ労働党ペナン支部の党員が3人国内治安法で8

日未明特別警察に逮捕された：－陳福興 TanHock Hin州議員，謝思亮 Cheah

Sao Leong支部組織局員，洪森合 AngSim Hup支部党員。なお12日にも同党
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員甘幼華 KamYue Nen去が逮捕された。 また25日にはケダ支部党員朱斉英

Choo Chee Y ergも逮捕された。

9 日 Vサラワク Snapとサバ Upkoの会談一一一サラワク国民党 Snapとサパ・カダ

ザ、ン党 Upkoとは6日からジェスルトンで会談を行ない，次の声明を 9日発表し

た。 （当初 Upkoの D.Stephens党首はこの会談を「東マレーシア統一戦線結

成」のため，と発表したが， 9日の声明はこれについて何もうたっていない。）

(1) マレーシアが成功するためには，連邦政府がサパ，サラワクの異なった

地位を認める必要がある。

(2) 両党問の協力関係を極大化することをうたった協定を実施にうっすため

連絡委員会を結成する。

(3) 両州の両連合党は両外！の諸権利をなきものにしようとする大連合党の計

両に従属している。

μ） マレーシアのイメージをこわしたものは連邦政府の両州に対する新植民

地主義的アプローチによるものである。

10日 V 自動車輸入関税を一時輸入割当制に占一一Lim商工相の発表によると，さる 5

月に設立を承認した六つの自動車組立工場の建設が遅れてU、るため， お月 1日以

降実施を予定していた：30%の輸入関税制は昨年2月以降と同様の輸入割当制にき

りかえるられることになぺた。 （輸入削減の方が関税よりも価格が上昇しない，

と判断したもの。（66年2月24日， 9月 1日， 67年5月11日など参照）

11日 V労働党の抗議デモ一一一マラヤ労働党クアラルンプール支部は，さる 8日ペナ

ンで逮捕された同党員の釈放を要求して内務省へデモを行なおうとしたが，警官

隊に阻止された。一方ペナンで10日夜約1000人の党員が市内の党本部で抗議集会

を行なった。

Vサバ91M，統一所得税法に反対一ーサノ吋M政府の 3閣僚は先月の国会に提出さ

れた統一所得税法について11日ラザク副首相と会談した。サパではまずUpkoの

Stephens党首がこの問題に火をつけ（ 6月号参照〉，その後中華商会や労働組合

までもがこの法律に反対するにいたり， 3閣僚とラザク副首相の会談にまで発展

したもの。サパ側はサパの所得税が西マレ｝シアのそれと等しくなること自体に

反対はしていないが，ただ時期はもうすこし遅らすべきだとしている。

なお Tan蔵相は21日，この法律の改訂を考慮するだろう，と発表したo

vブルネイの石油生産再び上昇へー一一ブノレネイの石油町 Seriaからの報道によ

ると，同国の原油生産量は63年ごろ資源の枯渇から日産6万3000パ｝レル（年間
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約３００万トン）程度に低下したが，最近海底油田の開発が成功し，現在は１０年前

の日産11万7000バーレノレ（年間約問｛）万トン）に，急速に近づし、てし、るといわれ

る。海底油田の採掘地点はブルネイ沖7マイルの SouthWest Ampaといわれ

るところで，現在でもここ 1ヵ所だけでH産5万バーレル近くを生産していると

いわれる。

13日 V労働組合登録局年報ー1:3F3 /1＼版された労働組合登録同年報は，次のように

いっている。

マレーシアには同業・同種の労働組合が多数あり，その原因に労働組合法と

登録局の活動が批判の対象として挙げられている。しかし実際は各労組指導者

間の地位確保欲が原因とされねばならない。 MTUCは労組数の多いことを批

判してはいるが，労組側自身がこれを少なくしていく努力をはらった形跡は見

られない。 MTUCには89組合， 21万5171人が参加しており， 66年 3月末現在

の総組織労働者数30万8305人の約70%を代表している。

労働省は昨年 MTUCに対し労組再編案を示したが， MTUC側は政府がま

ず多数の組合の登録をとり消すべきだと主張し，白からは積極的活動に出てい

ない。

Vマレーシアの外資一一一オーストヲリアを親善訪問中の NgKam Poh副蔵相

は次のように語った。

マレーシアはイギリスに対し2億5000～3億ポンド（21億4250万ドル～25億

7100万わりを投資している。われわれはこれをオーストラリアにも振りわけ

で投資するよう要請されたが，これは断った。一方イギリスはマ＝シ両国に毎

年 1億～ 1億5000万ドノレ（ 8億5700万ドル～12億8550万ドル）を費しているo

v壁新聞，サラワクに現わる一一一クチン警察によると， 13日サラワク第3省都

のシブで紅衛兵スタイノレの壁新聞が発見された。その内容は毛主席の全面支持と

Tawi Sliサラワク州首相および連合党政府非難とからなっているとU、われる。

14日 V労働党，再び抗議デモ一一マラヤ労働党ベナン支部はさる 8日の党員逮捕に

抗議して，約1000人の抗議集会を行なったO また同夜約 300人が市内にデモを行

なったところ，市警察側はこれを一街路内に封じ込め9人を逮捕し，催涙弾など

を投げ込んだ。

Vブルネイ，閣僚制度導入を拒否一一イギリス植民地省14日の発表によると，

訪英のブノレネイ・スルタンはブノレネイにおける関僚制度導入と憲法制定会議開催

とを拒否した。
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16日 ’漁民紛争再発一一一ペラ州ディンディンス地区で、さる 2月にひきつづき再び沿

岸漁民（PantaiRemis）とトローノレ漁民（Pa時 kor島）との聞に紛争が発生し，

付近5ヵ村に外出禁止令が出された。 TheStraits Timesによると， トロール漁

船の基地たる Pangkor島にはトロール漁業に使用しうる魚船が70隻あるのに対

し，許可証を有するのは10隻にすぎない。また今年 1月の漁業（改IE）法により

トローノレ網の所持が許可制になったが， トローノレ漁船所持者にのみトロール漁網

の許可証が与えられるのかどうかが明らかでないため，違法操業が行なわれる可

古B’性がある，としている。

17日 V英連邦諸国以外の資本移動を自由化一一為替管理当局は17日国内各銀行に対

し「封鎖勘定制Jを同日以降廃止するよう通達した。従来スターリング地域外諸

国の居住者による投資は，倉IJ始産業会社に対するものについてのみ本国引きあげ

が認められていたが， 17日以降はこれら（ローデシアを除く〉居住者のマレーシ

アに対する投資の売却代金は為替管理当局の承認を受ければ引上げが可能となる

ことになった。 なお現在の封鎖マレーシアドル勘定の残高は対外勘定（External

Account）へ振替えが出来るようになった。

この措置はスターリング地域以外の固との資本移動の自由化を促進することに

より，これら諸国からの外資導入を奨励することが目的である。なお同日，シン

ガポールも同じ措置を発表した。（シンガポール17日参照〉

V人民党中央委員逮捕さる一一一人民党中央執行委員の曽国幹 ChanKok Kan 

氏（セランゴール副支部長）が17日夜園内治安法で逮捕された。

18目 Vイギリス極東撤退計画を発表（白書〉一一一資料参照。

v労働党ペナン支部長，国会議員をやめる一一林建寿 LimKean Siew労働党

ペナン支部長は18日，政府の民主主義弾圧に抗議して国会議員およびベナン州議

会議員を辞任したO

19日 Vサパ連合党大会町一19日夜ひらかれたサパ連合党大会で TunMustapha bin 

Datu Harunが同党委員長に選出され，また Upkoの離党が完全に承認された。

V中華商会連合，血債妥協案を拒否一一中華商会連合 ACCCは19日の緊急総

会で，さる 5月26f3 H本政府とラーマン首相との問で合意した血債問題の解決案

を拒否し当初の要求 (1億3000Jjドル〕を貫徹する上う求めることを決定した。

(6月23日参照）

21日 V 日本大使交替一一一日本政府は21日の閣議で，駐マレーシア大使甲斐文比古氏

を駐オーストラリア大使に，また駐エチオヒ。ア大使小島太作氏を駐マレーシア大
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使にそれぞれ任命した。小品氏（55才〉は60年アジア局参事官， 61年フィンラン

ド公使， 62年同大使，また64年12月から現在までエチオピア大使であった。

Vラザク副首相，サバ訪問一一ラザク副首相は21日午後サパを訪問し，州上級

公務員を前に「政府は州公務員が政治に干渉するのを許さない。選挙後Upko党

員が，マレーシア結成のド準備となった政府問委員会報告の諸事項が道守されて

いないとして騒いでし、るのは遺憾である」と語った。また｜司副首相は， 22日のサ

パ・ラジオ放送で次のように諮った。

qi央政JHは政府｜問委は会報告の精神や字句を破ったことはなU、。サパの開発

文LL¥は1961～6:lij＇.に8000Jjドルであったが， 64～65年にはこれが 1億9200万ド

ルとなった。これは 1人当りにすると95ドノレで，凶マレーシアではこれが29ド

ルとなってし、るQ また64～66年にサパからt{l央政界fに納められに税金の総額は

2億0800万ドルで、あるが，一方中央政府は同州に対し3億2400万ドノレを支出し，

このうち 2億0200万ドルが防衛費であった。

22日 l MIC，血債の日本案支持一一一マレーシア・インド人会議 MICの第20凶大会

に出席したSamban than党首は「血債問題はラーマン首相によって友好精神のう

ちにすでに解決された。 ACCCがこの問題をこれ以上追及しないことを望む」と

語った。（19日参照〉

27日 V新投資奨励法導入か一一Tan蔵相は， 27日の MalaysianAssociation of the 

Chartered Institute of Secretariesの会合で次のように語った。（なお17日参照）

政府は近く現存するすべての投資奨励関係の諸法をひとつにまとめるような

新法 InvestmentIncentives Actを導入するだろう。この法律はマレーシアに

おける製造業や農業に健全で魅力的な金融環境を作り出すだろう。政府は民間

部門での資本投資の促進が必要だと考えている。

この法律は少し前に投資関係問題で設立した委員会の報告にもとづくことに

なろう。この報告は包括的なものであり投資ばかりでなく，輸出についても適

用しうるような全段階の奨励策を含んでいる。またそれは関税保護，現行創始

産業の改訂および産業促進の新措置につし、ても勧告している。

28日 l IFCと MIDFL，マラヤワタへ出資きまる一一ーさる 5月試運転に入ったマラヤ

ワタ製鉄所は28日，国際金融公社 IFCとマレーシア産業開発金融会社 MIDFL

との間で借款・投資協定を結んだ。これにより IFCは借款750万ドノレと投資310

万ドノレを，また MIDFLは借款240万ドノレと投資220万ドノレを，それぞれ行なう。

(65年8月 1日， 67年5月20日参照）
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Vバトゥ・パハト橋完成一一ジョホーノレ州パトゥ・パハト市を流れるシンパン

川に有料橋が完成し， 28日開通式が行なわれた。（380万ドルフ 645フィート）こ

れでマラッカからジョホール・パノレへは 1ヵ所の渡舟場もなくなったわけ。

29日 Vサラワクに中銀支店一一中銀第4番目の支店が29日クチンに開設された。

（本店クアラノレンプーノレ，支店ペナン，ジョホーノレ・パlレ，ジェスルトン，クチン〉。

Ismail総裁によると現在サラワクにi土商業銀行が社数18，；事業所数24あり，総預

金額は 1億4650万ドノレ， うち６９．２％の８８３０万ドルが借し出されている。

, Mara長官にマラッ力州首相一一ラザ、ク副首相の発表によると， Mara（原住

民信託会議〉の長賞に AbdulGhafar bin Babaマラッカ州首相が9月 1日以降

就任することになった。従来は FLDAの Taibbin Haji Andek長官が代理で

つとめていた。

30日 V民主行動党書記長かわる一一民主行動党の DevanNair書記長（43才）が辞

任した。後継書記長には呉福源 GohHock Guan副委員長（同党セランゴーノレ

州支部長〉が転任し， さらに新しく 2人の副書記長（Dr.K. S.Dass同党ジョホ

ーノレ州支部長と DaingIbrahim）がおかれることになった。

シンガポール

1 日 V英軍撤退問題一一 6月20日以来ロンドンを訪問し英軍の極東撤退問題を討議

してきたLee首相は 1日の記者会見で次のように語った。（なお 6月27日参照）

今回の英首脳との討議で、は英軍撤退の及ぼす短期的な問題よりも東南アジア

の防衛と治安という長期的問題をとりあげてきたりこの討議が成功か不成功か

は7月中旬に発表される予定の英国防白書が出るまで分らない。ウィノレソン首

相とその同僚たちは，極東とシン：えfポールの情勢をよく理解してくれたが，労

働，保守両党の若手議員は英国の経済問題をスエズ以東の防衛即時停止で解決

すべきだとしてU、る。しかしもし即時撤退が実施されれば英国の経済自身が深

刻な影響をうけるだろう。

アデンの撤退が紛争に発展したのは，撤退の時期を明確に発表したからであ

り，これには注意を要する。

2 日 V英海軍基地の後に，民間造船所建設か－TheStraits Times 2日はロンド
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ンから次のように伝えている。

現在のシンガポーノレ海軍基地に，民間の造船・船舶修理工場が建設されるか

もしれない。この計画はさる30日に Lee首相とイギリスの大造船会社 Swan

Hunter造船グループの SirJohn Hunte氏との会談でもち出されたものと信

ぜられる。会談の結果は発表されていなし、が，ある筋は現在シンガポー／レ港湾

局の乾ドックを経営している SwanHunterのi円動が拡大される可能性はある

としている。

Vシンガポール使用者協会人事一一－SingaporeEmployers Feιlerationの新役

員は次の通り：一一会長G.C. Thio (Bata Shoe Co. Ltd.の personnelmanager), 

副会長林雄傑 LimHong Keat，日 G. Waller。

5 日 V リ一首相，帰国後初のテレビ記者会見一一一3日ロンドン上り帰国したLee首

相は 5日3人の外国人記者と英軍の撤退問題でテレビ会見し要旨次のように語

った。

1. イギリスは過去 150年間いわば東南アジアの一風景であり，その一部で

あった。したがって誰れもがその存在には反対していないし私が英軍の突然

の撤退を遺憾に思ってもおかしくないほどのものであった。

2. 英軍の撤退が将来必至であり，またわれわれ自身も他人に防衛を頼みた

くないとしても，その能力をつけるまでの聞は猶予期間は与えちれてしかるべ

きだったと思う。イギリスはそのスターリング資産の3分の 1たる 7億5千万

ポンドを極東に負っているのだかち，撤退問題も商取引のように行なわれるべ

きである。

3. 1970～71年までには 1万5000人の現地人労働者が失業するだろうが，こ

のうち 8～9000人は非市民である。かれらは再び職を見つけるととが出来れば

労働許可証が与えられ上うが，そうでなければ，それぞれの本同に戻ちねばな

ちない。われわれ向身については，ただ座して何もしないでいるつもりはない

から， Mらかの解決法を見出しうるものと，思う。 1675年主ではまだ9年もある

それはおそんく大変違った世界になっているだろう。

4. 米軍の代替進駐についてはその有利さを見出しえない。国内にも国際的

にも困難な問題が予見されるし，アメリカ人自身これ以上この地域に関係する

ことを望んでいなし、だろう。もしわれわれがアメリカの進駐を歓迎すれば，イ

ギリスはますます離れて行くだろう。

8 日 V英軍基地労働調査一一－TheStraits Times 8日は同社がこのほど行なった英
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軍基地労働組合の労働力調査を次のように発表した。

Naval Base Labour Union ：一組合員9150人，熟練工6000人，半熟練工1000

人，非市民2700人うち1400人が熟練工。

Army Civil Service Union （委員長 V.R. Balakrisha）：一組合員 1万2000

人，熟練・半熟練工7000人，非市民1500人うち800人が熟練工。

Air Ministry Local Staff Union ：一組合員4800人，熟練工3000人，半分以上

が非市民。

Admiralty Local Staff Union （委員長 PeterVincent) :4且合員700人，非

市民約150人。

V「青少年の左傾化防止対策をJ一一－－OngPang Boon教育相は8日新加域華校

聯合会20周年記念式に出席し次のように語った。

Barisanの反国家分子はとくに中国人系学校の13～14才の生徒を利用して反

国家，反人民的闘争を続けている。これらの生徒達はポスターはり，スローガ

ンの連呼，街灯の破壊，公共財産の破壊などをやり，一方その煽動者は事務所

にかくれている。

Barisan反国家分子の目的は安定かっ繁栄せる社会に混乱を起し，建設事業

を阻止せんとするものである。教師はこの点で生徒達に理非曲直を教えること

ができるはずで、ある。遺憾なことだが中国人系諸学校の理事会はこれちの問題

に沈黙を守っている。諸教育機関は父兄に対し生徒達にもっと関心をもつよう

よびかける運動を起すべきだ。

10日 ’水道用ダムの新設一一公共事業庁 PUBの発表によると， Seletar川上流に

新設される水道用ダムは現在の Seletarダムの容量 1億5000万ガロンの30倍に当

る45億ガロンになる予定。建設費は諸設備を含めて1790万わレ。なお 6月のシン

ガポールの水消費量は8810万ガロンであった。

14日 Vシンガポール軍に行動規範できる一一Goh国防相は 14日シンガポール軍人

の守るべき次の六つの行動規範を発表した。

1. 国家を尊敬し国家を支えるためには何もいとわない。

2. 市民の保護者たることをたえず銘記する。

3. 軍隊に忠誠であり，配属各部隊，制服，規律に誇りをもっO

4. 模範的行動をとり，これにより他人の尊敬をうる。

5. 勇敢，冷静で，義務に自己をささげる。

6. 武器を秘密のごとくに守る。
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16日 V陸軍訓練学校第 1田卒業式一一-66年はじめに設置された、ンンガポール陸軍訓

練学校 SingaporeArmed Forces Training Institute （ジユロンの PasirLaba 

Camp）の第 1回卒業式が16日行なわれた。第 1凶卒業生の117人は来月結成され

る予定の第3，第4大隊に配属される。

17日 V英連邦諸国以外への資本移動を自由化一一シンガポーノレ政府は16日，（1）封鎖

勘定；li!Jの廃止，（2）シンガポーノレ居住非市・t－（；による英連邦諸[14以外への送金枠 (1

家族5000ポンド二 4万2850ドル）の廃止 ーを発去し17Ll以降実施することとな

った。

これは主に，品近fギリスがlnJじく封鎖勘定を応11；したことでシンガポールも

その存続に意義をもたなくなったこと，および資本移動の自由化による外資導入

を狙ったものと思われる。

従来は為替管理法により，非居住者の株式証券完去ll代金は直ちに他の株式証券

に再投資させるか，あるいは封鎖勘定に振り込まれるかのこつの方法しかなかっ

た。後者の場合においてこれをスターリング地域以外の通貨に変えるためには，

スターリング地域の証券を得ょうとする非スターリング地域投資家との間でこれ

を交換することが認められていたにすぎ、ない。

V警察パト・力一，デモ隊に襲わる一一警察の発表によると， 17日夕刻Tiong

Bahru地区 KimTian通りで Barisan系青少年約200人のデモがあり，これに

駆けつけた警察のパト・カーが包囲襲撃された。

18日 Vイギリス，極東撤退計画を発表（白書〉一一資料参照。

T Lee首相，基地労組と会談一一Lee首相， Jek労働相， PangTee Pow労

働省次官は，英軍撤退問題について基地労働組合の代表14人と会談した。会談後

の記者会見でLee首相は次のように語った。

撤退問題について卒直に語り合った。その結果1rLj)Jとも混乱をさけかつ余剰

基地施設の利用を極大化するためこの問題を用性的かっ慎重にとりあっかうべ

きことで合意した。われわれの長大の義務はシンガポーノレにしか依り所のなし、

市民の利益を保護することであり，余剰労働力に対し職業訓練の機会を与える

よう努力する。

23日 V基地労働力の解雇は非市民から一一Jek労働相は， ArmyCivil Service 

Unionの第20周年記念式典で次のように語った。

基地縮少による労働力の解雇は，まず非市民から行なわれねばならなし、。非

市民がシンガポールで、再就職することは非常に難しいので，もし家族が出身国
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に現在とどまっているのなら帰国を勧める。

25日 V韓国と合弁トロール漁業一一一シンガポールは同国を訪問中の韓国東南アジア

貿易使節団との間で， トロール漁業の合弁事業について合意に達した。これによ

ると，来月から韓国のトロール漁船1船団（ 9隻）がシンガポーノレ港を基地とし

て同地の民間会社および経済開発庁とともにトロール漁業を進める予定である。

27日 干香港資産凍結を解除一一シンガポーノレ政府は27Fl，香港資産の凍結を28日以

降解除すると次のように発表した。

現在の為替管理法によるとシンガポールで、保有される香港居住者の資産は為

替管理局の事前の許可なしには処理できないことになっている。このためスタ

ーリング地域内で自己資産の自由な運用を認めちれるべきはずの香港居住者は

不必要な制約をうけている。

政府はしたがって明28日以降この法規を廃棄することになった。香港居住者

は今後為替管理の点で他の連邦諸国民と同等に扱われよう。

なお TheStraits Times 29日はこれについて「この法規は1950年にイギリス

がポンド地域からドル地域への資金の流出をふせぐためにつくったものであった

が，香港自由市場での換金はあい変ちず続いており最初から効果はなかった。こ

のため多くの国々はひそかにこの法規を廃棄するようになった。この意味で今回

の措置はむしろ遅すぎるものではあるが，今後のシンガポールへの投資奨励とい

う点で、は役に立つだろう」と述べている。

28日 T Lee首相， 10月に訪米一一Lee首相は10月17, 18日ワシントンにジョンソン

大統領を訪問し会談の予定。

30日 V警察マイクロパス，デモ隊に襲わるー←警察の発表によると 30日午前 Toa

Payoh地区住宅団地内の警察署（固定マイクロ・パス）が約250人の Barisan系

青少年デモ隊に襲われた。逮捕者なし。
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イギリス国防白書

(7月18日，以ドは TheStr，正1itsTimes 19日と APおよび AFP通信から作成し

たもの。）

(1) 1970年代半ばまでに，英軍の規模を現在の41万7360人から38Jj0100人に減

らす（海軍9万7050人を 8万8400人に，陸軍19]j6200人を18万1200人に，空軍12万

4110人を11万0500人に一一一以上AFP。一方 TheStraits Timesは41万7000人から

約 7万5000人が削減される，としてし、る）。これによりそのころの国家予算は64年

価格で現在より約3億ポンドすくない18億ポンドとなろう。

(2) 英軍は1970年代半ばにシンガポーノレ，マレーシアの基地から全面的に撤退す

る。香港については駐留部隊を維持し，場合によっては増強もする。 68年 1月南ア

ラビアから完全に撤退する。ただしベノレシャ湾駐留軍は小規模ながら増強される。

キプ。ロス駐留軍は本年中に削減し，またマノレタ駐留軍の削減計画は71年末まで、に完

了する。欧州、｜ではソ連からの攻撃の見込がないので，駐独連合軍の一部を世界の他

の地域に配置替えし，危機が起れば西独に帰させるのがよいと思われる。

(3) マレーシア，シンガポール地域で現在英軍基地に関係するものは現地人労働

者を含めて約 8万人である。インドネシア対決終息にもとづく撤退計画の一部とし

て， 68年4月までにはこれが7万人となるだろう。また70～71年までにはさらに 3

万人削減され， 4万人となるだろう。この4万人のうち約半数は現地人労働者であ

る。

かくして70年代初期に同地域に残留する英軍部隊は水陸両用部隊を含む海軍と空

軍，それに若干のグルカ兵（マレーシア）となるであろう。これに伴う基地縮少に

ついてはマ・シ両政府と密接に協議し，両国の経済調整に財政援助を与える。シン

ガポール防衛を含むマレーシアとの相互防衛協定下の諸義務は遵守する。英連邦予

備軍にはひきつづき実質的に貢献する。

70～71年以後の計画は以上ほど詳細とはなり得ないが，数年間の縮少は相当なも

のとなるであろう。われわれはこの縮少が整然と行なわれるよう決意する。これに

より英連邦友好国は自己の計画を調整し，またマ・シ両国は必要な経済推移をよど

みなく行なえるであろう。

われわれは70年代半ばまでに完全撤退を計画している。その正確な時期は東南ア
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ジアにおける安定のための新しい基礎づくりと，極東におけるその他の諸問題の解

決との進渉状況にかかっている。

マ・シ両地域から撤退したとしても英国の防衛力に依存する悶やその他の条約上

の義務がある以上，極東で軍事力を行使する必要がー切なくなったとはいえない。

したがって常備駐留軍が撤収した後も，必要があれば戦力を維持することも計画し

ている。この戦力の性格，規模，動員方法は現在正確に決める必要はない。しかし

大まかにいえば，この戦力は英本国に駐留する若干の 3軍部隊と，おそらく極東に

配置される若干の海軍，水陸両用部隊とになるだろう。

μ）東南アジア条約機構SEATOの諸義務は遵守するが，その諸計画に割り当て

られる兵力は異なってくるだろう。

(5) 極東における戦力配備の転換の主要な理由は，①経済状態の切迫，②欧州へ

の接近政策の助長，③北大西洋条約機構 NATO, 中東および極東における戦略の

変化，⑨極東地域各国の自衛力向上ーーなどである。

航空輸送力の発達，友好国の防衛力向上などからみて，英政府は次のような結論

に達した：－①欧州以外の友好諸国は自衛力を強化しているので，英国はこれら諸

国に最新兵器を提供することが最も有益な貢献となる。②同定した基地，設備を維

持するための兵員，費用は将来の軍事行動にとってふさわしくない。
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マレーシア

3 日 f Boestamam氏，人民党党首を辞任一一一Boestamam氏は3日， 8月 1日以降人民

党党首を辞任，と発表した。今後はロンドンで法律を学ぶ予定。 (1月10日参照）

4 日 Vラーマン首相の帰国一一一ラーマン首相はロンドンでイギリスの極東軍撤退問

題を討議したのちトノレコ，イランを経由して 4日クアラノレンプーノレに戻った（ 7

月4日参照）。同首相は空港で次のように語った。

l. 私の印象では英軍の撤退は経済的要請によるものではなく，ヨーロッパ

との今後のつながりを重視したからである。

2. 英軍撤退後の防衛問題についてオーストラリア，ニュージーランドと会

談したい。

3. イギリスは1970年代後も空軍と海軍で、マレーシア防衛に協力するといっ

ているので，あまり心配していない。しかしもしかりに中国のような明らかに

対抗することの不可能な国が攻めてくれば，勝ち目はないし国内を戦場にする

のも好ましくないので降服することとなろう。

v米買付けを 4g,1,1でFAMA管轄に一一一政府官報によると，昨年10月以降セラミ／

ゴーノレ州の KualaSelangorと Sabak Bernam地方，ベルリス州， ペナン什f,

およびペラ州クリアン地方などで実施してきた稲・米市場販売庁による米の独占

的買付け計画（米作者に正当な価格を保証するためのもので米は同庁の許可した

代理業者のみが買付けることができる）を今後セランゴール，ケダー，ペラ，ケ

ランタンの各州全体でも実施することとなった。 (4月号資料参照〉

8 日 V東南アジア諸国連合一一ASA3国にシンガポーノレ， インドネシアを含めた

東南アジア諸国連合 ASEANが8日バンコクで、結成された。 この結成会議にマ

レーシアから出席したラザ、ク副首相は，これより先きの 4日次のように語った。

バンコクでひらかれる 5ヵ国会議についてわれわれは，東南アジアの諸国が

社会，文化，経済の分野で一致協力することが必要であると考える。 5ヵ国は

みな発展途上の小国であり，密接な協力によって互に助けあうことができょう。

新組織は何者かに反対するというものにはなるまい。それは生活水準の向上を
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目的にしており，軍事同盟が目的ではないのだ。

9 日 v共産ゲリラ討伐でタイと合同作戦本部結成一一タイを訪問中のラザク副首相

は，第6回タイ＝マレーシア国境委員会に出席した。なお同じくこの委員会に出

席したタイの Prapart内相によると，間もなく南タイのソンクラにタイ＝マレー

シア合同作戦本部ができる予定である。 (65年3月の委員会では合同情報本部の

設立がきめられた）

v防衛問題一一ラーマン首相は閣議後の記者会見で「（さる 7月4日に提唱し

た） 5ヵ国防衛会議の開催について，私は個人的な招待状を各国首脳に送ること

にした。会議は閣僚級のものであり，クアラノレンプールでひらかれようJと語っ

fこ。

vタイ国境ニペラ川聞に来年から立入制限一一ベラ州政府 Osman首相の発表

によると，来年1月 1日以降タイ国境とベラ川聞の地域に立入制限がしかれる予

定である。これは共産ゲリラに対する作戦を容易にするための措置であり，この

地区の農民は12月以前に作物の収穫をすませ立ち退くよう命令されている。

10日 Vイギリスで、合成ゴム値下げ－TheFinancial Times 10日によると，イギ

リスの自動車タイヤ製造業者の形成する InternationalSynthetic Rubberは合成

ゴムの10%値下げ、を発表した。これは64年以来はじめてのことである。

v共通関税品目さらにひろがる一一大蔵省9日の声明によると， 10日以降発効

となる Customs(Malaysian Common Tariffs) Orderにもとづき新たに840品目

の輸入関税が，マレーシア全体で共通となることになった。これによると例えば

サパへ関税を支払って輸入された商品は，その後西マレーシアやサラワクへは無

関税で移動することが出来るというもの。また新法にはこのほか従来すでに関税

が統一された 800品目を表記している。なおこれら1640品目はマレーシア貿易分

類表の60%に当たる。

11日 V英軍基地労働者の縮少始まる一一一Manickavasagam労相の発表では，これま

で50人の英軍基地労働者が解雇通告をうけ，また600人が来年4月までに解雇さ

れる予定である。

なお，これに対して基地労働組合 WarDepartment Civilian Staff Association 

(5600人〕の S.J. H. Zaidi委員長は16日「解雇の条件を決める前に解雇を決め

たのは遺憾だo このままでは来月初めに全国的ストに突入するだろう。その準備

はすでに始められているJと語った。翌17日ラザ、ク副首相は WDCSA代表とこ

の問題について討議を行ない， 「政府は労働者が出来るだけよい条件を得られる
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ょう努力する。しかし交渉中にはストを行なうべきでない」と語った。

Y ASEANには防衛面もやー－11日バンコクの5ヵ国外相会談よりもどったラザ、ク

副首相は次のように語った。

今やわれわれは協力して自己の運命を形作ることとなった。これこそ外部か

らの干渉を阻止し，開発途上国として生き残る唯一の道である。数ヵ月したら

具体的な諸計画ができるであろう。マレ｝シアとしては， ASAの理念が ASE-

ANという新機構の中で新しい型と意味を与えられたことに満足している。

（マリク・インドネシア外相が10日「ASEANには防衛協定のできる可能性

がある」と語ったことに関連して） ASEANの目的のひとつは， “われわれ自

身の利益と国家生存のため”この地域の治安と安定とを確保することである。

今すぐ防衛協定ができるかどうかは明言しえないが，問題がある場合互に助け

合うのは当然である。

13日 Vケランタンg,1,1政府の財政状態一一ラザ、ク副首相が「ケランタン州国会議員補

欠選挙の応援演説で明らかにしたところによると，ケランタン州政府の67年度外！

予算は支出2300万ドルで、あるが収入は1300万ドルで－あり， 1000万ドルも赤字とな

っている。また収入1300万ドルのうち 700万ドノレは州財源によるものであるが残

り600万ドルは中央政府の交付金によるものであるO なお同州は銀行から 500万

ドlレを借りており p 今年中に返済がせまっている。

Vゴム価格低下問題一一－TheStraits Times 13日はゴム価格低下問題につき次

のように伝えている。

ゴム価格は今週ついに1954年以来最低の水準にまでさがってきた。 （注， 8 

月の最高は54対セント，最低は48%セントであった）しかも今週には合成ゴム

の値下げまでが伝えられている。ゴムは過去数ヵ月聞いろいろな原因で価格低

下を示してきた。なかでも最も重要なものはマレーシアにおける生産のいちじ

るしい増大である。

今年前半において生産は前年同期より5049トン多い42万5925トンに達し，ま

た期両国における 6月末現在の在庫は同じく 1万5230トン多い12万8704トンと

なった。かくして価格は6月57セント， 7月55セントで，また今週は53セント

であり，これは昨年の価格65Xセン・トに比して相当な下落である。

14日 V佐藤首相の訪マ日程きまる一一ラーマン首相の発表によると，佐藤首相は9

月21日マレーシアを訪問の予定。

15日 Vベナン州知事辞任一一RajaTun Udaベナン州知事は 15日州知事を 8月一
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杯で辞任すると発表した。なお後任にはもと駐日大使で現駐イギリス高等弁務官

の SyedSheh bin Syed Abdullah Shahabuddin氏（ラーマン首相の妹 Tengku

Habsahの夫）がきまった。

16日 ' 5ヵ国防衛会議の前にシンガポールと会談かー ラーマン首相は16日 15ヵ

国防衛会議を招集する自［jにシンガポールとこの防衛問題で、十分話し合いたい」と

語った。 （シンガポーノレ17日参照）

V血債協定の調印を拒否一ーさる 5月初日に妥結を見た日本・マレーシア聞の

血債問題は17日に最終調印が行なわれるはずであったが，マレーシア政府は16日

の閣議でこれを拒否した。すなわちラーマン首相は同日の閣議後次のように語っ

fこ。

④ 閣議は17日に予定されていた血債補償協定の調印を拒否する。協定は日

本政府当局に差し戻されよう。

② 協定のなかには，これを調印すれば，戦争中の日本軍の行動に対してこ

れ以上の補償をだれも要求し得ないという条文が含まれているからだ。私個人

として日本の賠償に満足しているのだが，閣内から今後の要求拒否について反

対が出た。われわれは凶民が法律の枠内で要求することを閉止することはでき

ない。

⑧ 日本と再交渉を行なう必要があるだろうが，私個人としてはH本政府か

ら提供される 2隻の船舶以上のものを求めていなし、。

④ (ACCCが1億3千万ドノレを要求して日本との再交渉を求めた点につい

て）私は日本政府に約束し，その約束を守る。私としては再交渉するつもりは

ない。 ACCCは好きなようにやればよい。

（注） 朝日新聞17日によると日本外務省はこれに対して，（1）本来血債問題は

国際法上の請求権ではなく，あくまで大戦中の日本軍の行動についておわ

びする「善意のジェスチュア」として処理されたものであり，協定が「日

本国とマレーシアとの1967年協定」と呼ばれ，協定中に「血債J「賠償」

の字句が使われていないのもそのためである，（2）協定は両国政府の関係を

しばるものであり，マレーシア国民が国内法の枠内で如何なる要求をしよ

うと，それを何ら規制しないのは当然である一ーとの態度をとっている。

17日 V血債協定に対するマレーシア側対案ー一一日本外務省筋の発表によるとマレー

シア政府は血債協定につき次の修正要求を提示してきており，日本側はその検討

を始めた。

(1）現協定には「マレーシア側の補償要求はこの協定で解決されたJとの趣
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旨の条文があるが，両国間には法的には「補償請求問題」が存在しない建前な

ので，この表現を協定に用いるのはおかしい。

(2) 協定によって，個人や法人などの補償請求放棄を規定することはできな

し、。

なお日本外務省はとの修正が協定の実質的内容や血債の補償金額を手直しする

性質のものでないとの見解をとり，協定が「両国は善意にもとづくこの協定に十

分満足したJとの表現をとることで合意することが可能かどうか検討中である。

一方，ラーマン首相は翌18日「新たに交渉を始めるかどうかは日本政府しだい

だ。もしそうなればわれわれは日本側に示す提案を検討しなければいけない」と

語った。

19日 V国会議員補欠選挙一一一ケランタン州 PasirMas Ulu区での国会議員補欠選

挙結果は次の通り（ 7月3日参照）・ー

1967年8月19日 1964年4月25日

Te昭 kuZaid (PMIP) 9733 I A. Samad Ahmad (PMIP) 9857 

Hussain b. Ahmad (ALL) 6931 I Hussain b. Ahmad (ALL) 5496 

有権者数 1万6914人 ｜ 有権者数

なおノξハン州、lRaubでの国会議員補欠選挙（Hussainbin To’Muda Hassan連

合党議員の死亡によるもの一一7月22日〉は立候補届出日の8月14日になって立

候補者が連合党の Hamzahbin Dato Abu Samah氏 1人であったため，同日同

氏の無投票当選がきまった。

20日 V労働党副書記長，党籍を追われる一一ーさる 7月12日逮捕されたマラヤ労働党

副書記長 KamYau Wah氏（27才，ペナン副支部長〉は19日，労働党の最近の

活動を非難する声明をだして釈放されたが，同党は20日これを理由に同氏を党か

ら追放した。

Vサラワク SnapとサパUpkoの会談一一サラワク国民党 Snapとサパ・カダサ

ン党 Upkoとは 7月につづき再び、会談を行ない，次の声明を発表した。 （今度の

会談は Upko側が9人の代表団をクチンに派遣し，当地で行なわれた。（ 7月9

日参照）

(1）両党は両州の権利闘争を協力して継続する。

(2) 共産党の活動を非難する。同活動に参加している者はオみやかにこれを

止めるべきである。
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(3) 中央政府のサパ，サラワクでの課税方針に反対する。とくに統一所得税

の導入はマレーシア結成前の約束を破るものである。

(4) サラワク州議会選挙の日程をすみやかに発表すべきである。

(5) 中央政府はサパ，サラワク問題の処理で犯したあやまちを認めるべきで

ある。

21日 ' 5ヵ国防衛会議は来年初めにー←ーラーマン首相はさきごろ提案したマレーシ

ア，シンガポール，イギリス，オーストラリア，ニュージーランド5ヵ国による

防衛会議は来年初めに行なわれる予定である，と21日の国会で発表した。

Vマレーシア国会一一国会が21～26日にひらかれ26動議， 32法案が通過した。

主なものは次の通り：－

第 1次一般補正予算1957万1405ドノレ，第 l次開発補正予算3371万8286ドル，

関税（修正）動議，所得税法，稲作農民（地租統制）法，会計士法，刑事法規

（修正〉法，軽犯罪（マレーシア〉 （修正）法，印紙税（修正）法，技師登記

法，測量技師登記法，マラヤ鉄道局積立金（修正〕法，物価統制（修正〕法，

市政局法令（修正）法，市議会（修正）法。

22日 Vマ政府の債務－Tan蔵相の発表によると，現在政府の債務総額は32億0100

万ドノレ（66年6月のそれは28億0630万ドノレ〉で， うち28億9800万ドルが開発計画

用となっている。なお65年における利子支払は 1億1800万ドルで， 66年はこれが

1億3200万ドルに達するものと予定されている。

Vサラワク州における中央政府の支出一一Tan蔵相が22日の国会で明らかにし

たところによると，サラワク開発計画における中央政府と州政府との支出内訳は

次の通り（66年7月23日参照〉：ー

中央政府 州 政 府｜同州、！の連邦税収

1964年 I 3,100万ドル I 1,200万ドル I s,soo万ドル

1965年 I s,600万ドノレ ｜ 900万ドル I 6,900万ドノレ

1966年 I s,soo万ドル ！ 500万ドノレ I 1,soo万ドル

23日 v政治犯 180人に大赦一一一ラザ、ク副首相兼内務相は23日ラジオ，テレビを通じ

て，政治犯180人を釈放すると発表した。またその人名は24日発表され，釈放は

即日実施された。うちおもな人々は次の通り：ー

M. K. Rajakumar：一労働党セランゴール支部長

Hasnul bin Abdul Hadi：一元社会主義戦線委員長，マラッカ市会議長， 65
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年2月以来逮捕・拘留。

Lau Kong Seng劉国勝：－Jinjang地方議会議長

Fong Swee Suan方水讐：－1932年ジョホール生れ， 1954年シンガポール

人民行動党 PAPの結成に参加， 1955年6月シンガポールの HockLeeパス会

社での労働争議で逮捕さる（45日間）， 1956年9月再び LimChin Siongと共

に逮捕され， 59年6月釈放さる。シ政府の労働省政治担当次官，副首相づき政

治担当次官を歴任，また Factory& Shop Workers' Unionおよび Singapore

Association of Trade Unionsの書記長， GeneralEmployees' Unionおよび

Traction Company Employees' Unionの顧問。 1963年2月逮捕さる。 66年10

月シ政府からシンガポールへの今後の入国を禁ぜらる。

Lee Tee Tong李思東：－1963年9月シンガポール国会議員（BarisanSo-

sialis）に当選，同10月ゼネストに連座して逮捕さる， 66年10月国会議員辞任。

Yap Ser Jin葉樹仁：ーもと BarisanSosialis中央執行委員， 1963年逮捕

さる。

Tan Teck Wah陳徳華：－SingaporeGeneral Employees' Unionの会長，

およびSATUの副会長， 1963年2月逮捕さる。 66年10月シ政府からシンガポ

ール入国禁止令を出さる。

v駐日大使きまる一一ー政府は23日，新駐日大使に現駐インド高等弁務官の Zai-

ton bin Ibrahim氏を転任させることになった，と発表した。 (4月14日参照〉

24日 V所得税納税者数一一Tan蔵相の発表によると，マレーシアにおける個人所得

税納税者数は約21万3500人であり，脱税が横行しているといわれる。

Vマ政府，国連事務総長のベトナム見解に反対－RahmanYa’akub土地・鉱

山相は24日の国会で， 「マレーシアはベトナム戦争が解放と民族自決のための国

民的闘争であるとする国連事務総長の考えに反対する」と述べた。

29日 T ASAの役割漸次縮少か一一東南アジア連合 ASAの第4国外相会議が28,29 

の両日クアラノレンプールでひらかれ，次の声明が発表された。

① 3国外相は ASEAN結成という状況にあって ASAの将来を検討した

結果，活動の重複をさけ，また資金的，人的資源の活用を極大化するため， A-

SAの諸計画がASEANによって採用しうるものであることに，原則的に同意

した。

② 3国外相は ASA諸活動の段階的解消の手続きに関し同意した。

③ 3国外相はマレーシアの ASA事務局が ASA諸計画を ASEANに移
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管する志向を ASEAN常任委員会に伝えるよう，同事務局に対し要請した。

(tt) マレーシア外務省筋によると，当面ASEANに移管され検討される計

画は次の通り：－5ヵ国間のヴィザ廃止，各国首都に商品展示センターの

設立，貿易博覧会，その経済協力。

30日 Vインドネシアと全面国交を回復一一インドネシアとマレーシアとは 30日夜

半，大使級の外交関係樹立を決定した。当面は現在両国に駐在している代表が代

理大使をつとめる。 （インドネシア側は Moerdani大佐，マレーシア側は Wan

Ismail bin Mohamed Salleh中佐）

昨年8月のジャカノレタ平和協定によると，インドネシアのマレーシア承認はボ

ルネオ 2州での住民の意志確認後となっていたが，インドネシア政府はサパ州選

挙後すでにサラワク州の選挙はなくてもマレーシアを承認するとほのめかしてい

た。 (4月13日参照〉

vボルネオ国境で越境追跡認めあう一一一インドネシアの西カリマンタン警察司

令官（ポンチアナクが本部） Gatot Soewirjo代将は， 29, 弓oの両日クチンを訪れ

マレーシア第3旅団長 Nazaruddin代将と会談した。 Soewirjo代将は30日帰国

に先立ち次のように語った。

サラワク国境のインドネシア側にはすでに対ゲリラ用に訓練した兵を配備し

である。今度の会談では国境地区の共同心理作戦やゲリラ情報のプールとにつ

いて取決めを行なった。今後は双方の軍がゲリラを追跡する場合，互に越境で

きるようになった。また兵姑・後方支援についても取決めを行なった。インド

ネシア側では広汎な地域に兵を西日備した場合物資補給が困難になるのでマレー

シア側基地からの補給を認めてもらった。インドネシア側では共産主義者の数

が増加しているが，かれらは武器に欠乏している。

v国営通信社発足一ーさる 1日国会を通過した法律にもとづき， 30日国営通信

社 Bernamaが発足した。会長は Azizbin Y eop氏。この日政府は同社への供

与 150万ドルのうち第1四分として50万ドノレを渡した。

31日 v独立10周年記念一一マラヤ連邦が独立してちょうど10年日の31日，全国各地

で記念式典が行なわれた。
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シンガポール

1 日 V開発公債発売一一一第2次開発5ヵ年計画（66～70年）用としての，開発公債

6000万ドノレ（第3回目〉が次の2種につき 1日から発売された：ー（1)5年満期，

利子5.}i%, (2)20年満期，利子5.%%，なお25日の政府発表によると，この公債

は2640万ドルの超過買付けがあってしめきられた。

3 日 Vシンガポールは世界最大の石油基地－ TheStraits Times 3日は次のよう

に報じている。

シンガポーノレはいまや石油の貯蔵，精製流通において世界最大の基地のひと

つとなっている。現在シンガポール水域には世界の 5大石油会社，すなわち

Shell, Caltex, Essa, Mobil, British Petroleumの精油所やタンクがある。 62

年から66年においてシンガポール港を通過した鉱物油は平均1500万トンにのぼ

り， 66年のみについてはこれが2000万トンであった。これは同港が昨年あつか

った総船荷の75%に当たることから考えて，その重要さが理解されよう。

また66年に同港を使用した石油タンカーは5200隻であり，前年比2490隻増と

なっている。さきの 5社のうちシンガポーノレに精油所をもつのは3社である。

8 日 V独立2年目の経済一一リ一首相は8日，独立2年目のシンガポーノレ経済を次

のようにのペた。 (66年8月号特記事項参照〉

シンガポールは1959年以来（PAPが政権についた年） 6--9%の成長率で発

展してきたがいまだ総労働人口55万人（うち 5万9千人は非市民）のうち 4万

3千人は失業している。この失業問題は当分解決できないかもしれない。しか

し過去の実績からしてわれわれは成功で、きる能力をもっている，といえる。昨

年の独立記念日以来は輸入は 8%，輸出は9%それぞれ増加した。製造業の純

産出量は18%増加し，また製造業製品の輸出も同じく 18%増加した。なお新規

企業あるいは創始産業の輸出高は70%も増加している。

外貨準備は昨年 11月から今年5月までの聞に 1億 3600万ドル（12%）増加

し， 11億7400万ドルとなった。また所得税と財産税はそれぞれ12%, 15%の増

加を示した。住宅建設庁の支出は 7%増加して 7千万ドルとなり，また公共事

業庁の支出は16%も増加した。

教育制度は変化しはじめ，今後は内容や質に重点がおかれよれわれわれは
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健康・がん健な生徒を，集団紀律と社会目的の怠識をもった生徒を，かつまた

白からの欲するものを白からの力で働いてかちとる意志のある生徒を，っくり

だすよう望んでいる。

当面の緊急事は1971年までに英軍基地の 1万5千人（その約半分が非市民）

が失職することである。また女中などとして働く女性約5千人も失職するであ

ろう。経済学者によると，失業問題を解決するためには毎年7千から 1万の職

を作りだす必要があるといわれる。

9 日 T第2回独立記念日一一シンガポール独立2周年にあたり，シンガポール全島

で盛大な式典が行なわれた。なおこの記念日のテーマは“RuggedSociety" （た

くましい社会）であった。

14日 V新期兵役招集はじまる一ーさる 3月28日から 4月18日にかけて行なわれた国

民兵役登録（1949年1月 1日から同6月30日までに出生したものを対象〉にもと

づく兵役招集が14日から次の日程で開始された。

(1) 14～22日， 10%のものにつき 2年間の兵役訓練。約 800人。第3，第4

歩兵大隊を編成。

(2) 30～9月2日 特別警察隊， 45%のもの。

(3) 9月4～8日 自警団 45%のものO

（注〉 実際に国民兵役登録に応じたもの，および今回招集されたもの数，は

発表されていないo

v中国系中学生約200人放校さる一一内務・国防省は14日，次の声明を発表し

fこO

最近約200人の中国系中学生が違法デモ・行進に参加し，学内の紀律を守ら

ず，また教師，校長らを殴打したかどにより学籍を奪われた。これらの青少年

は BarisanSosialisや親共グルーフ。に煽動されたものであり，学生達細胞の非

合法なネットワークはいまだ続けられている。学籍の剥奪は通常，その学生が

中等教育をうけられなくなることを意味するが，さらには今後有意義な社会生

活をも失うことを意味している。

しかしながらもし両親が政府に対し仁慈を求め，子供達に中等教育をさずけ

たいと思うならば，政府はこれをうけ入れ，そのような学生を NationalYouth 

Leadership Training Instituteにおいて 2月半住みこませて再起の機会を与え

るであろう。

16日 曹国防相と蔵相の入替え一一総理府の発表によると， 17日以降 Goh Keng 
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シンガポール（ 8月〕

Sw問国防相と LimKim San蔵相がそれぞれリストを交換することになったO

声明は次のように言っている。

2年前の国防省創設以来同省はシンガポール陸軍の性格と規模についての基

本的計画を完了した。首相は両相の役割の交換が有利であると考えている。現

蔵相は新国防相として，現在国防省から大蔵省に提出されている諸要求を正し

く査定できるであろう。 Lim氏は蔵相として現在そのような要求を支持してい

ない。一方 Goh氏は新蔵相として国防省の諸要求を全般的見地から査定でき

るであろう。

17日 V防衛問題でマレーシアと何時でも会談一一リー首相は，マレ｝シアのラーマ

ン首相の16日の発言に対して「シンガポールはマレーシアの会談であれ多国間会

談であれ喜んで応ずるJと語ったσ

' 佐藤首相の訪シ日程きまる一一シンガポールからの報道によると，佐藤首相

は9月25日午前～26日午後の問同地を訪問し， Lee首相と会談することになっ

た。

V リ一首相，ブルネイ訪問一一リー首相は，ブルネイ・スルタンの招待で17日

ブルネイを訪問し 19日帰国した（同スルタン次女の結婚式出席が一応の目的。

なお同じく招待をうけていたラーマン首相はこれに応じなかった）。

19日 Vソ連，東欧に貿易使節団一一シンガポールの政府，経済界の29人からなる貿

易使節団が19日夜モスクワヘ向け出発した（団長は SimKee Boon大蔵次官）。

一行は21日モスクワに到着しコマロフ副外国貿易相らと会談したのち， 26日には

デンマーク， 29日にはベルリンを訪問した。このあと東独，ポーランド，チェコ，

ハンガリー，ユーゴ，オーストリアなどを訪問の予定。 なお Sim団長は25日次

のよろに語った。

ソ連との会談は有益で、あり希望のもてるものであった。シンガポールはソ連

のトラクター，化学製品， 紙， トランジスター， 穀物などの輸入に関心があ

り，またソ連への自動車用チュープ，プロテクター，衣服，靴，カン詰食品な

どの輸入を希望している。来月シンガポ｝ノレで、両国間の貿易会談がひらかれる

予定である。われわれはとの際時計工場の設備を要請するつもりだ。

21日 V駐ホンコン高等弁務官きまる一一外務省はこのほどイギリス政府の同意を得

て香港に高等弁務官を置くことになり， 21日 LimKee Chin氏の任命を発表し

た。同氏は新加故中華総商会副会長林継民 LimKee Ming氏の兄に当たる。な

お問弁務官府は領事関係の仕事も行なう。
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29日 V駐タイ大使かわる一一駐タイ大使が陳鈎九 TanSiak Kew氏の辞任（ 8月

15日〉にもとづき何日華 HoRih Hwa氏（実業家， EDBのパンコク駐在代表〉

に変った。

なお 29日夕イの駐シンガポール初代大使 NibhonWilairat氏が着任した。従

来は PayongChutikul氏が代理大使をつとめていた。
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I 雇用増大への戦い（シンガポール〉

( The Straits Times 5日の特集記事より〉

今年になって海外投資家からのシンガポーノレへの工業進出に関する問合せはいちじ

るしく増加した。すなわち経済開発庁 EDBは1～6月の聞に 402もの問合せを受け

たが， そのほとんどは北米，ヨーロッパ，アジア，オーストララシアなどからの真剣

な内容のものであった。

この数字は昨年1年間の 140件をはるかに越すもので， 政府の失業対策としての工

業化計画にとってよい前兆となっている。たとえばアメリカだけからでも投資額は2

億ドノレがすで、に見込まれており、ンンガポーノレ工業化の主要なにない手として同国は急

速に進出してきている。

問合せの波は昨年12月の新年度予算演説の中で輸出産業に対する新免税措置が発表

されてから増大したものである。 またニューヨ｝クに投資促進センターを設立したこ

ともアメリカ人投資家の関心を高めるのに役立つている（67年4月24日の日誌参照〉。

現在はアメリカにおけるこの傾向をさらに高めるため， サンフランシスコにも投資促

進センターを設置しようという計画が進められている。

次に香港からの資本流入も増大を続けている。香港の企業家たちはシンガポーノレを

単により安全でより安定した地域としてだけではなく， 市民権が獲得できるという点

からも選んでいるのである。新市民権法によると，シンガポーノレの企業に25万ドノレ以

上を投資した外国人は永住の資格をうることとなり， 5年後には市民権を得られるの

である。香港の投資家たちはまたシンガポール政府に官僚主義のないことや，工業の

下部構造がととのっていること，および EDBのあらゆる段階における援助などにも

魅力を感じている。 また従来工業化推進の大きなにない手になってきた日本からの投

資は頭打ちの傾向を示しているが，一方従来比較的小さな役割しかはたしていなかっ

たイギリスは今や著しい関心を示しはじめている。 またインドネシアの投資家もオー

ストラリア人の場合のようにシンガポール工業化の可能性に気がつきはじめている。

さらに西マレーシアp タイ，西ドイツ， 台湾，フィリヒ。ン，スカンジナピア諸国およ

びその他ヨーロッパ諸国などからも問合せがとどいている。

以上の今年に入ってからの問合せは，食品，繊維製品，石油製品，非金属鉱物製品，

機械製品，電気・電子器具，ゴム，皮革， その他広汎な諸商品の製造を目的とするも

-147-



シ γガボール（ 8 J1) 

のである。

一方政府はこのほど創始産業証を30件につき承認した。 これで今年になってから認

められたものは52件となり，全体では 217件となっている。これら30件は昨年間合せ

のあったものであり，来月の EDB6周年記念日に許可証が交付されるはずである。

またこれら30件の投下資本額は全体で 2千万ドルで， その殆どは香港からのものであ

り， その他は主にアメリカ，日本からのものである。その製品は金属製品，紙製品，

鋼板，電子部品， 食M1・化学製品，およびかつらなどである。

EDBはこのほかに昨年問合せのあった約30件についても創始産業承認の検討をす

すめている。 なおこの中には約1500万ドルに昇ると推定される大豆油・大豆ミーノレの

巨大な企業が含まれている。 これら30件の総投資額は少なくとも 5千万ドルにはなる

だろう。

昨年末まで、に操業に入った創始産業会社は 133社である。 また今年4月に許可証の

交付をうけた22社の総投資額は4700万ドノレで， その内容は自転車，プラント，砂糖精

製， 穀物サイロ（イタリアとシンガポーノレの合併で、 300万わけなどを含んでいる。

以上のように外資の流入状況は良好であるが， 政府はさらにこれを促進すべく最大

の努力をはらっている。つまり，失業を防止するために工業において今後5年間に年

平均1万5千の雇用を作り出すに必要な年間3億ドルの新期投資を内外に求めること

が目的なのである。 1960年以降の工業投資率は国内総生産GDPの13～15%であった。

60年以前はこれが 7%以下であったが， 今後はこれを17.5%にひきあげることが目的

となっている。

EDBはこの仕事のむずかしさを決して過少評価してはいない。昨年末まで‘に操業に

入ったか， あるいは創始産業を認められた 165社に対する投資は僅か約3億3千万ド

ノレにすぎ、ない。 EDBはこの数字が決して満足すべきものでないことを認めている。現

在完全に失業している者ともっとよい職を求めている者との数は約8万人で， 前者の

正確な数字は得られないが，およそ4万5千人と推定されている。一方毎年新期に労

働市場に入ってくる学卒者数はおよそ l万9千人である。工業で吸収され得ないもの

はその他の分野で吸収されねばならない。

昨年工業では約7千人の雇用が作り出されたが， 一方創始産業およびその他におい

ても多くの労働者が解雇された。その原因としてはとくに繊椎産業がイギリス，アメ

リカなどの輸入割当制の導入によって坐折したことがあげられる。

昨年末に操業中の創始会社111社は 1万 1千人の雇用を提供しているが， 3年後に

それらが完全操業に入った時には 1万9千人が雇用されることになるだろう。 1961年
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以降昨年末までに新期産業に払い込まれた総資本額は 1億9千万ドルで， このうち l

億ドルが外資で、あった。もっともこの数字は既存産業への追加投資を含んではいない。

海外からの投資では日本24%，カナダ15.3%，アメリカ13.5%，マレーシア11%,

香港10%，イギリス 7%, 台湾6.2%, スイス3.8%, オーストラリア3.2%となって

いる。一方香港は昨年末までに29の企業において独自あるいは合弁の形で参加してお

り， それ以外の国はマレーシア26，日本19，台湾16，オーストラリア 9，アメリカ 6

となっている。 また昨年の創始産業の生産は 4億9千万ドノレで， 65年の 3億1800万ド

ルに対しいちじるしく増大を示した。 なお，シンガポールの全工業生産は65年の10億

8200万ドルに対し， 66年は13億ドルで、あった。

1965年に 4億6380万ドノレであった総資本形成は， 66年に少し減じて 4億5410万ドノレ

であった。その原因の一部はマレ｝シアからの分離と，それに伴う共同市場の喪失で

あった。

今日，シンガポール経済の不確実さは終った。国民は技術の進歩に必要な訓練をま

すますうけるようになっている。 また必要な輸出市場も発見されつつある。シンガポ

ールは東南アジアのみならず， さらに広い地域に対する製造業，組立，サービス，流

通などの中心としての役割をますます強めてきている。

H シンガポールの繊維産業

( The Straits Times 21日による）

シンガ、ポーJレの繊維産業はジュロンにはじめての巨大な一貫工場が完成に近づくに

つれ，新しい時代を迎えつつある。この工場は SingaporeTextiles Industries Ltd.が

2500万ドノレをかけて建設しているもので， シンガポール最初の綿糸紡績工場となるで

あろう。 このほか織物，編物，製服などの工場も出そろいつつある。一方業者は輸出

品の新しい世界市場を求めて努力している。経済開発庁 EDBに付属する国際サーピ

ス部の専門家 E.A. Pollitz氏は「シンガポールの繊維業界はルネッサンスを迎えつ

つある」といっている。

シンガポーノレの繊維産業は最近一連の坐折を蒙っていたが， その後考え方の完全な

切換えをしいられ， また政府の強力な支援もあって，徐々にではあるが，立ちなおり

つつある。すなわち，同産業は発展途上にあったところをイギリスやアメリカの輸入

割当制導入，インドネシアの対決， マレーシア市場の喪失などの打撃をうけたのであ

った。また昨年8月に結ぼれたアメリカの輸入制限協定については誤解や不満があり，

予期したほど利益しなかったという結果に終っている。 シンガポールの工場の多くは
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まだかなり低い率で操業中であるが，閉鎖したものもかなりある。 シンガポール綿製

品製造業組合の LamThian会長によると，操業中の主要工場25C織物工場を含む〉

のうちで現在効果的に動いているのは15にすぎず，他の10は海外からの注文に応じて

動いている程度である。

しかしながら繊維産業はいまだ経済の重要な分野を占めており， その見積り年産額

は2億ドル程度で，その半分は輸出されている。未漂白生地を生産する三つの織物工

場を別にすると， その他の工場は多くの種類の既製品，とくに衣服などを製造してい

る。 これら主要工場の雇用労働者の総数は4～5千人で，大きな変動を受けやすし、。

またこのほか約200の小工場で、衣服製造に直接雇用されているものは約 1万人になっ

ている。

今年は織椎産業が変化していく国際市場への順応性を強く示しはじめ， 昨年よりは

よい成績をあげており， また来年の見通しはさらによいようであるυ シンガ、ポーノレは

今やカナダ，アフリカ，ヨーロ、ソパに売付けを始めており， さらには中東，南太平洋

諸島， カリブ海諸凶その他でも市場が見出されつつある。個々の取引きは小さいが，

全体の額は増々大きくなりつつある。 Lam氏によるとソ連もこのほどシンガポール製

のシャツ買付けに関心を示してきた矢先であり， またその他の東欧諸凶も各種の衣類

をもとめてシンガ、ポールの業者に接近してきている。再開された pインドネシア貿易も

順調に回復しつつある。一方マレーシアに次いでシンガポール第2の市場たるアメリ

カは年間2500～3000万ドルの衣類を買付けているが， 業者はアメリカが今年の割当て

量（昨年より 350)-j平方ヤードすくない〉を昨年なみにもどしてくれるものとまだ期

待している。 アメリカ政府はすでにこの点で、の再検討に同意しているが，伝えるとこ

ろによると国内の強い圧力をうけてガン7強な態度を取りつづけているらしい。なおシ

ンガポーノレの業者は政府に対して制限品目の変更方につき交渉するよう要求している

が， Lam氏によるとこれは現状から見て制限品目が実際的でないからである。

イギリスの割当はもっと小規模なものであるが 1970年までの 5年間協定となってい

る。すなわちシンガポールの割当量は未漂白生地，完成布地および既製服など合計380

万平方ヤードであるが， これに完成布地と既製服の50万平方ヤードが特別追加されて

いる。ただ昨年の対英輸出額は65年の1000万ドノレに対し600万ドノレに終っている。

マレーシアからの分離と共同市場の見込喪失とにより， ある種の投資計画は廃棄さ

れ，またある種の計画は修正された。 しかし，今日ではシンガポーノレの将来に確信を

もっ企業家からの投資が増加しつつある。来年初めジュロンの新一貫工場 Singapore

Textiles Industries Ltd.が操業に入るや，紡績から紡織，仕上までの全過程が動きは
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じめ，その生産能力は年間完成布地3千万平方ヤード一一一100%綿織物， ポリエステ

ノレ・綿織物，ポリエステノレ・レーヨン服地などーーーとなるであろう。 この工場はシン

ガポー／レの業者と日本の帝人との対等合弁工場で， 東南アジアではもっとも近代的な

工場のひとつとなろう。この工場では最初 1千人を雇用し完全操業時には 2千人以

上を雇用するであろう。

EDBスポークスマンによると，政府は香港資本（ 2千万ドル）の紡績工場Singapore

Spinners Ltd.に対しても創始産業証を与えたといわれる。この工場はすでにジュロン

に立地を得， シンガポールの紡績，編物工場などが必要とする紡績糸を供給できるで

あろう。もうひとつの内外資合弁の紡績・紡織工場NewAsia Textiles Ltd.は目下計

画段階にあり，また漂白，染色，捺染など行なう200万ドノレの工場 HongKong Dyeing 

and Weaving (S) Ltd.は完成間近かにあり，年内には生産を開始するであろう。この

香港資本の工場は仕上工程をもたない三つの紡織工場に製品のはけ口を与えることに

なろう。

一方フィリピン，国内および EDBの3者が対等参加する RayaMills Corporation 

Ltd.はシンガポーノレ最大の編物工場としてこのほど試運転を開始した。その完全操業

時における製品は編物，縫糸，刺しゅう服などである。またつい最近ジュロンで操業

を開始したパキスタンとの合弁編物工場 BhadeliaIndustries Ltd. (100万わけはす

でにマレーシア， 中東，インドネシア，アメリカなどへ輸出を開始している。なおタ

ングリン・ホルト工業団地の大衣服製造工場たる Unitex(Malaysia) Ltd.はすでに編

物工場用地をジュロンに獲得している。 この工場は香港とシンガポ｝ノレの合弁企業で、

その製品はすべて輸出向けである。

次に現存する衣服メーカーたちは， とくにアメリカで需要のある永久プレス仕上げ、

の最新式設備をそなえつつある。シンガポーノレ最大の工場 WingTai Garment Manu -

facturers (Sing a pore）は 1千人以上の労働者をかかえ，パーマネントプレス機のため

60万ドルをすでに投下している。 また 600人以上を雇用する完．全に輸出向けの企業た

る GreatMalaysia Textile Manufacturing Co., Ltd.もパーマネントプレス機を使用

しはじめてし、るし， Yangtsekiang Garment Manufacturing Co., Ltd.もそのあとを追

いつつある。 しかしながら Lam氏によると，アメリカで見込みのあるズボンをのぞ

くと，パーマネントプレスのシャツ，ブラウスなどは香港， 日本，韓国などで過剰生

産されている。

しかしながら広汎な種類の衣服製造業者グループたる UnionGarment Groupはこ

れについて未だ何らの変更も行なっていない。

に
d 一（ 125）ー



シンガポーノレ（ 8月）

なお以上のほか関連産業としてボタン，ジッパー， ラベノレなどの製造についても新

しい動きが出ている。カーペット工場設立も見込まれている。

Pollitz氏の見解によると，国内産業の自給化が進めば進むほど成長率も大きくなる

のであり，成長の余裕はいくらもある，といわれる。
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マレーシア，シンガポール

マレーシア経済はさる 8月25日以降ゴム価格がポンド当り50セント台を割

ってしまったことから，第2次大戦後もっとも深刻な危機に直面するにいた

った。 (9月6日と12日の 47.%セントが最低価格）

政府はこれに対処するため 9月 13日， RubberProducers' Council, Rub-

ber Growers' Association, Rubber Fund Board, Rubber Research Institute 

らの代表と会談し，ゴム価格維持のため政府が緩衝在庫をもつことに決め，

即日これを実施にうつした。その結果価格は13日以降除々に回復したが， 9 

月一杯にやっと52～53セント台を維持出来たにすぎなかった。

この緩衝在庫の方法については， 13日に設置されたゴム価格安定委員会

（委員長 LewSip Hon RRI副所長， 委員 GanTeck Y eowゴム取引所

会長， ChoiSiew Hong中銀副総裁， JamilJan商工省輸出商品管理官〉が

13日以降何日かにわたって RSSNo. 1 spotを買い付けたことが発表された

だけであり，またその量についても Lim商工相が15日に「アメリカが11日に

放出した 1万7千トンの天然ゴムよりはるかに少ない」と語っただけで，詳

細は不明である。なお政府としては価格維持のためこのほか，（1）同じ13日以

降政府，生産者，労働組合の 3者からなる常任委員会を設置し（委員長Tan

蔵相），長期的なゴム販売政策の検討を開始したり，（2）世界のゴム生産国 13

ヵ国（シンガポーノレも含む）をクアラルンフ。ーノレに招聴し，生産国側の協力

体制をつくりあげる計画をしている。 (10月2日からひらかれている）

さてマレーシア経済においてゴムが占める地位は大雑肥に総輸出額の約40

%，国内総生産 GDPの約20%，また国家歳入の3分の 1に当たるといわれ

るほど大きなものであり，したがってその価格の上下は経済全体に著しい影

響を及ぼしているのである。たとえば単純な計算として1965年のゴム輸出高

14億6200万ドルを同年の平均価格70セントで割ると， 1セント当りの価格は

約2100万ドノレになる。そこでこれをもとに輸出量を一定としてまた今年1～
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マレーシア，シンガポ ー ル （ 9月）

9月のおよその平均価格56セントを年間のそれと仮定してみると今年の輸出

高は65年に比して 2億9400万ドルも減少することになる。しかも現実には今

年の価格動向からしてその平均価格は56セントよりさらに 2～ 3セントさが

る傾向を見せているのである。 （なお 9月の最低値47セントを平均価格とす

ると，その減少額は 4億0830万ドノレとなる）ただ実際には輸出量が拡大して

海峡ゴム（RSSNo・1)価格

（ポンド当り，マラヤセント）
1967年1,...,9月の価格動向

1947年 37.31 
1948 42.15 
1949 38.19 60セント

1950 108.18 58 今

1951 169.55 
1952 96.07 56 ク
1953 67.44 
1954 67.30 54 今
1955 114.16 
1956 96.76 52 ,, 
1957 88.75 
1958 80.25 

50 '-' 1959 101.56 

1960 108.08 48 '-' 

1961 83.54 
46 '-' 1962 78.20 

1日 2Jl 3J] 4/1 5/J 6JJ 7JJ SJJ 9)1 1963 72.42 
1964 68.14 
1965 70.02 
1966 65.36 

いるからこの減少額もいくらかは相殺されようが（例えば1966年のように），

完全な相殺は現在の生産力では不可能に近いし，また増産はむしろ低価格を

まねく危険性の方が多いのである（例えば今年のように）。

1965年 9月ごろに作成されたマレーシア開発第 1次 5ヵ年計画書（1966～

70年）は計画期間中ゴムに対して次のような期待をよせている・一

生産量 価格 輸出収入

1965年｜ 94万1000トン 69セント 14億5400万ドル

1970年｜ 128万6000トン 55セント 15億8400万ドル

l総商品輸出に
占める割合

40.1% 

41.8% 

つまり増産によって価格の下落を相殺するばかりかさらに増収まで見込んで

おり，ゴムへの依存度は計画最終年においても変っていないのである。しか
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マレーシア，シンガポール（ 9月）

しこのような期待は第2年度目の今年になって早くに崩れ去ってしまった。

1970年に予定した価格55セントは束の間に通り越し政府の取引市場介入を

もってしでもこの水準をさえ取り戻し得ないありさまである。

以上のようなゴムの価格低下については，短期的な原因として，（1）スエズ

運河の動乱による通行不能， (2）イギリスでの合成ゴム値下げ発表（ 8月 10

日）， (3）アメリカの自動車労働組合 UAWのスト，それに（4）アメリカの在庫

放出等ーーが考えられるが，次の「世界のゴム需給量」の表によると，これ

らの短期的な原因を全部とり除いてもなおゴム価格が低下せざるを得ないも

のであることが理解されよう。すなわちアメリカをはじめとする先進工業悶

世界のゴム需給量 （単位千トン〉

I 1附／ 1958 1960 I 1962 I削 I19 6 

天然ゴム 1 I I I I i 
消 i世界l1,s11.s I 2,012.0 i 2,06s.o l 2,220.0 i 2,260.0 I 2,s1s.o 

アメリカ I 562.11 484.51 479.11 462.81 481.5¥ 549.7 
費｜一一一一一一トト ートー --: - - : .. : ! 

合成ゴム｜ I I I I I 
最｜世界 I1,135.o I 1,260.0 I 1,191.5 I 2,115.o I 2,141.5 I 3,247.5 

アメリカ I 874.4 I 879.9 J 1,019.211,255.911,451.5 f 1,612.1 

における合成ゴムの生産・消費の増大とアメリカの天然ゴム消費の頭打ちと

が低価格の強い底流となっているのである。なおアメリカの1964, 66年にお

ける天然ゴム消費に若干の延びがみられるがp この分は同国自身の在庫放出

で相殺されるから輸入増にはなっていない。マレーシア政府は昨年春以来価

格低下の原因によくアメリカのこの在庫放出政策をあげているが，アメリカ
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マレーシア，シンガ ポール（ 9月）

側のその後の放出削減発表（1%6｛ド1三n1 (:i 1-1に従米の年tgJ17万トンを127］ト

ンに削減。また今年6月9日にはさらに 7万トンに削減）は殆ど価格上昇を

もたらさず， したがってこれが原因とは考えられないであろう。それよりも

やはりこの10年間に合成ゴムの生産が 175%も増加したことを原因とせずば

なるまい。

一方，天然ゴムではこの10年間に世界生産が27%増加したのに対し，マレ

ーシアのそれは44%増となっている。これらの率は合成ゴムにくらべればは

るかに少ないものではあるが，やはり供給過剰の大きな原因となっているこ

とは否定できない。西マレーシア（旧マラヤ州をさす）では， 1951年から始

めたゴム老令樹の新多産種への植替え計画の結果， 1965年末までにはエステ

ートの約80%および小農園の約50%が，それぞれ植替えを完了した。近年こ

れらの新樹が搾液可能となるにつれ，生産は次表の通り急激に増大を示して

いる。すなわち1961年から65年までに面積の増加は 7%にとどまったのに対

西マレーシアのゴム生産状況

〔エステート〕

_I "" 総面積

1961年 I 1,937.4 

1962年 I 1,926.5 

1963年 I 1,919.4 

1964年 j 1,893.2 

1965年 I 1,ssg.o 

〔小農園〕

I I 1エーカー当り生産積（千エーカー） ｜ ｜ 

生産量　　　　　
搾液面積 I -c千トン）｜総而積！搾液面積

1,332.0 (68. 7%) I 428.s i 221 

1,31s.o (68.3%) t 438.3 ! 221 

1,314.o (68.4%) I 4ss.3 i 23s 

1,3os.o (68.9%) I 476.s I 2s2 

1,294. o c 69. 6 % ) i 490. 9 I 264 

320 

3J3 

348 

:{65 

380 

1961年 I 2,03s.o I 
1962年 I2,130.0 I 
1963年 I 2,235.o I 
1964年 I 2,32s.o I 

附年 I2,400.0 I 
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し，生産の方は18%ものびているのである。 「植替えか死かjとのスローガ

ンで始められたこの計両の当初の目的は，勿論合成ゴムに対抗して生産性を
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マレーシア， シソガポーノレ（ 9月）

高め，かっ予想、される価格低下に増産をもって答える，というものであった

が，現実にはそれによって可能となった増産が，逆に価格低下をもたらすは

めになってしまったのである。

最後にマレーシアにとってさらに重大なことはエステートと小農園との生

産性に大きな差が出てきたこととこの低価格との関係である。左の表から分

かる通り，小農園の生産性はすで、に約80%の植替えを完了したエステートの

それに比して， 1965年で総面積の場合29%も低くなっている。しかもこれを

実際に搾液された面積で比較した場合は，植替え率が低くかっ低所得のため

絶えず搾液を行なわねばならない小農園の生産性は，さらに低くなっている

ことが想像されるであろう。 Lim商工相によると，西マレーシアにいる約50

万の小農は従来日収2.50ドノレを得ていたが，最近にいたってはこれが1.20ド

ルに低下したといわれる。米価高騰のおりから小農のゴム栽培は梅度に困難

なものになっているものと思われる。

マレーシア政府は対抗策として上記したもの以外に市場機構を改革して直

接販売をふやしたり（現在は約 40%），品種改良をしたりするほか，近くひ

らかれる予定の UNCTADや国際ゴム研究グループ IRSGの会議を通じて合

成ゴム生産国をも含めたゴム国際商品協定の結成につとめるであろう。

多FAMAの活動と米仲買商人の動き

マレーシア中国人協会の MCAケダー支部は9月3日夜の代表者大会で，ケダー州

内における連邦農産物販交庁 FAMAの米独占買付け計闘の実描への一歩たる支部設

置に反対する決議を満場一致で通過させた。このような FAMAと中国人流通商人と

の米の流通をめぐる争いについては，今年4月号の資料に訳出した TheStraits Times 

の一連の社説からもその一端がうかがえるが， 今回の事件に見られる両者間の対立は

さらに一歩進んで同国の政治・経済構造の核心を露呈したものとして注目に価する。

元来 FAMAとは1965年6月5日から 3日間にわたって中央政府主催（中心は国家

農村開発省）の下に聞かれた原作民経済会議 Kon問 eresEkonomi Bumiputra （この

q
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マレーシア，シ γ ガポール（ 9月〕

場合原住民とは中l]i]人とインド人をのぞし、たマレ一人とその他土着民をさす）の結果

同年9月30日に設立されたもの（長官はケダー州選出 Umno国会議員の Hanafiah

Hussein）で， その目的は「農産物の効果的市販を行ない， 原住農民つまりマレー農

民に正当な報酬を保証するjというものであった。（「アジア経済」 (1966年4月号〉の

資料参照）

この FAMAは，設立1年後の 1966年 10月から新たに下部機関として発足させた

米・籾売買局 PRMBによって米の流通機構改善に乗り出した。その当初の活動内容

はすなわち：一一一

(1) 手！？而セランゴール川｜の KualaSelangorとSabakBernam，ベラ州のクリア

ン，ベル 1）ス州およびベナン州などに対象を限定し，農民から直接米を買い上げ，

それを精米業者に売り渡すことによって仲買人の「11問利得を排す。仲買人の活動を

制限するためこれを許可制にする。

(2) 同地域の生産者米価，精米業者購入・販売価格を公定する。

(3) 1967年お月からこの措置をセランゴール，ペラ，ケダー，ケランタン等の全

域に拡大する。

などであった。 しかし米流通業者一殆どが中国人ーにとって，これは営業の完全な停

止か縮少を意味するものである。 FAMAは中間商人の法的存在を認めないばかりか

これに代ってラ 農民からの米・籾の独占購入者および精米場への独占販売者たらんと

しているわけである。こうして米流通業者の利益を代表するケダーMCAはFAMAの

活動が，ケダー州におよぶのを阻止するため 3日夜の決議におよんだのである。

ところでこの決議は， 「（1)FAMAの米・籾独占購入は営業の自由を規定した憲法

に違反する，とする一方（2）ケダー州にはすでに籾民付けを行なう官営精米所があり

(Bukit Anak), 農民は公正な価格を保証されている」といっているが， The Straits 

Timesは6日の社説でこれに反論して「しかしながら農民の大半は官営精米所へは直

接いかず，民間の仲買人を介して米を売らされており，これが常識となっている。そ

してこれら仲買人は許可証を有し， また公定価格で支払う義務を受容しているとはい

え，現実には湿気， 宍雑物，運賃などを理由に買入価格を著しく押えている」といっ

ている。 FAMAが設立されたのも， まさにこのような形で中開業者が公正な価格を

農民に保証しなかったからにほかならない。

ところでマレ一人農民の貧困の原因については土地制度， 流通機構，生産性など多

くの局面に見出される。このうち現在の政府が行なっている政策は上記の FAMAの

活動に見られるような流通機構の改善， 品種改良や濯瓶設備の布設などによる生産性
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マレーシア，シンガポール（ 9月）

向上などであり， 土地制度についてはわずかに小作料の上限をきめる法律をつくった

程度である。 しかしマラヤの場合これら三つの局’面はそれぞれ別個に解決しうる性質

のものではなく，農地改革を始めとする総合的な変革が必要なはずである。たとえば

流通機構をいじくるだけで， これと密接に絡みあった現在の土地制度に手をつけない

のでは， FAMAの努力は一時的なものに終らざるを得ないであろう。

しかるに農地改革となると，イスラム教固有の土地所有制， 地代制などとぶつかる

ことになり，さらにはスルタン制維持の是非にまで発展せざるを得ない。 この点でス

ルタン制を中心にマレー人の利益を代表している現在のラーマン政府が土地制度の改

革に乗り出し得ないのは当然である。 こうして改善すべき余地として中国人の支配す

る流通機構が選ばれたわけで、ある。

しかしここでもかれらを一方的に scape-goatとしては扱いえない問題が存在してい

る。すなわち現在のラーマン政府は上記の如くマレ一人の利益を代表する一方では，

中国人のスズ， ゴム財閥や流通商人の利益をも代表する連合党の政府だからである。

連合党の政策は， したがってたえず両者の利益が合致する点できまらざるをえない。

FAMAで働くマレ一人たちが， マレー人農民の所得ひきあげのための対策として中

国人中間商人の排除にとりくんだところで，これが MCAの利益に反するようであれ

ば， その対策は形式や名目がどうであり，事実上は反故にされかねないであろう。も

し農民所得ひきあげを至上命令とすれば， FAMAが病気の症状だけを治す一一ーしか

も不十分に一一ー機関でしかありえないことはもはや明らかである。

なお最後に， FAMAの最近の活動がどのような結果をもたらしたかについての

The Straits Times 5日の社説を訳出しておく。

FAMAはセランゴノレール州の KualaSelangorとSabakBernamとでの実験を

おえて，これから籾買付け計画をさらにセランゴール州全体とケダー，ベラ，ケラ

ンタンにもひろげようとしている。このことは，もしセランゴールでの実験が成功

であったと考えられるならば，すばらしいニュースであるといえよう。しかし FA

MAの方針とその実施とが正しく行なわれたかどうかについては，利害関係をもっ

民間人ばかりでなく， Lim商工相までもが疑問をいだいている。たしかに籾買付計

商下にある農民が前シーズンのピクル当り 12.50ドルに比してはるかによい価格た

るピクル当り 17.50ドノレを得たことは認めざるを得ない。しかしこれについては一

方では農民はもっとよい価格を得られたはずだ、ともいえるし，また他方で、はこれに

より当局が精米業を行き詰らせ，米価の動揺・上昇を助長した，ともいえるQ

FAMAに対する非難として， FAMAは米を生産者から直接購入し， これをま
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た精米業者に直接販売することにより売民知Ji栴の正しい関係を維J与し，かくして流

通機構全体に安定した影響を及ぼす（という定款通りの）ことをしなかった，とし、

われているのである。それどころか FAMAは買った米を白からが肩がわりすべき

仲買商人に売りつけ，かれらと精米業者との関係を放置しているのだ，ともいわれ

ている。そして仲買商人が出来るだけ多くの手数料を得ょうとするのは当然である

から，精米業者の仕入れ価格および販売価格も自動的に上昇し，その結果都市消費

者がくるしむ結果になったのである。この場合 FAMA自身も農民に支払った価格

よりもかなり高い価格で仲買商人に米を売り付けたわけであるから，白から価格上

昇の先鞭をつけたことになるのである， FAMAはこうして 4月以来6万ドル以上

の利潤をあげているといわれ，農民がもっとよい価格を得られたはず、だとする批判

もこのことをいっているのである。

このようなことの結果最近数ヵ月間にはこみ入った奇妙な状況がかもしだされ，

セランゴールの精米業者が州外の精米業者にだし抜かれるはめになってしまった。

米はセランゴールから消え去り，同地の精米業者たちは長い間原料を失なってしま

ったので、ある。この事態は政府が FAMAの反対を押し切って米の移動を制限する

にいたって始めて改善されたのであった（注）。 FAMAと商工省問の論争は最近中

絶してしまったが，問題が果して解決されたものかどうかは明らかでない。 FAMA

が新しい計両にのり出すことを発表しても，いまだこのように不安が残っているの

ケダーではとくに新しい多くの問題に直面せざるを得ないだろう。

（注 訳者） これに関連して Lim商工相は 8月11日に次のようにし、っている：

一一一FAMAはセランゴールの精米業者からピクル当り 18.50ドルで購入を要請

されたが， これを拒否しピクル当り 19.20ドルで州外の仲町人に売ってしまっ

た。この結果セランゴールの精米業者購入価格は公定の16ドルから24ドノレに騰

貴し，問販売価格は34ドル，小売価格は40ドルになった。政府はこの事態に対

処するため 7月8日に政府，仲買人，精米業者， FAMA，農業省の 5者会談を

ひらき米の州間移動を制限したしだいだ。

番多共通の敵 ( The Straits Times 24日の社説，なお 8月30日の日誌参照〕

マレーシアは， ボノレネオ国境のジャングルで共産ゲリラと戦闘中のインドネシア軍

に対し食糧を供与すること同意した。 この計画は何度か討議された後に先月初めて公

表され同時にマレーシア・インドネシア双方は相互の軍隊に対し， ゲリラ追跡のため

国境を開放するとの発表も行なわれた。前者の供与協定は軍隊移動の障碍除去よりも

重要である。 カリマンタンと他のインドネシア諸地域およびカリマンタン内部自体の
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交通・通信機関は全くの未開状態にある。 このためインドネシア軍の最も好果的な大

兵力の展開が妨げられて来たが，今後はマレーシアの協力によってゲリラ壊滅のより

強力な支援が可能になるであろう。

供与協定について， 多くは分らないω ただ、先週ポンテアナクでこの協定に調印した

マレーシア代表の Nazaruddin第3旅団長によると，マレーシアは10月 1日以降の 3

ヵ月間にインドネシアのボルネオ方面第3軍（KodamIII）に対し食料を供与すること

になっている。

つぎに，マレーシアの協力が， いかなる条件のもとに行なわれたかも知られていな

い。しかし余り多くが語られないのには，明白な理由がある。マレーシアの介入が，

無限定なものでなく， インドネシアが著実に依存をへらし適当な期間内に打ち切る

であろうと，はっきり推測しているのである限りは， 条件について余り打算的になる

必要はない。

ところで， ボルネオ国境を脅かしているゲリラについての重要な事実が明かになっ

ているO 危機は，サラワクの中国入社会からの背反者によってのみ生起しているので

はないし，また彼等が主力なのでもない。ゲリラの多くは，スカノレノの没落以来脱隊

したインドネシア軍人であり j その中にはかなりの将校がまじっている。最高位者は

対決時代に東カリマンタンにおいてインドネシア軍を指揮していたSoeharjo元准将で

ある。インドネシア側国境における最近数ヵ月の大胆な襲撃は，これら脱隊者による

ものであり，かれらは自ら KumpulanTentera Komunis Kalimantan Barat西カリ

マンタン共産軍と称している。かれらの行動からするとかれらはサラワクにいるゲリ

ラよりも強力かっ危険な存在で、あることがわかるであろう。

KTKKBとサラワクの ccoC秘密共産組織） (Pasokan Gurila Ra’ayat Sarawak 

サラワク人民ゲリラ軍と自称す〉との関係で， 領袖がいるとすればそれは後者の中よ

りむしろ前者の中である。 （中略〉

ジャワーーとくに地形が複雑で政治情勢の都合のいい東ジャワさえーーでの事態が

壊滅的となった以上， インドネシア共産主義者が今度はカリマンタンに主力をそそぐ

ことに決したと思われる兆候がいくつも存在する。 とくにインドネシア諸島の何処か

らかやって来た武装団がカリマンタンの辺地に上陸し， 活動中のゲリラ軍に参加しよ

うとしている，との最近の報道はこの推定を裏づけている。
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マレーシア

1 日 V国語法発効一一今年3月国会を通過した国語法が， 1日から発効となった。

CL 2月合併号前文と特記事項参照〉これに関連したマレーシア元首は同法第

4条（国家元首は必要と認めれば，英語を公用の目的に使用することを引き続き

許可することができる〉にもとづき，次の場合に英語の使用を許可すると 2日発

表した。

(1) 内国税務局における税の査定，計算機，徴集，記l悦調査など。

(2) 保健省は患者に関する報告，指示，処方，術後指示など。

(3) 試験または訓練において英語がテキストとなっているような場合。

(4) 法律上の助言・意見およびそのような助言に関する書簡，あるいは英語

が主文となっている法律に関する意見など。

(5) 外国政府および国際機関等との諸連絡。

(6) 在外公館に対する政策上の指令。

(7) 在外公館の現地人雇員との諸連絡。

(8) マレーシア政府あるいは法定機関で働く外国人専門家，コンサノレタント

との諸連絡υ

(9) 外国人専門家による訓練。

なお総理府の JamilRais事務次官の発去によると，国家元首は国語法第4条

により自己に賦与された権限のうち行政に関する部分の権限を首相に対し委任し

fこO

’フィリピンと密輸防止協定 サパとフィリピン南部諸島との間で行なわれ

ている密輸を防止するための協定が 1日クアラノレンプーノレで、調印された。

ラモス・フィリピン外相はこの協定がサパを一応マレーシア領として扱ってい

るにも拘らず， 「フィリヒ。ンのサパ請求権は未だ保護されている」と語った。

V国語法反対デモ隊に催涙弾一一1日夜ペナンで約600人の労働党員や支持者

が国語法に反対するデモを行なった。これに対‘して警官隊は約50発の催涙弾をう

ちこみ解散させた。

, PMIP国会議員ふたたび事故死 ケランタン州 Hilir区選出国会議員の Haji

Ahmad bin Abdullah氏が 1日交通事故で死亡した。立候補届出は9月25日，選
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挙は10月20日。

2 日 V大学入学の適正証制度2年間につき停止一－KhirJ ohari教育相は 2日p 現

在高等教育をうけようとする学生が要求されている適正証制度を今後2年間につ

き停止する，と発表した。この制度は1964年7月に国会を通過した国内治安（修

正〉法にもとづくもので，これによると西マレーシアの高等学府へ入学を希望す

るものは教育省の ChiefEducation O伍cerか各州の Directorof Education発

行の適正証 Suitabilitycertificateを入学希望の際提出しなければならない。

3 日 Vケダ－ MCA, FAMAの活動に反対一一一特記事項参照。

V東南アジア交通運輸会議一一一東南アジアの交通運輸問題を討議する東南ア 8

ヵ国（インドネシア，シンガポーノレ，ラオス，フィリピン，南ベトナム，タイ，

プノレネイ，マレーシア〉の事務官会議が4日クアラノレンプーノレでひらかれた。

Vゴム廃木に大昭和製紙も一一マレーシアを訪問中の大昭和製紙増山専務の発

表によると，同社とマレーシア政府との合弁会社（資本金6億4千万円，前者90

%，後者 10%）大昭和マレ｝シア工業有限公司＝Daishowa (Malaysia) Wood 

Products Sendirian Berhadの建設（700万ドノレ〉は間もなくポート・スワェテ

ナム近郊で始まり，来年4月から操業を開始するとのこと。同社はゴム廃木から

紙パルフ。用のチップを生産し日本に輸出するもので，雇用者数は約1千人。 (6 

月24日参照）チップ年産能力30万トン， 7年後には70万トン。

6 日 f Hasnul氏政治に復帰か一一一人民党 PartaiRaayatの発表によると， 8月2日

に釈放された同党員Hasnulbin Abdul Hadi氏（逮捕時は社会主義戦線委員長〉

はこのほど同党のマラッカとジョホールの組織局長に任命された。同氏は15日以

降 SanusiOsman書記長らとともにマラッカ支部の強化運動をはじめる予定であ

る。

9 日 Vマ政府，世銀借款削減に同意一一ボノレネオ2州を訪問中の世銀調査団の発表

によると，マレーシア政府は従来世銀に要求していた教育開発用の借款2億1700

万ドノレを9000万ドルに削減することに同意した。

Vマ＝シ聞の出入国管理手続き一一マレーシアは9同以降，シンガポーノレとの

出入国者に対して通常の出入国管理手続きの実施を開始した。なおこの措置は9

月 1日からの予定を 9日に延期したもの（ 7月 1日参照〉。 これによりマレーシ

アとシンガポールとはこの面で互に完全な「外国」となったので、ある。

Vマラヤワタ製鉄所正式聞所一一一八幡製鉄がマレーシア現地資本と組んでプラ

イに設立したマラヤワタ製鉄所が9日朝正式に開所した。 (1965年8月1日， 67
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年5月20Hなど参！！日〕

12日 v円借款一般協定一一日本の輸出入銀行と外l玉l為牲lH寸lJ行および海外経済協

力基金はそれぞれ東京でマレーシア政府代表の Samad Noor大蔵次官補とのflJJ

で，マレーシア｜向け円借款実施の一般協定に調印したυ

これによると輸銀と為銀13行は全部で 120億円（ 1 {£5:（日（）り万ドル）までをij:.flj

5.75%, 5年据置きを含む15年または18年償還という条件で貸付・けるυ これはマ

ラヤ鉄道改良，電気通信の設備拡張などに使われる予定υ

この借款は昨年11月22日にきめられた日本の第 1次マレーシア 5ヵ1rf計画への

援助 180億円の一部であり，残りの60億円（5150万ドノレ〉は海外経済協力基金が

年利4.5%, 5年据置き後15年償還でイ昔付けサパの道路建設やクチン港の拡張な

どに使われる予定。

14日 Vサバ請求権問題一一ロンドンより帰国した Mustaphaサパ州首相は「近くひ

らかれる予定のサパ請求権問題に関するマレーシアコブイリヒ。ン聞の会談にサパ

からは与党側2人，野党側1人の代表が出席する予定で，その人選は近くきまる

だろう」と言苦った。

16日 f Tan蔵相，米・英訪問に立つ -Tan蔵相はトリニダード・トパゴで行なわ

れる英連邦蔵相会議とリオデジャネイロで行なわれる IMF・世銀の会議に！山市

するため， 16日に出発した。同相このあとアフリカを訪問しジョンソン大統領と

会談の予定。

21日 V血債問題解決一一一マレーシアの対日戦H寺補償要求（所謂，血｛責）｜問題が2HI

最終的に解決した。この問題はさる 5月末当時来日 i:1:iのラーマン首相と｜｜本政府

との間で a 応解決を見たが，その後マレーシア政府がこの協定案の承認を拒丙し

(8月16日），修正案を提出しこれに日本側がこのほど同意したものO この最終協

定は 8月に問題となった個所を「マ政府は，現在両国間に存在する友好関係に影

響を及しかねない第2次大戦中の不幸な出来事から起るすべての問題は，これに

より十分かつ最終的に（fullyand finally）解決された，ことに同意するJとして

いる。

なお，この協定により日本側が行なう補償内容は変ってU、ないυ (1966年10月

特記事項， 67年sn26日， 8月16, 17日日など参照〉

Vスウェテナム港の近況一一最近出版されたスウェテナム港湾局1966年版年報

から TheStraits Tiノmes21日は次のように伝えている。

1963年に港湾局が出来て以来，スワェテナム港の諸設備は著しく改善された。
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66年の取扱い船舶数は 662隻で65年より70隻11％増加した。１隻当たりの平均寄

港時間は65年の1.56Hから1.51日に短縮された。また外航船1隻 1日当りの取

扱い貨物量は65年の 431トンから 448トンへと増大した。

財政の面でも 66:ffは旧港湾管理局時代の赤字があったにも拘らず， 280万ド

ルの余剰を出している。なお，貨物取扱量全体では鉄鉱石輸出が激減したこと

で，６５年前より減っている。

港湾局は現在北クラン海峡にコンテー船用のパース二つを建設する予定で中

央政府に対し2500万ドルの借款を要求している。

22日 V佐藤首相の訪マ一一日本の佐藤首相は東南アジア訪問旅行の途上22～24の3

H間マレーシア訪問した。 24日発表された佐藤＝ラーマン共同声明は次のように

いっている。

(1) 佐藤首相はラーマン首相をはじめその他マレーシア政府首脳と両国の共

通の問題について話しあった。両首相は日本の善意の供与に関する協定（所謂

血債問題のこと〉が成功裡に締結されたことに満足の意を表した。両首相はこ

の協定が今後両国間に新しい関係をひらくものと確信する。なおまた日本の 1

倍、5千万ドルにのぼる経済開発援助も言及された。

(2) ベトナム情勢について両首相は紛争の早期かっ平和的解決に強い希望を

表明し，関係当事国のさらに積極的な行事を要望した。

(3）両首相はマレーシア，インドネシア聞の外交関係再開を歓迎し，この 2

国間の友好関係促進が東南アジアの繁栄と安定に貢献するだろうとの確信を表

明した。

(4) 両首相はアジア・太平洋諸国間に密接な地域協力への動きが出てきたこ

とを歓迎し，またH本，マレーシア両国がこれら諸組織の効果的運営に協力す

ることを再確認した。

(5）両首相はゴム価格低下につき討議し，価格安定に国際的ベースで一致協

力することに同意した。この点につき佐藤首相はゴム国際協定の結成のために

開かれるであろう会議に日本政府が参加の意向のこることを表明した。

27日 Vブルネイ高等弁務官更迭一一クアラノレンプールのイギリス高等弁務官府筋の

発表に主ると，ブツレネイ駐在の｜司国高等弁務官が近く更迭されることになった。

新任者はもとダッカ駐在の副高等弁務官ArthurCobin Adair氏。また前任者の

F. D. Webber氏（1965年にクチンより〉はオ｝ストラリア高等弁務官府に転出

の予定。
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30日 Vゴム液搾取労働者の賃金削減一時延期一一一マラヤ農産物生産者協会 MAPA

はその前身たるマラヤ栽培業経営者協会 MPIEA(1966年8月25日参照〉が，

さる1964年7月27日に全国プランテーシヨン労働者組合NUPWとの間で妥結し

た賃金協定を期限切れの今年3月31日以降も採用してきたが，さる 6月28日にこ

の協定中の Tapperに対する生産奨励手当をポンド当り 1セント削減するとの方

針を発表し，これを 9月 1日以降実施した。（Tapperと五eldworkerの最低日給

それぞれ2.55ドノレと3.10ドノレは不変。ただ、 Tapperはこれにより平均日当15～20

セント減収になるものと見られている）

NUPW恨ljは勿論この措置に反対したため，この問題は産業仲裁裁判所に付さ

れた。これに対し裁判所側は30日に「最終裁定を下すまで、の間生産奨励手当のカ

ットは一時延期せよ」と MAPAに対し裁定した。

V西ドイツの援助一一ー西ドイツ大使館筋の発表によると，同国の対マ経済援助

は次の通り過去10年間で3200万ドノレに昇ってU、る。

(1) 1963年，バターワースの埠頭建設に1600万ドノレの借款。 7年据置きの20

年償還。

(2) 1965年，プタリン・ジャヤの医師養成病院の設備購入費用に1150万ドノレ

を借款， 3年据置きの15年償還。

(3) その他500万ド〉レ相当の教育，保健，社会福祉への技術援助。

シンガポール

1 日 Vブラ力ン・マティ島返還さる一一英軍は lHシンガポーノレ政府に対し，従来

軍事基地として使用していたブラカン・マティ島を返還した。今後のこの島の利

用については国防省が海軍基地を（現在の TelokAyer Basinからの移転を考慮

中）， 観光促進局が娯楽設備場を， 経済開発庁が工業団地を，それぞれ希望して

いるが，現状では港湾局のシンガポーノレ港拡大計画が一番可能性があるらしい。

このためすでにカナダの協力を得てかなり調査が進んでいる。

2 日 Vインドネシア錫，シンガポールへ再流入かーァーインドネシアの Antara通信

によると，同国の鉱山相はこのほど錫鉱石のシンガポールへの輸出を即時再開す
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るよう指令した。インドネシアは外貨獲得をねらって錫精練所を今年3月パンカ

島に完成させたといわれるが（西独の援助による〉，操業はうまく行っておらず，

シンガポールでの精錬を再考しているのかもしれない。

5 日 V流産を合法化か－Yong保健相は 5日シンガポーノレで、開催された Ecafe作

業委員会で， 「シンガポーノレは人口増加を圧えるため流産を合法化するだろうJ

と語った。

6 日 ’アジア開銀，シンガポールを調査一－TheStraits Times 6日によるとアジ

ア開発銀行はアジア農業調査の一環としてシンガポールの経済・技術調査を 8月

26日から 9月13日までの予定で行なっている。

7 日 Vインドネシアと全面国交一ーインドネシアとシンガポーノレとは， 7日ジャカ

ノレタで全面国交樹立を決定した。 8日；発表された両国外相の共同声明によると，

次の代理大使を置きあうことになつた：一一

Ridzwan Dza凸r代理大使，駐シンガポール・インドネシア代表は AbdulRach・

man Ramly代理大使。

vシンガポール国会ひらかる一一一シンガポーノレ国会が7' 8の両日ひらかれ，

自警隊法，開発基金法，国立記録館法，義安学院法が通過した。

v政治犯の家族逮捕さる一一政治犯の家族約30人（うち男は 4人）は7日内務

省に Lim内務相を訪れ会見を申し入れたが，「不在」を理由にこれを拒否された。

この後かれらは坐り込みに入りかけたため，警察が介入し約20人を逮捕したQ

，新・ l日通貨交換状況一一Goh蔵相の国会発表によると， 8月31日現在マレー

シア， シンガポーノレ， ブ〉レネイにおいて新旧通貨の交換総額は7億8278万ドノレ

で，このうちの 34.65%にあたる 2億7123万ドルがシンガポーノレで変えられたも

のである。なお旧マラヤ・ドノレのシンガポーノレにおける流通量は15～18%といわ

れているから，この34.65%は「非常に満足」すべき数字である，とされているo

v新投資奨励策，為替管理法一部緩和一一政府は 7日以降，指定地域（主に英

連邦諸国〉以外の居住者が所有する会社に対する金融上の制限を廃止することに

なった。従来の為替管理規定によると，このような会社が銀行から融資その他信

用上の便宜をうける場合，外国為替管理官の許可を必要としていたが， 7日以降

シンガポールの銀行は創始産業証を受けたシンガポーノレ設立の会社に対して，そ

の払込み資本の 100%までを貸しつけることができるようになったもの。

8 日 ’英軍撤退後の基地利用一一Lee首相が8日の国会で発表したところによる

と，イギリスとシンガポーノレとはイギリス軍撤退後の基地民間利用について，間
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もなく会談をはじめる予定である（シ代去は Hon経済開発fr長官，ス側代表は

Dudley海外開発相）。

Vフォード財団，シ大へ再び援助一一－'Dre Straits Times 9 1-lによると，シン

ガポー／レ大学は近くフォード財団から 158万 1千ド／レの援助を得て，法学部の拡

大と経済研究センタ－ ERCの改苫：を行なうことになった。後背はもともと同財

団からの援助（175)jドル〉で設立されたものであるが， 今回は lU万 1千ド／レ

を得ることになったもの。なおこの結果ウィスコンシン大学とシカゴ大学とは同

大学での経済研究汁画に参加できることになったυ

また前者も1963年に同財団からの援助（90万ドノレ）を設立され，今回さらに45

万ドノレを得ることになったもの。

10日 V警察署，デモに襲わる－ーゲイラン街の警察署が10日夜約 150人の青年に襲

われ，油を投げつけられた。逮捕者なし。

11日 V第2回国民兵役登録はじまる一一1949年7月 1日～12月311:1に1n生したもの

を対象とする第2回国民兵役登録が11日からはじめられた。

16日 V国連の援助一一国連と、ンンガ、ポーノレとは後者の20ヵ年開発計画の企画・調整

に関する前者の専門家・コンサルタントによる援助計画に正式に調印した。この

援助計i酎は総額1500～1700万ドルに及ぶもので，シンガポーノレはこれにより 40人

の専門家・コンサルタントを数週間から 4年の期間にかぎり提供されることとな

ったo

v対インドネシア貿易一一ジャカノレタでの発表によると， シン力、、ポーノレはイン

ドネシアに対して66年10月～67年7月のlOJj問に 1億2300万ドノレの輸出を行ない

（食料，繊維，機械，ゼイタク品など），また 100万ドルの輸入（鮮魚，野菜，ゴ

ム）を行なった。（６６年8月6日， 9月14, 15, 171二I, 10月10日， 67if2月22日，

3月24日， 6月25, 26, 30日等参照〉

17日 V開発公債発売一一一第2次開発計画（66～70＃＇－）用として第 4回目の開発公債

6千万ドノレが次の 2種につき17日から発表された：－（1)5年満期（1972年7月15

日〉，利子5.Ya%, (2)20年満期（1987年7JH5 tJ），利子5.%＇%。

18日 vパリサン系拘留者に大量裁判一一ーさる 6月13日に Changi拘置所前にすわり

こみ逮捕され保釈中だった BarisanSosialis系運動員約262人に対する裁判が，

18～21日の 3日郊外の仮設法廷で行なわれたが，運動員らは議事規則に従わない

ため，法廷侮辱罪で3ヵ月の拘留を宣告された。なお6月の事件に対する裁判は

10月24日まで延期された。
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20日 V工業化と外資一一Toh副首相はジュロンの FederalMatch Co., Ltd.の閉所

式に出席しラ 「シンガポーノレで工業化が始められて以来3億5千万ドルがこれに

投資された。このうち約半分は外資である。経済開発庁は今後ますます外資を奨

励するためホンコン，メノレポyレン，バンコク，アメリカにつづいて9月始めスト

ックホルムに投資促進事務所を設立した」と語った。

v出生減る一一家族計画・人口庁の K.Kanagaratnam長官は，次のように語

った。

ここ数年家族計画庁の努力により人口出生が減りはじめた。すなわち65年は

5万5725人， 66年は 5万4680人で67年はさらに減って 4万8500人となるだろ

う。しかし近年は結婚適令期の人口が増大しているから，庁の目標維持はます

ます困難となろう。

22日 Vユーゴと外交関係樹立一一一ベオグラードで22日発表されたところによると，

シンガポーノレとユーゴスラピアは外交関係の樹立に合意し，大使級の代表を交換

することになった。

25日 佐藤首相の訪シ一一日本の佐藤首相は東南アジア訪問旅行の途上の25～26の2

日間シンガポーノレを訪問した。 26日発表された佐藤＝リー共同声明は次のように

いっている。

両首相は国際情勢および両国の共通の利益に関する諸問題について卒直な見

解を表明しあった。ベトナム情勢については両者とも紛争の早期かっ平和的解

決の希望を表明し，かっ関係当事諸国のこれに関するさらに積極的な行動を要

望した。

両首相はアジア・太平洋地域諸国間に地域協力促進の機運が高まっているこ

とを歓迎し，また両政府がこれら諸札識が相補って，この地域の社会的，経済

的発展に一層効果的に貢献するよう，緊需に協力してゆくべきことに意見が一

致した。

26日 V リ一首相，英米訪問に旅立つ一一リ一首相は26日，地中i毎のマノレタに向け出

発L，同国で3日間英軍撤退後の基地利用状況を視察したのち29日夜ロンドンに

到着した。なお同首相は10月にはイギリス労働党大会に出席し，またJスイスでの

国際社会主義者大会に出席したのち，アメリカを訪問する予定である。

27日 曹人口動態調査一一シンガポーノレ大学の瀞保生 YouPoh Seng経済研究所長

は，このほど同研究所と国家開発庁とが合同調査した66年10月現在の世帯調査を

次のように発表したの
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(1) 総人口は 193万人， うち1111q人78.8%，マレ一人12.l %, インド・パキ

スタン人 6.6%，その他2.5%。15才以下は4::L5%, 15～59才は51.1%, 60才

以上は 5.4%。

(2）世帯数は32万2千。

(3) 経済活動人口は57万6655人で， うち 5万2630人が失業中。

(4) 識字率は6～24才の男子が64.7%，女子が58.5%。

Vソ連・東欧訪問貿易使節団帰る一ーさる 8月19日に出発したソ連・東欧訪問

貿易使節団が27日帰国した。 Sim団長は次のように語った。

将来の見通しは，わが国の製造業者が積概的に海外進出に努力すれば非常に

明るい。今同のわれわれの目的は，わが国に売るべき商品のあることを知らし

めることであり，ソ連，ポーランド，チェコ，ハンガリー，ルーマニア，ブル

ガリア，ユーゴなどを正式訪問し，またデンマーク，西ベルリン，オーストラ

リアなども非公式訪問してきた。

これらの諸国はいずれもシンガポールのパイナッフ。ル・カン詰，編物，履物，

タイヤ，チュープ，その他消費物資に関心を示L，同員のあるものは先方から

代理人に任命されたほどである。

チェコとユーゴとは通商協定草案をつくってきたのまた多くの国々は年内に

貿易使節団をシンガポールに派遣してこよう。
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多ゴムをめぐる動き

ゴム価格は， 9月13日に開始された政府買い支えによって一時回復したのであるが

(9月前文参照〉， 10月には再び趨勢的下落の道を歩むことになった。すなわち 4日に

月間最高価格の52%セント（RSSNo. Iポンド当り〉を記録して以後，じりじりと後

退を続け， 31日にはついに46%＇セントまで低落したのである。ちなみに政府が買い支

えにのり出した時の価格は47%＇セントであった。

この危機に直面して， マレーシア政府は 9月末から天然ゴム生産国13ヵ国に対し，

クアラノレンプーノレで、共通の問題を討議しようと， 緊急招請を行ない， 10月初めにその

会議を実現させるなど， 10月中に次のような一連のキャンペーンを行なった。

(1) ゴム生産国会議（ 2～4日，クアラルンプーノレ，参加国：一一一マレーシア，

シンガポーノレ，セイロン，タイ，インドネシア，南ベトナム， リベリア。オブザー

パー：一一ピルマ）

マレーシアのラザク副首相は開会演説の中で，最近のゴム価格下落の原因として

次の8点を指摘した。（1）西欧の経済不況，（2）アメリカ自動車会社などのスト，（3）ス

ヱズ閉鎖，（4）アメリカの在庫ゴム放出，（5）合成ゴムのダンピング，（6）中ソの買付減

少，（7）故意の市場操作，（8）生産国側の売りたたき。ラザ、ク副首相はまた， 61年から

66年までのマレーシアにおけるゴムのポンド当り減価は42セントであり，これによ

る外貨喪失は54億ドルにのぼっていることを明かにし，天然・合成ゴムの生産国・

消費団をすべて包含した商品協定と各国の統一生産計画とを実現するよう呼びかけ

た。

4日発表された声明によると同会議は，天然ゴム生産国連盟 Association of 

Natural Rubber Producing Countriesの設置を決定し， これに次の任務を与える

こととなった。：一一（1）ゴム市場機構の調査，（2）船舶輸送費の調査，（3）天然ゴム生

産性向上方法の研究，付）天然ゴム使途拡大の研究，（5）短期的・長期的解決策の研究。

なおこの声明にはさらにつぎのような要求が掲げられている。：一一（1）生産国およ

び消費国の商品協定，（2）アメリカの在庫放出の削減，（3）アメリカ，カナダの合成ゴ

ム・ダンピングの停止，（4）天然ゴムに対する関税障壁の撤廃。
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各国代表はマレーシア政府の買付政策を支持し，ゴム産業救済のために有効なも

のと称賛したが，会議の閉幕した4日をピークにマレーシアのゴム価格が低落し始

めたのは悲しい皮肉であった。

なお天然ゴム生産国連盟について， Lim商工相は 7日， l規約草案は10月中に作

成され， 11月中旬の閣僚会議に提出される。閣僚会議はマレーシアで開催してもよ

いし，他の加盟国で聞いてもよい。」と語った。

(2) 国連総会での要請：一一Manickavasagam労相はら日，国連総会で次のよう

に演説した。

マレーシアの今年のゴム輸出量は60年に比して26%増大するはずであるが，輸

出価額はわずか%に過ぎないと思われる。ポンド当り 1セントの下落は年間では

2200万ドルの収益減をもたらし，多くの小農を没落させる。先進国は，公正な価

格を実現するために共に努力して欲しし、。

(3) Tan蔵相とジョンソン大統領との会談：一一一一Tan蔵相はアメリカでジョン

ソン大統領と30分間会談した（10日〉他，国務省経済担当官と秘密会談を行ない，

在庫ゴム放出の削減とポンド当り20USセント以下での販売の停上とを要請したと

いわれている。 Tan蔵相は会談後その成果について，「非常に有益だったが詳細に

ついてはまだいえない」と再三語っているが，ロイター10日によれば，両国は「さ

らに話合いを続けることに同意した」のみといわれる。

(4) イギリスの英連邦担当国務相とマレーシア政府の会談：－KhawKai Boh 

商工相代理は訪マ中の Shepherdイギリス国務相と会談し（12日〉， ゴム産業への

投資を要請した。同国務相は13日ラーマン首相，ラザク副首相とも会談したが，会

談後， 「ゴムの問題は砂糖，小麦と同様な方法で対処さるべきだ」と述べた。

(5) 低開発国77ヵ国会議（10～24日，アルジェ〉：一一マレーシアからは Lim商

工相以下の代表団が出席し，合成ゴムのダンピング停止を先進国に要請しようと呼

びかけた。会議は一次産品に対する関税障壁の撤廃，特恵関税制度の導入などを要

求した宣言を採択した。

なおマレーシア外務省17日の発表によると，アノレジェで、この際ひらかれた天然ゴ

ム生産国9ヵ国閣僚と国連貿易開発委員会 Unctadの当局者との会談の結果， 11月

中にジュネーブで天然・合成ゴム生産国および消費国の専門家会議がひらかれるこ

とになった。

(6) 国際ゴム研究会 IRSG第四回大会：一一13～20日の間サンパウロでひらか

れた IRSG第四回大会で，マレーシアの JamilJan代表はゴムの国際商品協定結
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成を主張したが，これは認められず，かわりに天然’合成両ゴム生産国14ヵ国から

なる諮問委員会の結成が決定された。同委員会は12月にロンドンで第 1回会議をひ

らく予定である。なお J.Jan氏は「この大会は天然・合成両ゴム生産国にとって

転換点となった」として一応満足の意を表している。なお21日に発表された大会声

明は次のようにいっている。

諮問委員会は天然・合成等ゴム生産者が現在直面する諸問題を検討し， IRSG

に対し適正な勧告を行なうだろう。今凶の統計分科会の見積りによると， 1967年

における天然ゴムの世界消費は約251万トンで，合成ゴムのそれは 329万トンで

ある。また1968年はそれぞれ265万トンと 365万トンとなっている。一方供給の

方は天然ゴムの場合アメリカの在庫放出を含めて67年で255万トン， 68年で265万

トンであり，また合成ゴムの場合は共産圏諸国を除いて67年で 341万トン， 68年

で 379万トンとなっている。

IRSGは来年5月パリで行なわれる第 20回会議の討議資料作成を決定した。

また IRSGは最近上昇の著しい海上運賃について示された関心を考慮し， また

Unctadからの援助の申し出にもかんがみ， Unctadが天然ゴムの海上運賃にかん

する資料を作成するよう要請することに決定した。

(7) 英連邦議員連盟大会（29日，カンパラ）: --Syed Ahmad Shahabudinマ

レーシア代表団長はこの会議で， 「ゴム価格を安定させるための国際会議開催に，

連邦諸国は協力して欲しい。ゴムについても，砂糖，コーヒーにおけるが如き同際

協力が必要であるJl'.訴えた。

以上のように，マレーシアの10月はゴムに明けゴムに暮れたといえよう。 しかし政

府のこれらの努力によって得られたものは， “さらに話合いを続ける”という抽象的

なものばかりであり， 具体的な価格維持策は何ら実現されなかったといわねばならな

い。マレーシアの前途は依然として多難である。

マ レ ー シ ア

1 日 T NUPW書記長欧米へ一一全国農園労働者組合 NUPWの Narayanan書記長

は 1日欧米各国に向け出発した。同氏はこれら各国の労働組合指導者と会い，ゴ

に
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ム価格救済措置を講ずるよう自国政府を説得して欲しいと要請する予定である。

Vコーランよりレーニン一一－Ya'akub土地・鉱業兼法務相は，ベナンのBayan

Lepas宗教学校卒業式で次のように述べた。

マレ一人大学生の間にコーランよりもレーニンの共産主義理論を学ぶ傾きが

ますます強まってし、る。イスラム教は停止していてはならない。常に進歩させ

るべきであるし，またそれは可能である。

Vベラの鉄鉱石枯渇か一一一ベラの鉱山調査官 AhmadAzizuddin氏によると，

ベラ州の鉄鉱山は近年資源枯渇のため減産を続けている。すなわち最盛時たる19

61年にはイポ一周辺で・13の鉱山が1295人を雇用して年間約200万トンを生産して

いたが，現在では 9の鉱山が603人を雇用し，年間わずか25万トンを生産してい

るにすぎない。

これに対しノミハン州は今や第 1の生産州になり，これにトレンガヌ，ジョホー

ノレが続いている。

Vベナン少I'!の農民も FAMAに反対一一ペナン・ウェノレズレー省農民協会連合の

Haji Ahmad bin Said会長の発表によると，同連合は 9月30日の会議で， FAM

A 連邦農産物市場販売庁による米・籾の流通制限に反対することを決定した。同

氏によるとケダー州が米にいい値をつける以上，ペナンの農民はケダーでの取引

を許さるべきだ，としている。 (9月号特記参照〉

2 日 Vゴム生産国会議聞く（ 4日まで）一一特記事項参照。

Vゴム低落は第 l次開発計画に影響せず一一ラザク副首相は，マラヤ大学にお

ける経済討論シンポジュウムで次のように述べた。

最近のゴム価格低落にも拘らず，マレーシアの貿易収入は計幽額をさほど下

回っていない。開発計画の残る 4年間には，オイノレ・パーム，木材，その他の

輸出によって，収入は急速に増大するであろう。

’在マ・シンガポール市民に第2身分証明書一一マレーシア在住のシンガポー

ノレ国籍の市民は従来本籍を記入した身分証明書の所持を義務づけられていたが，

2日以降はマレーシアの住所を記入した証明書も必要となる。

3 日 Vラーマン首相，次期も立候補か一一ラーマン首相はアロノレ・スタノレで「私は

まだ壮健であり，次の選挙にも立つつもりである」と語った。

V共通綴字制度についての論争一一クアラノレンプールで 3日インドネシア，シ

ンガポ－1レ，プルネイ，マレーシア 4国の学識経験者15名を集めた「アジア言語

近代化会議jがひらかれた。席上シンガポーノレ大学マレー学部長の Alatas教授
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は，このほどマレーシア，インドネシア両国間で作成されたマレ一語の共通綴字

法に反対し，この制度が何ら国民の討論を経ていないことを指摘した。なお同教

授はこの日に限らず再三にわたって，新制度の煩雑さを批判している。

4 日 V ブルネイ・スルタンの退位一一一先月 51才の誕生日を祝ったばかりのプルネ

イスルタン OmarAli Saifuddin （在位16年〉が， 4日その地位から退き，長子

Pen区iranMuda Mahkota Ilassanal Bolkiah (22才〉が翌5日第29代スルタン

に即位した。なお新スルタンは即位のためイギリス・サンドハースト陸軍学校を

中退した。

（注〉 Omar自身f土，退位の理由として宗教関係の任務に専念するため， とし

か述べていないが，次の点を見れば，実権を一手に握ったまま，形式上は議

会制度を導入し，自ら首相の地位に就こうとしているためではないかと思わ

れる。

(1) イギリスが撤兵を間近にして，政治体制の民主化による安定を要求して

し、ること。

(2) Omarの第2子 MohamedBolkiah (20才）が宮廷大目兼海軍司令官に

任命されたこと。 (1日〉

(3) Omar自身，ブルネイ軍最高司令官（ブルネイ・マレ←連隊の名誉連隊

長）および政治顧問の地位についたこと。 (5日発表）

(4) 選挙方法研究のため，選挙管理委員をマレーシアに派遣したい旨，同国

政府に連絡したこと。 (9日マレーシア政府発表〉

Vセイロン首相来マーーセイロンのセナナヤケ首相が国防次官，ゴム統制官ら

の随員をともなって，マレーシアを訪問した。同首相は 8日まで，ラーマン首相，

ラザク副首相ほかの閣僚とゴム問題， ASEAN問題について話し合ったが，帰国

の際， セイロンには ASEANに加盟する意志がないことを明らかにし，より広

い地域の経済協力が必要であると述べた。

なお15日セイロンの Wanninayake蔵相もマレーシアと二重課税回避条約締結

のため同国を訪問した。

V軍需工場に認可一一政府は4日マレーシア最初の軍需工場設立を認可した

(65年 3月 6, 28日および66年 6月 1日参照）。これによると，新工場はマレーシ

ア政府（40%),Sharikat Permodalan I匂bangsaanBerhad, Sharikat Jaya Raya 

（以上国内民閉会社）， Oerlikon-Buhrle （スイス）および DynamitNobl Ag （西

独〉の 5者による合弁企業で， セランゴーノレ州の Batu Arangに設立される予

定。なお資本金は1000万ドノレ，当初払込みは 200万ドルで，雇用労働者は 300人

以七当初は小火器用弾薬を生産する。
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Vオートバイ・スクーター組立工場優遇措置一一Lim商工相は4日原動機付自

動二輪車組立工場の優遇措置を次のように発表。

1. 適正な保護関税を設ける。

2. 組立部品輸入を無関税とする。

3. 完成車輸入には従来どうりの数量制限を行なう。

4. 部品・装飾品生産了a場の創始産業指定を考慮する。しかしこれは組立工

場には適用されない。

なお現在， ホンダ， ヤマノ、， 鈴木， プソヂストン各社から入札申し込みがあ

るが，政府は50:50の出資比率を望んでいる。

5 日 Vマラッカ州首相かわる一一一マラッカ州首相が5日の州議会で， Ghafar bin 

Baba氏から HajiTalib bin Karim氏にかわった。理由は前者がさる 9月1日

にMara原住民信託会議の長官に就任して以来，州首相との兼務が困難になった

ためである。後任の Karim氏は64年4月以来同州議会の議長であった人。 1930

年から 9年間西スマトラで教育をうけ，大戦中は MalaccaMalay Unionの党首

となり，戦後は Umnoの創設にも参加した。

なお前者は現在なお州議員であり，またマラッカ連合党およびマラッカ Umno

の党首からも辞任してはいない。 (24日参照）

6 日 Vラザク副首相，サラワクへ一一ラザク副首相は 7日クチンを訪れ，空港で次

のように語った。

サラワクの危機が解決されれば，さらに多くの資源活用が可能となり，開発

計画は促進されるであろう。サラワク州民が共産主義者を支持する限り，サラ

ワクに未来はない。政府批判は自由であるが，利敵行為は許せない。私の訪問

は政府・州民・政界指導者・報道関係者が共産主義者追放のために協力するよ

う訴えるためで、ある。

ラザク副首相はサラワク連合党各派指導者と会談したほか，各地を視察したが

9日クアラノレンプーノレに帰って次のように述べた

テロリストはせいぜい数百人だが，州民の中には多数の支持者がいる，経済

的・心理的戦闘を強化すべきである。インドネシア側にいるゲリラがプルネイ

に戻ろうとするなら，われわれは断固かれらを粉砕するであろう。

Vサバ対外貿易で、シンガポールの比重低下一一TheStraits Times 6日はこの

ほどサパ統計局が発表した数字をもとに次のように報じてし、る。

サパの1967年 1月～ 7月の対外貿易は 4億1970万ドルで、前年同期の 3億8400
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万ドルより増大している。 しかし対シンガポール貿易は 1億 1550万ドルから

9980万ドルに減少した。 （輸入9220万ドノレから8060万ドルへ，輸出2330万ドノレ

から1920万ドノレへ〉一方，対西マレーシア貿易は1600万ドルから1980万ドノレへ

と増大を示し（輸出150万ドルから180万ドルへ，また輸入1450万ドルから1800

万ドルへ〉，また対サラワク貿易も560万ドルから780万ドノレへと増大している。

輸出貿易はまだ木材とゴムに大きく占められている。前者の輸出は 160万ト

ン1億6970万ドルで、前年同期は 136万トン 1億2800万ドノレで、あり，後者のそれ

は量が 1万 2687トンから 1万 3465トンへと増大したが，額は 1780万ドノレから

1576ら万ドルに減少している。

6 日 ▼サバ州政府，非マレーシア人弁護士の今後の活動を禁止―――――（編者注，この

措置は近く行なわれる予定の選挙違反に関する訴訟事件－原告 RichardYap元

保健相，被告 Mustapha州一首相の公判で，原告側弁護士のシンガポール人 D.

Marshall氏をしめだすもの，と原告側は見ている〕。

V第3遊撃大隊新司令官一一前東マレーシア陸軍司令部付将校の HarjitSingh 

中佐が第 3遊撃大隊司令官に任命された。

V統一製品規格を準備一一林端安 LimSwee Aun商工相は規格委員会におい

て，多数の国の製品規格がそのままマレーシアにもちこまれている現状を改め，

年内に国情に見合う統一規格を確立する計画のあることを明かにした。

7 日 Vサラワク連合党ふたたび内紛ーーTemenggong J ugahサラワク関係相（サ

ラワク連合党党首兼イパン族の政党Pesaka党の党首〉は 7日， サラワク第 3省

のカピトにおける，ラザク副首相歓迎会の席上「イパン族は土地開発計画で何ら

の利益も受けていない。連邦政府の Ya’akub土地・鉱山相と州政府の Taib農

相および AwangHipni福祉相（ 2名とも Bumiputra党〉とは偏った援助を行

なっている」と述べたことから，州政府与党のサラワク連合党内における種族対

立が表面化した。

同党は現在第 3省のイパン族を主体とする Pesaka党（党首 Jugah), マレ一

人を主体とする Bumiputra党（もとの Barjasaと Panasが合併して出来た一一一

今年3月24日参照）および中国人の Sea党とからなる 3連合体で，その党首，書

記長，州首相（それぞれ， Jugah,Thomas Kana, Tawi Sli）などはいずれもイ

パン族でしめられているが，イパン族自身は州政府の実際の運営が西マレーシア

のマレ一人の力を背景にした Bumiputra党によって握られていると考えており，

ここに今回の内紛の原因があると思われる。咋年の Ningkan州首相追出し事件
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もこの Bumiputra党の前身たるマレー人2政党と，第2省のイパン族の対立と

いう形をとっていたことに注目すべきである。 (66年6' 7月号特記および同9

月号特記など参照）

さてラザク副首相は 8日カピトからクチンにもどるや「連邦政府，州政府はす

べての種族を援助する」と語り， また Ya’akuh士地・鉱山相も10日「誤解をと

くためサラワク連合党指導者会議をひらくべきだ。もし政府の援助で土地を多く

得たものがし、るとすれば，それはマレ一人や Melenaus人ではなくむしろイパン

族であるJと反論した。そしてその後新聞紙上では Pesaka党が連合党を離れて

Ningkan氏の Snap党と連合するかもしれない， などの晴が流れ事態は改善し

ないまま， 23Hクチンでサラワク連合党大会がひr）かれることとなった。

しかし：11H Bumiputra党の代表が出席せず，議事運営の定員が満たないため，

大会は急きょ Pesak-Sca大会に変更され，次の声明が発表された。

(1) 最近の連合党内不安にかんがみ州政府閣僚の交替を要求する。なおこの

決議は TawiSli州首相の承認を得た。首相は州憲法にしたがし、行動するであ

ろう。

(2) Bumiputra党本部23日付書簡は AbdulRahman bin Ya’akuh氏（連邦

政府の土地・鉱山相〉が，最早サラワク連合党全体会議の委員でないことを確

認している。

その後クチンではマレーシア連合党大会（26日〉がひらかれることとなり，ラ

ーマン首相，ラザク副首相らが同地に飛来しこれを機に直接調停が行なわれたが

成功していない。 Pesaka党は28日Jugah党首不在のままシブで緊急会議をひら

き，（1）州首相に対し23日の決議にもとづき閣僚の即時更迭を要求する，（2)Pesaka

およびサラワク連合党の書記長 ThomasKana氏に対し， Pesaka党の最近の立

場を考慮した結果，連邦政府の農業省政務次官からの即時辞任を要求するーーの

ごつを決議している。

V映画産業の外貨流失額←一一マレーシア映画製作者協会の HoAh Loke会長

の発表によると，マレーシアが輸入映両フィルムに対して年間に支払う額は6800

万ドノレにのぼっている。

V全国工業金融公社発足一一一マレーシア原住民bumiputraの経済活動助成を目

的とした全国工業金融公社SharikatKerjasama Permodalan dan Perusahaan （資

本金2千万わりが7日クアラノレンプーノレで発足した。

Vタイ国境共産ゲリラの活動一一バンコクで10日発表されたところによると，
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マレーシア・タイ国境沿いのブトン地区で、 7日保安ノミトローノレ隊が15人程度のゲ

リラと小戦闘を行なった。なおアロノレ・スタルの公式筋が18日発表したところに

よると，この 6週間にプトン地区で 7同の小戦闘が行なわれたといわれる。

10日 , Tan蔵相， ジョンソン大統領と会談一一訪米中の Tan蔵相は10日ジョンソ

ン大統領と会談し，アメリカの在庫ゴム放出削減とポンド当り 20USセント以下

での販売の停止とを要請したが，ロイター電によれば同意は得られなかった模様

である。 (13日帰国，なお特記事項参照〉

V駐イギリス高等弁務官きまる一一一政府は， 10日新駐イギリス高等弁務官に，

Abdul Jamil bin Rais氏（現在，総理府事務次官および内閣書記長）を任命する

ことを確認した。なお前高等弁務官は 8月15日以降ペナン州知事になっているo

v南米へのゴム輸出を促進一一サンパヴロで聞かれる国際ゴム研究会総会にマ

レーシア代表団長として出席する Jamilbin Mohamed Jan輸出統制官は，出発

にあたって次のように述べた。 （特記事項参照）

天然ゴム・合成ゴムの公正な価格を実現するため，大会で「国際商品協定」

を提案する。大会のあとアルゼンチン，ブラジ／レ，メキシコ 3国をまわり，各

国政府と天然ゴムの関税について話し合うほか，天然ゴム需要者とも会い， 3 

国へのゴム輸出増大に努めたい。

11日 Vソ連との国交樹立を決定一一マレーシア政府は11日の閣議でソ連との国交樹

立を承認した。これに関してラーマン首相は次のように述べた。 (4月30日， 6 

月15日など参照〉

政府はパンコク大使館に対し近くソ連当局と詳細な取決めをするよう指示し

た。ソ連通商代表部が，外交関係締結後間もなく設置されるであろう。われわ

れは独立後長らく互いに門を閉ざしてきた。今や西側の外にも友邦を作らねば

ならぬ時である。この決定によってさらに多くの商品・特にゴムの直接販売が

可能となろう。

V統治者会議聞く一一今年 3回目の統治者会議が IstanaNeg訂正tで聞かれた。

(12日まで〕

vロンドンで外債発行一一一11日ロンドン金融市場に出された総額750万ポンド

(6427万5000ドル〉のマレーシア政府公債は，上場と同時に応募超過となり，全

額の引受けがなされた。なおこの外債は払戻し期間1978年～1982年，利率7.5%

であって，第 1次開発計画に用いられるものである。

12日 V非合法入植者の追出し一一セランゴール州政府は12日，同州 TelokGong地
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区に非合法入植していた530人の農民を退去させ，近くの Pandamaranに仮居さ

せると共に，その住家をとりこわした。農民の頭目 HamidTuah氏によると，

セ州政府は 9月に彼らに対し TanjongKarangの SungeiYuにある 2千エー

カーの土地を与えると約束したといわれるが，農民側は文書による確約がないた

め， TelokGongでの不法入植を続けていたもの。なおセ政府のこの措置に対し

てマラヤ大学の講師や学生が反対運動を始めている。

V木材業使節団日本へ一一一ノξハン州の木材業者 TengkuArif Bendaharaを団

長とする木材業使節団が日本に向った。一行は日本の業界代表と会い，製材・合

板・製紙一貫工場設立の可能性を打診する。

13日 T Umno青年部第四回大会一一Umno青年部第181口｜年次大会が13日開催され，

(1）中国の国連加盟支持， (2）国連によるアラブ諸国の失地回復の促進， (3）ローデ

シア，スミス政権の不法独立宣言抗議，（4）政，経界における破壊分子に対する強

固措置の採用一ーなどの決議を通過させた。このうち（1）の「中国の国連加盟支持」

は， 「台湾が国連議席を失なわない限りにおいてオとの条件つきで、提出されたも

の。

同大会で選出された新役員は次の通り：一一委員長：－Senubin Abdul Rah-

man，副委員長：－Alibin Haji Ahmad，委員： -Engku Mohsein bin Abdul 

Kadir, Abdul Aziz bin Ishak, Kamaruddin Isa, Shariff Ahmad, Ahmad 

Musta旺aHassan, Borhan bin Mohamed Y aman, Rosedin Ya’acob, Raja 

Nasron bin Raja Ishak0 

14日 T Umno第20回大会－Umno第20回大会（19回については66年7月30日参照）

が14, 15の両日約2千人の代表をあつめてクアラノレンプーノレでひらかれ，新役員

選出のほかラーマン党首の演説，質疑などが行なわれた。 15日採択された決議は

次の通り：一一

(1) ベトナムおよび中東紛争の当事国が力によらず会議の席で事を平和的に

解決するよう要求する。

(2) 国家破壊分子を強く非難する。国民に国家発展への確固たる信念をもつ

よう呼びかける。

(3) 統一マレーシア国家実現に努力する政府を支持する。

(4) 政府に中国の国連加盟を支持するよう要求する。

(5) ローデシア問題について英国政府と非難する。

なお TheStraits Times 20日の特集記事によると，今年の Umnoの三つの
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会議（青年部，婦人部，総会）を通じて著しい点は，最近ケダー，ベノレリス，ペ

ラなどで勢力拡張につとめる PMIPに対する非難演説にほとんどの時聞が費さ

れたことだといわれる。なお新役員は次の通り・一一

委員長

首席副委員長

副委員長

ラーマン（首相）

ラザ、ク（副首相）

Abdul Ghafar (Mara長官）

Mohamed Khir J ohari （教育相）

Tan Sri Sardon （新任〉（運輸相〉

Senu bin Abdul Rahman （青年部長，情報相〉

Tan Sri Fatimah binte Hashim （婦人部長〉

中央執行委員 Tun Ismail （前内務相〉

Dato Harum bin Haji Idris （セランゴール州首相〉

Aishah Ghani （上院議員〉

Dato Haji Abdul Rahman Ya’acob （土地・鉱業相）

Wan Abdul Kadir （国防次官）

Dato Engku Moksein （副文化・青年・体育相〉

Dr. Mahathir bin Mohamed （下院議員〉

Inche Ali bin Haji Ahmad （大蔵政務次官）

Tan Sri Ibrahim Fikri （トレンガス州首相〉

Tan Sri Nik Ahmad Kamil （元国連大使）

Dato Hussain Nordin （下院議員）

Dato Hanafiah Hussain （下院議員・ Fama長官〉

Inche Abdul Rahman Talib （前教育相）

Dato Abdul Samad Idris 

Haji Ghazali bin Haji Jawi 

Haji Osman Abdullah 

Dato Ahmad Said 

Dato Haji Othman Sa’at 

Inche Sulaiman Bulon （国家・農村開発副相）

Haji Hamzah Alang 

〈選〉 前役員と異なるのは， Ismail前内務相が副委員長の職を解かれ，後任に

Sardon運輸相が昇格したこと。中央執行委員の定員が15から20に拡大 l,
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新たに Idris以下の 7名が選/flされ， SyedJa’afar AlbarとSyedNasirの

名が消えたことである。

T Mara工業技術学院の定礎式 マレーシア原住民の工業技術水準ひきあげ

を目的とした Mara工業技術学院 MaraInstitute of Technologyの定礎式がク

アラノレンプーノレ郊外のパトウ・ティガで、行なわれた。同学院は1970年には最初の

学生募集（第 1年目は 4千人〉を行なう予定である。

15日 Vタバコを未成育ゴムの間作に この日山版されたゴム研究所 RRIの1966

年版年報によれば，小農園で、ゴム樹の未成育中間作として作っているタパコが，

小農にとって重要な副収入になっている。タパコによると， 1エーカー当り月150

ドルの収入をあげることができるが，ピーナツによる収入は88ドル， トウモロコ

シは58ドル，パイナップルは29ドル，パナナは25ドノレに過ぎない。しかしタパコ

などの短期作物栽培は土壌を腐蝕するおそれがあるので，注意が必要である，と

されている。

16日 Vインドネシアと大使交換一一政府は16日駐インドネシア大使に Ya'acohbin 

Abdul Latif£ 前駐アラブ連合大使を任命した。 」方， 24日のアンタラ通信による

とインドネシアの駐マレーシア大使には，現北京駐在代理公使の Darwoto氏が

任命される予定である。 (8月30日参照〉

なお新駐アラブ連合大使には AbdulRahman bin Talib前教育相が任命され

る予定である。

Vニュージーランド首相， 3国軍事協定を示唆一一ニュージーランドのホリオ

ーク首相は，英軍撤退後の安全保障に関し，マレーシア，オーストラリア，ニュ

ージーランド 3国で話し合おう，とのラーマン首相のよびかけ（14日 Umno大

会での演説）を支持し，軍事協定成立の可能性を示唆した。

18日 V教員6千～ 7千人失業か一一全国教員連合 NUTの JohnGurusamy書記

長によると，教員の労働強化を義務づける教育省の決定によって，来年西マレー

シア全体で 6～7千人の年雇教員が失業するという。同書記長は MTUCに対

し，この問題について特別会議を開くよう要請した。

vラーマン首相のサバ訪問一一司ラーマン首相はサラワクでひらかれる連合党大

会に出席の途上， 18～20の3日間サパを訪問した。ラーマン首相は18日，サパ政

局不安の種となっている Upkoの問題にふれ，「マレーシア首相として Upkoの

指導者と会い誤解をときたい」と語ったが，この 3日間には会談は行なわれなか

った。それどころかラーマン首相が政府の援助で建立された同教寺院の完成式な
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どに出たことから， Upkoから， 「政府はマレーシア結成にいたった政府間協定

の精神からして特定宗教に資金援助を行なうべきでない」との抗議をうけたほど

であった。

19日 V英軍撤退後の経済援助一一イギリスの AlanDudley海外開発省次官補は18,

19の両日マレーシアを訪問し，英軍撤退後の経済援助の方法についてマレーシア

政府と討議したが，その内訳については何らの発表も行なわれなかった。

Vフィリピン密輸取締代表団，サパを訪問一一サパに密輸監視所を設置するた

め， 7名から成るフィリヒ。ン代表団がサパを訪れた。なお9月1日に締結された

マレーシア・フィリピン密輸取締条約（今年12月1日実施〕に基づいて，サパの

Lahat Datu, Semporna, Tawauおよび Sandakanの4ヵ所とフィリピンに密輸

取締局が設置された（25日）。

20日 V韓国新大使着任ーーーさる 6月29日以降空席となっていた韓国の駐マレーシア

大使に HongKi Karl氏が20日着任した。同氏は李政権時代の政府スポークス

マン。

21日 V非マレ一人の副首相就任問題－UMNO機関紙， MalayaMerdekaは先

週 MCA, MICに対し， “ラーマン首相引退後は TanSiew Sin蔵相が副首相

になるだろう”との噌の打消しに協力するよう要請した。これに対しMCA機関

誌TheGuardian21日は次のように反論した。

非マレ一人が副首相になるかどうかは問題でない。 MβZayaMerdekaが，

能力はどうあろうと，非マレ一人は副首相として不適，不足だと考えていると

とこそ問題である。憲法は非マレ一人の首相就任すら禁じていない。マレーシ

ア独立時に MCAがラーマン首相，ラザク副首相の就任に賛成したのは，他に

人材がなかったからに過ぎない。ラーマン首相，ラザ、ク副首相，すべてのマレ

一人穏健派は，狭量分子に理性を説いて欲しい。

この問題に関して26日ラーマン首相は「Tan蔵相と簡単に話し合っただけで解

決した。何も心肥することはないJと語った。また同首相はクチンでのマレーシ

ア連合党大会でも「マレ｝人たるととは首相・副首相就任の条件ではない。人格

的資質のみが考慮さるべきである」と認め，一応論争は解決した。

（注〕 上述の「ウワサj とは，中国人の支配を恐れ，その政府からの排除を主

張する PMIPなどマレ一人・人種主義者が， 69年の総選挙に備えて意識的

に流布させているものと言われている。 UMNOとしては，一方ではマレ一

人の支持をとりつけるため， 「中国人の政治支配」の表面化を恐れ，他方で

唱－

円。
1
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は連合党政権維持のためには，中国人をある程度重用せざるを得なし、。 MCA

としては，平穏裡に政権の頂上に登ることを望んでいるはずであり，この問

題が華々しく議論されては悶るであろう。 “はれものにさわらぬ”ことで両

者の利害は一致したわけである。

V第13回労働党大会，急進路線を打ち出す一一マラヤ労働党第13回大会が21,

22の両日ベナンで聞かれ，新らしい活動方針の採択と新事ぱ子部の選出とが行なわ

れた。昨年9月以来同党執行委員会は幹部集団辞任のため機能を停止しており，

その後設置された 3名からなる書記局も， 2名が政治活動を禁じられて，身動き

のできない状態にある（ 7月8日と 8月20日参照〉。 こうした状態の中で聞かれ

た党大会は，次の活動方針を採択し，全く新らしい執行部を選出した。

活動方針（星川、旧報23日〉

(1) 新植民地主義の典型たる「マレーシアJ 「シンガポール共和国」を粉砕

し，真の民主的統一マラヤ国家実現のために闘う。

(2) 労働者階級の指導の下に，労農同盟を広汎な反帝・反封建統一戦線の基

礎として，マラヤ民族の民主革命実現のために闘う。

(3) 過去における「野党統一戦線」と最近民主連合党が唱える「単一野党」

とはいずれも上述の正しい統一戦線にもとるものであり，労働党はこれら資産

階級の統一戦線に反対する。

(4) 「合法主義jの束縛を排し， 「議会の道」の迷妄を打破し，大衆闘争を

主たる政策方針とする。

新役員

委員長

副委員長

書記長

副書記長

財務委員

委員

ー（ 158）一

前司宰針 Koh Kay Cham （マラッカ〉

林建寿 LimKean Siew （ペナン〉

蘇錦祥 Saw Kim Siang （ジョホーノレ〉

陳凱総 Tan Khye Hee （セランゴーノレ〉拘留中

陳希興 TanHock Hin （ペナン〉拘留中

黄福樹 Ng Choon Soo （セランゴーノレ〉

劉元華 Loh Yuen Wah （ジョホーノレ〉

握耀才 C. Y. Choyくべナン〉

陳文松 TanHoon Song （ケダ，拘留中〉，何平卓 HoPeng 

Thong 〈ベナン〉，許平城 KhorPeng Seah （ペナン）， Che 

Mansor （ジョホーノレ〉，陳清雄 TanChin Siong （ジョホー
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ノレ）， 曽明生 ChanBen Seong （ジョホーノレ）， 胡漢光 Wu

Han Kwong （セランゴーノレ〉，厳慈宗YimChee Chong （ヌ

グリスンピラン），播志佳 PhuanChee Kiah （パハン〉，鍾

欣利 ChongSeng Lee 〈ベナン〉， 陳秀英 TanSiew Eng 

（セランゴール〉，張文進ほか2名。

（注〉 The Straits Times 19日は大会に提案される活動方針案を次のように報

じてし、る。

①人種差別に反対する。②税金と搾取の拡大に反対する。③人民の民主

的権利と自由のために闘争を続ける。④非常事態法，治安維持法撤廃のた

めに闘争する。⑤反米闘争を継続する。

二つの方針案が存在し，穏健案が葬り去られたのかどうかは明かでない

が，かなり過激な方針が採択されたことは事実である。じかし TheStraits 

Times 21日は大会で左派が糾弾されると報じており， またベラ支部から出

された，セランゴール支部新委員会〈左派〉の承認動議が，否決されたこと，

The Straits Times 31日が，「左派は執行部占取に失敗した模様」と述べた

こと， （かねてから日和見主義者と非難されている林建寿が副委員長に選出

されたことを指すか？〉を考えると，一概に左派の勝利とは言えないようで

ある。現に中央委員の席すら追われた代表的穏健派陳志勤前財務委員は30日

次のように語っている。 「新指導部と私との聞に対立はない。私は依然とし

て党グアラルンプール支部長であり，セランゴール支部財務委員である。私

の党における新らしい地位は報道されているほど悪くない。新指導部は，よ

り穏健なグループを代表しているのである。」

V国会議員補欠選挙一一一ケランタン州ケランタン・ヒリノレ区での国会議員補欠

選挙の結果は次の通り。（ 9月 1日参照）：

1967年10月21日 1964月4日25日

Ustaz Nik Abdul Aziz (PMIP) 11,855 j Hj. Ahmad b. Abdullah (PMIP) 1,2721 

Tengku Noor Aisah (All) 8,596 I Te昭 kuAbdullah (All) 6,496 

有権者数 27,710 ¥ 

v英語系小学校で国語教育一一－Khir教育相はベナンで， まず英語系小学校で

マレ一語教育を採用することを決定したと語った。同相によれば，第2段階で中

国語学校，タミーノレ語学校にマレ｝語をとり入れる。

22日 T MTUC，総選挙に候補者擁立を示唆ー一一マレーシア労働組合連合 MTUCの

Zaidi書記長は，ベラ支部年次大会で「政府はわれわれの要求に応えていない。

税金・物価はあがるのに，賃金はおさえられたままである。われわれはわれわれ
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の要求に応える候補者を全面的に支援する」と語った。

なお MTUCは11日，きたる 12月15日から開かれる年次代表大会に閣僚を招

待しない旨を明らかにしており，また29日には Zaidi書記長が再び， 「われわれ

は次の選挙に候補者を送るであろう，われわれの所属する党は多様であるが，そ

の難点も克服するだろう。j と述べた。

24日 V マラッカ州議会議長問題一一マラッカ州議会（連合党18人，労働党 1人，無

所属 1人，ただし当日出席は連合党17人，無所属 1人〉は24H新議長選出にあた

って与党側から熊1決宝 YoongYong PowとHassanbin Mansorの2人が立候

補し，共に 9票ずつ獲得したため収拾がつかず，州議会は・時停会となった。

（注〉 ことの起こりは２３日夜マラッカ連合党主脳部が空席となった州議長（５日

参照〉に州 ExecutiveCouncillorの熊快宝を邦薦 L，これを 24日の州議会

にかけて承認するよう同党州議員に指令したことに発している。なお党主脳

が中国人を議長に推薦したのは，州知事と州首相とをマレ一人がすでに占め

ているためノミランスをとったものであろう。

さて 24日の州議会は， この主脳部決定に関与しなかった Umnoの州議員

がこ’れを遺憾として自分等のljlから対立候補者了出したことから混乱を起した

のであるのその後月末までには Ghafar等主脳の説得が効を奏したらしく，

:n日の発表では Umno州議員らも熊統一候補に［nJ意を示したといわれる。

しかし，中国人側の MCAではこれら「反乱議員」に対する処分を要求して

おり，＋一方マラッカ Umnoの AbdulKarim bin Abu刷支部長は「反乱議

員」支持を表明しているので，事態が完全におさまったとはいえない。

vラーマン首相サラワクで米作振興を強調一 ーサラワクをヘリコプターで視察

したラーマン首相は，クチンで次のように語った。

サラワクには米作に好適な広大な地域がある。米作振興について州政府と話

し合うつもりだ。米は世界的に不足してし、るから，マレーシアも機械化による

増産努力をしなければならない。

なおラーマン首相は26日クアラノレンプール空港に到着するや， 日本の小島大使

に対し，電話で日本がサラワクの米作技術を援助してくれるよう要請した。

25日 V空軍司令官にはじめてマレーシア人就任一一Steedman空軍司令官（英人〉

の退官にともなって，新たに Sulaimanbin Sujak空軍大佐が25日新空軍司令

官に任命された。なお同大佐は30日准将に昇格した。

Vオイル・パームの偏重に警告 マラヤ大学農村経済学部長， Agarwal博士

は次のように述べた。

最近ゴム栽培をオイノレ・パーム栽培にかえて行くのが世界的な傾向になって
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いるO このままだと，オイノレ・パームも現在のゴムと同様な窮状に陥るであろ

う。したがって農業の多角化のためには世界の動きをたえず見て行く必要があ

る。

26日 Vマレーシア連合党第 1回全国大会一一一マレーシア連合党の第1回全国大会が

サラワクのクチンで聞かれ，クチン声明（省略〉と次のような決議とが採択された。

1. ラーマン首相の人種平等政策を全面的に支持する。

2. サラワク連合党内の紛争を早急に解決するため，あらゆる努力をおしま

ない。

3. 連合党が権力を保持するか否かは，わが国自体の死活にかかわる問題で

ある。

4. 原住民への経済的，社会的援助を促進する。

（ラーマン首相の大会における演説は資料参照）

なお大会の出席者・は次の通り：一一連合党本部：－陳東海 T.H. Tan幹事長

呉徳福RobertGoh執行書記，西マ Umno代表：－K.Johari書記長， Senu,

Harunセランゴーノレ州首相， Ghafar Mara長官， 西マ MCA代表：－陳修信

Tan Siew Sin，許啓模 KhawKai Boh，曽崇文 ChanChong Wen，甘文華

Kam Boon Wah, Foo Sei Mai，両マ MIC代表：－－V.T. Sambanthan, Athi 

Nahappan，サパ代表：－Mustapha，サラワク代表：－Jugah。

V南ベトナムへ非軍事要員一一ラーマン首相は，南ベトナム援助のため非軍事

要員を送ると述べた。しかし軍人の派遣は否定した。なお同首相は31日にも「わ

が国はベトナム警察軍の訓練には協力するが，戦争そのものには参加しない。ハ

ンフリー氏の訪マ（11月1日以降）は親善と経済援助の問題とが目的である」と

語った。 (5月10日参照）

Vブルネイのマレーシア非加盟は不変一一プルネイの HassanalBolkia新スル

タンは記者会見で次のように述べた。

マレーシア非加盟政策に変化はない。しかしマレーシア，シンガポールとの

友好関係は続ける。これからは教育機関の充実と軍事力の増大に力を入れて行

きたい。

27日 Vサバ・サラワクで心理作戦－Senu情報・放送相によれば，政府はサパ・

サラワクで“侵略者を排撃するため”宣伝戦を開始した。これによると作戦期間

中 SoonCheng Ho情報宣伝局長， C.C. Too心理作戦長官が，軍・警察指導

のため現地に赴き，州民にマレーシアの実情と将来の計画を説明し，政府への忠
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誠を呼びかける。

28日 V教員組合連盟結成かー－NUT,DTCなど10教員組合の代表会議が首都でひ

らかれ，校長組合Unionof Heads of Schoolsの LumKin Juck委員長から，

単一組合への第一歩として組合連盟 Federationを作ろうとの提案がなされ，会

議はこれを承認した。なお単一組合結成案はたな上げされた。

（注） 現在西マレーシアの教員数は約 6万人であり，半数はどの組合にも属し

ていないが，上述の Federationには組合加入のほか個人としての参加も認

められることになっている。

▼ペラ州のマレー人木材業８２社統合へ―――――ペラ州のマレー人木材業界代表は２８

日 AhmadSaid州首相と会談した後， 82におよぶ同州のマレー人木材関係会社

をすべて統合し， Maraの管轄下におくことに原則的に同意したと発表した。

Ahmad首相によれば， ベラチト｜の森林資源はさほど多くない上に業者の競合が激

しく，緊急に調整する必要があった。

V各地で反ハンフリー・デモ一一アメリカのハンフリー副大統領は11月1日来

マするが，ペナン，セランゴーノレなどで労働党を中心とする反ノ、ンフリー・デモ

が28日から始められた。

29日 V教員交流制度一一－Khir教育相は，「すべての教員に地方での教育経験を積ま

せるため，近く教員交流制度を設けることになろう」と語った。

V第3旅団長かわる一一ーサラワク駐屯第 3旅団の旅団長が，このほど Ungku

Nazarddin准将から Othmanbin Ibrahim准将にかわり， 29日前者はクチンを

離れた。

Vサラワクで転向共産主義者15名釈放さる一一サラワク州政府が29日発表した

ところによれば， “共産主義者にだまされていた” 15人が釈放された。

30日 'jilj内務相きまる一一マレーシア政府は Ismail内務相が6月1日以降内務相

を辞任して以来，後任の人選難にあい多忙のラザク副首相をやむをえず兼務させ

ていたが， 30日の発表では Hamzahbin Dato Abu Samah国会議員（ 8月19日

参照〉が副内務相に就任し，ラザク副首相兼内務相を補佐することとなった。

v労組指導者ソ連へ一一Ibrahimbin Musa MTUC副委員長， V. David運

輸労組書記長が，ソ連労組中央評議会の招きでソ連に向った。

31日 Vブルネイ，新空港建設か一一プノレネイ政府の発表によると，同国は1970年末

までにプルネイ市から 5マイルの地点に4000mの滑走路をもっ空港を建設し，超

音速機をふくむあらゆる機種にそなえる予定である。
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シンガポール

l 日 T Lee首相・英労働党大会で演説一一一イギリス訪問中の Lee首相は， 1日夜ヌ

カーパラーで聞かれたイギリス労働党年次大会に出席し，次のように演説したぐ

(9月26日参照〉

シンガポーノレは，イギリス政府のすぐれた指導によって，共産主義者との闘

争で勝利を収めることができた。近い将来の英軍撤退も，わが国の安全を脅か

すほど急激に行なわれるのでなく，徐々に平穏裡に実施されるものと確信して

いる。ベトナム問題については私はタカでもハトでもなく，フロクウである。

米軍のベトナムからの性急な撤退は，戦闘のエスカレーションと同様危険であ

る。アジアの非共産国が，同じように悲惨な状態に陥ることのないよう，正し

い解決を期待したい。アジアの共産国は非共産国の存在を事実として認めるべ

きである。他方非共産国は不退転の決意を示さねばならない。それらの基礎に

立って，ヨーロッパ型の共存が可能となるであろう。

（注） この大会で，ジョンソン大統領のベトナム政策と挟を分つ旨の決議がな

されたのであるが， Lee首相のジョンソン支持演説に代議員は大きな驚きの

色をあらわしたという。

また， Lee首相と英政府との会談では英軍撤退後の経済援助・武器供与につい

て，合意が成立したという。 (Lee首相はこのあと 9～11の3日間チューリッヒ

の社会主義インターに出席したのち，←11日参照一11日～15日再びイギリスに滞

在した。〉

v伊大統領訪シ一一一イタリアのサラガット大統領，ファンファーニ外相が世界

歴訪の一環としてシンガポールを訪れたO 空港には Yusof大統領ほかの政府要

人，在シンガポール・イタリア実業家80名が出迎えた。一行は 2日セイロンに向

った。

V シンガポール MCA改称一一シンガポール MCAは1日の声明で，今後同党

はシンガポーノレ中国人協会 SCA（星華党〉と改称したことを発表した。 この措

置は今年1月27日以来発効となった団体法に従ったものである。なお役員は次の

通り：一一一委員長ー荘文英 ChngBoon Eng，書記長梁植全 LeongChik Choon, 

副書記長黄貴友 WongKui Yu，財務林加裕 LimKia Joo。
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2 日 T Rajaratnam外相， 中国の国連加盟を支持ー←Rajaratnam外相は， 国連総会

出席のため出発したが，空港で中国の国連加盟を認めるべきである，と語った。

なお同外相は途中ブルガリアを訪問したが（ 3～7日）両国の国交樹立について

合意に達したものと思われるυsHからフランス，イギリスをまわり両国政府と

経済援助，ベトナム問題について話し合った。

v対香港輸出増加 香港当局の発表によれば，香港のシンガポールからの輸

入は111'年2億0040万香港ドノレで、あったものか，今年は 8月末日までで 1億1888万

香港ドノレに達している。増加の主な！ボ閃は中国からの食糧輸入が不安定であった

こと，香港の政情が不穏であったこと，にある。

3 日 V昨年の人口自然増加率は 2.5% 医療局の発表によれば， 1966年における

出生5万5千，死亡 1万，自然増4万5千で，産児制限の強化が日Itばれている。

Vシ文化相，ソ連からの帰途パキスタンを訪問（ 5固まで〉

Vオーストラリア，シンガポールへ原油輸出を承認一一ーオーストラリアのホル

ト首相は 3日の国会で，同悶ノミロー島の原油のシンガポーノレへの輸出（14万5千

ノミーレル〉を許可すると発表した。

4 日 V海軍造船所を商業用修理ドックへ一一イギリス最大の造船会社で、ある Swan

Hunter社は， シンガポー／レの海軍造船所を修船ドックに転用する意向をもって

いるが， 転用の採算性を調査するため， Norman Thampson海外部長ほか4名

が来シしたの調査は2ヵ月にわたる予定。

T Bukit Timah, Jurong問高速道路着工← TheStraits Times 5日によると，

Bukit Timah, Jurong聞に全長5)iマイノレの高速道路が建設中で、ある。総了‘費

200万ドノレで来年中に完成の予定。

5 日 V来年から貨幣鋳造開始ー←ー資本金2000万ドルの共和国貨幣鋳造会社 Char-

tered Industries of c;ingapore Ltd.の設立が決定された，同社は来年から鋳造

を開始する。

7 日 V第2回アジア・アフリカ住宅会議聞く一一21ヵ国・ 60代表がシンガポールに

集って， 15日迄住宅問題，都市化問題を討議した。会議において E ¥V. Barker 

法務・国家開発相が明らかにしたところによれば， 66年11月の調査の結果，シン

ガポーノレ人口の27%が老屋もしくは廃屋に， 31%が木造仮宿泊所に住んでいるこ

とが明らかになった。

11日 Vアメリカから米2万5千トンを輸入ー←貿易業界の発表によれば，タイ米輸

入減少のため，アメリカから11月末ごろ 2万5千トンの米を輸入される予定。ア
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メリカに対しては引き続きさらに多くの米輸出を要請する予定。

なお TheStraits Times 12日によると， アメリカ米は以前にも数回輸入され

たが，消費者の好みに合わず売れなかった。

Vスイスと国交樹立一一一外務省はIHI，スイスとの国交樹立を発表した。これ

に伴ってスイス領事館は大使館に昇格し， H.E. Suter領事が大使となる。なお

この決定は Lee首相のスイス訪問（ 9～11日）にあわせて行なわれた。

Vプレハブ輸出増大－ -The Straits Times 11日によれば，昨年5月に設立さ

れ（工場：プキ・ティマー），今年5月に生産を開始した AmericanInternational 

Industries Ltd. (Baey Kim Swee & Co., Ltd.の子会社）は先週，南ベトナムか

らの 100万ドルにのぼる組立住宅追加発注を完遂した。現在までに同社の南ベト

ナム，タイへの輸出額は約300万ドノレにのぼり， さらに25万ドノレの発注を受けて

いる。またインドネシアとの商談も進行中である。

T lee首相：世界の未来はベトナム戦にかかる一一チューリッヒでの社会主義

インターに出席した Lee首相は，大会で次のように演説した。

世界の未来はベトナム戦争が如何なる形で終結するかにかかっている。アメ

リカの経済学者はかつて「アメリカはベトナム戦も偉大な社会もまかなうこと

ができる」と述べたが，今やわれわれはこつの遠大な計画がアメリカの富をも

ってしでも同時には実現できないことを知ってし、る。しかしこの苦しし、努力が

放棄されて，近隣諸国にも新たな試練が課せられることになれば，南アジア，

東南アジアの幾百万とも知れぬ人々が，さらに大きな悲惨を味うであろう。ア

メリカのベトナムからの性急な撤退はアジア全体に悪影響を及ぼすであろう。

シンガポールは小さな戦闘については中立を保つが，大きな戦闘になれば選択

の余地はあり得ないことをよく知っている。

12日 Vマレ一人通商業者助成庁設置か一一一政府はマレ一人の経済的・社会的地位向

上のため，貿易・商業にたずさわるマレ一人を援助する機関二マレ一人通商業者

助成局の設置に原則的に同意した。これはマレー商業会議所からの要請に応えた

ものである。なお同会議所はこの他，マレー人を官庁におけるあらゆる部局に 1

人採用し，倉IJ始産業におけるマレ一人労働者比率を現行の12%から15%に引き上

げるよう主張している。 （なお6月11日参照〉

V所得・価格政策実施か一一チューリッヒからロンドンに戻ったLee首相は，

イギリスの AubreyJones所得・価格局長官と会談した後， 「シンガポールへの

所得・価格政策導入を考慮中である。イギリスの所得・価格政策がシンガポーノレ

G
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に適するかどうかを研究するため，関係者が訪英するかも知れない」と語った。

（注〉 労使双方の反響ト一一使用者側は一般に所得・価格政策を不可避的なも

のだと見ており， Lee首相の腹案は， シンガポールが充分工業化され統制の

必要になった時実施されると見ている。しかしインフレ傾向が存在しないの

にこの政策を導入するのはおかしいとする意見もある。一方労働者側は全面

的反対ではないが， NTUCが既に不当な賃金要求を抑えている点を指摘し

て，所得政策の不要を説く意見が多い。価格統制が充分であれば，組合は賃

金統制に反対しないであろうが，価格統制は困難であろう。

14 8 Vソ連通商代表団訪シ一一イリヤ・ナイディッチ氏を同長をする 6名のソ連通

商代表団が，昨年5月調印された通商協定に関する話合いのため，シンガポール

を訪れた。

15日 f SMNO新役員一一SMNOシンガポール・マレ一入国民組織の第 1回全国大

会が15日開催され，次の新役員が決定した。

委員長 Ahmad Haji Taff 

副委員長 Syed Ali Redha 

書 記 長 .Syed Esa Almenoar 

青年 部 長 Mahmud Othman 

大会の席上， Taff委員長は次の 6点をあげて政府を非難した。

(1）経済は悪化の一途をたどっている。とれは近国を無視し，遠固と謀議し

ているためである。

(2) 共和国は PAPの警察国家になってしまった。

(3) ジュロンはまるでサハラ砂漠のようになった。

(4) 閣僚は腹ペコなのに手品を使ってごま化している。

(5) 国民は幻滅し，この島の直面する問題を計両的に解決するよう望んでい

る。

(6) 国民のあらゆる権利が制限されている。

16日 T B. S；系4労組の登録却下一一BarisanSosialis系の労組が，労働省の指示し

た手続きを拒絶したため，再登録を却下された。組合名は次の通り：一一へアド

レッサー組合，書籍・広報・出版労組，木材業労組，タクシー運転手組合，組合

員累計3千人。なお BarisanSosialis系労組が労働省の指令を拒絶したのはこれ

で3度目である。

17日 f Lee首相，ベトナム戦争でジョンソン支持一一一イギリス訪問を終えた Lee首

相は (1日参照〉ニューヨークを経由して（16日〕， ワシントンに到着し， 17, 
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18の両日ジョンソン大統領，ラスク国務長官，マクナマラ国防長官らアメリカ政

府首脳と会談した。なお Lee首相の随員は RahimIshak教育担当国務相， Sim

Kee Boon大蔵次官， Phay Seng Whatt公務委員会委員長， HonSui Sen経

済開発庁長官らである。 Lee首相は17日夜の歓迎会で次のように語った。

私は来年の大統領選挙後来る予定であったが，シンガポールはベトナム戦争

に直接関係をもっているから，それまで待てなかった。来年の大統領選挙にお

いて，東南アジアに平和と安定をもたらそうとするアメリカの決意が充分に示

されることを期待している。アメリカ国民はこの勇敢な、世界を守りぬく努力を

続けて欲しい。人間の力と，よりよい生活，よりよい世界への進歩とに新たな

る確信をもって，この国を離れたい。

また18日に発表された Lee首相，ジョンソン大統領の共同声明は次の通り。

首相および大統領は，共通の関心をもっ広汎な問題について率直かっ有益な

意見の交換を行なった。会談は両国間の親密な関係を反映し，相互理解が深め

られた。大統領および首相は，全太平洋社会の安定と幸福が東南アジアの独立

維持ι相互協力に基づく自立的経済成長の促進とにかかっているものである

ことに合意した。大統領はシンガ、ポーノレが地域協力を推進するよう要望した。

首相は両国の繁栄と安定のために地域的機構を設けるよう努力すると述べた。

大統領および首相は，国家聞の相互尊重・不干渉・平等が，安定した平和な世

界秩序を作りあげるための基本原則であることに意見の一致を見た。両首脳

は，あらゆる国家が自らの政治・経済・社会制度と生活方法とを，何らの干渉

も受けずに選ぶ権利を持つものであることに合意した。人間の自由と尊厳とを

重んじ，人々に生活向上への等しい機会を与えることのできる平和な世界を実

現したい，という全世界の希望にそって，両首脳は東南アジアの発展を検討し

た。大統領は，東南アジアに平和と安定がもたらされれば，同地の人々はその

エネルギーを経済成長と生活改善とに注入できるであろうと述べた。首相はベ

トナム戦争が他のアジア諸国の平和と安定を強化する形で落着するよう希望し

た。両首脳は，両国の国連支持を表明し，国連が世界の平和と安定にとってよ

り効果的な機関となり，各国民の経済的・社会的進歩のために，各国の友好関

係と相互協力を促進させるよう努力すべきであると強調した。

V英援助の具体的決定なし一一AlanDudley英海外開発省次官補は， 16,17の

両日シンガポールを訪問し，イギリスの経済援助について話し合ったが，援助の

意志のあることを確約しただけで詳細な取極めはなされなかった模様。 Dudley
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次官補は，財政援助よりも民間資本の投下を促進したいと述べた旨伝えられてい

るが，これについて Goh蔵相は，「民間投資は援助とは違う。 Healey国防相は

公式に実質的援助を約束していたはずだ」と暗にこれを非難しているO

18日 Vニュージーランド通商代表団来シ－R.II. Stewartを団長とするニュージ

ーランド通商代表団が18日シンガポールを訪れ， 26日迄各業界代表とニュージー

ランド製品の輸入促進およびシンガポーノレへの資本投下について話し合った。一

行は肉・乳製品，繊維，機械業等からの 301'1の代表で構成されている。 Stewert

団長は26U，帰国にあたって次のように述ベた。

1年11fi~比べるとシンガポールで、ニュージーランド商品は後退している。こ

れは中悶，北朝鮮のダンピングのためである。エュージーランド商品の高い品

質は多少の高価を相殺してなお充分余りあるはずであるから， Iii場拡大は可能

である。シンガポールで、の会談は成功を収め，新たに数個の契約が成立した。

19日 曹 Lee首相，アメリ力は確固たる意志を一一2H間のワシントン訪問を終えた

Lee首相は 19～23の5日間ニューヨークを訪れ講演， テレビ会見などを行なっ

た。

20日アジア協会で演説トー「アメリカが大＇ 1え洋諸国に背を向けるならば，

太平洋諸国もまたアメリカに背を向けるだろう。これはわれわれの滅亡を意味

しているJと語り，アメリカがあくまでもアジアに留まるよう要望した。

21日国連総長と会談：一一一この会談ではベトナム問題で意見が一致しなかっ

た模様で，会談後「私の方がベトナムの近くに住んでおり，少し近視眼的かも

しれない。ただ私は非常に強い生存本能をもっているのだJと語った。

22日テレビ記者会見：一一アメリカは戦闘を断乎として続けるという，北ベ

トナムに劣らない意志と信念とを持たねばならない。アメリカは国内に知何な

る批判があろうとも決して戦いを中止するものでないことを北ベトナムが悟っ

た時，解決は可能となろう。北爆を停止しでも和平会談は実現しない。重要な

のはアメリカの決意である。将来の東南アジアの安定のためには，米・ソ・中

3国の相互保障条約が望ましい。アメリカは中国その他の太平洋諸国に対し，

もっと現実的な態度をとってほしい。

なお Lee首相はこのあとセントルイス， シカゴ，サンフランシスコ，ロサン

ゼlレス，ホノルル等を訪問したのち11月2[::lシンガポールに帰着した。

19日 V東独経済使節団来シ一一Hろからなる東ドイツ経済使節団が19日シンガポー

ルを訪れた。一行は27日まで滞在し，両国間の貿易および合弁事業の促進につい
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て話し合った。

20日 V商業会議所，企業減税を要請一一シンガポール国際商業会議所SICCの Sib-

ree会長はこの日， 香港からの投資を盛んにするため企業減税を実施するよう政

府に要請した。

21日 Vジョホールとの給水協定一一ジョホール州政府の発表によると，シンガポー

ルへの給水協定は4年間の事前通告の後廃棄できるものとなっている。なおシン

ガポール政府はジョホーノレの水源地区（7300エーカー〉の使用料として 3万5500

ドルを支払っている。

23日 V林渓茂 LimTαy Bohシンガポール大学副学長死去

25日 Vバリサン系大量拘留者の裁判再開一一－ 9月18日以降延期されてU、たパリサン

系拘留者2.61人に対する裁判が25日から郊外の仮法廷で再開された。

26日 f SMA前会長， 早急な輸出刺激策を要請－－25日シンガポーノレ製造業者協会

Singapure Manufacturers Association会長を辞任した LS. Zampatti氏は，輸

出刺激政策の実施が遅れていることに関し，政府を強く批判した。 Zampatti前会

長によれば政府が今年末までに実摘すると発表している刺激策は次の通り：一一

(1）海外への旅行・宣伝の奨励による市場開発，（2）租税の優遇，（3）輸出信用状の発

行。

27日 Vルーマニア貿易使節団来シー－OvibluCreanga貿易相を団長とするルーマ

ニア貿易使節団が27日シンガポールを訪れた。一行は20日間にわたって各地で貿

易拡大について話し合う。

28日 干駐シ新日本大使に吉田前ハンガリ一大使一一一シンガポール外務省は28日，吉

田健一郎新日本大使（前駐ノ、ンガリ一大使〉の任命に同意したと発表した。なお

上田常光前大使は11月1日帰国した。

Vアメリ力，干lootingpontoon 4隻を発注一一極東造船工業 Far East Ship 

Building Industries Ltd.の K.C. Lee社長がこの日発表したところによれば，

同社はアメリカの DeLong Corporation (New York）から鉄製品atingpontoon 

4隻（各 900トン，総額290万ドル〉の発注を受けた。 TheStraits Times 29日

によると従来この種の発注は日本・香港に対してなされていたが，アメリカはシ

ンガポールの低賃金に着目したようである。なお完成までには8ヵ月を要し，200

名の熟練工が雇用される予定。

29日 V学童の政治活動阻止一一一中華総商会で29日同商会， ChineseSchool Teachers’ 

Union, Chinese 九fiddleSchool Teachers Association, Chinese Schools Con-
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ference，および StudentParents' Associationの5機関の代表約400人が会合

し，中国入学童の政治活動を阻止すべきである旨の決議を行なった。

30日 V連合党，真の中立主義を強調一一シンガポール連合党A.P.Sの張賛美Thia

Chan Bee委員長はステートメントを発表した。

アジアのスイスともいうべき真の中立シンガポールになってこそ，貿易と雇

用の増大がもたらされ，明るい未来が約束されるであろう。

31日 V増大する工場事故一一この日聞かれた第2回工場安全セミナーで， SiaKah 

Hui労働政務次官は，工場事故の増大について次のように述べた。

工場事故は1964年には7850件であったが， 65年8215件， 66年8599件と漸増し

ている。これらの多くは，使用者，労働者双方がもっと安全に心掛ければ防げ

たものである。また事故は大企業よりも中小企業に多く起っている。

V国会聞く一一シンガポール国会が31日に開会し， (11月2日まで）議会にお

いて Goh蔵相の答弁で明らかにされた事項は次の通り。

④ インドネシアとの経済関係：一一対決時代にイシドネシアと関係をもっ

工業会社40，海運会社18が同国との関係を絶たれ，前者では18社が倒産した。

今年3月現在，海運会社については17社が営業を再開したほか，新：たに 1社が

加わった。工業会社については新規創業は8社である。またインドネシアとの

貿易も順調に拡大している。

③ ジュロンの工場数：一一操業中のもの94工場，雇用労働者8800名。

③ 石油精油所の投資額：一一創始産業の指定を受けた精油所の全投資額は

1億2480万ドノレ，雇用労働者 398名。

④ 66.8～67. 7の貿易〉一一総額77億8300万ドノレで前年比輸出 9.7%，輸入

8.7 %の増加。

また，この日ゴム協会（法人〉法が成立した。この法律によって， 1963年に設

立された同協会は法人化され，ゴム輸出税を徴収することができる。

（注） 従米同協会は構成員の寄付，手数料，競売手数料等によって支出をまか

なって米たが，最近はゴム価府下落で経営附難に陥っていた。

V国会定員7議席増一一Toh副首相兼首相代理は 31日の国会に，国会議員定

員増加に関する白書を提出した。この白書は，政府が66年1月に選挙区調査委員

会〈委員長 WongKeng Sam副首相府次官代理）の提出した選挙区改定に関す

る報告を全面的に承認したもので，改定の理由は政府の住宅建設計画などで各選

挙区間の有権者数に差が出てきたことであるといわれる。また従来から有権者数
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の少なか tJ た Southern Islands I逗は他の 3選挙区へ分訓！段収されることにな －：J

ているυ （結局選挙区は51から58に増加する）なお，この白書は本国会に同じく

提出・通過をみた国会議員法にもりこまれており，来年末に予定される選挙で実

施されることとなった。

次表は新選挙医.8 Cゴチック）およびその誕生に関係したf1iJ選挙15(1:1［支を示し

ている。

l一→Aljunied

Aljunied－一一一一一一＿＿II＿→Macpherson 

l一一→PotongPasir 

｜一一→Jurong
Southern Island・- - I （一→PasirPanjang 

！一一→TelokBlangah 

Alexandra ←一一一一 一！

l一一→Bukit乱1erah I 
Bukit Merah一一一一一－I I 

J三ゴDelta←一一一一一一一一一I-Queenstown
Delta I I 

1一一→BukitHo Swee I 

Queenstown ←一一一一一一i

Katong←一一一一一一一一一 l

i一一→Geylang Serai←一一一一一＼－Mountbatten

GeylanεSerai←一一一一一l Mountbatten ←一一 一一一一i

（一一→KampongUbi←一一一一一l

I-Joo Chiat 
Joo Chiat←一一一一 1

l一→Kallang←一一一一一一一一一一一｜
I I Jalan Besar 

Kalla昭一一一一一一一一一i Jalan Besar＜一一一一一一l

！ー→Whampoa

1一→KampongKemhangan 
Kampong Kernhan只an-I

J二二一三KampongChai Chee←一｜
I 1-Siglap 
I Siglap←一一一 一l

Tam pines I 
l一一→Tampines
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ラーマン首相の連合党大会における演説（26日，クチン〉

(The St1勾正zitsTi 

国家発展のためにはあらゆる種族が協力しなければならなU、O 一種族のみに立脚し

た政党は決して成功しない。それ故多種族政党たる連合党の手に政権を維持せねばな

らない。

最近首相・副首相の後継者問題について党内各派に誤解が生じている。憲法はいか

なる種族の首相就任も禁じていない。首相には議会で多数を得れば就任でき，副首相

は首相が任命するものである。 PMIPは，マレ一人の支持をとりつけるために， Umno

が中国人に国家を売り渡そうとしてし、るなどと非難を浴びせかけるが， この中傷には

全く根拠がない。 Tan蔵相は最良の閣僚の一人である。 Umnoの機関紙 Merdekαは

Tan蔵相の人格を攻撃する意閃なぞ少しももっていなかったが，〆遺憾ながら同紙の意

図は誤解されて， MCAのひんしゅくを買った。 MCAは政権のー柱たる Umnoの立

場を理解して欲しいの連合党各派が真実を知り，相互に理解し合わないならば，われ

われは政権を維持できないで、あろう。不平を公然ともらすのは敵に利用されるだけだ。

敵は連合党の分裂をもくろんでいる。団結した連合党こそ最も強力なのである。

連合党の強みはマレ一人の堅い支持があるからであるが， PMIPはまさにその支持

を動揺させようと画策しているのである。今になって敵が，マレーシアは中国人に支

配される，といった宣伝に乗り出して来たのは， このままではかれらに政権獲得の望

みがなくなってしまうからである。われわれの手によってこそ，マレーシアに:5p.和と

繁栄がもたらされたのであり，将来もそうであろう。

役人が腐敗しているとの非難があるが， 政府は腐敗役人一掃運動を進めているし，

これからもさらに強化して行くであろう。州政府に土地・鉱山の認可権が与えられて

いることも， 汚職の一因となってし、る。また私は出来る限り国民に会うことにしてい

るが， 連合党指導者の中には，仕事にかまけ論争に明け暮れて，国民に会おうとしな

い者がいる。

サパ・サラワクは独立以来着実に発展した。両州旅行中，政府も州民も私を暖く迎

えてくれた。両州でマレ一人が他民族を支配し，マレ一人のみに経済援助がなされて

いる，と主張するものがあるが， 政情不安故にある程度はやむを得ないことである。

サラワクの州閣僚更迭は， 州首相とサラワク連合党内の一党派（PartyBumiputra 
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マレーシアタシンガポール（10月〕

のこと一一編者・〕の欠席中に決定され， 州内閣が調査もできないうちに公表された。

これは異例のことであり非民主的である。連合党が敵の攻撃にさらされてし、る時，お

互いのあらさがしをするのも，紛争を公表するのも誤りである。サラフワ連合党は一

致協力して州民のために尽十ものであることを示さねばならない。

次の5ヵ年計画におけるサパ・サラワクへの連邦政府投資は 4億ドルにのぼり， 道

路・橋梁・土地開発・豊鏡地への入植事業に使用される。 この計画によって，サパ・

サラワクは米の自給のみならず輸出をも実現できると期待している。

サパ・サラワクを欠いたマレーシアは存在しえない。われわれは両州の自治を尊重

している。人口比率から見れば両外｜の連邦議会議員数は多いといえよう。西マレーシ

アは両州の首相任命権に介入していない。州首相は閣僚任命権をもっている。全州民

がマレーシアを祖国と看倣して積極的に政治に参加して欲しい。そして連合党党員は

自らに課せられた使命を果して欲しい。
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シンガポールマレーシア，

英ポンド切下げの波紋

マレーシア，シンガポール，ブルネイ 3国政府は19日，イギリスのポンド

切下げに時を同じくして， 「6月12日以降発行されている新通貨の切下げは

行なわず，旧通貨（マラヤ・ドノレ）のみ14.3%切り下げる」旨それぞれ発表

した（注1,2）σ これらの声明によるとこのような措置がとられたのは，新通貨は

金表示のため（ 1ドル＝0.290299グラム）切下げの必要がなかったが，旧通

貨はポンド表示のため（ 1ドノレニ2s 4d）自動的にポンドの切下げに従わざ

るを得なかった，ということであるらしい。この決定によって， 3国の新通

貨 1ドルは対英2シリング8.67ペンスに相当することになった。また，旧通

貨の各コインおよび紙幣の価値は次表のように定められた。なお，マ・シ両

政府はその後（前者25日以降，後者24日以降〉旧貨の 5セントおよび10セン

トのコインにつき，もとの価値に復帰させた。

口
H

ド

貨

0.85 

4.28 

8.57 

42.85 

85.71 

新貨

1 

5 

10 

50 

100 

貨

ーム

A＆

Q
U
門

i

ヮ“

ーi
4

4

新貨

噌

I
F
L
O
A
υ

ハυ
n
u

1

2

5

 

口
μ

セ

ン

ト

ノレ

また，イギリス政府が公定歩合を 8%に引き上げたことに呼応して，マレ

ーシア，シンガポールの公定歩合もそれぞれ次表のように引き上げられた。

さて，両国政府とも，イギリス政府からポンド切下げの通告を受けたのは

18日夕刻であり，それ以前には何らの示唆も与えられなかったとして，事態

の急変を国民が素直に受け入れるように求めている。

自国新通貨の金表示については，マレーシア政府が66年 8月に，また，シ

ンガポーノレ政府が今年3月に，それぞれこれを発表し，ポンド切下げへの体
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3 ヵ月定期預金

一般貸出

優遇貸出

I ___ _: レーシア 三？とずで二十
1 旧利占！ 戸 i1 ｜日利占 1
(66. 10刷新利平 11 (66. þÿÿ�ÿ�g�'!) I 新利率

5.5% 

7.5 8.0 

7.0 7.5 

3 ヵ月預金

6 ヵ月預金

9～12ヵ月預金

7.5% 

7.0 

5.5 % 

5.75 

6.0 

8.5 

8.0 

（注〉 マレーシアは BankNegara 20日発表，シンガポールは銀行協会22日発表。

制固めを始めながら，現実には官民とも過去60年来享受してきた旧通貨の安

定ぶりに目をうばわれていたというのが実際であったらしい。とくにマレー

シアでは旧通貨の新通貨への交換と，外貨準備の多様化とに遅れをとり，こ

れが原因となって暴動まで惹起されるにいたった。

C 1 ) 切下げに伴う損害額

18日現在の 3国における新・旧両通貨の流通状況がどうであったか，正確

な数字は不明であるが， Tan蔵相によると (19日〉， 旧通貨は 3国全体で約

6億ドノレといわれる。この数字とその他最近発表された数字とをもとに，旧

通貨切下げ当時における 3国のおよその通貨ポジションを推定すると次表の

通りとなる。

（単位 100万ドル）

「瓦通貨 l旧 通貨 J 言i
I I %1 I %1 

シンガポーノレ I 325 .6(1)1 3oc2) I 81.4 I 20 I 407 .o 

マレーシア・ブノレネイ I 619.4 I 54.4 I 518.6 I 45.6 I 1,138.o 

計 1 945.o 1 61 I 600 0ベ 39 1 1,5必 .0(4)

（注〉 (1) 11月22日現在。シ政府23日の発表（正確には 3億2559万ドル〉。

(2) マレーシアの 1上院議員が20日の上院議会で述べた大雑把な数字。

(3) Tan蔵相の19日の発表。

(4) The Straits Times 20日。

この推定からすると，マレーシア，ブルネイにおける未交換の旧通貨は約

5億2千万ドノレ（うち，ブルネイ分は10%程度か〉であり，ポンド切下げに

ともなう損害額はその14.3%，つまり約7440万ドルにのぼる。また，シンガ
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ポーノレのそれは1160万ドルとなっている。したがって，後者の全流通通貨額

における損害額の比率は2.8%にとどまったが，前者のそれは6.5%と倍以上

になっている。銀行預金を習慣としない者が多く，また，預金などに値しな

いような僅かばかりの小金を後生大事にかかえる小農，労働者，小商人など

が多いマレーシアのような国において，このことが何を意味するかは 4, 5 

日あとにベナンで発生した暴動を見れば明らかであろう。

(2〕 外貨準備の損害額

マレーシア，シンガポール地域で、は従来の植民地体制の遺制として，対外

貿易で得た外貨をすべて英ポンドに投資し，このポンドを同地域の通貨発行

準備にするという形がとられてきた。このため，ポンド危機が近年深刻化す

るにつれ，外貨準備の多様化も必要となってきたのであるが，この点でもマ

レーシアは遅れをとったようである。同国は昨年8月17日の発表で，今年6

月12日から発行される新通貨をポンド・リンクから金リンクにかえることと

し，外貨準備そのものの多様化にも道を聞いたのであるが， Tan蔵相による

と今年7月現在におけるポンド保有額は，総外貨23億7200万ドノレの90%(21 

億3480万わりに達するといわれ，その後の多様化もあまり進んでいないと

思われる。

さて，問題のポンド切下げ時におけるポンド保有額については，陳志勤労

働党議員が10億ドルといい， T.H. Tan上院議員が17億 5千万ドノレ（いずれ

も20日）といっているが，一方， LinChong Y ahマラヤ大学経済学部講師

によると，ポンド切下げに伴う同国の外貨損失が 3億ドルで、あったとしてい

るから，この場合はポンド準備が 21億 4千万ドル（ 3億ドル÷0.143=21億

4000わけもあったことになる。これらのうちでは政府当局に一番近い Tan

上院議員の数字あたりが，おそらく適当と思われるが，その場合の損失額は

2億5025万ドノレで，総外貨準備の10%強であり，いずれにしても，かなりの

損失といえよう。

一方，シンガポーノレの方は，やはり昨年8月から外貨多様化の方針を打ち

だし，さらに今年3月には，新らしい通貨法により新通貨の金リンクを決定

し事態にそなえていた。 23日の政府声明によると佐川 22日現在の外貨準備

は総額12億5160万ドルで， うち，ポンドは50%弱の 6億2566万ドル，米ドノレ
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は41%の5億1300万ドノレ，そして残りの 9 %は独マ／レクやスイス，フランス

のフランとなっている。この場合，ポンド切下げ前のポンドは約7億3000万

ドノレであるから，損失は 1億0434万ドノレで，総外貨準備の7.3%に当る。

(3) 旧通貨切下げに伴う英連邦諸国との関係

さて， 49年のポンド切下げの際には，当時のマラヤ連邦はイギリスの植民

地であり，イギリスと全く同一な切下げ措置をとったのであるが，現在イギ

リスとの関係は，貿易額で見る限り，さほど重要なものではなく，スターリ

ング圏との貿易も全体の 4分の 1程度だから，新通貨の切下げの必要はさほ

どなかったものといえよう。

マ・シ両国の対英貿易（1966年）

（単位 100万マラヤ・ドノレ）

対 英 国 ｜ 対 全 世界｜英国の比重

マシ｜輸 出 I 214.o I 3,846 .o I 1 % 
レ ｜輸入 I 634. o I 3, 379 . o I 19 

lア｜総額 I gos. o I 1,225. o I 13 

シポ｜輸 出｜ 184.s I 3,373.6 I 5.5 

ンI I輸入 I 408.1 I 4,065.7 I 10.3 

ガル｜総 額｜ 592 . 9 I 1, 439 . 3 I 1 . 9 

また，新通貨切下げによってもマレーシア，シンガポーノレの最大の輸出商

品たるゴム，スズはさほど輸出促進を図れず，徒らに価格低下による減収を

招き，しかも輸入品，特に米など食糧品の価格上昇が避けられないとの判断

があったようである。

(4) 旧通貨切下げに伴う混乱

旧通貨を保持していた労働者，商人，主婦などは，切下げ発表後競って新

通貨に切り換えようとしたが，新通貨が不足していたため地方官庁，銀行，

商店などの多くは，旧通貨の受取りを拒絶するか，もしくは一定の制限を課

し，そのために各地で政府に対する不満が高まった。シンガポールにいたっ

ては， 20日になってはじめて新通貨のコインが発行されだしたほどである。

また，マレーシアの商業銀行は毎週初に先週分の償還旧通貨を BankNegara 

に預け入れ，自動的に新通貨に切り換えることになっていたが，切下げ発表
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が日曜だったため， 1週間分約300万ドルの旧通貨を手持ちしており，相当額

の損害を蒙ることになった。そこでマレーシア銀行協会は20日，切下げの再

検討を政府および BankNegaraに迫り，その結果，マ・シ両政府は24日，

旧5セント， 10セント硬貨の額面維持を認めた。

政府が，旧通貨の回収を意識的に遅らせたのか否かは明かにしょうがない

が，いずれにしても先換情況が順調でなかったことは事実である。

(5) ポンド切下げの影響

マレーシア，シンガポーノレのゴム，スズ，木材等・の輸出はポンド建による

先物取引きであるから，ポンド切下げによる各業界の損失はかなり大きかっ

た。例えば，西マレーシア，シンガポールの木材輸出業界の損失はそれぞれ

600万ドル， 500万ドルにのぼった。また，ゴム，スズの値下がりも相当大き

く，スズは22日，この 3年間の最低値ピクノレ当り574.62)/zドノレを記録した。

ポンドの弱体化によって英駐留軍の消費が減少するばかりでなく，撤退も

早められるかも知れない。基地撤去に伴う失業問題は，特にシンガポーノレに

おいて早急に解決を迫られる問題となるであろう。

最後に，ポンド切下げによって，仲継貿易を基盤とするシンガポールと，

I次産品輸出を中心とするマレーシアとの経済力に格差が生じ，現在でもか

なりあると言われる両国通貨の安定性の相異が，さらに大きくなる可能性が

ある。なぜなら，シンガポーノレの通貨準備はマレーシアに比して健全なもの

であり，近い将来この地位の逆転は考えられず，むしろ開く一方と思われる

からである。

（注 1) マレーシアの Tan蔵相は， 19日朝の記者会見で次の戸明を発表した。

マレーシア政府は英ポンド切下げに伴う事態を十分に考慮したうえで，マレー

シア通貨（以下マ通貨と略す）の額面価値を変えないことに決定した。このため

マ通貨と英ポンドとの新交換比率は， 1ドル対2シリング8.67ペンスとなった。

いずれかの政府が自国の通貨を切下げんとする理由は，第 1に国際収支改善の

ため国際市場における競争力を高めんとすることであり，第2には自国通貨の価

値を維持するに十分な金・外貨準備がない場合である。マレーシアにおけるが如

く，その輸出品の価格が世界市場の需給関係で決まるような場合は，その通貨の

額面価値の変化は国際競争力を改善するものとはならないであろう。いずれにし

ても，マレーシア経済は基本的に強力であり，マ通貨の安定を維持するに十分な

外貨準備をもっているのである。
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これらの理山で政府は，マ通貨の金表示現行平価維持←一つまり，ポンド点示

の場合より 16.67%だけ価値が高まる（ 1ポンド当り8.57ドルが7.35ドルへ〕一一ー

が公正なものであると考えるの今回のポンド切下げは1949年におけるそれと同様

の影響をマレーシア経済に与えることはないであろう。 66年における対英貿易は

全世界貿易（72倍、2500万ドル〉の13%以下であった。

通貨委員会発行のIHマラヤ・ドルの交換比率は，通貨協定の定める 1ドル対2

シリング4ペンスに回定されている。この協定は関係 3国の通貨法に体現されて

いるため， この比率を変えるには 3国各国会の承認を得ねばならないことになっ

ている。政府はこの比率を変更する意向がない。したがって， 1 マラヤ・ドルは

新マレーシア・ドルの 85.71セント， すなわち新 1ドルご1.17111ドルと等しくな

るのである。

（注 2) シンガポール政府は19日朝，次の声明を発表した。

政府は18日午後 5時、ドイギリス政府より，ポンドを19日午前 511寺以降14.3%切

下げるとの報告をうけた。政府はこの措間の泣き起こす諸影智ーを慎重に検討した。

マ・シ両国の通貨は，マレーシアとの宵間的法貨制度に関する協定にもとづき同

等の価値を有している。

両国蔵相はこの点について協議を行なったが， マレーシアの Tan蔵相は 18日

午後7時45分， シンガポールの Goh蔵相に対 L，マレーシアはイギリスの決定

に従わないと通告してきた。シンガポール政府はマレーシア政府のこの決定を合

むあらゆる要因を検討した結果，自国新通貨も切下げを行なわず純金0.290299グ

ラムあるいはそれに相当するものの価怖を保たせることに決定した。このことは

通貨協定の条項により 2シリング4ベンスの率で交換される！日通貨マラヤ・ドル

が，今日では新シンガポール通貨の85.7セントに相当することになったことを意

味している。

（注 3) シンガポール23日の声明

政府は23日閣議をひらきシンガポール通貨（以下シ通貨と略す）を切り下げ、な

いとの決定から発生する若干の問題について討議した。問題のひとつは，シ通貨

を英貨 2ペンス 8シリングに等しい純金0.290299グラムの現行率で維持するとい

う決定に関する技術的問題を明らかにすることである。

シ政府は旧マラヤ・ドルの流通時限を決定すべきではないと考える。国民は新

通貨との交換に最大限の猶予を与えらるべきである。また通貨協定によれば旧通

貨が法貨の地位を失った後でも，｜日通貨を 2シリング4ペンスで償還するための

某金を設立することが定められている。

閣議は1967年通貨法に対する修正案をさる19日にさかのぼって実施することを

承認した。この通貨法は新・旧両通貨の額面交換を定めているが，このたがの英

ポンド切下げにより，新通貨を純金0.290299グラムに定める規定が必要となって

きた。

新通貨を切下げないとの決定は短期的・長期的な利益を考臆してとられたもの
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であるが， またマレーシア1H!Jの決定もひとつの要素となっている。

政府は66年 7月以降外貨準備の多様化を次の 2点を考慮しながら徐々に進めて

きた。第 1は，スターリング圏の一員としてポンドの弱体化をそそらないことで

あり，第2は， 71年 3月までにおける英駐留軍の半減発表と同時に相当額の援助

を約束されたことである。このためわれわれはロンドン資産には出来るだけ手を

つけず新規に流入する資産のみを非スターリング地域へ投資するようつとめた。

かくして11月22日現在における政府および通貨委員会の外貨準備は12億5160万

ドル（英ポンド 6億2566万ドル 49.99%，米ドル 5億1300万ドル 40.9%，残りの

9%は独マルグ，スイス・フラン，フランス・フラン）となっている。なおこれ

には公話事業庁，中央備蓄基金 CPFその他法定機関の準備金や 6千万ドルにお

よぶ利子は含まれていない。

このように資産内容を公表するのはシ通貨の強いことを示すためにある。また

閣議は全会一致で現行平価維持の決定を行なったのである。

多反政府暴動

(1) 契機と背景

“全国を席巻した人種暴動”などと騒がれ 12月中旬になっても依然くすぶり続けた

この事件は， 24日，つまり旧通貨切下げの5日後に起ったペナンでの一斉閉店運動が

直接のきっかけになったものといわれている。ペナンでは20日夜早くも切下げ非難ポ

スターが各所に現われ， 22日からは切下げ非難のスローガンを叫んで数百名のデモが

繰り返されており， ペナン全域にわたる同盟休業のウワサは23日になって流れたが，

それが旧通貨切ドげに対する抗議であることは誰の日にも明白であった。伝えられる

ような人種対立は決して主要な契機ではなかったと言えよう。

このようにしてベナンで開始された反政府運動は， 時を移さずケダ，ベラ，セラン

ゴール，マラッカ，ジョホールなど西海岸諸州に飛火したので、あるが（注1), 発端にお

ける政府批判的色彩から，運動指導者の当初の企図に反して次第に“人種紛争”にす

り替えられた感がある。

旧通貨切下げで、打撃を受けたのは主に労働者・農民・小商人であったと思われるこ

とは先に述べた。では何故これら諸外｜にのみ“暴動”が起き，またそれが人種対立を

あおることになったので、あろうか。 これらの地域においては伝統的に左翼勢力が強い

基盤をもっており， 華僑人口の比率も高いという事実は以前からしばしば指摘されて
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いる。確かに今度の“暴動”も中国人が中心であったけれども，中華商会連合，ベラ，

マラッカ両州MCAはいす三れもデモ・一斉閉店を強く非難しており，単に人種的な観

点からのみ説明することはできない。左翼勢力が“暴動”を指導したか否かはひとま

ず措くとして，（それが重要な要因であったことは事実であろうが）問題は“暴動”の

中心勢力となった中国人が如何なる階層に位置する者であったか， つまり旧貨引下げ

の影響を最も強く受けたのは知何なる階層であったかにある。

西マレーシアの就業人口分布 （カッコ内は百分率〕

にえ；；：＼州名｜ペナン（ヶ ダ

産業＼＼＼畑一Jマレー人　　　　　　 マレー人　　　　　　
農林水産＊［ 可；fl吋；！I 422　　　 8c~~f I 8,604

7,478 I 5,362 I 3,917 I 34,230 I 7,975 I 21,866 
(16) I (6) I (14) I c20) I c1s) I (68) 
106 I 654 I 79 I 138 I 819 I 103 
（一） I C1) I Cー）｜（一） I (2) I Cー）

1 , 884 I 15,250 I 1 , 663 I 1, 179 I 6, 755 I 665 
C4) I c11) I C6!. I C1) I (15) I C2) 

1,193 I 4,366 I 1,116 I 2,130 I 1,743 I 867 
(3) I (5) I (4) I C1) I (4) I (3) 

商・サービス業 I 10,698 j 39,849 j 13,694 j 14,794 j 16,435 j 6,774 
I (23) I (44) I (49) I (9) I (46) I c21) 

運輸・倉庫・通信 I 3, 160 I 6, 9so I 4, 1s3 I 1,887 I 1 , 380 I 637 
I (8) I (8) I (15) I C1) I 'fo) I C2) 

その他共 計 I 45,899 J 90,183 I 28,1011167,878 J 45,191 I 32,165 
I (JQ_Q) I 〔100) I_ (1QQ2 I f工OO)I （工OQ}I (JOQ20 

ミ亡 州名［ セランゴール ｜ 西マレーシア全国

産業　　　　　
I 20,148 I 14,759 I i,384 I 459,842 I foo,929 I 4,49-i 

農 林 水 産 ＊ I （剖｜ (9) I (2) I (41) ¥ (13) I (1) 

ゴム栽培 I 11,190 I 31,476 I 39,162 I 260,654 I 200,531 1150,655 
1 (21) I (19) I (45) I (25) I (26) I (48) 

1,626 I 10,605 I 2,374 I 10,312 I 39,955 I 6,809 
(2) I (7) I (3) I (1) I (5) I C2) 

3,030 I 25,424 I 4,243 I 26,588 I 97,502 I 10,083 
(4) I C16) I (5) I C3) I c12) I (3) 

2,187 I 10,121 I 3,197 I 21,830 I 32,589 I 12,302 
(3) I (7) I (4) I C2) I (4) I (4) 

商・サービス業 l吋弁 I54 I 20 159,661　　 I 237 cg!f 80,894　　　
運輸・倉庫・通信 I 4,456 I 1,282 I 5,1021 26,810 I 29,1621 16,064 

I (5) I (5) I (7) I (3) I (4) I (5) 
その他共 計 I 83,906 1162,412 I 88,236 11,023,129 I 111,963 I 312,956 

J (lOQ) I (10Q2 I 〔1002I (199)_ I (100) I (100) 

守opulationCensus of the RムofMala抑 ＇57与、慎京｝

＊ゴム，オイルパームなど加工用農産物生産業を除く。料大半がスズ鉱山関係。

ゴム栽培

鉱 業＊＊

製 造

建 設

鉱 業＊＊

製 造

建 設
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少々旧くなるが， 左の表を見ると， 57年におけるべナン，ケダ，セランゴール各州

華僑の特色は，全国平均と比べて製造業，商業・サービス業の比重が高く， ゴム栽培

業の比重が低いことである。極めておおざっぱな推定になるが，このことからも旧貨

切下げによって大きな打撃を受けたのは労働者， 小商人であり，とりわけその過半を

占める中国人労働者・小商人だ、ったこと， それ故にかれらが切下げを非難してデモ，

一斉休業の手段に訴えたことがうかがえよう。

(2) 展開と形態

“暴動”が果してどれほどの具体的暴力を用いたのかは明らかでない。確かに多数

のデモが繰り返し行なわれ， ペナンでは同盟休業を守らない商店に押し入ったり，操

業している工場に火を放ったりした例が多少あったが，総体的に見てそれほど過激な

“暴力”は行使されなかったように思われる。

また死者および負傷者（12月2日までに死者24，負傷者709）がどんな情況の下で出

たのかも詳かでないが， 戒厳令違反で警備部隊・警察に射殺されるか傷を負わされた

者の数も少なくないようであるO 12月2日までに逮捕された1326名については， The

Straits Timesを見た限りでは左翼勢力の事前逮捕と戒厳令違反による逮捕がほとん

どだったと思われる。注記したように戒厳令はペナンに続いてケダ，ベラ，セランゴ

ール各州に次々と布告されたが， ペナン以外ではむしろ反政府活動を事前に根こそぎ

にする意図のもとになされたのではなかろうか〔注2）。

運動の推移につれて“人種暴動”の性格を帯びて来たことについては先述したが，

中国人労働者・小商人の反政府デモがマレ一人の反中国人感情を刺激したことはある

意味で当然であった。 しかし果して両者の聞にどれほどの衝突事件があったのかは疑

問であり， むしろこの緊張を利用して左翼勢力＝労働党，人民党と，マレ一人過激派

二全マラヤ回教党PMIPとを“反逆分子”として断罪し，一挙に弱体化させようとし

たのではないかと思われる。

(3) 労働党との関係

ラーマン首相， ラザク副首相とも「この“暴動”首謀者は労働党である」と明言し

ている。事実ベナンでは23日，同党の林建寿 LimKean Siewベナン支部長（全国副

委員長〉が， 「政府の旧通貨切下げ措置に対し統一的抗議運動を起こそう。」と呼びか

け，許平城KhorPeng Seah副支部長も「ストライキ（同盟休業のこと〉を全面的に

支援する。」と語っていることから見て，少なくも“暴動”の初期の段階においては労

働党による指導が徹底していたと思われる。しかし労働党の LimKean Siew支部長

が26日逮捕されたこと（注3），陳志勤 TanChee Khoon同党クアラノレンプール支部長
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（国会議員〕が再三にわたって党員にデモ行為を中止するよう呼びかけたことなどを

見ると，（1）“暴動”の主導権は中途から労働党指導者の手を離れ（注4), (2）それにもか

かわらず，同党に対し強硬な弾圧措置が続けられたと言えよう。例えばペナン，セラ

ンゴーlレ， ジョホールなどで，閉鎖処分に付されるか捜索を受けた党支部数は極めて

多く，混乱を防ぐという名目で逮捕された党員は， 全逮捕者数の相当大きな部分を占

めている。

四州の戒厳令は多少ゆるめられたとはいえ 11月末現在依然解除されていない。炎は

なおしばらくは収まらないであろうが， それはもはや労働党の手を離れた不統一的な

ものに終始するのではなかろうか。

（注 1) 戒厳令の敷かれたのは次の地域。

24日：一一一ベナン島，パターワース

27日：－ProvinceWellesley全域

28日：一一－Ku日m,Bandar Bharu （以上ケダ南部）， Krian （ベラ）

ケダ州には治安維持法 PublicOrder (Preservation) Ordinanceを適

用し， 「危険州」を宣言。

29日 ：一一一Pekulu,Simpoh, Rantau Pajang （以←kケダ中部）， Gua, Pasir, Bukit 

Bakon Pondok, Pring Ah （以上ケダ北部〕

30日：一一－Klang（セランゴール）

（注2) 戒厳令下においては軍隊・警官が多数警戒を続け， また昼の戒厳令解除時

にも商店，露店のまわりに多くの’軍隊・警官が立って“煽勤者”の排除にあたっ

fこO

（注 3〕 逮捕されたベナン州労働党指導者は次の通り。

Lim Kean Siew （支部長： 26日）， Khor Peng Seah （副支部長州議員，党

中央委員： 28日）， Ooi Lum Hwa （支部委員： 26日）， Low Kang Kwong 

(Dato Kramat支部副書記長： 26日）， Choong Chong Koh (Bukit Mertajam 

副支部長： 29日）， Chong Chor Sin （パターワース支部長： 12月3日）など数

十名。同党の州本部および35にのぼる支部が閉鎖された。

（注 4) Tan Chee Khoonグアラルンプール支部長（国会議員〉は30日，「クアラ

ルンプールで12月1日同盟休業が計画されている」とのうわさに対し， 「セラン

ゴールの労働党指導者の大半は既に拘留されており，労働党が同盟休業を組織す

ることは不可能である。」 と述べた。 なお労働党はこの10月の全国大会で，新ら

しい活動方針と執行部を承認したのであるが（10月21日参照〉， 上述のような弾

圧は，新らしい陣容の整わないうちにたたくという意味なのかも知れない。

多シンガポール公益事業庁 PUBの活動状況

王瑞露 OngSwee Law PUB長官の発表（25日〉によると， PUBの第2次5ヵ年
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マレーシア，シンガポール（11月〉

計画（66～70年）収入内訳，および最近の活動状況は次の通り。

なお Ong長官が28日語ったところでは，来年は電気料金， ガス料金が共に下り，

水道料金はあがる予定。

PUB第2次 5ヵ年計画の資金調達

内 部資金 1億5900万ドノレ （＊〕 Ong長官によれば，延払い信用，

世 銀貸付 1億2700 II 外部借款によって不足額を補うことは

延払い信用 4000 グ 困難とし寸。

政府 貸付 1億0000 II 

収 入計 ４億２６００　　〃

支出計 4億5900万ドル

〔不足額〕 33万ド；v*

収 支 見 積 り （単位百万ドノレ〉

1 67年 I 68年 ｜ 増加率仇）

電気料 1 - I 101. 7 I (12.5) 
ガス料 l - I 9.1 I C 9.9) 

収 入｜水道料！ ー I 35.7 I c s.6) 

計（a) i 131.6 I 凶 .5 I Cn .4) 

既定 費 ！ - I 69.2 (11.3) 
！減 価 償 却 i - I 2s.9 (12.1) 

経常支出 l利子 支 払 （ - I 2s.2 (19.6) 

！計（b) I 109.1 I 123.3 (13.0) 

利益 I (a）一（b) I 22.s I 23.2 I c 3.1) 

（発電所建設 1 22. 2 I 57. 1 I c151. 2) 
j 阻 電事業 1 33.9 I 54.8 I (61. 7) 
｜上水道事業｜ 14. o I 16. 3 I (16 .4) 

資 本支出 iガ ス 局 l 3.s I 3.9 I c11.1) 

I ジヨトノレ川開発 II 10.3 I -I 
その他共計 11 91.5 1 140.3 I (53.3) 

利益および利益率

65年 I 66年 I 67年 1 68年

一ピ 益　　　　
利益率 1 4.96(%)1 7.33 I 8.81(8.35) I 9.09 

（注） カッコ内は年初予定額。
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マレーシア

1 日 Vハンフリー米副大統領来マ一一アメリカのハンフリー副大統領が南ベトナム

訪問の後， 1日マレーシアを訪れ，ラーマン首相，ラザ、ク副首相ほかの政府閣僚，

ゴム関係者と話し合いを行なった。会談では主にゴム価格，ベトナム戦争，地域

協力，マレーシア経済などの問題が取り上げられ，マレーシア側は「ベトナムの

平和的・建設的開発計画に必要なあらゆる援助を行なう用意がある」 （ラーマン

首相2日），「アメリカが断固としてベトナムを守り抜こうとしないならば，東南

アジアの小国の生存は危くなるであろう」 （｜司， 4日）と強調した。一方ハンフ

リー副大統領はマレーシアに住宅および米作の専門家を送ることに同意し，また

地域協力に多大の興味を示したという。

ところで， 10月末にベナンで始まった労働党を中心とするハンフリー訪マ反対

デモは，ベナンでは数百名が参加して連日繰り返され，数名の逮捕者も出たが，

それ以外の地域にはさほど拡がらなかった模様。

2 日 Vサバ州新社会福祉相に元 UPKO議員一一サパ州議会の Payarbin Juman議

員は去る 9月12日 UPKOを脱党したが， 11月1日連合党に入党し， 2H州什会

福祉・教育・労働相に任命された。 (5月10日参照）

一方 UPKOの Stephens委員長や Payat議員の選挙区たる Kiuluを含む各

地の同党党員は，同議員の辞職を要求した。

3 8 V来年中に 2飛行中隊増設一一SulaimanSujak空軍司令官（准将〉がこの日

発表したところによれば，マレーシア空軍は来年初めアメリカから輸送用ヘリコ

プター（搭載人員30名） 10機と Tebuan型ジェット機8機，カナダから同型ジェ

ット機5機を購入し， 2ヘリコプター中隊を増設する。 （現在2中隊〉ヘリコプ

ター10機のうち数機は東マレーシアに，他は総てクアンタン基地に置かれる。ま

た来年度新たに45名のパイロットを補充する。

Vオーストラリアの軍事援助一一一オーストラリアのHasluck外相はシンガポー

ノレで，来年のマレーシア・シンガポールへの軍事援助が7800万ドルになることを

明らかにし，さらに「英軍撤退後，オーストラリアが現在の英軍の役割りを果す

ことにはならないだろう。」と述べた。

V毛沢東主義者は断固排撃－Khir教育相は各地の反米活動に触れて，「マレ
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マレーシア（11月〉

ーシアは平和共存思想、に基づく共産主義については心西日を抱いていないが，毛沢

東思想支持者には断固たる措置をとる。」と述べた。

4 日 ▼ペラー州の不法トロール船問題――――― The Straits Tirnes 4日， 6日によれば，

最近ベラ州の Pangkor島周辺で不法トロール漁が頻壊に行なわれている。現在

トロール漁の許可を受けているのは Pangkor島の15隻だけであるが，（水深 50

fathom宇90m 以上の水域に限定）それらの船が沿岸漁場に侵入したり， 無許可

の小型船がトロール漁を行なったりしており，当局は対策に苦慮しているという。

(2月5s, 7月16日参照〕

▼サバ州首相ジェスルトンのKoia Kinabaluへのま称を提唱

5 日 ，パキスタン， Moraに経済・技術援助一一訪マ中のパキスタン商工会議所の

Ahmad H. A. Dada副会長はクアラノレンプーノレで・次のように語った。

われわれは Maraを通じてヲ合弁会社の形で木綿，ジュート，皮草工場の設

立に経済的・技術的援助を提供し，見返りとしてコンクリートタゴムを購入し

たいo

vタイ国境の地図作成一一一土地・鉱業省の AhmedDaud測量長が語ったとこ

ろによれば，マレーシア，ゲイ？イギリス 3同は Yalaから KotaBharuに至る

国境の正確な地図を作成するため，先月来共同で測量を行なっており，今年中に

完了する予定。

7 日 ’圏内海運会議結成の動き一一中華商会連合 ACCCは極東海運会議J注 1），海

峡ニューヨ｝ク会議など国外の独占的な海運資本が不当に海運料金を高め，それ

によって輸出品の競争力を弱めているとして， 7日に第 1回実行委員会（T. H. 

Tan委員長ほか貿易商社代表7名）を聞き，マレーシア政府とシンガポールの諸

商業会議所に対し新海運会議の結成に協力するよう呼びかけた位2）。

シンガポーノレ中華総商会も今年始めの貿易委員会（委員長： SoonPeng Yam 

会長〉以来独占反対運動を展開しており，さらにこのほど新たに海運委員会を結

成して打開策を検討中といわれる。 （シンガポール29日参照〕

（注 1) 極東海運会議構成メンノミー

Ben Line Streamers, Blue Funnel Line, Blue Star Line, Cio Maritime 

des Chargeurs Reunis, Ellerman and Bucknall, Glen Line, Hamburg-

Amerika Line, Holland East Asia Line, Lloyd Triestino, Messageries 

Maritime, Mitsui 0. S. K, Nedlloyd Lines, North German Lloyd, Orient 

Overseas Line, P & 0 Line, the EAC Lines, Swedish East Asia Line, 

Wilh, Wilhelmsen, N. Y. K. Line, American President Lines, the Maersk 

門

i
門

i－i
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Line, Yugoslavia Lines, Polish Ocean Lines （以上23ネ士）

（注2) Chang Peng Hong海運委員が 7日語ったところによると，極東海運

会議に所属する船は27隻，いかなる会議にも所属しない会社の船は14隻。

v政府，ゴムの市場操作，買取り拒否に警告一一一Tan蔵相， Lim商工相はこの

日の閣議後， 「政府のゴム買付用資金・貯蔵能力が共に不足を来し，これ以上の

政府買付は不可能になった」とのウワサが流布されていること，およびいくつか

の商社がゴムの買取りを拒否していることに言及して次のように述べた。

政府は充分な資金を持っており，ゴム価格が正常に復するまで買付を続ける

であろう。こういったウワサを流して政府のゴム買付を妨げ，故意に市場を破

壊しようとする者に対しては断固たる措置をとる。貯蔵庫に収容余力がないと

して買付を拒む会社に対しては免許を取り消すであろう。

この問題に関して 9日には Tan蔵相， Lim商工相， KhawKai Boh地方政府・

住宅相L マラヤゴム貿易協会代表との話合いがもたれ，席上貿易協会側は，ゴ

ム買入れ再開のために在庫品の輸出を促進するよう要請し，また政府が輸出用ゴ

ムを総て保管することを提案した。これに応えて Lim商工相は10日，「ゴム対外

取引の自由化，在庫の政府一手引受けを検討中である。」 と述べ， さらに次のよ

うな数字を明らかにして， 「貯蔵能力の限界を理由に買入れを拒むのは不当であ

る。」と強調した。

ゴム在庫高（トン）｜ ゴム輸出高（トン）

9 月初 而一五五l十 月＼ -8- λ－＼－ 9一 月

112,317 J 97,106 I 帆 212 ¥ 87,273 J 94,632 

因みに今年世界のゴム生産は消費を 2万5千トン上回る予定であり， 6月現在

の世界の在庫はこれまでの最高92万トンに達した。 (Tan蔵相： 13日）

Vベナンで労働党員2名逮捕一一一一TanHock Seng (Julutong支部副書記長）ほ

か1名の労働党員が逮捕された。

v東マレーシアの英空軍撤退

9 日 V政府のゴム買付けは失敗？一一一民主行動党 DAPの曽敏興 ChenMan Hin 

委員長は， 「9月13日に開始された政府のゴム買付け政策は，わずか3日間価格

の上昇をもたらしただけで，その後価格はまた下落の一途をたどっており，この

措置は完全に失敗した。政府が下落傾向に長期的展望をもって対処したなら，事

態はこれほど悪化しなかったろう。」と述べた。
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なお政府は13日，買付け基金への 1万ドルの追加繰入れ（臨時費から）を認可

しfこO

v来年第2回原住民経済会議一一マレー人商業会議所連合は第2回原住民経済

会議KonggeresEkonomi Bumiputraを来年半ばに開くことを決めた。またこの

日 GhafarMara長官が同会議の常設委員に選任され，同委員会委員は17名とな

った。 (65年6月参照）

Vサラワク SUPP，野党連合に参加せず一一一サラワク統一人民党 SUPPのChan

Siaw Hee氏はクチンの中国語新聞のインタビューで「西マレーシアの左翼系を

除く諸野党はいずれも， サラワクのマレーシアからの分離という SUPPの主張

を支持してくれないので， SUPPは近く行なわれる予定の野党連合結成に関する

会議には出席しない。 SUPPは次の選挙で分離を主たる問題にするだろう」と語

ったO (17日参照）

10日 Vサラワク政界のその後（10月7日参照）一一サラワク連合党では10月以来マ

レ一人系の Bumiputra党とイパン族の Pesaka党との聞に内紛が発生している

が， Pesaka党と Seaとはさる10月23日に続き10日再び代表者会談を行ない，次

のような州内閣の改組案を作成した。（この案は Tawi首相が11日に発表したも

の。正式には13日の官報で発表されることになった） (66年6月特記参照〉

首相 Tawi Sli (Pesaka党）

開発相・蔵相

副首相

通信・事業相

地方政府相＊

農林相

土地・鉱業相

青年・文化相

福祉相

" 
Abang Abdul Rahim (Bumiputra党）

Teo Kui Seng (Sea党）

Abdul Taib (Bumiputra党）

Tajang Laeng (Pesaka党）

P. Francis Umpau 

Ling Beng Siew (Sea党）

Awang Hipni (Bumiputra党）

ネ 23日のマレーシア放送によると， Taib氏は更迭され，代りに Abang

Ikhwan Zaini氏（Bumiputra党委員長）が任命された。 なお Taib氏は州議

員をも辞任した。

（編者注〉 この一連の措置により，サラワク州政府の中ではマレ一人の勢力が

後退したことになるが，これは来年の選挙にそなえてサラワクにも地方分権

の権限があることを一応示そうとしたものと思われる。
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Vオーストラリア・ニュージーランドのも主留軍 ラーマン首相はマレーシア

に駐留しているオーストラリア，ニュージーランド両国軍隊の，マレーシアにお

ける法的地位を定めるため， l:i等弁務官級の会談を開くよう，両国政府に呼びか

け，さらに「他の政党が政権の）主についても，両国軍隊の駐留に異議をとなえる

ことができないよう，まず注的地位を確定しなければならない。」 と語った。 ま

たラーマン首相は， 13日の議会で「われわれは英国政府のわが国の防衛への貢献

に感謝している。またオーストラリア・ニュージーランドは，わが国が必要とす

る時にはいつでも援助してくれるはずである。従って新たな防衛条約は不要で、あ

るJと述べた。

』一方オーストラリアのホルト首相は15日「；英軍撤退後のマレーシア・シンガポ

ール防衛問題を討議するため，イギリス，二ュージーランドを含めた5ヵ国会議

を聞きたいJと述べた。

11日 V労相p スト回避を呼掛け－－－ Manickavasagam労相は PamolEstateの労働

者（29H HJJのストをこの H1j1止した） 1000名を前に演説し，労働者はゴム価格低

落によってい4家が危機に直ffiiしていることを考え，ストライキに走らぬよう訴え

fこ。

13日 V国会聞く一一13日から 6ki間開かれた国会で，次の10法案が承認された。

国民兵役（修正〉法，アジア開発銀行（修正〕法（注 1), 1966年度第2次補正

予算法（／1二2), 1968年度暫定予算法性3），実業登録（修正〉法，道路交通（第2

修正〉、比医師登録（サラワク・修正） 1弘教育（修正）法悦4），スポーツ賭

博法，所得税（修正〉註：，石油（所得税〉法（注5）。

（注 1) アジア開銀への支払いを準備するものO

（注 2) 統合法金から 100万ドルの臨時支出を認める。

（注 3) 来年頭初の 4ヵ月間政府サービスに対し 4倍、7322万ドルを支出する。

（注4) 教員準備基金を設置L，教員の死亡に際しては3000ドルを支払う。

（注5) 東海岸の大陸棚掘削を奨励するものO (5月17日参照〉

この国会では主にゴム価格低F問題が議論され，東欧・中国への輸出促進と農

業生産の多様化が強く主張された。また政府のゴム買付けを円滑化するため，マ

ラヤゴム基金局の設立が認可された。

Vアメリ力の在庫ゴムを買入れか？一一一ラーマン首相は議会に送った答弁書の

中で， 「アメリカ政府がマレーシアにアメリカの在庫ゴムを買い入れるよう示唆

したことは知らなかったが，もし非常に安くまたは只で譲渡されるのであれば，

マレーシア政府の市場操作を極めて有利なものにするであろう」と述べた。
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14日 v労働党を禁止せず一一ラーマン吉相は国会で「労働党が法律を遵守する限り

禁止する考えはない」と述べ，毛沢東の写真を掲示することは違法になるかとの

問いに対し， 「それは時と場所によるだろう」と答弁した。

v中華商会連合，日マ戦時補償条約を支持一一ラーマン首相が14日国会で述べ

たところによれば，中華商会連合 ACCCは日マ戦時補償条約 （v、わゆる血債条

約）を受諾した。

v対インドネシア・バーター取引禁止一一5月に調印されたマレーシア・イン

ドネシア通商条約に基づき， 14日からパーター取引が禁止され，総ての両国間貿

易が信用状取引となった。輸出入信用業務を行なう銀行はマレーシア側ではマレ

ーシア原住民銀行BankBumiputra Malaysia，香港・上海銀行，マラヤ銀行であ

る。また対インドネ、ンア貿易にたずさわる業者はマレーシア商工省，インドネシ

ア大使館への登録を要する。

v補欠選挙で逮捕者49名一一ラザ、ク副首相が国会で明らかにしたところによる

と，先に行なわれた PasirMas Ulu, Kelantan Hilir （ケランタンチM), Tampoi 

（ジョホール州Oの補欠選挙で，それぞれ13名， 24名（以上 PMIP), 14名（労

働党〉，計49名が国内治安法違反で逮捕され，未だ拘留中。

vフォード財団の援助一一フオ｝ド財団マレーシア支部の H.A. Erf副代表が

明らかにしたところによると， 同財団のマ・シ両国大学等への今年度援助は 520

万ドルで， 62年創設以来の援助総額は2400万ドル（うちマレーシア1500万ドル〉

にのぼる。

15日 V農村政策への批判一一マラヤ大学の Aziz教授は，全国農産物市場セミナー

で政府の農村原住民援助政策を批判して次のように述べた。

マレ一人の重用を企図する種族主義は，農村マレ一人にとって何らの解決も

もたらさない。最近になってようやく，政府はこのような種族主義の無力に気

づいた。 Famaなどの組織は，農村から伝統的中間商人を追放し農産物売買を

総て独占しようとしているが，その結果農民が不当に安い価格での販売を余儀

なくされるような事態が起こっている。これを解決するためには，農村におけ

る独占組織を完全に解体せねばならない。

16日ー？日本がサバの銅山採掘権を獲得一ーサパ州の Harris蔵相がこの日発表した

ところによると， Mamut銅山の開発権入札は日本，イギリス，アメリカ，フィ

yピv，西マレーシアの間で争われ，結局日本の海外鉱物資源開発会社がこの開

発権を獲得じた。なお当分の問調査が続けられ，実際的な採掘は 3～4年後にな
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る模様。

V 日本さらに経済援助か？-The Straits Times 16日によると，ラーマン首

相はこのほど中華商会連合 ACCCにあてた手紙の中で「H本政府は l億5千万

ドルの対マ経済援助がすんだあと，さらに借款を与えてくれる意向である」と述

べている。

Vオイル・パーム生産の振興 ラザク副首相はマレーシア・オイル・パーム

会議の開会式で次のように述べた。

マレーシア経済が専ら二つの商品一一ゴ、ムとスズーーに依存して来たことの

危険性を今われわれは充分に悟らされた。オイル・パームの拡大こそが，農業

多様化による窮状打破の先駆けとなるであろう。

オイノレ・パームの作付面積は1955年の10万エーカーから現在25万エーカーに

増大しており（注），現在は世界最大の輸出国になっている。 Jengka三角地帯開

拓事業（パハン州）が完成すれば，連邦土地開発局は世界第 1のオイル・パー

ム生産者になるであろう。オイル・パームの加工，市場機構，用途については，

オイノレ・パーム会議の研究を期待する。マレーシアの耕作可能面積1000万エー

カーのうち少なくも%はオイノレ・パームの生産に利用し得る，オイル・パーム

の増産によって，マレーシアの食糧事情は著しく改善される。

（注〉 The Straits Times 17日の社説によれば， 1970年までにオイル・パーム

の作付面積は40万エーカーに達する予定。また現在の収益はゴムの 2倍。

なおラザク副百相は20日にも，オイル・パーム生産の拡大と農民への開拓

地分与とを強調した。

17日 v野党連合結成の話合い決裂一一人民進歩党 PPP，人民党 PartyRakyat，民

主連合党 UDP，民主行動党 DAP，サラワク統一人民党 SUPPC注），サラワク国

民党 Snap各党指導者は，野党連合結成のため Seenivasagam PPP委員長の私

邸で話し合ったが，会談は 2時間でもの別れに終わった。 Seenivasagam委員長

が会談後語ったところによれば，各党の意見が次の4点で完全にくい違うため統

一戦線の結成は全く不可能となった。

(1) 国内治安法問題（人民党， SUPPは完全廃棄を要求）， (2）教育政策，（3)

言語問題，（4）英国との軍事条約（人民党は破棄を要求）。

なお DAP,PPP, UDP 3党は来るべき総選挙での協力に同意した模様であ

り，また 6党とも予算国会の前に再び話し合うことに意見の一致を見た左いう。

〈注） SUPPの ChanSiaw Hee宣伝部長は 9日「SUPPはサラワクのマレ

ーシア加盟に反対であり，この方針を支持しない政党との会談に参加するこ
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とをね百する」と述べている。

V商工業におけるマレーシア人の採用一一商工業マレーシア人化推進常設委員

会の SheikhAbdullah委員長は，「1980年までに熟練・半熟練労働力が2万5千

人不足するJという高等教育計画委員会の15日に行なわれた発表について，次の

ように述べた。

不足分は外人専門家で補うこともやむを得ない。マレ｝シア人化についての

政府目標は， 70年までに熟練労働において25～60%，非熟練労働において50～

70%である，今年10月末の調査では全体で 44.66%のマレーシア人化が実現し

ていた。 1970年に再び調査して，外国人の雇用が拡大しているようであれば，

何らかの措置を考慮しよう。

18日 V第2回天然ゴム生産国会議無期延期一一20日からクアラルンプールで開か

れ，天然ゴム生産国連盟の結成を討議する予定だった第2回天然ゴム生産国会議

は被招待国（ピノレマ，ブラジノレ， カンボジア，セイロン，カメノレーン，インド，

インドネシア，コートジボアーノレ，リベリア，ナイジエリア，パプア・ニューギニ

ア，シンガポール，タイ，南ベトナム〕の“都合がつかないため”（Rajamohar 

商工事務次官）無期延期になった。

一方，この日国連の貿易開発会議はマレーシアなど 5ヵ国から要請のあった，

“ゴム価格安定化のための政府開会議”を12月中旬ロンドンで開くことに決定し

TこO

19日 v旧通貨， 14.3%切下げ一一今月の動向参照。

20日 V公定歩合引上げ一一一今月の動向参照。

v株式交換所閉鎖一一一21日ポンド株取引を除き再開， 22日ポンド株取引再開。

V銀行協会，手持旧通貨の等価見換を要求一一政府は当初この要求を拒否した

が， 24日に25日から 5セント， 10セント硬貨の等価先換を認めると発表。

v銀行，外貨取引停止一一22日再開。

▼マラッカ州議会新議長―――――マラッカ州議会は，熊　宝Yoong Yong Pow議

員（州閣僚）の提案に基づいて， 満場一致で MohamedAli bin Haji Abdul 

Rahan議員（Umno）を議長に選出した。マラッカ州議会議長問題は10月下旬よ

り紛糾したまま決着がつかなかったので、あるが（10月24日参照）， MCAは5日

臨時大会を聞いて，州閣僚 StateExecutive Councilと議長とを兼任することは

できないとの法務顧問 LegalAdviserの勧告に基づき， Yoong議員の立候補を

断念した。
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f DAP，選挙管理法制定を要求一一一民主行動党の LimKit Siang 中央委員は69

年の総選挙までに選挙管理法を制定するため，全政党を包含した選挙委員会を設

置するよう要求した。 Lim委員によれば，これは連合党が政府機関を自党の選挙

運動に利用している現状を改めるためでありう委員会は次の任務を行なうべきだ

としている。

(1) ラジオ・テレビ利用時間を政党聞に平等に11-えるω

(2) 政府資金の特定政党による使用を防ぐ。

(3) 王族の選挙運動を禁止する。

曹ペナンに通貨切下げ非難ポスター一一一特記事項参照。

21日 Vサバ酋長会議聞く一一ーサパの酋長会議が21日から 1週間サンダカンで聞かれ

た。 Mustaphaが州首相はその開会式で， 「たとえ反対党に所属しているとして

も酋長は政府に仕えるものであるから，政府への忠誠を誓って欲しい」と訴えた。

36名の中には UPKOの AnthongUndang州議員など UPKO党員が含まれて

いるが，州、｜首－相の要請を受け容れ，政府を支持しその政策遂行のため全力を尽す

旨を決議した。

V密輸取締会議決裂一一一マニラで16日から開かれていたマレーシア・フィリピ

ン両国の労働条約に関する会議は21日終ったが，共同声明によれば先に締結され

た密輸取締り条約（ 9月1日）の技術的・法的運用について意見が一致せず，結

局もの別れに終った（注 1)。この条約は12月1日に発効するが，両国間の改正労働

条約が成立するまで， 55年の労働条約が適用される（注2）。

マレーシア代表団長の Osmanbin Cassim労働省書記官は22日帰国に当って

「労働力をインドネシアから求めたい」と語った。

（注 1) The Straits Times 23日によれば，マレーシア側は労働者の募集をフ

イリピン側の任務としたい意向であったが，フィリピンはこれを拒絶した。

なお，フィリピンからの密入国労働者はサパの木材業に欠かせない存在に

なっているが，その安定的供給（マレーシア側の要請〉と待遇改善（フィリ

ピン側の要請うが最近クローズアップされていた。

（注2) サパの B.J. Arrowsmith入国統制官が27日語ったところによると，

12月1日以後新労働条約が締結されるまで，フィリピン人労働者の入国は禁

止される。なお現在1万3654名いるフィリピン人労働者についてはこの禁令は

適用されない。

23日； vインドネシア警察との協力一－ 1週間にわたってマレ｝シアを訪れたインド

ネシアの MoestaphaPane警視総監は23日，マラッカ海峡の海賊取締り，犯罪人
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の本国送還，警察官の訓練でマレーシアと密接に協力する用意があると述べた。

vソ連と正式に国交樹立一一クアラルンプールとモスクワで23Fl，同時に国交

樹立の声明がなされた。声明によれば，来年4月までに大使を交換する。 (10月

11日参照〉

なお19日には，ソ連の初代駐マ通商代表ココレブ氏を団長とする貿易使節団が

来マした。

V教員の政治活動に登録制？一一Khir教育相は TapahRoad 国立学校で，「教

員の政治活動が目立って来ており，最近の補欠選挙でも何名かが学校を休んで運

動したり政府批判を公然と行なったりした。こうした傾向を非難する声が強く起

こっているので，政治活動を行なおうとする教員は来年1月1日から事前に教育

省の許PJを得なければならなくなる。」と語った。

Vゴム搾液者の奨励手当削減問題一一労働裁判所は23H，ゴム搾液労働者の奨

励手当を 1% C 1日平均15～20セント）削減したいとのマレーシア農業生産者協

会 MAPAの要求に関する審議を開始した。

24日 V反政府暴動起る一一この日ベナンで始まったIH通貨切下げを不満とするデモ

は月末までにケダ，ベラ，セランゴーノレ，マラッカ，ジョホーノレ各州、｜に拡まった。

（特記事項参照）

V英軍，ベトナム戦終結まで駐留か一一英紙 Guardian24日によれば，去る 6

月のウィルソン首相とラーマン首相の話合いの結果，英軍はベトナム戦終結まで

マレ｝シアから撤退しないことになっているという。しかし英政府はこの報道を

否定した。

またイギリスの Healey国防相は， 20日園内外の軍隊への特別メッセ｝ジの中

で，ポンド切下げによって英軍撤退が早まるとのウワサを否定し「国防費の 1億

ポンド削減にも拘らず，英軍撤退を早めることはない」と強調した。一方オース

トラリアのホルト首相は23日「英軍が70年代まで極東に留まるとみるのは楽観的

に過ぎる」と語った。

T MTUC委員長，労働組合の統合を訴える一一マレーシア労働組合会議 MTU

C の Yeoh Teck Chye委員長は地方公務員組合連合 AmalgamatedNational 

Union of Local Authoritiesの大会で，労働関係法（67年制定〉によって奪われ

た労働者の正当な権利を回復するためには，多くの労働組合を統合し，全労働者

を団結させることが必要である，と述べたo

v節度ある賃金要求を一一ラザク副首相は公務員労働組合会議 Cuepacsの年
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次大会で， 「マレーシアの直出してU、る悶難を克服するため，政府と全労働組合

とりわけ公務員組合との協力が必要である。組合は賃金要求に節度をもって欲し

い」と演説した。一方 Cuepacsの T.Narendran委員長はラザク副首相に「政

府は公務員の単位組合を認めて欲しいj と要請した。

V密輸監視所駐在員は当分各所 l名一一フィリピン外務省は，サパ州内3ヵ所

(Sandakan, Semporna, Jesselton）に駐在する密輸監視所駐在員を，暫定的に各

1名とすることに同意した，と発表した。フィリピンはかねてから各所に 3名の

駐在員を置くべきであると主張していたが，この発表によればマレーシアの主張

を一応承認し，なお話合いを続けることになった。

25日 v北西諸州に洪水一一ケランタン川，ベラ川，ブノレナム川が25日大雨のために

決壊し，一応水のひいた30日まで数万世帯が高地に避難した。

26日 V人民党の前代理党首釈放さる さる64年9月26日に国内治安法で逮捕され

た人民党の前代理党首NazarNong氏が26日条件っき一一政治活動をしない，無

許可で市外に出ない，など一一ーで釈放された。同氏は59～64年の問セランゴ｝ノレ

州議会議員だった。

T Kifliゲリラ戦再開を示唆？一一一北カリマンタン国民軍 TNKUの Kifli司令

官は26日日本からの帰途マニラで，報道関係者に対し「ボルネオ総選挙以前にマ

レーシア軍が撤退し，正しい国民投票が行なわれないならば，ゲリラ戦を再開す

るだろう」と述べたと言われる。しかしインドネシアのマリク外相は， 28日に帰

国した Kifli将軍と会った後，「彼は報道されたような言葉を否定し，対決終息政

策を全面的に支持する」と発表した。

'yααcob駐インドネシア大使赴任

27日 Vアジア議員同盟に国会蟻長派遣一一27日にマニラで聞かれたアジア議員連盟

総会に C.M. Yusof議長以下4名の代表団が出席した。

Vスズ輸出税収入さらに減少一－TheStraits Times 27日によれば，今年第3

四半期までのスズ輸出税収入は8530万ドルで，今年末には 1億1200万ドルに達す

る見込みであるが，この数字は昨年の1億1690万ドルに比して 490万ドルの減少

である。輪出量そのものは今年度は戦後第2位の7万2千トンを記録すると思わ

れるが，価格が大幅に下落したため，このような結果を招いた。

Vサバ UPKO議員，連合党へ一一サパ UPKOの WongF ook Siang州議員

は同党を脱党し， USNOに入党すると発表した。一方 UPKOの Tingkalor議

員は26日，「連合党は同党に入党すれば閣僚の席を提供する，ともちかけて来た」
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と連合党を非難した。

V西マレーシア中学校にサバ学生の入学を許可一一一ShariffAhmad教育政務次

官の語ったところによると，来年から西マレーシアの中学校にサパの中学生も入

学できることになった。

28 8 vタイ，米の密輸取締りを要請一一タイ政府の米密輸取締り特別委員会は， 28

日，マレーシア政府に米の密輸入を取り締まるよろ要請した。同委員会によれば

タイからマレーシアへの米の密輸量は月 5万袋5千トンに達しているという。

29日 Vマ政府，中国の国連加盟決議案に反対投票一一一マレーシアはこの日の国連総

会で， 「台湾追放は認められない」として，従来通り中国加盟決議案に反対投票

し，重要事項指定法案に賛成投票した。

シンガポール

2 日 l Lee首相帰国一一5週間にわたってイギリス，アメリカなどを訪問した Lee

首相が帰国した。 (10月19日参照〕

v香港からの新投資4900万ドル一一一GohKong Swee蔵相が議会（10月31日～

11月2日）で明らかにしたところによれば，今年度シンガポールに資本投下した

香港企業は86社で，投資総額は4900万ドルに達するO

なお TheStraits Ti・mes29日は Goh蔵相の最近の発表として，次の点を指

摘している。

(1）今年度新たに認可された創始産業44社のうち13社に香港資本が加わってい

る，（2）香港暴動以来同地からの資本投下は一層増大した， (3）経済開発庁 EDB

はKallangBasinなどに工場を建設中であり，その多くが香港企業に売却され

る，（4）進出した香港企業の主なものは製薬，金属，合成繊維，食料品企業であ

る。

V登録労働組合数一一技師労働者組合連合UnitedEngineers Employees' Uni-

on (250名）の登録が2日認可され，これまでの登録組合数は150，組合員数は13

万人となった。

3 日 vオーストラリア・シンガポール航空条約成立
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4 日 T Lee首相，ソ連革命50周年に祝賀メッセージ

5 日 T Goh蔵相，ラザク・マレーシア副首相と会談← ーマレーシアを訪問したGoh

蔵相は， 5 13，ラザ、ク副首相と“旧友としての私的会談” （シンガポール高等弁

務官）を行なった。会談には両国高等弁務官が同席した。

6 日 T Lee首相「地域的機構lで語る一一Lee員十Hは欧米訪問から帰国後最初の記

者会見をテレビ中継で行ない，次のように語った。

(1) (10月18日のアメリカ大統領との共同声明の中で Lee首相が「両国の繁

栄と安定のために地域的機構を設けるよう努力するJと述べたことについて〉

東南アジア地域の他の諸国と相互安土保障条約を結ぶためには，まず各々が互

に詩意のあることを示さねばならない。そのためにはまず経済，通商との取決

めが最初Jとなろう CJ 次に関係各悶が武力による領土変更を行なわないよう互に

納得させることで，またこのごとをアメリカヲ ソ連，巾同等を含む強固が保証

するのでなければならない。

(2) 共産主義封じ込めのため民族主義を鼓舞するという考え方でシンガポー

ルの問題を解決しようとすれば，シンガポールは第2のベトナムとなろう。ア

メリカはシンガポールを暗に押しつける結果どなるような政策をとるべきでは

ない。

V北欧2国通信相来シ一一デンマークの Svend Horn通信相， ノルウヱーの

Haakon Kyllingmark通信相は， スカンジナピア航空 SASのシンガポーノレ経由

アジア航路就航（ 5日〉を記念して5日来シしたが，この fJBarker外相代理と

会談し，両国の議会監察官制度 Ombudsman(66年12月21日参照）について説明

した。また両相は 8fl帰同にあたって海運業に対する技術援助の用意があること

を明らかにした。

7 日 V連合党，選挙法を批判一一一シシガポール連合党 APSの ThioChan Bee委

員長は，現行の選挙法の下においては投票箱がすり替えられる恐れがあり，また

候補者指名期間4～5日，指名から投票までの期間 9日は短かすぎる，として選

挙法の改正を要求し，さらに 7選挙区増加案（10月31日参照）を「与党のみに有

利なものである」と非難した。

Vカナダ通商使節団来シ

9 日 T Lee首相： 3固との防衛取決めを一一Lee首相は記者会見で，「英軍の撤退す

る75年までにイギリス，オーストラリア，ニュージーランドとの防衛取決めが出

来ておれば， 80年代， 90年代は平和であり，そのまま21世紀に入ることが出来る
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だろう」と言吾った。

V輸入税・消費税収入伸びる－TheStraits Times 9日によれば，今年10ヵ

月の輸入税・国内消費税収入は， 1億5410万ドyレで、昨年同期上り 150万ドルの増

大。主なうちわけは次の通り。 （単位万ドノレ〉

石油（4410），タバコ（:3890〕，アルコール飲料（3400〕，保護関税 (1430),

輸入砂糖〔1160〕。

11日 f Lee首相，インドネシアへの武器供与を批判一一一Lee首相は記者会見で次の

諸点を明らかにした。

(1) アメリカの実業界は，来年11月の大統領選まで政府が80年代以降もアジ

アに留まる決意をもっているか否かを判断するために，アジアへの投資を見合

せているの

(2) アメリカの対インドネシア武器援助は， PKIが復活すれば逆用される虞

れがあり，好ましくない。

(3) 政府のマレ一人庁は10年ないし15年の長期展望をもってマレ一人の経済

力強化を図るものだが，マレ一人自身の努力が最も重要である。

Lee首相は12日にもインドネシアへの地対地ミサイル供与を批判し，さらにア

メリカその他ベトナム参戦諸国の努力が，少数上級軍人を助ける結果に終ってし

まってはならないと諸iっf二O

12日 V人民協会執行委員会聞く一一人民協会執行委員会が，政府と協力して“たく

ましい社会”を建設するため， Goh蔵相， Lim国防相を含む 700名の代表を集

めて12～18日の問聞かれ，同協会の運営する杜会センター（川の活動方針を討議

したっ

（注） Lim国防相が閉会式で述べたところによると，同センターは全国に 184

あり，雇用労働者1500名，志願労働者1964名。

V対中国貿易増大一－TheStraits Times 13日によれば今年上半期の対中国貿

易額は次の通り。 〈カッコ内は対昨年同期増加率）

輸 入 1億9050万ドル（50%）食糧品，繊維など

輸 出 7620万ドノレ（19%) ゴムなど

同紙によれば，香港暴動以来かつて大部分を占めた香港経由の間接取引が減少

し，過半が広東港経由などの直接貿易となった。また近く広東で聞かれる交易会

には数百名が参加する予定という。

v英基地のマレーシア人労働者が組合結成へ一一、シンガポールの英軍基地に働
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くマレーシア人労働者1000名は12日ジョホール・パルで、大会を聞き，英軍撤退の

善後策を講ずるため組合結成を決議して，準備委員を選出した。大会には Haji

Othman Sa’atジョホール州首相も出席したが， 同首相によればシンガポールの

英軍基地で働くマレーシア人労働者は8000名。

13 8 Vサンフランシスコに投資促進センタ一一一経済開発庁 EDBはアメリカ会社

のシンガポールへの投資を促進するため， 13日サンフランシスコにシンガポール

投資促進センターを設立した。 (4月24日， 8月号資料および9月20日参照）

14日 V国会再開一一14日から開かれた国会において成立した法案は次の通り。

所得税（修正）法性1），国会議員法（10月31日参照），シンガポール国会選

挙（修正）法， 軽犯罪（修正）法， 医薬（広告販売）修正法， 経済拡大奨励

（所得税免除）法（注2），保険法。

（注 1) 外国人がシンガボールで得る所得に課する税率を引下け、る。

（注2) 輸出産業，もしくは近代化を促進した企業に対し大幅な減税を行なう。

（次項参照）

なお2日までの国会では，シンガポール軍隊（修正）法が成立し，これによっ

てシンガポール国籍を有するものは出生地に係りなく入隊できることになった。

15 8 V経済拡大奨励（所得税免除）法一一大蔵省は14日の国会に提出された経済拡

大奨励法を説明する次の声明を発表した。

(1) 創始産業会社に対する減税措置

100万ドル以上の固定資産に投資を行なった会社は， 5年間所得税を免除さ

れる。かかる会社からうけた株の配1金も所得税を免除される。

拡大と近代化の奨励措置の資格のある会社はその全課税対象所得から，拡大

にもとづく利潤の控除がみとめられよう。このような控除はもし新投資が従来

の生産能力の少なくとも30%であれば，その新支出が10万ドル以上の場合につ

いては 3年間，また25万ドル以上の場合については 5年間，認められるもので

ある。また 100万ドル以上の新投資を行なう会社は自働的に5年間の控除がみ

とめられる。

なおこの奨励措置の資格のない会社でも，所得税法における加速減価償却規

定を利用することが出来るのである。

承認された品目の輸出からあがる利潤については，その輸出額が当該会社総

売上げの20%を下らず（第 1年目だけに適用〉，また年間 10万ドノレを下らない

場合において，少なくとも15年間にわたって90%の免税が認められよう。いい
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変えれば輸出利潤は通常の40%代りに 4%の課税となろう。

ただしシンガポール同有の商品としてすでに国際的に市場を確立しているよ

うな場合，この4%の率は基準数字以上の輸出にのみ適用される。この数字と

は1961～65年における当該会社の平均輸出額をいうものである。しかしこのよ

うな商品を，すでに確立された市場に別の会社が新しく輸出しようとする場合

は，同商品の輸出動向を考慮したうえで別にきめられよう。 「すでに確立され

た市場Jとは，シンガポーノレの製造業者が65年末までの5年間に相当量の商品

を継続的に輸出した国のことである。このことは1961年以降に設立された殆ど

すべての産業がこの奨励措置の適用をうけることを意味している。なお政府は

この奨励措置を中継貿易ゴム，石油製品など若干のものを除いたすべての商品

に適用する意向である。

(2）外資導入奨励措置

シンガポールの企業に対し資本設備購入のため投下された20万ドルを下らな

い借款に対する利子，配当などは免税となる。このことは外資の流入を促進し

シンガポール企業の支払う利子率を低下することとなろう。

(3) 使用料，ライセンス，技術援助料および外国人に支払われる調査，開発

費に対する措置

これらに対する課税は通常の40%の代りに20%とし，シンガポール企業の技

術取得を容易にするものである。

vマリク外相： 「侵略の意図なし」一一一インドネシアのマリク外相は15日海外

旅行からの帰途シンガポールに立寄り， Lee首相， Rajaratnam外相と会談した

が，帰国後「Lee首相の言明（11日参照）は理性的でない。われわれはいかなる

国からも軍事援助を受けない。われわれは東南アジアの安定のために各国と協力

する」と語った。

17日 ’左翼政治犯，釈放と同時に再逮捕一一次の5人の政治犯は，かねてより人身

保護条例にもとづく無罪釈放をもとめて訴訟を起していたが， 17日の最高裁はか

れらの拘留手続きが違法であるとして，釈放の判決を下した。しかし警察側は 5

人が釈放される18日，手続きをととのえてこの5人を釈放と同時に再び逮捕した。

この5人はいずれも国内治安法第8条の下に国防治安相によって逮捕拘留された

形になっているが，同法によるとこの条項の実施権限は国防・治安相ではなくシ

ンガポーノレ大統領の署名が必要で、あるというものO 5人は次の通り：一一林福寿

Lim Hock Siew (B. S.中央委員）， A. Mahadeva （シンガポーノレ新聞記者組合
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元書記長〉，何標 HoPiao （海貝組合元書記長〉，雲日錠 YangChiang Din只（南

洋大学生）（以とは1963年2月逮捕），李詩東 LeeTze Tong (BS国会議員，ブ

キテマ区， 63年10月逮捕）

v砂糖精製工場創業一一日本（ 2社）との合弁会社シンガポール砂糖工業 Su只ar

Industry of Singapore （資本金1380万ドル〉が公式に創業した。

19日 v旧通貨14.3%切下げ一一特記事項参照。

v新硬貨発行一一シンガ、ポール通貨｝ii)は，マレーシア，ブノレネイ両国との協定

に基づき， 6月 12日から新通貨発行権を持ったが， この日初めて 6種の新硬貨

C 1 , 5 , 10, 20, soセントおよび 1ドル〉を発行した。

20日 vブルガリアと国交樹立一一一シンガポーノレとブ、ルガリアは20H，外交関係を締

結した。これに伴ってブ、ノレガリア通商代表部は大使館に昇格した。

v株式交換所業務停止，銀行の外貨取引中止一一 21日ポンド株取引を除き再開，

22日外貨取引再開。

V創始産業の発展一一一Goh蔵相が20日明らかにLたところによれば，創始産業

はこの制度の導入された最初の年 (1961年）に収入700万ドルをあげ，労働者241

名を雇用していたが，今年6月にはそれぞれ 1億5000万ドル， 1万3400名に達し

た。生産額増加率も 7.5%から38%に伸びてし、る。なおこの日 Goh蔵相は新た

に44社（ラジオセット，テープcレコーダーなど）を創始産業に指定し，創始産業

数は合計243となった。

一方 TheStraits Times 30日によると， 11月末現在で 223の創始産業会社が

操業に入っており，その雇用人口は 1万 4千人になっている（完全操業の場合は

2万7800人〉。この223社の払込み資本は2億43007jドノレ，総資産は 3億8000万ド

ル，全生産能力は 9億6800万ドノレとなっている。

V兵役期間公示一一一TheStraits Ti・mes20日によれば，このほど一般兵役の場

合期間2年，パートタイム兵役の場合期間12年とする公示が出された。（National

Service (Term of Accountable Service) Rules 1967による）

V香港産業使節団来シ一一一24日帰国。

vシェル， 炭化水素溶剤工場建設ーーーシェルの J.J. Gerzonマレーシア・シ

ンガポール支部長によれば，同社は来年1500万ドルの炭化水素溶剤工場をシンガ

ポーノレの PulauBukomに建設する一予定。この種の工場はアジアで初めてである。

生産開始は69年で年産は6万トンに達する。

21日 V保有自動車台数一一一LimKim San国防相がシンガポール自動車協会本部開
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所式で明らかにしたところによれば，シンガポールの現在の登録自動車数は24万

台以上， うち乗用車12万台，オートパイ 9万 1千台である。

Vジュロンにスイス時計工場一一Titus時計会社（スイス）の P.R.Vogel副

社長は21日， UnitedPrecision Instruments Ltd. （同社の香港における子会社〉

シンガポール支店長としてシンガポールを訪れ，ジュロンに払込資本金65万ドノレ

の合弁時計工場を建設し，来年半ばから生産を開始したい，と語った。

22日 V公定歩合引上げ一一特記事項参照。

23日 , Toh副首相帰国一一Toh副首相は， 6日シンガポールを出発しスカンジナピ

ア諸国および日本を訪れて，各国政府および工業界にシンガポールへの投資を要

請し 23日帰国した。同副首相は訪問の成果についてフ各国ともシンガポールへ

の投資に好意的かっ積極的になったものと確信している，と語ったo

v東ドイツとの通商協定ならずーーさる10月19日に 9日間の予定で来シした東

ドイツ通商代表団は，滞在を延ばして通商条約締結の話合いを続けたが，合意に

達せず一時会談を中断して23日帰国した。

24 8 , FEFC，海運料金を12.5%引上げ一一極東海運会議FEFCは28f3，ポンド切下

げに伴って24日から海上輸送料金を12.5%引き上げると発表した。この発表によ

れば，同会議の徴収する輸送料金がポンド建のため，料金引上げによってもたら

されるイギリス海運会社からの超過収益は他の運輸会社からの収益減少によって

相殺されるという。一方，シンガポール・ゴム貿易協会 RTASの E.J. Tan会

長は25日「運輸会議の規約によれば料金引上げは90日の予告期間を必要とするは

ずである。峨烈な競争の行なわれている現在，ゴム関係者とりわけ生産者にとっ

て輸送費引上げのもたらす意味は重大である」と抗議した。またマレーシア・ゴ

ム取引所 MREの AhuBakar副会長も25日，同様な抗議を行なった。 （マレー

シア 7日参照〕

, NTUC書記長：「英シ両政府の行動に満足」一一全国労働組合会議 NTUCの

Seah Mui Kok書記長は， 英国政府がポンド切下げにあたってシンガポールの

政府，労働者を対等に扱ったこと，シンガポール政府が切下げに先立つ数ヵ月間

適正な処置を講じていたこと，の2点をあげて両国政府を称賛した。

27日 Vイタリア機械工業見本市聞く一一イタリア機械工業見本市が27日から12月11

日までの予定で開かれ， Billi,G. D., Pavanなど50社が出品した。

29日 V全国海運会議結成か一一中華総商会の SoonPeng Yam会長はこの日の海運

委員会（64の貿易会社で構成）の後， 「国内海運会社の利益を反映するため，政
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府と協力して全国海運会議NationalShippers Councilを結成したいJと語った。

30日 l Yusof大統領再選一一シンガポール議会において Yusof bin Ishak大統領が

満場一致で次期大統領に再選された。任期は4年o

v比外相：シと大使交換の用意あり一一フィリピンのラモス外相は， 「シンガ

ポールが大使を送れば，フィリピンも直ちに現在の総領事館を大使館に昇格させ

よう」と述べた。
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マレーシア，シンガポール

多Gohシンガポール蔵相の予算演説 (12月5日）

C 1と2は TheStraits Times 6日付による。 3は編者がその他 TheMalay Mail 

や星州日報などをも参酌して作成したもの。〉

1. 1967年の経済概況

独立後2年を経たシンガポーノレ共和国は存続のみならず繁栄を続けているため多く

の人々の驚きのまととなっている。 66年末の Lim蔵相による予算演説では66年にお

いて達成された経済成長が数々述べられているが， この拡大は今年も続けられた。貿

易では全体で8%の成長が示された。すなわち今年1～9月における輸出入合計は59

億5600万ドルで、あり，昨年同期より 4億4300万ドルもふえている。このことはゴム，

錫など第1次産品の価格低下を考慮すると， 貿易量の実質的増大を意味するものであ

る。シンガポール港利用船舶数は昨年より 8.8%, またそのトン数は11.5%の増大を

示した。

その他の指標も急速な成長を示している。たとえば今年の銀行預金高は 1月の13億

1200万ドルから10月末の16億9700万ドルへと29%もの増大を示し， また観光事業では

1級のホテルが昨年の使用率84.2%に比し， ほぼ満員となり，旅行者の多くは 2級ホ

テノレに収容せねばならないほどであった。 ところでこのような豊かさが富める者にの

みかぎられたものでないということは興味深い。すなわち毎月のモーター・サイクル

やスクーターの登録台数にそれが見られる。 5年前ではこの数字は月平均548台であ

ったが， 過去3ヵ月間におけるそれは1258台であった。このことは技能労働者やホワ

イト・カラーなども経済拡大の利益を受けつつあることを一部示すものである。

以上のような好況の原因としては，（1）対インドネシア貿易の成長， (2）対南ベトナム

輸出の持続的拡大， (3）香港資本の非常な大量の流入一ーの三つが考えられる。（1）につ

いては今年の対インドネシア輸出（石油および石油製品を除く〉が対決前の状態を回

復しそうである。ただ石油関係の貿易は今年は最低であった。従来は輸入2億ドルp

輸出9千万ドル程度であったのが，今年は輸入がほぼ例年の 3分の l，輸出が極少であ

ったからである。一方インドネシアからの輸入総額の 3分の 2以上はゴムであり， 9
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月まででは月平均3万トンと対決前の状態を越えている。対イ輸出の今年の実績は従

来の最高レベノレたる1962年の水準を越えそうである。すなわち1962年の石油製品を除

く総輸出額は2億2650万ドノレで、あったが， 今年は 3億5500万ドノレとなりそうである。

理由のひとつはわが国の新産業が作り出す製品たとえば小麦粉， メッキ鉄板，セメン

ト，鉄・鉄鋼製建設用材などがすみやかに供給できたことである。また納期の早いこ

と， 信用制度の魅力的なことなども輸出増大に役立つている。さらには政府の輸出ボ

ーナス制度導入もインドネシアへの食料， 建設材といった必需品の供給拡大に貢献し

ている。対イ貿易の拡大はたしかに現在の好況の第 1の原因となっている。

対南ベトナム貿易についてはその程度が多少誇張されてきている。 5年前すなわち

アメリカの軍事介入の開始前においては輸出は通常5～6千万ドルで、あった。 1965年

になるとこれは 1億1000万ドル， 66年には 2億 5600万ドルとなり今年は3億ドルとな

りそうである。 しかし輸出のほとんどは石油および石油製品であり精油所やタンカー

には利益となるであろうが， 製造業に帰着する利益ははるかに少ないのである。

シンガポールに企業投資する香港企業家の数はさる11月2日に国会で発表してから

も増加を続け， 工場用地として得られる所は全部予約済みとなってしまった。

2. 将来の見通しと失業問題

以上のような経済の注しい成長とその健全な現況とは喜ばしいものではあるが， わ

れわれの将来の見通しは安閑としていられないものである。イギリスのシンガポール

撤退計画が実施にうつされようとする現在にあって， われわれがきびしい挑戦にさら

されていることは周知の事実である。計画によると，シンガポールのイギリス軍は

1970～71年までに半減され， 同時にこれを支えてきた軍属も同様に半減される。一方

シンガポール基地に働く現地人雇用者3万1500人は1970～71年までにやはり半減され

ることになっている。いいかえれば1971年4月までには基地関係で 1万6000人が失業

するであろう。このうち 4分の 1はマレーシア人やインド人などの非市民で残りがシ

ンガポール市民となっている。政府はこれらシンガポーノレ市・民たる失業者に対して，

再就業のできるよう職業訓練をほどこすための計画を作成中である。

撤退の影響は出来るだけ正確に査定せねばならない。 これをもとにしてこそ必要な

対策の規模がつかめるであろう。ただこれらの仕事は撤退計画の詳細が明らかになっ

てからのみ可能である。政府はこれらの諸問題を検討するため総理府に特別部を設置

した。

撤退の影響は二つの角度からとらえられる。第 1は基地の支出削減である。すなわ

ち軍属や現地人雇用者に対する支払いや軍人やその家族による支出および軍そのもの
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の財・サービスへの支出などを含んでいる。 これら総支出は1961年に 2億8100万ドル

で66年には4億.5000万ドルに増大していた。またこれは66年の総国内支出の14%弱に

当っている。これが71年までに半減するとすれば総圏内支出は今後毎年2o/oずつ減少

することになるだろう。

さてさきに述べた通り71年までにシンガポール市民が 1万2000人失業するとすれ

ば，今後毎年平均3400の追加的雇用を作りださねばならない。基地支出がへる一方で，

失業者の増大にも対処せねばならないのである。経済の他の分野での追加的支出がこ

れらを相殺しないかぎり， 基地失業者を吸収するに十分な経済成長を作りだすことは

できないだろう。

シンガポールの失業問題については二つのすぐれた研究が発表されている。ひとつ

は昨年行なわれた国民再登録による身分証カードを政府が図表化したもので， もうひ

とつはシンガポール大学経済研究所の調査（ 9月27日発表〕である。後者の世帯標本

調査は10才以上の全労働人口が何をしているかを調べたものである。ここでは働いて

いない者あるいは積極的に職をもとめている者を失業者と規定し， その数を 5万2630

人としている。これは全労働人口 57万6655人の9.1%にのぼっている。一方前者の調

査によると，失業者は4万3405人，就業人口は54万17.58人であり失業率は7.4%となっ

ている。これら両者の違いは調査方法，定義などの違いによるもので，いずれにして

も非常な高率である。

両調査とも青年層に失業者が多いという著しい特徴を示している。その率は前者で

は66%C 2万8826人〉，後者では54%C 2万8789人〉である。また職を失った者は20代

以上に多い。

いずれにしてもこれら多く見積って約5万2000人の失業者に基地からの 1万2000人

の失業が加わり， さらに毎年2万5000人が新たに労働市場に入ってくるのである。シ

ンガポールはこれに対処するため， (1）イギリスの軍事支出削減に見合うだけの追加投

資（毎年8000万わけを行なう， (2）すでに存在する失業者と新しく加わる基地失業者

とを吸収するため毎年 1万8000の新雇用を作りだす， (3）毎年労働市場に入ってくる 2

万5000人の学卒者のための雇用を作り出す一ーなどのことが必要となっている。

このような問題にいささかでも完全さをもって回答するには過去10年間におけるわ

れわれの実績を再検討することが必要と思われる。 1959年に PAPが政権をとって以

降政府の第 1の目的は増大する人口に雇用を作り出すことであった。 したがって現在

われわれが直面していることはとくに目新しいことではない。われわれは1961年以降

工業化にのりだし，現在でははっきりと目に見える成果を新工場や工業団地に見い出
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すことができる。工業で著しい拡大が始ったのは1963年以降で、あり，それ以来毎年5

～6000の新雇用が作り出されている。 もっともこの増加率では十分とはいえない。な

お商業においては1957年に11万5000人が， また1966年には11万6800人がそれぞれ従事

している。この数字は1959年当初の予想通りであった。

さて世界の他の例からみても工業化はもっとも拡大が容易であること， またこの点

で過去におけるわれわれの努力が将来の挑戦に応ずるには十分でなかったこと， の2

点を認めねばならない。 この他に経済の他の分野で成長を期待できるものはないであ

ろうか？ 建設・建築業は雇用提供者として有効なものではあるが，この分野は他の

分野の拡大に依存するものである。この｝＇.，（で、観光事業は期待出来るであろう。現在五

つの第 l級のホテルが建設中である。その全室数は1509で，総投下資本は4500万ドノレ，

完成時の雇用人員は2500人である。このほか新ホテルの建設や拡張申請が沢山行なわ

れている。なお観光事業で、はホテルのほかにも関連諸サービスで雇用が作り出せるだ

ろう。かくして今後3年半に基地失業者数と見合うだけの原則がこの分野でつくり出

されるだろう。 もっともこのことは，基地撤収に伴う全影響を相殺出来るということ

を意味するものではない。基地の場合軍人や家族の作り出す間接の追加雇用が存在す

るからである。

3. 1968年の財政

68年の普通予算では新税の導入は行なわない。しかし歳入が全般的に上昇するため，

均衡予算となった。 （下表参照〉すなわち歳出が対前年比10%増の 6億1645万ドルで、

歳 入 歳 出

1967年 1968年 1967年 1968年

直 接 税 192,469,000 211,276,000 社会部門 273,986,080 281,250,630 

間接税等 238,635,150 244,533,160 
経済部門 79,457,920 82,257,720 

補ー償ビス・財の販・売サ 79,635,710 日0,520,170
法定支出 75,693,930 90,639,620 

投の収資入・資産等 42,779,830 52,206,350 治安・国防 78,894,020 100,819,730 

そ の 他 37,049,310 48,195,570 その他行政費 52,209,000 61,482,070 

メ口:,,. 計 590,569,000 叫6,73川！ l仁1'>.. 560,241,670 616,449, 770 

30,000,000 30,000,000 

余剰金 327,330 281,481 

（注） 67年の数字は66年12月5日に発表された当初予算のもの。
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あるのに歳入の方も 9.5%増の6億4673万ドノレとなっているのである。歳入のうち所

得税は 1億1200万ドル，輸入税は 1億2929万ドル（酒2180万ドル，石油製品，サトウ，

タパコ4850万ドルなど）， 固定資産税 1億0329万ドルなどが含まれている。一方歳出

面では公務員給与が全体の37.7%を占め 2億3844万ドノレとなっている。 (66年は39%

で2億2128万ドル〉。歳出のうち著しいものは治安・国防費が対前年比27%も増加した

ことであるが， これは独立に伴う軍隊の増強が67年から始められたことによってい

る。なお教育費は 1億5160万ドルで前年より 790万ドノレの増加となっている。

一方第3年目に当る第2次5ヵ年開発計画の68年分の支出は下表の通りである：ーー
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番多旧通貨切下げに対する批判 （TheStraits Times 7日付社説抄訳〉

通貨（修正）法は4日国会を通過したが， この法案の目的について Goh蔵相は率

直に次のように述べている。

この法案のねらいは，ポンドにリンクされている 1r1通貨についての様々な疑念を

一掃して，それが依然法貨として流通し，新通貨と一定の価値比率で交換できるこ

とをはっきりと示すことにある。

一掃すべき疑念とは何だろうか，旧通貨が法貨でなくなるはずはない。マレーシア，

シンガポール，ブノレネイ 3国はすでに， 少なくもあと 1年間旧通貨を法貨とすること

に合意したではないか。（マレーシア日誌2日参照）。それ以降も旧通貨の交換は各中

央通貨当局を通じてできることになっている。結局Goh蔵相の抱く疑念とは交換比率

のことであった一一一旧 1マラヤ・ドルは新通貨の 1ドルにあたるのか， それとも85セ

ントにあたるのか，という。それがこの遡及法制定の真意であった。
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Goh蔵相は政府を非難した 2議員に向って，諸君は問題を全く理解していないと反

駁した。新通貨量や外貨準備高は非常に微妙な問題であって軽々しく公表すべきでは

なかろう。これらは峻厳な事実である。

シンガポーノレ政府は，切下げの結果蒙った国民の損失を全く償わなかった。 Goh蔵

相が明らかにしたところによると， 旧通貨を切り下げなかった場合両国政府の負うべ

き損失は， シンガポール政府 300万ドル， マレーシア政府6000万ドルで『あり，政府が

もしこれを引き受けるとすれば， 考えられる公正な手段は 1人当り 15ドルの増税だと

いう。

我々は蔵相のこのような空想に従うつもりはない。 Goh蔵相がIFJ通貨切下げ直後の

声明の中で明らかにしたように， シンガポール政府および通貨局の所有している外貨

は13億5100万ドノレ（利子6000万ドノレを除く〉の多きに達しているし， 来年度予算には

700万ドルの通貨利潤が計上されている。通貨局のこの収益を｜日通貨の等価償還のため

に用いたならば，大蔵省は大いに苦しめられたで、あろうが， 自らの行為の正しさによ

って道徳的にも法律的にも心の安らぎ‘を得たはずで、ある。

両国政府とも， 法律上選択の余地はなかったものと信じている。旧通貨 1ドルは 2

シリング4ペンスの裏づけがあり， 2シリング4ペンス自体の交換価値が低落したの

であるから， 旧ドノレ切下げはそれにしたがったまでだというのである。しかし必然的

にそうであるべきものではないし， 現に両国の高官も一再ならずこれを認めているの

である。 ところがブ、ルネイを含めた3国政府が，切下げ以外の行動をとる点で早急な

合意に達することは不可能だったとも言われている。

事後になっての法制化にも疑問がある。新通貨と IA通貨は等価であるという再三の

保障を思い返してみる必要がある。新旧両通貨の交換に損失はあり得ないはずであっ

た。 3国政府とも旧通貨 1ド／レ＝ 2シリング4ペンスという条項は入れてなかった。

シンガポールのこれまでの通貨法には， 「旧通貨は依然法貨であり， 新通貨と等価で

交換される」と規定しである。マレーシアの通貨法にも同様な規定がある。また，通貨

局が IMFに対して66年（新通貨発行の 1年前〉に行なった「旧通貨1ドルは金0.290299

グラムと等価である」との声明の効力はどうなのであろうか。

移マレーシア・反政府暴動収束へ

11月下旬ペナンで始まり各州に拡がった反政府運動は， 12月にはいって次第に下火

になり，月末までに戒厳令は総て解除された。

各州戒厳令の概況は次の通り。
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ペナン州：次第にゆるめられ， 12日全州完全に解除。その後14日と30日に再び同盟問

店の噂が流れたが，連邦州両政府の呼びかけと軍・警察の厳重な取締りとによって

実現しなかった。

ケダチl、l：次の地区で新たに布告されたが， 9 f3 4地区， 24日1地区が解除され28日に

は総て解除された。

中部2地区（3日〉 北部7地区（5日）

北部6地区（12日〉 北部2地区（25日〉

ベラ州： Krianの戒厳令は19日解除

セランゴール州： Klangの戒厳令は 2日解除

なお戒厳令解除は総てラーマン首相の現地訪問中に発表されたものである。

逮捕された者の数は余りはっきりしないが， ラザ、ク副首相が5日に約1700名と発表

していること， 最も激しい衝突の伝えられたベナン州の17日までの逮捕者は1156名

(18 f3 , Salleh警察長官発表〉であったこと，その後も各州でさらに相当数が逮捕され

ていること，などから判断して，月末までに2000名をかなり上回ったものと思われる。

このうちに労働，人民， PMIP 3党党員がどれほど含まれているかも推定によるしか

ない。 2, 3の個別例をあげるとベラ州では7日までの逮捕者374名中労働党 39名，

人民党12名， PMIP11名，戒厳令違反者（外出禁止令を破った者で政治性はさほどな

いと思われる） 150名であった。ケダ州では9日までの逮捕者130名中， 圏内治安法に

よるもの（これがほぼ労働・人民両党党員と思われる） 53名， 犯罪防止法によるもの

13名，戒厳令違反者64名であった。また死者は全体で50名ほどにのぼった模様。

政府は“敵対分子”を繰り返し非難し， 人種間の協調を再三にわたって訴えたが，

11月と同様，現実には“人種紛争”はさほど伝えられておらず，むしろ混乱を防ぐと

いう名目で軍・警察による徹底的な事前検挙性 1）が各地で行なわれた。検挙の対象は

先にも述べたように労働党， 人民党などの左翼と， PMIP, マレ｝人秘密結社（23日

にはケダで大がかりな秘密結社が摘発されたという，日誌参照〉などの回教徒過激派，

特に前者であって， 12月にはいって労働党マラッカ州本部，同州2支部，セランゴー

ル州4支部，ベラ州3支部，ジョホーノレ州ジョホーノレ・パルー支部，同 BatuPahat支

部。人民党 BatuPahat支部などが閉鎖された。

また今月逮捕された両党指導者は判明しただけで次の通り。（注2)

労働党： ChonChor Sin （パターワース支部長）, Chon F oon Chiew （マラッカ市支

部長〕， ChonEik Schong （マラヤ建設労働者組合MBWTU書記長）， Wong Miow 

Chong （ヌグリスンピラン州 Titi支部長）， Woo Hon Kong （注3)Cセランゴーノレ
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州議員）, Khoo Hock San （注 4)（ベナン州支部財務委員）

人民党： Ahmadbin Haji Y ako b （パハン州支部長）， H吋iIsmail （｜司副支部長）

以上のような徹底した強圧政策によって暴動はほぼ終熔し左翼・マレ一人過激派は

大きな後退を余儀なくされたようであるが， （ラザ、ク副首相は 1月 lf::Iの新年メッセ

ージの中で， 「暴動関係者は総て逮捕されたと言えよう」と述べた〉一部は今後さら

に過激な方向に奔るかも知れない。

（注 1) Haji Hussain副警視総監は 6El，ベナンの戒厳令について次のように述べ

ている。

ベナンの状態は引き続き改善されているが，？？察の子で反逆分子を徹底的にた

え土ために深夜の戒厳令を続ける。……戒厳令を解除したいのはやまやまだが，

秘密結社員はあらゆる場所に立三ム三いるから，それは不可能である。

なお軍，警察による警戒と検挙は戒厳令解除後も常時行なわれた。

（注 2) ラーマン首相は 5日ベナンで「労働党を禁止しようとは思わない。同党が

健全な野党となるために，その笠］！clean upを援助しようJと語っている。また

先月逮捕された林建寿労働党副委員長が23日釈放され，党再編に乗り出すことを

明らかにした。 （日誌参照，アンダーラインは編者）

（注 3) 羽Too氏は逮捕の前日失院した。

（注 4) Khoo氏の名前は正式発去によるものでなく， TheStraits Times 20日の

推測。警察当局は l指導者とだけ発表した。

マレーシア

1 日 Vサラワクの Ningkan元州首相敗訴一一連邦裁判所は 1日「昨年9月の国家元

首による非常事態宣言は，非常事態の事実がなく無効であり，連邦政府には州憲

法改訂権はないJとの Ningkan元サラワク州首相の訴えを斥け， 「非常事態で

あるか否かを決定するのは国家元首の権限であり，非常事態が宣言されれば，連

邦政府は連邦・州の如何を問わずどんな法律でも制定・布告できる」との判決を

下した。 (66年9月号特記事項参照〉

' 』1111政府の対民間会社契約権限一一連邦裁判所は 1日「ケランタン政府とシン

ガポールの TimbermineIndustrial Corporationとの契約をあらゆる角度から検

討したが，条項中にある“前払い”を借款と看倣すことはできないJとの判決を

下し，連邦政府の訴えを斥けた。
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（注〉 ケランタン州政府（PMIPが与党）は1962年7月，シンガポールの Tim-

bermine Industrial Corporationとの間で， 同社に「二つの鉱山採掘権を貸

与し， 借地料200万ドルを前払し、で受ける。前払い分が埋め合わされるまで

の期間借地料は50%とする。」との契約を結んだが，連邦政府は， 「この前払

いは借款と同義であり，州政府の民間会社からの借款を禁じた憲法 130条，

111条に違反する」として提訴していた。

Vマレーシア・フィリピン密輸防止協定発効一一一マレーシア・フィリピン密輸

防止協定（ 9月 1日調印）が 1日発効したが，サノミでは許可証のないフィリピン

人商人の取引や， 公認貿易港（ジェスノレトン＝ Kota Kinabalu, Sandakan, Se-

mporna）以外への入港も行なわれたという。各港 1名計3名来るはず（11月24日

参照）のフィリピγ側監視員は， 6日ようやく 1人がジェスルトンに着いただけ

だ、ったし，その監視員もマレーシア側の手違いからか，当初は 2週間のパスポー

トしか与えられなかった。この協定が充分に効力をもつまでにはまだ多くの日時

を要するようである。

V海軍司令官に Thanαbαlasigam准将一一一Thanabalasingam准将はこの日海軍

司令官に就任し（前任者は A.N. Dollard准将〉，「2～3年内に海軍力は3倍

となり， 72年までには完全に自立できょうJと語った。また同司令官は11日，「ミ

サイル塔載駆逐艦 K.D. Hang Jebat (3400万ドル〉が今月末スコットランドを

出発する。同艦はマレーシアの誇りとすべきものである。」と述べた。

2 日 V旧通貨は来年末まで有効一一マレーシア，シンガポール，ブノレネイ 3国蔵相

は2日クアラルンプールで会談し，次の決定を行なった。

(1) 旧通貨の新通貨への交換停止は1968年12月31日より早められない。

(2) 旧通貨1ドル＝ 2シリング4ペンスの比率は変えない。

なおシンガポーノレの Goh蔵相は帰国に先立つて「旧通貨の法定有効期限が切れ

でも，未償還分ひきかえのため基金を設置するととになろうJと語った。

vパイナップル産業局 MPIB代表，エチオピアを訪問

f Ismail前内相の民間会社における地位一一一Ismail前内相は 2日， 同氏の父

Abdul Rahman氏がマラヤ銀行社長を退任したのに伴って新たに同社社長に就

任した。なお現在 Ismail前内相は民間会社で次の地位を保有している。

Ropel Ltd. (Guthrieグループ）社長， Food Specialities (M) Ltd.社長。

Cathay Organisation理事

3 日 v全国商業労働者組合指導部一新さる一一全国商業労働者組合 NUCW（組合
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員数はマレーシア第3位で 1万4000名）はこの日代表大会を聞き，前執行委員会

を罷免して，次のような“若返り”（新書記長談〉執行部を選出した。

委員長， FongFoo Weng。副委員長， AbdulAziz bin Ismail, A. Chand-

rasekarano。書記長， PatrickJ asman。財務委員， HooiSwee Foh。

5 日 Vイギリスの新軍事援助取決め一一ラザク副首相は 9日，イギリス軍職員がマ

レーシア軍の編成・統制・訓練を援助する，との新しい軍事取決めに調印した0

6 日 V教員組合，教員の政治活動制限に反対を表明（11月23日参照）

7 日 Vスエーデンの自動車組立会社，生産開始一一スエーデン自動車会社 SMAの

P'ng Cheung社長がこの程明らかにしたところによると， 同社は来年1月から

乗用車 Volvoの販売を開始する。来年中の組立て生産見込みは 1400台。なお自

動車組立て工場はこの 9月以来 Fiatが操業しており（ジョホーノレ州タンポイ〉，

来年初めにさらに Associated Motor Industries (BMC vehicles), Champion 

mo bile (Volkswagen, V auxhall，トヨタ）, Singapore Motors (Opel), Asia Auto-

Motors Industries (Peugeot，東洋工業， AsiaMotor Co. (KL.) Ltd.）の 4社

が加わる見込み。

8 日 Vサラワク統一人民党 Engkilili支部閉鎖さる一一一政府スポースクマンが 9日発

表したところによると，政府は8日インドネシア国境にあるサラワク統一人民党

SUPPの Engkilili支部を， インドネシア側に根拠地をもっ共産ゲリラと直接連

繋しており，その合法機関として利用されていた，との理由で閉鎖した。

Vサバでインドネシア人釈放一一対決時代に破壊活動のかどで逮捕されジェス

ノレトン郊外の留置所に拘留されていたインドネシア人50名が8日釈放され，本国

に送還された0

9 日 V貯蓄の促進一一Tan蔵相は 9日，投資を促進させるためには貯蓄性向（現在

国民総生産の約18%）を維持するか高める必要がある，と述べた。

10日 T Upko解党決議， Usnoに吸収一一サパのパソクモモグン・カダザン統一組織

Upko〔注）は10日全国委員会を聞き， Stephens委員長の提案に基づいて同党の解

党を全会一致で、決議した。 Stephens委員長は大会での演説で二つの原住民政党

Usno, Upkoの抗争がもたらした害悪の重大性に鑑み，解党と Usnoへの加盟を

決意したと述べた。 （資料参照〉

この解党決定に対しラーマン首相は11日「至上の愛国主義」と讃えた祝電を

Stephens委員長に送り，マレーシア連合党内3党（Umno,MCA, MIC)指導者

も11日歓迎の意を表明した。
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Upkoは続いて28日サパ全州18地区337名の代表を集めて総会を聞き， 16'.2で

10日の委員会決議を承認した（投票は地区単位）。反対投票したのは KualaPenyu, 

Tenom両地区代表で，そのうちの 1人 Asian代議員は「われわれは解党よりも

死を選ぶ。 ロンドンで療養中の G.S. Sundang副委員長（注）は，現在快方に向

っており， 間もなく帰国して事態の解決に当るだろう。」と述べた。これに対し

てStephens委員長は「Sunda昭副委員長には10日の決定を伝え，今日の総会に

出席するよう要請したが，何とも返事がなし、」と語り，また30日には「われわれ

は西マレーシアを信頼し，マレーシアを受け容れるべきである。そのために Upko

はUsnoとの統合を決意した」と述べた。

（注） Upkoは全国カダザン統一組織 Unko(62年結成〉，パソク・モモグン党

(61年結成）が64年 4月に併合してできた政党で現在党員 2万。 Sundang副

委員長はノミソグ・モモグン党の結成を指導 L，同党結成後委員長をつとめて

し、7こ。

10日 Vサラワク州前開発相，連邦議員に一一一先にサラワク州開発・林業相の地位を

追われた AbdulTaib Mahmud前州議員は，連邦議員を辞任した Abanglkwan 

Zaini州新地方自治体相にかわって連邦議員に任命された。

V帰化人破壊分子を追放一一ラザク副首相は10日夕イ・フィリピン訪問の途に

ついたが，出発に先立つて最近の暴動事件について次のように述べた。

暴動参加者には三つの型がある。つまり，（1）生粋のマレーシア人，（2）マレー

シア帰化人，（3）非マレーシア人で，（1）については追放はしないが法に従って処

分する。（2）は市民権を剥奪し，（3）は本国に送還する。

11日 Vケダ州新首相一一ケダ州 Umno連絡委員会は， 8日死亡した SyedOmar 

Shahabuddin州首相の後任に， 全員一致で Syed Ahmad bin Syed Mahmud 

Shahaf uddin連合党・ Umno州書記長（42才）を任命した。連合党委員会も12日

この決定を承認したQ

12日 V来年から中学校授業料値上げ一一Khir教育相は経費上昇のため来年から次

の通り中学校の授業料を引き上げると発表した。

1年～ 3年 l
マレー語準備校j

4年・ 5年

6年

新授業料 (1ヵ月〉 現行授業料（同）

7.5 ドノレ

10 

15 

5 ドノレ

5 

10 

なお小学校および国語系中学校の授業料は無料のまますえおかれる。これによ
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って見込まれる年間増収は1000万ドノレ。

一方この発表に対し，労働党，人民党，全国教員組合 NUTなどが反対を表明

した。

（注〕 政府はこの10月に一日‘授業料f向上げを決めたが「ゴム佃i栴下落などが家

計におよほしている影智を考慮して，経済状態が改普されるまで引上げを行

なわない」として決定を取り消していた。

Vブ、ルネイの開発予算削減一一プルネイの JohnLee財務長官はこの日の予算

議会で次のように述べた。

過去5年間政府経常支出が顕著に増大した。これは将来も長期にわたって拡

大させる必要があるから，開発計画の方を変更し，投資効率のすぐれたものの

みを重点的にとりあげるようにしたい。開発予算は年間4000万～5000万ドルに

制限する。来年度は歳入 1億5700万ドノレ，歳出 1億9500万ドル（うち開発予算

5600万ドノレ〉となろう。石油収入は依然順調でありブノレネイの末来は明るい。

また同長官は13日の議会で，ポンド切下げに伴う海外投資損失額が 1億1700万

ドノレ，現在の全預金額が6億7300万ドノレであることを明らかにした。一方州言義会

はポンド投資のみの実施を非難し，政府に対しアメリカ，世銀などポンド園以外

への投資転換を要請した。これに対し PengrianY usof首相代理は14日，ブルネ

イの対外投資は35ヵ国におよんでいると述べた。

ところで TheStraits Times 21日によれば， 宮廷法 CivilEnactmentに基づ

くHassanal新 Sultanの来年度個人支出は21万6千ドル，宮廷費総額140万ドノレ。

（今年度前Sultanの個人支出は15万ドノレ，宮廷費は110万ドノレだ‘った）。

また Lee財務長官は29日， 政府各省高官に対し， 来年は慣例となった支出の

予算額超過をなくすよう警告した。

（注） フゃルネイの開発計画が財政的理由で削減されるのは初めてのこと。

Vサラワクの来年度予算一一サラワク州の Sli首相は州議会で来年度予算につ

いて次のように述べた。

来年度予算は歳入7280万ドル（うち連邦政府交付金3630万ドル〉歳出7220万

ドルで，増税は木材輸出税・ライセンス料収入が930万ドルに増大する見込み

だ、から行なわない。今年度はポンド切下げによる損失が1400万ドルに及ぶもの

と思われ，州予算は540万ドルの赤字となった。

なお予算は15日議会を通過したが，｜司日 Sli首相は「サラワクは連邦政府から

の援助を期待しているが，クアラルンプーノレも外国からの投資を待たねばなら
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ない」と述べた。

' 2製造業者団体統合へ一一マレーシア製造業者全国会議 NCMMは12日，マ

ラヤ製造業者協会 MMAと両者の統合について話合いを行なう，との特別決議

を採択した。また NCMMはSriNik Kamil会長， SamuelKam, A. D. Fraser 

両副会長を再選した。

13日 V天然・合成ゴム生産国諮問委員会聞く一一天然・合成ゴム生産国諮問委員会

は19ヵ国代表が参加して13日から 3日間ロンドンで聞かれ， 15日次のような国際

ゴム研究会への答申を発表した。

(1) 現在および将来のゴム需給統計の改善

(2) そのための国際機関の設置

(3) 天然・合成ゴムの需給パランス重視を各国生産者に勧告

(4) 合成ゴム生産費の調査

この委員会で K.Chatikavanji氏（タイ〉が委員長に選ばれた。参加国は次の

通り。インドネシア，タイ，日本，マレーシア， リベリア，ナイジエリア，コー

トジポアール， （オブザーパー。ブラジノレ，カメノレーン，シンガポーノレ，南ベト

ナム，ソ連〉他に国際貿易開発金融機構 ITDMO。マレーシア代表は SamilJan 

輸出品統制官ほか7名。

14日 Vイタリア，ゴムを直接買付け一一イタリア貿易使節団の G.Zanninni団長は

帰国にあたって次のように語った。

イタリアはシンガポーノレ，ロンドンからのゴムの間接買付をやめて，マレー

シアから直接買い付けることに決定した。 (66年度のマレーシアからの輸入 1

億2000万ドルのうち 5100万ドルがゴムであった）。近くソ連に作られるフイア

ツト自動車工場にタイヤを供給するため，マレーシアからのゴム輸入をさらに

ふやしたい。

' 1億7700万ドルの開発公債発行一一大蔵省は14日，第 1次マレーシア計画の

資金難のため， 1億ドノレにのぼる 2種類の開発公債（年利6%，満期72年11月15

日，年手Ij6.25%，満期87年11月15日）を発行すると発表した。

これらの公債に対し29日までに 1億7700万ドルの応募があり（ 6分公債7300万

ドル， 6.25分公債 1億0400万ドル〉，政府はその全額の発行を認めた。

15日 Vラザク副首相マニラ訪問一一タイ訪問後フィリヒ。ンのマニラに着いたラザ、ク

副首相は， 「私はサパ請求権に関する会談の日取りと場所を決めるためにきた。」

と語った。同副首相はマノレコス大統領，ラモス外相ほかの政府要人と会談した。
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なおマニラでは14日“フィリピンは北ボルネオ（サパ〉を要求する”第2巻と題

する政府記録集が出版され，新聞は一般にラザク副首相の訪問を歓迎しなかった。

19日に発表された共同声明は次の通り

(1) サパ請求権問題の会談は無期延期とする。

(2) サノミからフィリピンへの密輸問題，サパのフィリピン人労働者問題の解決

を岡る。

(3) 農業，社会開発の情報や専門家を交換するととなどにより，両国の協力を

深める。

(4) 両国は東南アジア国家連合 ASEANが経済開発上に果す役割について話

し合った。

ラザ、ク副首相は，アジア開発銀行 ADB, 国際米作研究所 IRRIを訪れた（18

日）後， 20日帰国したo

vブルネイの新通貨量に不足なし一一ープルネイの JohnLee財務長官は議会で

「ブノレネイが旧通貨を切り下げたのは，マレーシア，シンガポールと歩調を合せ

るためにやむを得ないことであったが，両国とちがって旧5セント， 10セント硬

貨の価値引戻しを行なわなかった (1日同長官言明）のは，ブルネイに充分な新

通貨が存在したからである。」と語った。

T UNCTAD専門家会議聞く一一ジュネープで15日から19日まで23ヵ国代表が参

加して聞かれた国連貿易開発会議専門家委員会は19日コミュニケを発表した。こ

のうちマレーシアに関するものは次の諸点である。

(1) 合成・天然ゴム双方の秩序ある市場と公正取引法とを速かに整える。

(2) 天然ゴム・半加工天然ゴムに対する関税・非関税障壁を撤廃する。

(3) 現在以上の過剰生産力を生み出すべきでない。

(4) 各国政府が在庫ゴムを放出する際は需給情況を充分に酪酌しなければなら

ない。

16日 T Romani国連代表，病気のため辞任

V多種族企業設立か一一Tan蔵相， Lim商工相は福建連合会 Federationof 

Hokkien Associations代表大会で，全種族の協力のため多種族クラブと多種族

企業の設立を呼びかけた。 大会はこれに基づき， 多種族企業「国家開発会社」

Negara Dev. Ltd.の設置を決議した。

17日 T MTUC第17回年次大会一一マレーシア労働組合会議MTUCの第17回年次大

会は60組合200名の代表を集めて15日から 3日間聞かれ， 17日次のような決議を
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採択して，政治舞台への登場を明らかにした。

(1) 政治教育委員会を設置し，全労働者にその目標と合法的権利獲得の重要性

とを教える。

(2) いかなる既成政党とも一線を画す。

(3）労働者の要求を支持するものと協力する。

(4）総会に政治宣言の作成を指令する。

(5) 政党のいかんを問わず，上記宣言を支持する政治家に対して，全面的支援

を考慮する。

(6) 政治外郭団体を作る。

(7）数年内にあらゆる選挙で独自の候補者を擁立する。

この決定に対して Manickavasagam労相， KamWoon Wah MCA書記長は

静観， TanChee Khoon労働党国会議員， GohHock Guan民主行動党書記長

は歓迎の態度を明らかにした。

V労働党ジョホール支部組織局長脱党一一労働党ジョホール支部の K.Raman 

組織局長は17日同党を脱党したが， 20日には「労働党の北京寄りの宣言や色彩は

非合法かつ不適格なものである。」と同党の左寄り路線を非難した。

v物価値上げに警告一一Lim商工相は， セランゴール電機貿易協会の大会で

「正月商品の価格をつりあげないで欲しい，もし不当な値上げがあれば政府が介

入しよう」と警告した。 4日には YeoBeng Poh貿易統制官が「政府は米， 小

麦粉など必需品価格の監視を続けているが，その不当な上昇に対して政府が行な

い得るのは，来年度の小売許可取消しだけである」と語っている。

なお最近セランゴールで消費者連合会 CAが小売店の不当価格監視のため顕

著な役割りを果しているという。

18日 ▼ジョホール州で洪水―――――ジョホール州で１８日洪水が起り，２０日までに死者３，

行方不明5を出し， 8000名が避難した。同州では31日にも洪水のため1000名が避

難した。なお4日には北部四州（ケランタン， トレンガヌ，ノξハン，ベラ〉で先

月来の洪水に対処するため， 軍隊内に作戦室 OperationsRoomが設置された。

Vサラワク連合党内の候補者割当て，話し合いつかず一一サラワク連合党（Pe-

saka党， Bumiputra党， SCAで構成〉の Jugah委員長（連邦政府サラワク関係

相〉はクチンで「サラワク連合党内の第 1回総選挙に際しての議席分割問題は，

まだ解決していない」と語った。

19日 vケランタン州財政危機に一一ケランタン州の MohamedAsri首相（PMIP)
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は19日ラーマン首相に会い，“12月分の公務員給与支払いのため” 150万ドルの政

府貸付を要請した。ラーマン首相は20日の閣議後「ケランタン州政府はこれまで

銀行から金を借入れていたが，検事局がそれを違法と判定したため，連邦政府に

借金を申し込んできた。閣議は次の条件っきでこれを認めることに決定した。即

ち，（1）給与支払い不能に陥った原因を説明すること。（日）来年度州予算の作成に大

蔵省当局の参両を認めること，である」と語った。 (8月13日参照〉

Asri首相は21fl, この 2条件を受諾すると発表し， 27日にはラザ、ク副首相が

「政府は既に州政府に150万ドノレを貸与し，賃金支払いのため係官をコタ・パルに

派遣した。州政府の過ちを公務員にあがなわせるわけにはいかない」と語った。

Vタイ国境マレーシア領域で数年ぶりにゲリラと交戦一一一警察当局は30日，「マ

レーシア軍遊撃部隊は19日，タイ国境に近いマレーシア領ジャングノレで、20～25名

のゲリラと交戦した。ゲリラ側は死者3名，負傷者数名を出したと思われる」と

発表した。タイ国境マレーシア領でのゲリラ戦はここ数年来起っていなかった。

なおマレーシア・タイ合同の“捜索掃討作戦”によって， 7日にもタイ側国境で

ゲリラ 3名が殺された。

Vサラワク国民党， 選挙に関する民意調査を要求一一サラワク国民党 SNAP

の Ningkan委員長は「サラワク州民が選挙の早急な実施を望んでいるかどうか

を調査するため，州政府は委員を任命すべきである。私は大多数が選挙の早期実

施を望んでいると確信してし、る。サラワク民族主義はやがてマレーシア民族主義

に合流するであろうJと語った。

なお同党の JamesWong副委員長が11f3州議会で同様な提案を行なったのに

対し， Rahim副首相は－H同意したものの， 22R 「冗談と思りた」と述べて調

査委員会の設置を拒否した。

Ningkan委員長はまた25日に，「連合党は選挙を恐れている。もしわれわれが

選挙に勝てば，連邦政府と協力して行くであろう」と述べた。

20日 Vラザク副首相オーストラリアへ，各国首脳とゴム問題等に関し会談一一一この

日フィリヒ。ンから帰国したラザク副首相は，ホルト首相の葬儀に参列するため直

ちにオーストラリアに向った。同副首相はオーストラリアでジョンソン米大統領，

ウィルソン英首相， McEwen豪暫定首相ほかの各国首脳と会談し， 24日Leeシ

ンガポール首相と同じ飛行機で帰国したが， 25日各国首脳との会談について次の

ように語った。

ジョンソン大統領は，ゴムの国際価格に悪影響を及ぼすような仕方で在庫放
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出はしないと約束した。同大統領とは世界銀行，輸出入銀行などの国際機関に

よる在庫ゴム買付についても話し合った。ウィルソン首相はマレーシアとの防

衛条約を守ると繰り返し述べた。オーストラリア，ニュージーランドは軍事援

助の継続を確約した。オーストラリアのハズラク外相とエュージーランドのト

ムソン国防相は近く防衛問題会議を行なうだろう。

一方世界銀行，輸出入銀行筋は数日後， 「ラザク・ジョンソン会談で，両機関

による米在庫ゴム買付について話し合われたことはない。マレーシア政府の買付

政策を援助するため，両機関かちの借款の可能性を話し合ったのである」と述べ

て，在庫ゴム買付を否定した。

V天然ゴムの見通しは暗い一一一国連食糧農業機構FAOがこのほど非公式にま

とめたところによれば， 1975年の天然ゴム生産は330～378万トン， 同需要269.7

-326.4万トン（天然・合成ゴム全需要量の34%, cf 66年38%）になる見通しで，

これからの10年間天然ゴム価格はさらにおし下げられる虞れがあるという。

一方 TheStraits Times 21日によると， 国際ゴム研究会 IRSGは「今年の世

界ゴム余剰は 4万トンで，来年度は需給が均衡する」との発表を行なったのに対

し，アメリカの天然ゴム局 NRBは「7万トンのアメリカ在庫ゴム放出がなけれ

ば，今年は3万トンの供給不足になったはずだ。合成・天然ゴム生産国の協力が

急務である」と語った。

V来月から国勢調査開始一一R.Chander統計局長代理は来年の国勢調査につ

いて次の諸点を明らかにした。

(1) 来月オーストラリアから専門家の到着するのを待って調査を開始する。

(2) 57年の調査は西マレーシアだけだ、ったが今度は東マレーシアも含まれる。

(3）費用は前回が350万ドルだ、ったのに対し今回は数百万ドルとなろう。

(4) 71年に農業センサスを行なう。

V来年から規格品マーク採用一一一マレーシア規格研究所 SIMのLeongKwok 

所長は「政府は来年から一定基準に達した生産物に規格品マークを採用する」と

発表した。

l NEB労組の賃金闘争一一国家電力庁 NEB労働組合（組合員4500名〉は20日，

1月3日までに賃金改善の決定がなされない場合ストに入ると通告し， 28日には

「2ヵ月以内に会談を開くこと， 8ヵ月分の未払金 (1ヵ月12.5ドル）を支払う

こと，の 2条件を認めればスト通告を解除する」と発表した。これに対し Mani-

ckavasa伊 m労相は28日， 国家元首に対しこの件の労働裁判所提訴に同意を求め
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た。これが認められればストライキ，ロックアウトとも禁止される。そのため同

労組は30日スト通告を撤回した。

21日 Vイギリスの今年度援助は100万ポンド（730万ドル〉一一ーなおシンガポール日

誌21日参照。

22日 T Ningkan元サラワク州首相に解党勧告一一一サラワクの Rahim副首相， Zaini 

地方自治体相は， SNAPのNingkan委員長（元州首晶相）に対し，同党を解党して

サラワク連合党 USNOに合流するよう要請した。 Ningkan委員長は25日，この

勧告を拒否した。一方サラワク統一人民党 SUPPのChanSiaw Hee副書記長は

30日「サラワク連合党は常に野党の切崩しを図っており，SNAPも明日は UPKO

と同じ運命をたどるかも知れない」と語った。

vジェスルトンを KotaKinabaluに改称一一一サパ州議会は州都ジェスルトン（英

人 SirGeorge Jesselに因んで86年前つけられたもの）を，東南アジアーの高山

Kinabaluの名を冠した KotaKinabaluに改称するとの提案を可決した。 (11月

4日参照）

Vタイとの航空機相互乗入れ協定に調印

23日 Vケダ州のマレ一人秘密結社摘発さる一一ケダ州の MohamedHenafiah警察

長官がこの日発表したところによると，州、｜警察は「聖戦軍 TenteraSabilullah」

と呼ばれるマレ一人秘密結社を摘発し，最高指導者1名，地方指導者14名を逮捕

した。この結社は 1年ほど前に結成され，先月来北部ケダにおいて人種対立を煽

っていたという。なお24日以後同結社の 291名が結社からの脱退と州政府への帰

順を表面し， ケダ州スノレタンの九放を受けた。 これについて Bakar内務次官は

26日「帰順者はスルタンの宗教的免赦を受けたが，暴動に関係した者は法に基づ

いて裁かれようJと述べた。一方ラーマン首相は27日アロール・スターで， 「政

府はかれらを危険分子とは思わない。したがってスルタンの前で再び誤りを繰り

返さないと誓えば許されようJと語った。

V国立学校教員組合， 順法闘争を中止一一国立学校教員組合 KKGSKはこの

日の代表会議で6カ月来の順法闘争から手を引くとの提案を38:22，棄権40で可

決した。

（注〉 KKGSKの組合員は6000名で， 1万2000名の全国教員組合 NUT（昨年

9月以来順法闘争を続けている〉と共にマレーシア教員連合 MTUの有力な

構成メンバーとなっているが，この決定によって両組合間にヒピがはいった

ようである。
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V東芝，クアラルンプール近郊に合弁工場一一一東芝東南アジア・太平洋地域担

当部長がこの日発表したところによると， 同社はクアラルンプール近郊の Batu

Tiga工業団地に， KeeHuat Radio Co. （ベナン〉と合弁で資本金数百万ドノレの

電機製造会社を設立することに決定し，来年1月から建設に着手する。

24日 V林建寿労働党副委員長釈放さる一一11月26日ベナン暴動指揮の廉で逮捕され

た労働党の林建寿 LimKean Siew副委員長・ベナン州委員長（国会議員）が「付

帯条件なしで」 （林副委員長の言葉〉釈放された。同副委員長は26日，記者会見

で次のように述べた。

(1) ラザ、ク副首相が公表すると述べた「ペナン暴動白書」の出るのを待ってい

る。ベナンの事件と労働党数支部閉鎖とについて調査する。

(2) 労働党の再編につとめたい。党が私の意見をどの程度とり入れるかによっ

て，私の党における地位を再考する。

(3) ペナン暴動勃発の翌日 11月25日には Senu情報・放送相， Hussain副警視

総監と会い，治安回復への助力を提言した。 26日昼警察本部に連行され，暴

動の策略と私の旧通貨切下げ非難声明について尋ねられた。私は策略などと

いうものは何も知らない。

(4) 留置所での待遇は悪くなかった。

一方向党の M.K. Rajakumarセランゴーノレ支部長も27日， 「選挙に備え近く

党再編成について話し合う。林建寿副委員長とは以前この問題について話し合っ

たJと語った（28日参照）。なお同党筋によると， この会議には LimKean Si-

ew, Tan Chee Khoon, Rajakumar, V. David, V. Veerapanほかの指導者が参

加し，党再編問題のほか，今や過激派の主導下にある党内に留まって活動すべき

かどうかについても話し合うという。

ところでラーマン首相は27日， 「ペナンの労働党は共産主議者など過激主義者

の惨透下にあり，党再編計画は正当なものである。われわれは真の意味の野党が

出現することを望んでいる」 と述べて Lim副委員長の提案を歓迎し， 31日には

「Lim氏は暴動教唆者でないことがわかったので、釈放を決定した」と語った。

Vペナン島・バターワース聞に堰堤構築か一一一ベナン州の王保尼羽TongPow 

Nee首相は，ペナン島・パターワース聞の堰堤構築事業について「州政府はこの

事業を民閉会社に委託する用意がある。堰堤の建設費は 2億ドル，維持費は年間

200万ドルとなろう」と述べた。

26日 vパハン州で l万6000人入植一一一パハン州の Badrillah原住民保護官の述べた

巧
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ところによると，同州原住民局 Departmentof Orang Asliは， 今年203世帯を

入植させ (1世帯あたりの耕地問積10エーカー），入植者総計は 1万6000名とな

った。これで未定着原住民は全原住民の 5%に減少した。来年はさらに31万7000

ドノレを費して840エーカーを開墾し，入植地にあてる予定。

27日 V高裁新判事任命一一マレーシア国家元首は新たに次の判事を任命した。

高等裁判所判事 SyedOthman bin Ali （現国会法案担当官， 元連邦弁護士）

連邦判事： TanSri Mohamed Su伍an（元高裁判事）， Tan Sri Chelva・

singam Mad凶 yre（元ネパーノレ大使）

Vラザク副首相，ゴム価格低落は防げるー ラザ、ク副首相は，国際ゴム研究会

IRSGおよび国連貿易開発会議 UNCTADの報告に関する閣議の後，次のよう

に語っ7こ。

欧米のゴム消費量は不況｝illの状態に反りつつある。来年は不況・ストライキと

いう短期要因の重要性は薄れるであろう，したがって公正な市場，合成ゴム生産

力統制，米在庫放出削減などによって，価格の下落は避けられよう。

▼ペルリス州植樹計画をゴムからオイルパームに転換――――ペルリス州のSheikh

Ahmad首相は「来年5000ヱーカーを士地のない農民のために開拓し， 最近のゴ

ム価格下落を考慮して，オイルパームを植えつける。」と語った。

28日 V労働党，総選挙をボイコツトか一一労働党の Rajakumarセランゴール支部

長は来年に予定されている総選挙に関して次のように語った。

公正な選挙，出版・集会の自由，勝手な逮捕の禁止が保障されなければ，選

挙ボイコットもあり得る。最終決定は近く開かれる執行委員会でなされよう。

現在数百名の党員が裁判も受けずに収容所に入れられている。最近の政府の行

動を見ると，党組織を潰滅させることによって，わが党を総選挙からしめ出そ

うとしているとしか思えない。

f Tasek工業地帯（イポー〉の近況一一極東綿工業 FECIのM.Z. Ma社長が

明かにしたところによると， イポーの Tasek工業団地で現在19社（セメント，

アスベスト，合板，ゴム製品，鋳鉄・コンクリート管など）が操業しており，既

に同工業団地面積の半分を越える部分に工場が建てられた。またさらに 3社が建

設中で新たに香港から500万ドルの投資を得て合弁繊維工場の設立も予定されて

いる。

Vオーストラリア労働党党首来マ一一オーストラリアの E.G. Whitlam労働

党委員長が28日マレーシアを訪れ，空港で「オーストラリア国民は，どんな政治
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的信条をもつものであっても，東南アジア，アフリカ，南アメリカ援助を推進す

るであろう」と語った。同委員長はラザク副首相， Tan蔵相ほかの政府首脳と防

衛問題，経済援助問題について会談し， 1月2日帰国した。

29日 vゴム輸出税引上げ無期延期一一Tan蔵相は，ゴム（パラもの）に対するポン

ド当り 2セントの輸出税増徴をゴム価格下落のため無期延期すると発表した。輸

出税引上げ案はゴム梱包を国内で行なうために，その財源として 1月の予算国会

で提起されたものO (3月14日参照〉

V比大統領，サパ請求権を放棄せず一一ーマノレコス・フィリピン大統領はテレビ

座談会で「フィリピンはサパ請求権を放棄しない。しかしマレーシアを説得して

この問題を国際司法裁判所に提訴するには， 10年ないし20年かかるだろう」と語

った。 (15日参照〉

Vメートjレ法導入か－The Straits Times 29日の社説によれば，政府は近く

度量衡単位をメートル法にかえることを検討中という。

30日 vサラワク国民党，地方議会補欠選に勝つ一一この日行なわれたサラワク第4

区の Limbang地方議会補欠選挙は， 2地区各 1議席をめぐってサラワク国民党

SNAPとサラワク連合党 Usnoの間で争われ，共に SNAPの勝利に終った。

(136対124, 155対77）。これは近く行なわれる予定の州議員選挙の前哨戦の意味

をもつものと言われていた。

V住宅建設貸付金利率引上げ一一一マレーシア・ボルネオ建設会社 MBBSは，

銀行貸出利率の引上げ（11月20日〕にともない，同社の住宅建設貸付金利率を来

年から次のように引き上げると発表した。旧利率はー率7.5%。

貸付金額（ドル） 8000以下 8001～2万 2万以上

新利率（%） 7 .5 8.0 8.5 

31日 vゴム年平均価格，昨年より大幅に低落一一一TheStraits Times 31日によれ

ば，今年のゴム平均価格は，ポンド当り 54,167セントで，昨年の65,467セントに

比して約11セントの大幅な低落となった。これを月別に見ると最高は 1月の

59,101セント，最低は11月の49,196セントで，年間を通じほぼ一貫して低落傾向

にあったと言えよう。

Vサパへの教員派遣－Khir教育相は先に，西マレーシアの臨時教員をサパ

で就業させると発表したが， 31日に教育省が発表したところでは，多数の教員が

これに応募して来たという。また同発表によれば，現在専門課程修業教員（特に

科学・数学の）が不足しているO
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シンガポール

2 日 T Lee首相，カンボジア訪問一一Lee首相は 2日から 1週間，家族を伴ってカ

ンボジアを訪問し，シアヌーク国家元首ほかの政府首脳と会談した。会談では両

国の一層密接な経済協力について意見がー」致したが，そのほかベトナム問題，米

・カンボジア関係などについても話し合われたという。

またカンボジアの国境問題について，シアヌーク国家元首は 2Hプノンペン空

港での歓迎演説で， 「シンガポールはカンボジアの国境を最初に認めてくれた国

の一つである」と述べた。

Lee首相はカンボジアに駐在する共産諸国代表部ともベトナム問題などについ

て話し合った模様で， 7日シアヌーク元首が Lee首相のために催した晩餐会に

は民族解放戦線代表が同席したほか， 8日には北朝鮮の DjeungHy Djeun代理

大使をシンガポール大使館に招いて会談した。 （席上 Djeung代理大使は Lee首

相を北朝鮮に招待した。〉また Lee首相帰国の際には，北ベトナム，民族解放戦

線，北朝鮮各代表も空港で同首相を見送った。

vオーストラリア化学工業使節団来シ

4 日 Vイタリア財務局長来シ一一イタリアの AlvaroPerfetti大蔵省財務局長を団

長とする一行が，二重課税問題話合いのため 4日から 1週間シンガポールを訪問

した。

イタリアからは3日に MarioV etrone副貿易相を団長とする通商代表団が来

シしている。

なおシンガポールの対伊貿易は66年で、輸出4500万ドル，輸入3400万ドノレ， 67年

1～6月で輸出2200万ドノレ，輸入2000万ドノレとなっている。

V新国際金融会社発足一一国際信用金融会社 ITFC（払込資本金200万ドノレで

工業・金融・貿易業界の共同出資〉が2日発足した。

v外人観光客の増大一一シンガポーノレ観光促進局 STPBがこのほど発表した

ところによると今年前半シンガポールを訪れた外人旅行者数は次の通りで，イン

ドネシア人旅行者数は対決期以前の状態にまで回復し，間もなく日本を抜くとい

フ。
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I '67 .1-6月暗躍同勢ii I l対前年同期’67.1～6月｜
｜増加率 % 

アメ リ カ 22,866 100以上 西ドイツ 1,729 52 

イ ギ リ ス 12,860 56 フランス 1,514 40 

オーストラリア 11,985 57.6 セイロン 1,216 170 

日 本 5,787 61 フィリピン 1,214 180.6 

インドネシア 5,230 ? タ イ 902 134.3 

オ ラ ン タ 1,875 83 その他共計 ！ 80以上

5 日 V予算国会聞く一一5日から始った国会で，総額約6億4700万ドルにのぼる普

通予算，約2億9700万ドルの開発予算が提出承認された。 Goh蔵相が予算演説の

中で述べているように，来年以降のシンガポール経済は英軍撤退にともなう収入

減少と失業増大とによって激しくゆさぶられるであろう。 （特記事項参照〉

なおこの国会で成立した法案は次の通り。

0労働（修正〉法：婦人の深夜労働を禁止するもの。

0金融会社法：（1）払込資本金50万ドル以下の金融会社を認可しない。（2）金利幅，

貸付金総梓決定権を大蔵大臣に与える。（3)1社への貸付金は払込資本金の

25%までとする。（4）大蔵大臣の任命する監査員を各金融会社に 1名おく，

など。

0会社法

0特別手当基金法：英軍撤退によって失業する基地労働者への特別手当（注1）を

政府が保管し（使用者から直接政府に渡される。〉，その中から月給の60%

分までを毎月支払って行くもの。将来は全労働者に適用される。

0通貨（修正）法1967：新！日両通貨の交換比率（11月の動向の表参照）を法制

化するもの。（注2〕（特記事項参照〉

0保険（修正）法

（注 1) Goh蔵相の答弁によると，この特別手当は非課税。

（注 2) この法案をめぐる討論の中で，政府の旧通貨切下げ決定を撤しく非

難する議員もあった。その要旨は，旧通貨切下げ以前に新硬貨は全く発行

されていなかったのだから，旧硬貨を保持する者が多かったのは当然であ

り，政府は少なくも旧硬貨についての損失分を自らの肩に負うべきだ， と

するものだった。 Goh蔵相はこれに答えて，切下げによる損失がシンガポ

ールで3000万ドル，マレーシアで6000万ドルだったことを明かにし， （こ

れから逆算すれば，両国の切下げ時における流通旧通貨量はそれぞれ約2

億1000万ドル， 4億2000万ドルになる〉， この3000万ドルを総て政府が負

-191- 一（227）ー



シンガポール（12月〉

担することになれば，シンガポールの経済発展にとって重大な支障を来た

すであろうと反論した。

v駐シ新フィリピン総領事一一フィリピン外務省は5日， CasimiroValdez前

駐ロンドン総領事を，シンガポール総領事：に任命した。なお前シンガポール総領

事 MarianoLogarta氏は，サパ問題で常に反マレーシア的態度をとるので有名

だった。

V駐シ新イギリス高等弁務官一一－DeLa Mare英国国防次官補が5日， J.v. 

Rob高等弁務官の後任として，シンガポール駐在イギリス高等弁務官に任命され

fこ。

6 日 V船舶登録法改定か一一TheStraits Times 6日によれば， 政府はシンガポ

ール国籍の船舶を増大させるために，制限の緩和1（現在はシンガポール人のみが

所有する会社又はシンガポールに本社のある会社の船舶のみシンガポール籍を認

めている〉，課税額の削減（所得税から従量税への移行などによる），登録方法の

簡略化， などを研究しているという。なお Goh蔵相が15日議会で明かにしたと

ころに上ると，現在シンガポーノレ同籍の船舶は303隻， 12万5385総トンである。

v対イ貿易促進のため海運事務所設置一一一シンガポール・インドネシア海運条

約に基づく両固定期協議は 6日から 4日間シンガポールで聞かれ，両国貿易をさ

らに促進するため，ジャカノレタとシンガポールに海運事務所を設置することを決

定した。

7 B V非正規軍の幹部を養成一一国防省は7日「一般兵役訓練の後，特に優れた者

を選んで，将来の予備軍幹部とするための特別訓練を受けさせる」と発表した。

8 日 V先進国の投資を歓迎一一Lee首相はプノンペン大学における講演で後進国間

の相互協力を強調し，さらに「シンガポールは日本，オーストラリア，イギリス，

アメリカ， ドイツ，ソ連などの企業を歓迎する」と語った。

夕日 Vジョホール・バルーに高等弁務官支庁設置か一一シンガポール・西マレーシ

ア聞の繁雑化した旅行手続きを簡略化するため，近くジョホール・パノレーにシン

ガポール高等弁務官支庁がおかれる予定。

10日 V英軍撤退埋合せの雇用創出費30億ドル一一経済計画局 EPUのJ.M. Pillay 

局長代理はテレビ会見で次のように述べた。

英軍撤退によって失業する約10万人を再雇用するために， 75年までに25～30

億ドルが必要となる。また英軍購買力の消失を埋合せるためには，との4～5

年間に 2億1500万ドルを必要とする。雇用創出のために政府の計画している事
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業は，（1)Sembawangドックを25万トン級タンカーが収容できるよう増改築す

る。（2)BlakangMatiを東南アジアの観光センターにする。（3)Tengah,Seletar 

両空軍基地を航空機修理センターに転換する，の3点である。

また英軍撤退にともなう問題は（1）直接，間接の失業，（2）外貨受取りの減少，

(3）軍事的真空をみたすための軍事支出増大，の3点である。

失業問題さえなければシンガFポールは GNPの20%に相当するこの損失を吸

収できるはずである。そのためにイギリスの政府間援助を期待する。

11日 Vバリサン系261名全員に有罪判決一一一ChestnutDrive特設法廷の Donald

Yea Hock Chwee裁判長は11日，去る 6月13日Changi拘置所前に坐り込ん

で逮捕されたノξリサン・ソシアリス B.S.党員および同党支持者261名（うち女性

87名）に対し，懲役6ヵ月 257名，執行猶予 12ヵ月 3名，同6ヵ月 1名との有罪

判決を言い渡した。 (9月18日参照）

なおこのうち96名については， ChestnutDrive法廷で番号札を引き裂き法廷

を侮辱した廉で， 14日から改めて公判が開始され， 20日全員に懲役4ヵ月が言い

渡された。他の123名についても近く公判が聞かれる予定。

12日 V国立学校に諮問委員会一一一OngPang Boon教育相がこのほど述べたところ

によると，政府は国民を教育政策に参画させ，地域社会，校長，教員，生徒の密

接な関係を創り出すために，各国立学校に諮問委員会を結成する予定。

T 20セント， 50セント硬貨追加発行-i車貨局は先月！日通貨が切り下げられた

ため，予定を早めて20セント， 50セントの新硬貨（注〕をコミュニティー・センタ

ー10ヵ所，郵便局10ヵ所で発行し， 1人当り新紙幣100ドルまでとの交換を開始

した。今後は各郵便局で20ドルまで、の発行が続けられる。

（注〉 シンガポール通貨局の所有する20セント， 50セント硬貨は， 5日ロンド

ンから到着した500万ドル分を含めて1650万ドル。

14日 V英軍撤退，シンガポールか西独か一一一14日発行された米誌 Newsτveekは，

ウィノレソン英首相の訪米に関して， 「首相はジョンソン大統領に対し，国防費削

減のため75年までに予定されているシンガポールからの撤兵を早めて70年までと

すべきか，西独に駐留する 5万1000の軍隊を5000～ 1万まで減少させるべきかを

打診するだろう」と報じている。 (20日参照〉

V民間住宅投資を促進一一一Barker法務・国家開発相はシンガポールで、開かれ

た英連邦建築家協会アジア地域会議（14～18日，参加国，シンガポーノレ，マレー

シア，インド，パキスタン，セイロン，香港〉の開会式で， 「シンガポール政府
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は，都市刷新開発計画の需要を満たすために，民間住宅投資を積極的に促進させ

る」と述べた。

16日 V大学卒業者に兵役義務一一内務・国防省は16日「国防力を強化するため，大

学生に対し卒業と同時に兵役義務を課す」と発表した。

一方，シンガポール大学学生組合NSSUは19日， 「シンガポールが自力で国

家を発展させるために望ましU、」としてこの新制度に賛成の態度を明かにした。

17日 , 10年間で国軍を完備一－Lee首相は英軍撤退後の問題について「われわれは

英軍完全撤退までの10年間を有効に使って国軍を完備させる。もしある国がわれ

われを侵害しようとするならば，われわれは保護者を求めねばならない。それ故

にこそ諸外国との友好関係が必要だ」と語った。

18日 ，海外公館購入一一Goh蔵相は議会でキャンベラ，ウェリントン，クアラルン

フ。－；レ，ロンドン，ワシントンで既に高等弁務官事務所を購入し，ジャカルタ，

香港，パンコク，東京では代表部の建物を捜している，と語ったo

vカナダ高等弁務官着任守一一カナダの JohnG. Hadwen高等弁務官（駐マレ

ーシア高等弁務官も兼任〉は Rajaratnam外相と会談して， 「カナダはシンガポ

ールへの援助計画を作成した」と語った。

19日 V香港衣類企業進出一一TaiWah貿易会社（香港との合弁会社）の Chee

Choon Eng社長が19日発表したところによると， 同社は新たに TaiWah Gar-

ments and Knitting Factory Ltd. （公称資本金200万わけを設立し，来年末ま

でに生産を開始する。

20日 V英軍の撤退早まるか一一20日のロンドン各紙は「政府はスエズ以東からの撤

兵を早める決定をするだろう」と報じた。 (14日参照）

V新しい米備蓄制度導入か一一TheStraits Times 20日によると， 米の備蓄

を政府からある程度独立させる新制度が，来年から導入される予定という。新制

度のもとにおいては米輸入業者は輸入米の一定割合を政府管理の備蓄に供託する

ことになる。

V再来年以降小学校新設なし一一OngPang Boon教育相は議会で「来年は小

学校3，中学校8を新設するが，それ以降10年間は小学校を新設する必要はない

と思う」と語った。

' 「黄金の 1マイル」計画一一議会で Goh蔵相が明かにしたところによると，

政府は二つの大ホテル建設を含む総工費3500万ドルの BeachRoadにおける「黄

金の 1マイルJ計画遂行のために民間会社を呼合して協周会社 consortiumを作
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る考えである。なおこれまでは金額の巨大さと収益の不確定さのために，民聞か

らの投資の申込みが極めて少ないという。

T Lee首相オーストラリアへ一一一Lee首相は故ホルト・オーストラリア首相の

葬儀のため同国に向った。 Lee首相はオーストラリアで同じく葬儀に参列したジ

ョンソン米大統領，（米・カンボジア関係，ベトナム戦争，について〉，ウィルソ

ン英首柑（撤兵問題について）， McEwenオーストラリア暫定首相（経済援助に

ついて）とそれぞれ個別に会談し， 24日帰国した。 Lee首相は26日の声明で“Lee

首相はジョンソン大統領に英軍撤退後の援助を要請した”との新聞報道を否定し，

「大統領とは英軍撤退に関する話し合いは行なわなかった」と述べた。

21日 V高裁外人判事辞任一一TheStraits Times 21日よれば，高等裁判所の Murry

Buttrose第3判事（オーストラリア生れ）， J. W.D. Ambrose第5判事（ベナン

生れ〉は共に近く辞任する。

v対マ貿易手続き変更一一国会で、対マレーシア貿易手続きを新たに次のように

定め，従来マレーシア政府のみが保持していた両国貿易統計をシンガポーノレ側で

も作成することになった。

道路・鉄道による対マ貿易；申告書を Woodland税関もしくは KeppelRoad 

駅に提出。

海運・空路による対マ貿易；申告書を海運または航空当局に提出。

V来年 l月 l日から圏内海運会社創業一一一太平洋国際海運会社 PacificInter-

national Linesの Y.C.Chang社長がこの日明かにしたところによれば，シンガ

ポーノレ籍船舶・シンガポーノレ人乗組員のみからなる最初の外嗣航路海運会社が来

年 1月 1日から運行を開始する。同社の船舶数は現在9隻。

Vイギリスの経済援助一一一イギリスの Prentice海外開発相が議会で明かにし

たところによると，同国は150万ポンド（約1100万ドノレ〉の対シ今年度（67.4～

68.3）援助を認、めた。またイギリス国防省当局は8日， 「来年の対シ援助は50万

ポンド（367万5000わけがすでに決定し，現在さらに話合いが続けられている」

と語った。一方ヒーリ一国防相は21日，シンガポーノレにおける英軍支出が週当り

100万ポンド強（約735万ドノレ〉であることを明かにした。

27 8 Vマレーシアとの協力を一一一TohChin Chye副首相は， 英軍撤退後の諸困難

を乗り切るために，近隣諸国特にマレーシアとの協力と愛国心の発揚とが必要で

ある，と強調したo

v埋立てと漁民一－Wok文化・社会福祉相は， 東海岸埋立てに伴い漁船接岸
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が不可能になることについて次のように述べた。

埋立てによって海岸線は半マイル遠くなる。このために影響を受ける登録漁

民は地曳網業者70名を含め 180名である。住宅開発局は接岸地点の開設，遠洋

漁業への転換を援助する。

V中華総商会，公定歩合引上げを非難一一このHの中華総商会月例執行委員会

で康振幅 KhengChin Hock財務委員は， 「8.5%という他国に例を見ない銀行

貸出し利率（注〕によって，わが国では生産費が上昇し， 国際市場競争力が弱めら

れているJと述べて， 11月22日の公定歩合引上げ決定を強く非難した。なおこの

問題を調査するため， 7人からなる委員会が作ちれた。

（注〉 イギリス 8%，ニュージーランド 7%, デンマーグ6.5%, アイルラン

ド，カナダ 6%，日本5.5%，アメリカ4.5%

28日 V東南アジア漁業開発センター設置一一ー日本，シンガポール，タイは， 28日パ

ンコクで，東南アジア漁業開発センター設立条約に調印した。この条約に基づき

タイに漁業訓練所（日本の専門家・漁船援助400万わレ相当〉，シンガポールに漁

業研究所が設置される。

29日 V貿易業界，海運契約制度の改定を要求一一海運料金問題実行委員会（委員長

Soon Peng Yam中華総商会会長）は Goh蔵相と会談し，極東海運会議 FEFC,

シンガポーノレ・アフリカ・ニュージーランド会議 SANCが11月，ポンド切下げ

に伴って海運料金をそれぞれ12.5%, 16.6%，一方的に引き上げたこと（11月24

日参照）によって，国内貿易・産業界が大きな打撃を蒙っていると訴え，政府が

これら独占的海運会議に対して適正な措置（自由契約制採用など〉をとるよう要

請した。これに対し Goh蔵相は「実情を調査し提案を慎重に検討する。イギリ

スの軍隊がシンガポールを守っている限り政府はイギリスの利益（海運会議はイ

ギリス海運資本が中心〕に反することはできないが，イギリス海運会社も，シン

ガポールの反感を招く行為が，長期的に見て自らの不利益をもたらすことを悟ら

ねばならない」と述べた。一方極東海運会議の JohnMills代表は30日， 政府の

調査を歓迎すると語った。また同日，全国労働組合会議 NTUCは，「国内貿易・

産業界を全面的に支持する」との声明を発表した。

30日 Vロムニー米ミシガン州知事訪シ
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サパ，パソクモモゲン・カダザン統一組織の解党

( The Straits Times 12日社説〉

パソクモモグン・カダザン統一定E織 Upko，統ーーサパ国民組織 Usno両党和解の報は

10日程前にジェスノレトンからもれ始めた。最初の兆候は今年5月の連合党分裂（Upko

の脱退したこと一一一訳者）以来の新聞紙上における蛾烈な論戦が停止されたことだ、っ

た。 UpkoのStephens党首と Usnoの Mustapha党首（州首相）とが接触している

との政界筋の示唆L 事態の展開に期待を抱かせるものであった。 しかし局外者には

これほど早く政治的解決がもたらされようとは予想、できなかった。 Upkoを脱党した

2州議員に対する一連の非難大会が各地で開かれた直後に， Upko全国委員会は解党

とUsnoへの全員入党とを決議した。 この決議はさらに党総会の批准を経なければな

らないが，党指導者に関しては反対気運はない。

Stephens氏は党の決議について多くを諮らなかった。同氏は原住民の統ーのために

噺笑にも耐えよう，と述べている。理由をみつけるのはさほど困難ではない。 Upkoは

この5月突然サパ連合党を脱退した。その 1ヵ月前の州議会選挙で同党の獲得した議

席数は 12で， これに対し Usno14, サパ中国人協会 SCA5, 無所属 1であった。

Upkoの憤憩は組閣工作の過程で形成されたQ Mustapha首相は Usno,SCAのみの小

型準備内閣組閣を決意し， Upkoには後日完全な内閣を作る際に同党閣僚を任命する

つもりであると伝えた。 Upkoは誇りを棄てて時を待つよりも，連合党からの離脱の

道を選んだ。同党指導者はこうした示威によって， Mustapha首相が頭を下げて同党

に内閣を開放するだろうと考えたようだ。 SCAを味方にひき入れることによって，

Usnoを会談の席につかせることができると思ったかも知れない。

その後数ヵ月間 Upkoが，サパ政府は“マレ一人に支配され，クアラノレンプールに

こびへつらって州の権利を売り渡している”と大々的キャンペーンをはったにも拘ら

ず， Mustapha首相は一向に譲歩の色を見せなかった。同党は来たる 4年間在野の危

機に直面することになった。やがて脱党が始った。最初は PayarJuman氏で， Wong

Fook Siang氏がこれに続いた（共に州議員一一一訳者〉。 Stephens党首は二者択一を

迫られた。即ちさらにモラルをかきたてるか〈そこには真塾な論争はなし あるのは

種族主義，地域主義の煽動のみである〉，あるいはどんな条件にせよ和平を求めるかの

二者択一を。 Stephens党首らの党首脳は第一の道を放棄することによって，責任感あ
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るものとの名声を失墜の危機から救った。ラーマン首相も Upko解党に種々手をさし

のべたと恩われる。それが何であるかはやがて明らかとなるであろう。

Upko, Usno両党の抗争終結方法は，分裂方法と同様異様である。 しかしサパにと

ってこの和解が有益であることは誰もが認めよう。今や故意に作られた緊張をときほ

ぐし，州開発のために一層の努力を重ねなければならない。 マレーシア連合党および

連邦政府指導者のこの決議に対するよろこびの色は， 暖い寛大な言葉で Stephens氏

を讃えたメッセージの中に現われている。 Stephens氏の政党政治からの引退は公務か

らの引退とは違うようである。 Upko解党後もサパ連合党が連合政党たる必要はある

のだろうか。 SCAもUsnoと統合してしまうのは良くないのだろうか。 この問題が

SCA指導者の胸中にあるに違いなu、。
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1967年 の マ レ ー シ ア ， シ ン ガ ポ ー ル 年 表

政 :.t.、
/i:J 

1. 11 IM 英軍，東マレーシアより完全撤退

2. 23 IM 国語法国会に上程さる。 3月4日同通過

2. 25 / M, S マ＝シ両国首脳カメロン高原で会談

3. 13 I s 基幹産業のスト禁止さる

3. 28 I s 国民兵役登録はじまる

4. 3 I s 左翼系組合のゼネスト

4. 27 IM サノリ十｜選挙で連合党の勝利

5. 1 I s メーデーに反政府デモ

5. 16 IM Upko，サバ連合党を脱退

6. 4 I s 反政府デモ隊，米大使館を襲撃

7. 9 M サラワク Snapとサバ Upkoの会談

7. 18 M, S イギリス国防白書1970年代半ばに撤退表明

8. 23 M 政治犯 180人に大赦

8. 31 M 独立10周年記念式典

9. 1 M 国語法発効

10. 17 I s リ一首相の訪米

労働党，急進路線を打ち出す

マレーシア連合党第 1回全国大会， グチンで開催

旧通貨切下げで反政府暴動

サパ Upko解党， Usnoへ吸収

（注〉 Mはマレーシア， Sはシンガポーノレのこと。

経 済

1. 19 I M 67年度予算国会

6. 5 M, S 新通貨の相互交換性で同意

6. 12 M, S 新通貨発行開始

7. 17 M, S 英連邦諸国以外への資本移動を自由化

ゴム価格ポンド当り50セントを割る

9. 9 M マラヤワタ製鉄所正式開所

9. 12 M 円借款一般協定

9. 13 M 政府， ゴム価格維持のため買支え開始

11. 16 M 日本， カミサバの銅山採掘権を獲得

11. 19 乱1, s 旧マラヤ・ドル切下げ

12. 5 s 予算国会ひらかれる

京サ タ卜 関 係

1. 31 I s ルーマニアと通商協定

3. 14 IM AS A第 1回常設委員会クアラルンプールで開催

4. 11 I s ハンガリーと通商協定

5. 11 IM インドネシアと通商協定

5. 12 I s 北鮮と通商協定

5. 26 IM ラーマン首相，血債問題で日本案に同意

5. 30 I s ルーマニアと国交樹立

M 全面国交を回復

9. 1 IM フィリピンと密輸防止協定

9. 7 I s インドネシアと全面国交を回復

9. 21 IM 血債問題解決

9. 22 IM 佐藤首相の訪マ

9. 22 I s ユーゴと国交樹立

11. 20 I s ブルガリアと国交樹立

12. 2 I s リ一首相， カンボジア訪問



アジアの動向国別シリーズ

アジア諸国の政治・経済・社会の動きを的確に把握

する基礎資料として刊行している月刊「アジアの動向J

の1967年 1月から 12月までを，各国ごとにまとめて，

1967年の回顧，給、目次，年表を付したく国別シリーズ〉

のご利用をおすすめします。

1965年 1966年 1967年

車需 国 256頁 268頁 172頁

中 国 品切 519 558 

イ ン 241 257 218 

インドシナ 263 267 480 

フィリピン 173 274 172 

タ イ 240 332 208 

シンガポーノレ 242 196 234 

インドネシア 296 251 208 

ピ ノレ てず 325 387 288 

ノξ キスタン 品切 354 300 

シベリア開発 386 387 338 

く国別シリーズ〉 定価 800円は部数僅少のためア

ジア経済出版会（東京都新宿区市ヶ谷本村町42TEL（代表〉

353-4231）に直接お申し込み下さい。

アジアの動向 （ご：み勾〕 1967 

昭和43年 3月15日印刷

昭和43年3月25日発行

。1968年

発行所

印 刷 所

製本

定価 800円

アジ ア 経 済 研 究 所
東京都新宿区市ヶ谷本村町42
電話東京353局 4231（代表（

株式会社第二印刷所

株式会 社舟清製本所

可
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